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●1 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行

に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令」 （平成27年政令第34

3号） 50条にいう 「施行日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」とは、被

用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成24年

法律第63号）の施行日の前から有していた特定の適用事業所に係る厚生年金保険の被保険

者資格を同日以後においても継続して有する者をいう

2被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成24

年法律第63号。令和2年法律第40号による改正前のもの）附則17条2項において準用され

る同附則15条3項（ 「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の

一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に

関する経過措置に関する政令」 （平成27年政令第347号。令和3年政令第229号による改正前

のもの） 36条1項による読替え後のもの）にいう 「施行日前から引き続き改正後厚生年金保

険法第27条に規定する被保険者…であるもの」とは、被用者年金制度の一元化等を図る

ための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成24年法律第63号）の施行日の前か

ら有していた特定の適用事業所に係る厚生年金保険の被保険者資格を同日以後においても

継続して有する者をいう

（令和4年（行上）第352号、第353号・令和6年9月13日第二小法廷判決破棄自判）
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件名退職共済年金及び老齢厚生年金減額処分無効

確認乃至取り消し等請求事件裁判例
ﾄ

最高裁判所令和4年

－

民事

◎1

(行上'菫:蕊
第二小法廷判決破棄自判「被用者年金制度の一元化等を図る

ための厚生年金保険法等の一部を改

正する法律の施行に伴う厚生年金保

険の保険給付等に関する経過措置に
関する政令」 （平成27年政令第34
3号） 50条にいう 「施行日前から引

き続き当該被保険者の資格を有する

もの」とは、被用者年金制度の一元

化等を図るための厚生年金保険法等

の一部を改正する法律（平成24年法

律第63号）の施行日の前から有して

いた特定の適用事業所に係る厚生年

金保険の被保険者資格を同日以後に

おいても継続して有する者をいう

被用者年金制度の一元化等を図るた

めの厚生年金保険法等の一部を改正

する法律（平成24年法律第63号。令
和2年法律第40号による改正前のもの）

附則17条2項において準用される

同附則15条3項（ 「被用者年金制度

の一元化等を図るための厚生年金保険法

等の一部を改正する法律及び地方公務員

等共済組合法及び被用者年金制度の一元

化等を図るための厚生年金保険法等の一

部を改正する法律の一部を改正する法律

の施行に伴う地方公務員等共済組合法に

よる長期給付等に関する経過措置に関す

る政令」 （平成27年政令第347号。

令和3年政令第229号による改正前の

もの） 36条1項による読替え後のもの）

にいう 「施行日前から引き続き改正

後厚生年金保険法第27条に規定す

る被保険者…であるもの」 とは、被

用者年金制度の一元化等を図るため

の厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律（平成24年法律第63号）の施

行日の前から有していた特定の適用

事業所に係る厚生年金保険の被保険

者資格を同日以後においても継続し
て有する者をいう

令和6年9月13日

上告人公立学校共済組合ほか1名

被上告人X

原 審東京高等裁判所

主 文

1原判決主文第3項から第5項までを次のとお

り変更する。

被上告人のその余の請求をいずれも棄却する。

2訴訟の総費用は被上告人の負担とする。

理 由

令和4年（行上）第352号上告代理人清水幹裕、

同溝内健介、同清水光及び同第353号上告代理人春

名茂ほかの各上告受理申立て理由について

1被上告人は、被用者年金制度の一元化等を図る

ための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成

24年法律第63号。以下「一元化法」 という。 ）の

施行日 （平成27年10月1日。以下「一元化法施行

日」という。 ）前から、厚生年金保険法（以下「厚年

法」という。 ）附則8条の規定によるいわゆる特別支

給の老齢厚生年金（以下「特老厚年金」という。 ）及

び地方公務員等共済組合法（一元化法による改正前の

もの。以下同じ。 ）附則19条の規定によるいわゆる

特別支給の退職共済年金（以下「特退共年金」という。 ）

の支給を受けていたが、厚生労働大臣及び上告人共済

組合から、特老厚年金及び特退共年金の各一部につき

平成28年5月分から支給停止とする処分を受けた。

また、被上告人は、厚生労働大臣及び上告人共済組合

から、特老厚年金及び特退共年金を平成29年4月分

から減額する各処分を受けた。

本件は、被上告人が、上告人らを相手に、上記各処

分のうち特老厚年金の一部を支給停止とする処分を除

く3個の処分（以下、この3個の処分を併せて「本件

各処分」という。 ）の取消しを求めるとともに、上記

支給停止に係る特退共年金の支払を求めるなどする事

案である。

2特老厚年金及び特退共年金の支給等に関する法

令の定め及び制度の概要は、次のとおりである。

特老厚年金及び特退共年金は、 65歳未満の者であっ

ても、 60歳以上であることなどの所定の要件を満た

す場合に支給されるものである（厚年法附則8条、地

方公務員等共済組合法附則19条）が、いずれも、そ

の受給権者が在職して賃金を得ている場合には、その

2

、
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令和6年10月1日第1847号裁判所時報

3原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次

のとおりである。

（1）被上告人（昭和▲年▲月生まれ）は、昭和56

年4月1日に東京都の教員として採用され、上告人共

済組合の組合員資格を取得し、平成24年9月に特退

共年金の受給権を取得したが、在職中であったことな

どから、同年金は在職支給停止とされた。被上告人は、

平成25年3月31日に定年退職したことにより、上

記資格を喪失するとともに、特退共年金を同年4月分

から受給することとなった。

（2）被上告人は、平成25年4月1日、東京都の日

勤講師に任命され、東京都立B高等学校（以下「B高

校」という。 ）での勤務を開始した。都立高等学校に

ついては各校がそれぞれ厚生年金保険の適用事業所で

ある,ところ、被上告人は、同日、B高校を適用事業所

とする厚生年金保険の被保険者資格を取得した。

被上告人は、平成26年4月1日に特老厚年金の受

給権を取得し、同年金を同年5月分から受給していた。

被上告人は、一元化法施行日 （平成27年10月1

日）以降、本件配慮措置の適用により、特老厚年金及

び特退共年金の全額を受給していた。

（3）被上告人は、平成28年3月31日、B高校で

の勤務を終了し、同年4月1日、 日勤講師として、東

京都立C高等学校（以下「C高校」という。 ）での勤

務を開始した。これにより、被上告人は、同日、B高

校を適用事業所とする厚生年金保険の被保険者資格を

喪失し、c高校を適用事業所とする厚生年金保険の被

保険者資格を取得した。

（4）厚生労働大臣は、被上告人がB高校を適用事業

所とする厚生年金保険の被保険者資格を喪失したため

特老厚年金に係る本件配慮措置の要件を満たさなくなっ

たとして、平成28年6月7日付けで、被上告人に対

し、特老厚年金の一部を同年5月分から在職支給停止

とする処分をした。また、厚生労働大臣は、平成29

年6月1日付けで、被上告人に対し、物価の下落を理

由として、特老厚年金を同年4月分から減額する処分

をした。

上告人共済組合は、被上告人がB高校を適用事業所

とする厚生年金保険の被保険者資格を喪失したため特

退共年金に係る本件配慮措置の要件を満たさなくなっ

たとして、平成28年7月7日付けで、被上告人に対

し、特退共年金の一部を同年5月分から在職支給停止

とする処分をした。また、上告人共済組合は、平成2

9年6月1日付けで、被上告人に対し、物価の下落を

理由として、特退共年金を同年4月分から減額する処

分をした。

4原審は、上記事実関係等の下において、要旨次

のとおり判断し、本件各処分は違法であるとしてその

一部又は全部の支給停止（以下「在職支給停止」とい

う。 ）がされることがある。

一元化法の施行前は、特退共年金の在職支給停止の

要件は特老厚年金の在職支給停止の要件と比べて厳格

であったが、一元化法により、前者は後者に合わせる

こととされ、これに伴い、特退共年金の受給権者につ

き、在職支給停止による減額幅に上限を定めるなどの

配慮措置が設けられた。

上記配慮措置のうち、特老厚年金の受給権者であっ

て特退共年金の受給権者であるものが、一元化法施行

日の前後において厚生年金保険の被保険者資格を有し

ている場合における特老厚年金の在職支給停止に係る

ものについては、一元化法（令和2年法律第40号に

よる改正前のもの）附則15条2項が規定している。

同項の適用範囲については、 「被用者年金制度の一元

化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する

法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する

経過措置に関する政令」 （平成27年政令第343号）

50条（以下「本件規定1」という。 ）が規定してお

り、特老厚年金の受給権者であって特退共年金の受給

権者であるものが厚生年金保険の被保険者（第一号厚

生年金被保険者に限る。 ）であって一元化法の「施行

日前から引き続き当該被保険者の資格を有するもの」

であるときに同項が適用されるものとしている。

また、上記の場合における特退共年金の在職支給停

止に係る配慮措置（以下、上記の特老厚年金の在職支

給停止に係る配慮措置と併せて「本件配慮措置」 とい

う。 ）については、一元化法（令和2年法律第40号

による改正前のもの）附則17条2項において準用さ

れる同附則15条3項〔 「被用者年金制度の一元化等

を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一

元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員

等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関

する政令」 （平成27年政令第347号。令和3年政

令第229号による改正前のもの） 36条1項による

読替え後のもの。以下「本件規定2」という。 ）が規

定しており、特老厚年金の受給権者であって特退共年

金の受給権者であるものが一元化法の「施行日前から

引き続き改正後厚生年金保険法第27条に規定する被

保険者…であるもの」に当たるときには、一元化法

（令和2年法律第40号による改正前のもの）附則1

5条2項の例によるものとしている。なお、厚年法

（令和2年法律第40号による改正前のもの） 27条

は、同条の規定する被保険者には被保険者であった7

0歳以上の者であって所定の要件を満たすものを含む

ものとしている。

2 I



裁判所時報 令和6年10月1日第1847号

’
取消請求を認容するとともに、特退共年金の支払請求 ろ厘牛年令保除の轆保除者瞥柊券同日以携において＃、

一二.△ －=

の一部を認容した。 継続して有する者券いう＃､のル躍寸-ろのが相当である人

（2）本件規定2にいう 「施行日前から引き続き改正

後厚生年金保険法第27条に規定する被保険者…であ

るもの」についても、本件規定1と同様の文言が使わ

れていることに加え、特老厚年金及び特退共年金のそ

れぞれについて本件配慮措置が設けられた前記の経緯

に照らせば、本件規定1にいう 「施行日前から引き続

き当該被保険者の資格を有するもの」 と同義に解釈さ

れるべきである。

そうすると、本件蝿岸2にいう 「旅行日前から弓|麦

続き_改正後厘牛年令保険洪籠27条に損序する被保険

者…である＊､の｜ 上は‐－完ｲに法旅行日の前から有1‘

ていた特序の摘用事業所に係る厚生年今保険の被保険

者沓柊存同日以祷において＃､継続して右する者券いう

*､の山侭するのが相当である

（3）前記事実関係等によれば、被上告人は、平成2

8年4月1日、一元化法施行日の前から有していたB

高校を適用事業所とする厚生年金保険の被保険者資格

を喪失したというのであるから、これにより、本件規

定1に規定する者及び本件規定2に規定する者に該当

しなくなったものというべきであり、被上告人の同年

5月分以降の特老厚年金及び特退共年金には本件配慮

措置は適用されない。

6以上によれば、原審の上記判断には判決に影響

を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、論旨は理

由がある。そして、前記事実関係等の下においては、

被上告人のその余の主張を採用することができないこ

とは明らかであるから、被上告人の本件各処分の取消

請求は理由がなく、また、特退共年金の支払請求のう

ち原審が認容した部分も理由がない。したがって、こ

れらはいずれも棄却すべきであるから、原判決主文第

3項から第5項までを本判決主文第1項のとおり変更

することとする。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判

決する。

(裁判長裁判官岡村和美裁判官三浦守裁判官
草野耕一裁判官尾島明）

複数の適用事業所を有する法人内での異動等により

|適用事業所が変更になったが、引き続き同一法人内に

おいて継続して就労しており、給与に関する雇用条件

が異ならないような場合には、本件規定1に規定する

者及び本件規定2に規定する者と同視して、本件配慮

措置の適用があるものと解するのが相当であるところ、

本件は上記の場合に当たるから、被上告人の平成28

年5月分以降の特老厚年金及び特退共年金に本件配慮

措置を適用すべきである。

5 しかしながら、原審の上記判断は是認すること

ができない。その理由は、次のとおりである。

（1）本件規定1は、本件配慮措置を適用するための

要件の一つとして、一元化法施行日の前から引き続き
■ ，． 、 ‐‘ ー マ ,

1

|い。

以上によれば、本件揮岸1にいう 「旅行日前から弓’

|き続き当該擁保険者の瞥柊券右する*､の』 しは一元

厭業所に係業所●にｲ脂洪旅行日の前から有してい方特岸の滴用藍

3



令和6年10月1日第1847号裁判所時報

◎叙位。叙勲（7月分、死亡者のみ）
｜ 記事

別紙「叙位・叙勲（令和6年7月、死亡者のみ） 」

のとおり ‘◎広報テーマ（11月分）

… ◎人事異動

／栽判貝制度
樫輔貝飼度は、圃民の中から選ばれた6
人の瞳判貝ｵ耐事侭樹に容れし、3人の級

判官とともに、被告人が布邪がどうか、有
耶の鳩合どのような刑にするのかを焼め

る制度です．

、裁判頁の役割

一一～刑＊磯判に出席し、鉦さ等
審理〆)や城捉を見聞きします．
‘一

V 一
一一～法廷て見聞きしたことをも

軽_翌)簿:蝿哲と-腿隠“し
V

⑬鴬鮮空繍
ノノ

東京地方裁判所判事補

神戸地方・家庭裁判所姫路支部判事補 小谷侑也

(9月4日）

東京地方裁判所判事補

新潟地方・家庭裁判所判事補

』

上原ひとみ

(9月6日）

定年退官

前橋家庭裁判所長

柳川簡易裁判所判事

八木貴美子

山口秀隆

(以上9月7日）

l

』

0

前橋地方・家庭裁判所長

前橋地方裁判所長

柳川簡易裁判所判事

福岡簡易裁判所判事

門田友昌ただ<必淫はありませと(実撫に狐樹所Iごお超
いただくことになった蝋合には、別途お知らせ
呈す．）． ツ
【毛釘腱髄聾他党岨周脚筒サンプル》〔令栴6年11，廻付分）

永田昌敏

(以上9月8日）

ﾛ

｡

定年退官

福岡高等裁判所長官’ 中里智美

(9月9日）蕊
整唾騨目瞬度ウエプ別輝卜上で漏蕗
毎鹸■姉や胃r幟を公麺してい堂寸宮

定年退官

津地方・家庭裁判所四日市支部長 鵜飼祐充

(9月10日）、
ノ

鯛宜隈のご回答の内雰により、 1年を

ことのないようにして鋭利風候補老の

東京高等裁判所長官

最高裁判所事務総長

最高裁判所事務総長

甲府地方・家庭裁判所長

甲府地方・家庭裁判所長

東京地方裁判所判事

東京地方裁判所判事

東京高等裁判所判事

福岡高等裁判所長官

司法研修所長

津地方・家庭裁判所四日市支部長

名古屋家庭裁判所判事

名古屋家庭裁判所判事

岐阜地方・家庭裁判所判事

岐阜地方・家庭裁判所判事補

東京地方・家庭裁判所判事補

必要はありません．

堀田眞哉

I
辞退の申出ができる跨期に創服はありません．

どの煩査環て群退を申し出なかった鳩合ても、実際の亭件の戯判貝候槽者に週I鋼fた暗にお退り

する質問隈や8跡4所･向予われる退任手続の雛に辞辺を申し出ていただくことも可鰭てす． 氏本厚司

鈴木巧
感じた』ど臼答されています（令和5年鹿アンケート鯛査銘果より）．

【銭判風経験者の方の声】

口鑿職鯉鮒灘1雇慨鰯圃…‘'…"γ 駒田秀和
手

｡侭判風鋤って難しくない!色々紋えてくれるし､色々な考え方篭問くことが
出来て鹿かつた．（50代、辱案主婦・辱案主夫）

唾か$己も、腿櫛買崎虞ウェプサイト上て。 18歳、 09良の侭判闘縄験審の声忌
偲介していユTのて．そちらもぜひご虹<猶さい．

r侭判榊憧ウエプザイト』トャプ錠一ジトトゼックス
紬↑配〃－.“1婚Im､庄和両Lmlなん”1m〃n8fR.MBI

【1.迄臆ﾃｰﾏflU愈．11魔の風刺硯皿般窄の算を園いてみたよI』魁縄武しました】u

矢尾和子

田中聖浩

栽判風制度は回民の皆さまの稲極的なご参加により、

円滑に実施されています。
引き焼きご理解とご協力をお師いします。 村瀬賢裕

大崎敦生

(以上9月1'1日）
裁判員制度ウェブサイト 駕鰡鰐?講グﾗﾌ剣ﾂｸｽ鋤題
11”醜"ww,A&曾圖鮎anin､CCU'ts.”.漁〃ndeX・ht唖ぜひご覚ください1 ハ

、

溌琴灘…磯J
P

裁判貝制度
司法研修所長

東京高等裁判所判事 手嶋あさみ

4

司

今年

来年以降

rー

弓

辱

● ●

■■■日醒歴轟'一

★候摘者べの通知

調査歌の送付

■ 6週間厨王てp

忽輔が蕊U罰i職鮭が邑
遺任黙“甘切お願噌世‘質問膿

摩韓職

＝頚…
避判所屍海遊践寒｝

r

fにお鰯しい

軍冗哩＝＝‐ー」

垂＝＝一二

マや

一
一

国命

漫鯉墓曼=…鷺

☆飼五黒について

☆辞退の申出ができる時期について

☆批判閃穐判'二奉加された鯉判貝経験者の声

Q銭判員剥度をもっと詳しくお知りになりたい方はこちら！
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定年退官

福岡簡易裁判所判事 山中金雄

（以上9月12日）

定年退官

名古屋高等裁判所判事 長谷川恭弘

（9月13日）

名古屋高等裁判所判事

名古屋地方・家庭裁判所岡崎支部長 朝日貴浩

名古屋地方・家庭裁判所岡崎支部長

名古屋地方・家庭裁判所豊橋支部長 田邊浩典

名古屋地方・家庭裁判所豊橋支部長

名古屋高等裁判所判事 鈴木幸男

（以上9月14日）
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令和6年10月1日第1847号裁判所時報

◎
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
六
年
九
月
一
七
日
公
布
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
四
号
）

民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
四
号
）

が
、
令
和
六
年
九
月
十
七
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）

の
施
行
等
に
伴
い
、
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
及
び
送
達
、
電
子
調
書
及
び
電

子
判
決
書
の
作
成
、
電
磁
的
訴
訟
記
録
の
閲
覧
等
へ
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
等
に
関
し
、

必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
規
則
の
規
定
の
整
備
等
を
行
う
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
規
則
は
、
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八

年
五
月
二
十
四
日
ま
で
の
政
令
で
定
め
る
日
）
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
郵
便
料
金

の
改
定
に
対
応
す
る
た
め
の
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
三
か
ら
第
二
条
の

五
ま
で
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
規
則
の
条
文
は
、
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

民
事
事
件
等
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
用
い
る
識
別
符
号
の
付
与
等
に
関
す
る
規
則
（
令

和
六
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
五
号
）
溌
令
和
六
年
九
月
十
七
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
規
則
は
、
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）

の
施
行
等
に
伴
い
、
民
事
訴
訟
法
、
民
事
訴
訟
規
則
そ
の
他
の
法
令
に
定
め
る
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
際
に
用
い
る
識
別
符
号
の
付
与
の
方
法
及
び
そ
の
使
用
の
停
止
等
に
関

し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。

な
お
、
こ
の
規
則
は
、
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
八

年
五
月
二
十
四
日
ま
で
の
政
令
で
定
め
る
且
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

（
規
則
の
条
文
は
、
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
配
信
済
み
。
）

《
民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
》

《
民
事
事
件
等
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
用
い
る
識
別
符
号
の
付
与
等
に
関
す
る
規
則
に
つ

い
て
》

規
則
Ⅱ
別
添
の
と
お
り

最
高
裁

判

所
規

則

（
識
別
符
号
の
付
与
の
方
法
）

第
一
条
民
事
事
件
、
行
政
事
件
及
び
家
事
事
件
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
、
民
事
訴
訟
法

（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
、
民
事
訴
訟
規
則
（
平
成
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

そ
の
他
の
法
令
に
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
二
条
の
十
第
一

項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
用
い
て
取
り
扱
う
督
促
手
続
に
関
す
る
規
則
（
平

成
十
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
号
）
で
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
除
く
。
）
を
使

用
し
て
、
裁
判
所
と
の
間
で
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知

覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計

算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
送
受
信
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
第
三
条
及
び
第
四
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

か
ら
入
力
し
て
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
最
高
裁
判
所
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
又
は
法
人
で
な
い
社
団
若
し
く
は
財
団
で
代
表
者
若
し
く
は

管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
、
代
表
者
又
は
管
理
人
の
氏
名

及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二
電
話
番
号

三
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
（
特
定
電
子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
電
子
メ
ー
ル
（
最
高

裁
判
所
の
細
則
で
定
め
る
通
信
方
式
を
用
い
る
も
の
に
限
る
。
）
の
利
用
者
を
識
別
す

る
た
め
の
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
い
う
。
）

四
生
年
月
日
（
法
人
又
は
法
人
で
な
い
社
団
若
し
く
は
財
団
で
代
表
者
若
し
く
は
管
理

人
の
定
め
が
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
代
表
者
又
は
管
理
人
の
生
年
月
日
）

五
そ
の
他
必
要
な
事
項
と
し
て
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
事
項

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
者
（
法
人
又
は
法
人
で
な
い
社
団
若
し
く
は
財
団
で

代
表
者
若
し
く
は
管
理
人
の
定
め
が
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
又
は
管
理
人

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
行
政
手
続
に
お
け

る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
）
に
記
録
さ

れ
た
署
名
用
電
子
証
明
書
（
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の

認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定

◎
民
事
事
件
等
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
用
い
る
識
別
符
号
の
付
与
等
に
関
す
る
規
則

（
令
和
六
年
九
月
一
七
日
公
布
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
五
号
）
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す
る
署
名
用
電
子
証
明
書
を
い
う
。
）
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
最
高

裁
判
所
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
者
を
確
認
す
る
た
め
の

措
置
を
講
ず
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
最
高
裁
判
所
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
た
と
き
（
次
条
第
二
項
に
規

定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
識
別
符
号
を
付
与
す
る
も

の
と
す
る
。

（
弁
護
士
等
に
対
す
る
識
別
符
号
の
付
与
の
方
法
）

第
二
条
弁
護
士
又
は
司
法
書
士
そ
の
他
の
隣
接
法
律
専
門
職
者
（
総
合
法
律
支
援
法
（
平

成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
隣
接
法
律
専
門
職
者
を
い
う
。
）
の

う
ち
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
四
条
第
五
号
に
お
い
て
「
弁
護
士

等
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
業
務
と
し
て
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
す
る
場
合

に
は
、
弁
護
士
等
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
最
高
裁
判
所
は
、
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、

当
該
届
出
を
し
た
弁
護
士
等
に
対
し
、
弁
護
士
等
の
業
務
と
し
て
前
条
第
一
項
の
電
磁
的

記
録
の
送
受
信
を
す
る
た
め
の
識
別
符
号
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

（
届
出
事
項
の
変
更
等
）

第
三
条
第
一
条
第
三
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
識
別
符
号
を
付
与
さ
れ
た
者
は
、

第
一
条
第
一
項
の
電
子
計
算
機
に
お
い
て
暗
証
符
号
を
設
定
し
、
遅
滞
な
く
、
設
定
し
た

暗
証
符
号
を
当
該
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
最
高
裁
判
所
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
第
一
条
第
三
項
又
は
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
識
別
符
号
を
付
与
さ
れ
た
者
は
、
第

一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
し

た
暗
証
符
号
を
変
更
す
る
と
き
又
は
識
別
符
号
の
使
用
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
旨
を
第
一
条
第
一
項
の
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
送
信
す
る
方
法
に
よ
り
最
高
裁

判
所
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
識
別
符
号
の
使
用
の
停
止
）

第
四
条
最
高
裁
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
第
一
条
第
三
項
又
は
第
二
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
識
別
符
号
の
使
用
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
当
該
識
別
符
号
を
付
与
さ
れ
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
当
該
識
別
符

号
の
付
与
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
。

二
当
該
識
別
符
号
を
付
与
さ
れ
た
者
以
外
の
者
が
当
該
識
別
符
号
を
不
正
に
取
得
し
た

と
き
。

三
当
該
識
別
符
号
を
付
与
さ
れ
た
者
が
裁
判
所
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
対
し
て

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
し
た
と
き
。

四
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
識
別
符
号
を
付
与
さ
れ
た
者
が
一
年
間
当
該
識

別
符
号
を
使
用
し
な
か
っ
た
と
き
。

五
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
識
別
符
号
を
付
与
さ
れ
た
者
が
法
令
の
規
定
に

よ
り
弁
護
士
等
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

六
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
当
該
識
別
符
号
を
付
与
さ
れ
た
者
が
第
一
条
第
一

項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
の
使
用
を
継
続
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
る
特
別
の

事
情
が
あ
る
と
き
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
）

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

』‘

7



裁判所時報 令和6年10月1日第1847号

内
閣
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
期
日

は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
と
す
る
。

◎
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

（
令
和
六
年
九
月
四
日
公
布
政
令
第
二
七
一
号
）

政

令

8



(別紙）

叙位 ・ 叙勲（令和6年7月、死亡者のみ）

元日本弁護士連合会理事 青木幸男 7.5

従五位

元日本弁護士連合会常務理事 山田 滋 7.8

従五位

元千葉地方裁判所判事 仲戸川隆人 7. 16

正四位

瑞中

元日本弁護士連合会理事 河野 浩 7．22

従五位

元東京高等裁判所判事 後藤 静思 7．24

従三位

元東京高等裁判所長官 川嵜義徳 7．25

正三位

元日本弁護士連合会副会長 三島卓郎 7．29

正五位



裁判所時報第1847号別添

◎
最
商
裁
判
所
規
則
第
十
四
号

民
事
訴
舩
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
．

令
和
六
年
九
月
十
七
日

殿
高
級
判
所

民
事
訴
訟
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
民
珈
訴
訟
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
民
耶
訴
訟
規
則
（
平
成
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ

る
そ
の
標
記
部
分
（
［
〕
で
注
記
し
た
項
酢
号
を
含
む
。
）
に
二
亜
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対

象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
骸
対
象
規
定
を
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め

、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改

正
航
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
棡
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
棡
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

第
一
編
総
則
一
第
一
編
［
伺
上
］

節
五
章
所
訟
手
続
一
第
五
席
〔
同
上
］

ｒ
ｌ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
０
０
０
０
０
０
０
０
■
０
０
０
日
■
８
８
０
０
０
０
８
０
０
０
日
Ｏ
Ｂ
Ｄ
Ｏ
Ｏ
６
Ｄ
Ｏ
ｐ
Ｏ
６
Ｄ
Ｏ
Ｉ
８
０
０
０
０
１
Ｌ

一

〆

第
二
編
第
一
審
の
訴
訟
手
続

［
第
一
、
章
・
第
二
章
略
］

第
三
章
証
拠

第
一
節
総
則
（
第
九
十
九
条
ｌ
荊
司
判
判
調
制
到
叫

）

‐
〔
第
二
節
～
第
四
節
略
］

。
“
■
０
日
０
０
０
０
０
０
０
０
０
■
■
』
■
■
』
、
■
苫
、
■
》
■
》
■
・
凸
Ｄ
Ｂ
』
■
Ｉ
ｐ
Ｄ
Ｉ
Ｂ
・
Ｉ
ｐ
ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
．
１
１
１
．
４
１
１
１
１
１
１
１
１
０
０
口
■
・
■
一

一
第
五
節
謹
証
（
節
百
三
十
七
条
’
第
百
四
十
４

条
）

一
第
五
節
の
二
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
怖
製

の
内
容
に
係
る
証
拠
調
べ
（
第
亘

四
十
九
条
の
二
’
第
百
四
十
九
急

の
四
）

か

』

■

《

■

０

０

０

■

０

０

０

■

■

０

０

■

■

』

■

０

■

■

■

０

０

』

■

■

《

■

』

■

■

■

■

０

Ｄ

Ｄ

』

■

』

■

Ｏ

ｐ

Ｕ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｏ

０

マ

０

凸

９

０

凸

■

▲

■

凸

■

▲

■

０

０

０

０

寺

第
六
節
検
証
（
第
百
五
十
条
Ⅱ
制
到
司
珂
Ｈ
Ｊ
Ｊ
調

一
第
八
章
↑
当
聯
者
に
対
す
る
住
所
、
氏
名
等
の
秘
墜

（
第
立
十
二
条
の
十
八
’
第
五
十
二
条
の
一

二
十
三
）

ｐ
ｂ
Ｄ
０
０
０
０
０
１
Ｐ
０
９
６
０
０
，
０
０
０
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
０
１
１
９
０
０
．
４
８
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
８
■
０
■

毎
日
・
■
日
二
■
二
■
０
二
■
凸
■
《
■
一
■
《
■
一
■
一
■
凸
■
凸
■
▲
■
▲
■
“
■
▲
■
０
０
０
口
■
０
０
０
』
、
■
凸
、
』
、
■
■
呂
Ｄ
０
ｐ
Ｄ
』
Ｂ
Ｄ
０
１
“
Ｕ
６
△
■
▽
▲
９
０
０
▲
９
△
■
▽
－
０
８
凸
７
．
Ⅱ
。
９
１
１
ロ
ー

一
節
七
竃
晒
子
燗
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
立
て
等
（
一

節
五
十
二
条
の
九
’
第
五
十
二
条
の
十
七
一

）
〃
。

一
第
三
款
献
磁
的
記
録
の
送
達
（
第
四
十
五
条
記

の
二
’
第
四
十
五
条
の
四
）

一
第
四
款
公
示
送
達
（
第
四
十
六
条
）

一
鯆
五
款
召
額
又
は
趣
磁
的
記
録
の
送
付
（
第
亜

四
十
七
条
・
鋪
四
十
七
条
の
二
）
配

０
０
８
０
０
０
０
０
Ｂ
０
Ｄ
０
Ｄ
Ｂ
０
０
０
０
０
０
０
０
６
０
０
０
０
０
０
０
Ｉ
０
０
０
０
０
Ｉ
０
９
１
０
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
ｌ
」

［
鋪
五
節
・
第
六
節
略
］

［
第
六
章
略
］

第
二
編
〔
同
上
］

［
第
一
章
・
第
二
章
同
上
］

第
三
束
〔
同
上
］

鋪
一
節
総
則
（
第
九
十
九
条
ｌ
銅
割
引
刈
剰
制
凱
イ

）

〔
第
二
節
～
節
四
節
同
上
］

０
０
１
１
１
１
１
１
１
谷
ｑ
Ｏ
Ｏ
９
６
０
０
■
０
６
８
８
０
０
０
０
Ｄ
０
Ｄ
０
０
ｌ
０
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
０
０
Ｉ
０
０
０
ｑ
０
８
０
９
０
０
Ｇ

弱
五
節
普
証
（
第
百
三
十
七
条
’
第
百
四
十
九
一

条
）

ｒ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
０
０
０
４
０
０
０
０
０
０
０
０
０
８
０
８
■
８
０
Ｂ
Ｄ
Ｏ
０
０
０
０
９
９
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
１
４
０
１
９
１
９
０
０
七

〔
第
五
節
・
第
六
節
同
上
］

〔
第
六
章
同
上
〕

■
Ｄ
０
８
Ｄ
Ｏ
Ｂ
Ｂ
■
０
０
■
■
０
０
０
，
０
６
■
０
０
６
０
■
■
■
０
０
０
０
０
０
０
Ｂ
０
０
６
０
ｂ
Ｄ
Ｏ
ｂ
９
０
Ｉ
０
ｊ
ｌ
０
０
１
合
Ｉ
Ｉ
ｊ

－
第
七
市
当
窮
者
に
対
す
る
住
所
、
氏
名
等
の
秘
陛

（
第
五
十
二
条
の
九
’
第
五
十
二
条
の
土

一
一
一
）

ナ
０
０
■
Ｄ
Ｂ
０
Ｄ
０
０
ｂ
Ｄ
６
０
０
０
０
ｂ
ｊ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｏ
１
１
０
１

第
六
節
検
証
（
第
百
五
十
条
川
剥
劉
副
判
Ｈ
Ｊ
副
詞

四 三

改
正
後

改
正
前



第
一
条

2

十
七
条
）

一
第
九
編
執
行
停
止
（
第
二
百
三
十
八
条
）

｝
第
十
福
雑
則
（
輔
二
百
三
十
九
条
）

一
Ｄ
Ｏ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
０
０
０
０
０
Ｂ
０
Ｂ
Ｂ
０
り
り
０
０
り
り
Ｏ
Ｄ
ｐ
Ｏ
Ｏ
ｊ
０
１
１
８
８
９
０
０
Ｄ
Ｄ
Ｄ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｄ
Ｄ
ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｄ
Ｄ
６
０
Ｄ
Ｄ
０
０
０
０
０
ｂ

』
・
■
凸
甲
凸
ｑ
▲
■
可
ｄ
■
凸
ｑ
凸
ｑ
凸
ｑ
ｄ
ｑ
ａ
ｑ
０
マ
０
凸
ｑ
凸
１
●
■
０
０
凸
９
０
０
０
０
《
■
０
０
０
０
重
■
０
４
凸
９
０
ａ
ｑ
ｄ
ｖ
凸
可
０
０
》
１
．
９
１
１
０
マ
ロ
１
１
１
０
マ
ー
ロ
９
１
０
１
凸
ｑ
０
Ｉ
ｄ
ｐ
凸
ｑ
０
６

－
第
七
編
法
定
審
理
期
間
訴
訟
手
続
に
関
す
る
特
則
（
一

第
二
百
三
十
一
条
の
二
’
第
二
百
三
十
一
象

の
十
）

一
第
八
編
督
促
手
続
（
第
二
百
三
十
一
一
条
’
第
二
百
三

附
則

（
申
立
て
等
の
制
刊
調
劃
荊
）

刎
４
Ｊ

［
第
七
節
略
］

［
第
四
章
～
第
七
章
略
］

〔
第
三
編
～
第
六
縞
略
〕

第
一
条
刺
制
割
引
可
馴
畑
刎
刮
測
叫
は
、
特
別
の
定
め
が
あ

る
場
合
を
除
き
、
書
面
又
は
口
頭
で
す
る
こ
と
が
で
き

ヲ
（
》
、

２
回
頭
で
刺
却
珂
を
す
る
に
は
、
裁
判
所
笹
記
官
の
面
前

で
陳
述
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
娚
合
に
お
い

て
は
、
裁
判
所
沓
記
官
は
、
剥
封
到
引
胴
制
刊
Ⅵ
１
制
刺
鯏
刈

一
節
九
編
雑
則
（
第
二
百
三
十
九
条
）

一
■
Ｏ
０
０
Ｂ
０
０
０
０
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
０
日
日
■
Ｂ
Ｂ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
ｊ
０
０
０
０
Ｄ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
０
Ｂ
０
Ｄ
Ｄ
０
０
０
０
０
ｂ
８
０
Ｄ
Ｏ
Ｏ
０
』

一
第
八
編
執
行
停
止
（
第
二
百
三
十
八
条
）

）

［
第
七
節
同
上
〕

［
第
四
章
～
第
七
章
同
上
〕

〔
第
三
幅
～
第
六
編
同
上
］

亜
第
七
縞
督
促
手
続
（
第
二
百
三
十
二
条
’
第
二
百
三
一

十
七
条
）

訓
川
別
判
別
州
到
叫
な
ら
な
い
。

附
則

（
申
立
て
等
の
刺
Ⅲ
刃
）

今
、
里
〃
〃 五

剛
１
割
瑚
判
湖
訓
則
引
剃
到
訓
釧
も
の
と
す
る
。

国
～
五
略
〕

［
２
略
］

（
紋
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ

る
提
出
）

第
：
一
条
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
は
、
吹
に
掲
げ
る

も
の
を
除
き
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
傭
す
る

こ
と
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

』
例
刻
剥
脚
な
ら
な
い
。

珊
測
刺
副
削
叫
刊
討
墹
割
洲
剥
矧
項
洲
到
釧
創
劃
刈
呵
捌
刈
剴
制
呵

第
二
条
断
状
、
準
備
書
面
そ
の
他
の
当
事
者
又
は
代
理

人
が
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
、
当
郡
者
又
は
代
理
人
が
剥
型
到
剖
刈
到
料

（
当
噺
者
が
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
笹
面
の
記
載
事
項

）

’
止
又
は
完
結
を
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

〔
一
～
五
同
上
〕

［
２
同
上
］

（
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
普
而
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ

る
提
出
）

鞆
三
条
［
同
上
］

第
二
条
腓
状
、
蹴
備
書
面
そ
の
他
の
当
期
者
又
は
代
理

人
が
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
碑
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る

噺
項
を
記
載
し
、
当
事
者
又
は
代
理
人
が
湖
●
判
刎
剤
Ⅶ
呵

る
も
の
と
す
る
。

［
新
股
］

［
新
設
］

ｰ

（
当
取
者
が
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
杏
面
の
記
載
事
項

七八

イ



冒
略
］

斗
潤
割
劃
印
ヨ
刊
釧
副
詞
斗
判
制
利
判
呵
倒
調
判
Ｉ
閃
剣
劇
司
呵

剖
圃
ヨ
ー
羽
ゴ
鯏
創
測
劉
制
釧
司
剴
釧
刷
制
剴
剴
酬
副
銅
剥
叫
斗

瀬
川
到
矧
剖
刎
副
捌
河
剛
釧
判
訓
到
倒
湖
知
Ｉ
珂
釧
劉
珂
馴
副
倒
叫

司
削
引
判
州
剖
１
斗
割
吋
詞
罰
卿
刷
瑚
剴
醐
耐
Ｊ
１
卸
叫
引
１
４
１

［
三
～
五
略
］

［
２
．
３
略
］

（
拙
判
所
に
提
出
す
る
書
面
に
記
載
し
た
燗
報
の
砿
磁

的
方
法
に
よ
る
提
供
等
）

第
：
一
条
の
二
裁
判
所
は
、
飼
到
叩
刎
釧
剰
酬
の
作
成
に
用
い

る
腸
合
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て

、
替
面
を
栽
判
所
に
提
出
し
た
者
又
は
提
出
し
よ
う
と

す
る
者
が
当
骸
書
面
に
記
戯
し
た
情
報
の
内
容
を
記
録

し
た
誼
磁
的
記
録
（
芯
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の

他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
芯
子
計
算
機
に
よ

る
愉
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
馴
引
Ｎ
同

じ
。
）
を
有
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当

骸
晒
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
傭
報
を
飽
磁
的
方
法
（

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
怖
報

通
悩
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
叫
訓
利
ｌ
剰
川
刈
川
司
剥

Ｊ
型
潮
到
副
制
叫
川
司
剰
刎
刷
到
判
同
測
刈
副
到
判
割
刎
到
渕
刈
呵

制
剥
コ
ー
荊
斗
制
訓
剰
酬
割
剰
叫
Ｈ
刺
剴
詞
剖
剖
劇
刈
司
側
判
川
到
調

叫
刊
剖
叫
椥
判
ｌ
）
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
定
め
る
も
の
に
よ

り
裁
判
所
に
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

［
・
・
一
～
五
同
上
〕

［
２
．
３
同
上
］

（
裁
判
所
に
提
出
す
る
書
面
に
記
載
し
た
情
報
の
晒
磁

的
方
法
に
よ
る
提
供
等
）

鋪
三
条
の
二
裁
判
所
は
、
判
剖
剰
酬
の
作
成
に
用
い
る
場

合
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
凹

面
を
救
判
所
に
提
出
し
た
者
又
は
提
出
し
よ
う
と
す
る

者
が
当
骸
書
面
に
記
戦
し
た
傭
報
の
内
容
を
記
録
し
た

［
一
同
上
］

竿
引
秘
匝
事
項
届
出
書
面

砿
磁
的
記
録
（
唖
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
・
の
他
人

の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
虹
子
計
算
機
に
よ
る
怖

報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
叫
利
削
刊
呵
刺
『

側
‐
湖
別
到
叫
同
じ
。
）
を
有
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者

に
対
し
、
当
骸
砿
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
愉
報
を
趣

磁
的
方
法
（
敏
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ

の
他
の
愉
報
通
値
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
叫
訓
判
Ｉ

）
で
あ
っ
て
裁
判
所
の
定
め
る
も
の
に
よ
り
裁
判
所
に

提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
・
き
る
。○ 九

〔
２
略
］

（
催
告
及
び
通
知
）

第
四
条
〔
略
］

［
２
略
〕

３
催
告
は
、
こ
れ
を
受
け
る
べ
き
者
の
所
在
が
明
ら
か

で
な
い
と
き
、
又
は
そ
の
者
が
外
国
に
在
る
と
き
は
、

催
告
す
べ
き
珈
項
を
公
告
し
て
す
れ
ば
足
り
る
。
訓
可
呵

捌
剖
副
引
科
州
剖
Ⅵ
ｌ
制
刎
利
創
可
叫
１
釧
判
Ⅷ
制
刊
呵
倒
刺
削
創
墹

I lI
を

栽

判

所

の

掲

示

場

そ

の

他
観

判

所
内
の

公

衆
の

見 召
や面 |I|I

-I す
い
場
所
に

’
西
の
映
像
面
に
表
示
す
る
も
の

［
２
同
上
］

（
催
告
及
び
通
知
）

第
四
条
［
同
上
］

［
２
同
上
］

３
催
告
は
、
こ
れ
を
受
け
る
べ
き
者
の
所
在
が
明
ら
か

で
な
い
と
き
、
又
は
そ
の
者
が
外
国
に
在
る
と
き
は
、

催
告
す
べ
き
耶
項
を
公
告
し
て
す
れ
ば
足
り
る
。
こ
の

Ｉした
書
面
を
裁
判
所
の
掲
示
場
そ
の
他
裁
判
所
内
の
公

衆
の
見
や
す
い
場
所
に
矧
制
刑
引
可
行
う
。

［
新
設
］

二

一
一



（
移
送
に
よ
る
記
録
の
訓
鯏
飼
司
・
法
第
二
十
二
条
）

節
九
条
棒
送
の
裁
判
が
確
定
し
た
と
き
は
、
移
送
の
裁

判
を
し
た
裁
判
所
の
栽
判
所
書
記
官
は
、
移
送
を
受
け

た
蚊
判
所
の
裁
判
所
谷
記
官
に
洲
釧
当
廻
鋼
’
呵
制
釧
副
剥
訓

。
割
副
判
瑚
楜
削
釧
制
叫
な
ら
な
い
。

（
法
人
で
な
い
社
団
等
の
当
事
者
能
力
の
判
断
資
料
の

提
出
・
法
第
二
十
九
条
）

第
十
四
条
〔
略
〕
§

（
普
通
裁
判
霜
所
在
地
の
指
定
・
法
飾
四
条
）

第
六
条
掛
第
四
条
（
瞥
通
栽
判
籍
に
よ
る
管
輔
）
第
三

項
の
最
商
栽
判
所
規
則
で
定
め
る
地
は
、
東
京
都
千
代

佃
区
と
す
る
。

副
斗
釧
珊
．
，
斜
１
割
劃
網
引
耐
コ
ュ
叫
矧
川
副
則
判
到
判
刈
制
卿

澗
制
却
副
則
馴
Ｎ
割
剰
固
倒
剥
詞
測
剖
吋
訓
創
Ｊ
剰
剛
叫
刈
創
詞

４
剃
到
珂
週
制
副
判
刻
濁
引
剖
判
計
測
剥
到
司
列
叫
料
吋
刊
剖
州

ｕ
４
Ｊ
ｌ
剖
倒
剰
川
洲
刈
別
叫
呵

〔
４
略
］

５
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
詞
制
引
州
利
劉
劉
割
引

閲
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
除
く
。
）
は
、
こ
れ
を
受
け

る
べ
き
者
の
所
在
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
、
又
は
そ
の

者
が
外
国
に
在
る
と
き
は
、
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
沓
記
官
は
、
そ
の
束

山
を
訴
訟
記
録
上
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
６
略
］

（
法
人
で
な
い
社
団
等
の
当
蛎
者
能
力
の
判
断
資
料
の

提
出
・
法
節
二
十
九
条
）

鋪
十
四
条
［
同
上
〕

祠
１
週
ヨ
ー
剖
叫
引
創
Ｊ
１
鋪
四
条
（
普
通
裁
判
締
に
よ
る

管
轄
）
鋪
三
項
の
最
商
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
地
は
、

東
京
都
千
代
田
区
と
す
る
。

（
移
送
に
よ
る
記
録
の
週
州
Ⅵ
．
法
第
二
十
一
・
条
）

鞆
九
条
移
送
の
裁
判
が
確
定
し
た
と
き
は
、
移
送
の
裁

判
を
し
た
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
は
、
移
送
を
受
け

た
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
に
州
川
別
ｌ
謝
剖
剴
廻
鋼
創
刷
画

第
六
条

［
４
同
上
〕

５
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
通
知
（
荊
呵
刺
刈
州
剰
Ｉ
引
判

。
）
は
、
こ
れ
を
受
け
る
べ
き
者
の
所
在
が
明
ら
か
で

な
い
と
き
、
又
は
そ
の
者
が
外
国
に
在
る
と
き
は
、
す

る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
裁
判

所
書
記
官
は
、
そ
の
事
由
を
所
訟
肥
録
上
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
６
同
上
］

州
Ⅲ
引
楜
刷
剖
剥
叫
な
ら
な
い
。

詞
週
掛
司
刈
制
型
コ
ー
潮
引
．
判
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
除
く

（
普
通
裁
判
鯖
所
在
地
の
指
定
・
法
第
四
条
）

四

一
一
一
一

I|||llllli
斗

倉｜

lll ’
よ
る
申
立
て
等
の
特
例
）
第
一
頂
各
号
に
掲
げ
る
巷
ぱ

〔
新
設
］

［
新
設
］

［
新
設
〕

一
一
ハ 五



叫
渕
剃
副
判
刻
刻
薊
到
刈
ｌ
副
剃
間
釧
刷
詞
刷
倒
叫’

劉
釧
刈
訓
可
割
州
矧
１
割
観
測
司
呵
割
副
刻
剛
科
刎
副
画
制
釧
副
判
呵

引
刈
司
引
刈
‐
可
剖
刈
荊
ｌ

（
法
定
代
理
椎
等
の
証
明
・
法
第
三
十
四
条
）

第
十
五
条
法
定
代
理
権
又
は
訴
訟
行
為
を
す
る
の
に
必

唖
な
授
権
は
、
翻
制
剛
刈
剛
耐
『
悶
楜
制
副
矧
刊
却
刎
制
淵
判
引

制
●
酬
剖
糊
引
判
引
刺
別
別
１

II
よ
る
申
立
て
等
の
特
例
）
第
「
項
剣
劇
剣
Ｈ
掛
倒
Ⅵ
剖
濁
剛

（
法
定
代
理
椎
等
の
祇
明
・
法
節
三
十
四
条
）

輔
十
五
条
法
定
代
理
権
又
は
訴
訟
行
為
を
す
る
の
に
必

要
な
授
椎
は
、
翻
制
判
削
叫
測
川
副
制
叫
刈
飼
剖
引
引
制
別
利
Ｉ

（
法
人
の
代
表
者
等
へ
の
潤
剖
州
・
法
第
三
十
七
条
）

第
十
八
条
［
同
上
］

［
新
設
］

制
刻
別
Ｉ

［
新
設
〕

［
新
設
〕

七

一
八

釧
側
卿
側
削
割
引
測
剖
叫
叫
釧
淵
調
劉
剥
創
叫
１

倒
割
副
馴
剛
剥
馴
翻
閏
剖
判
副
剴
到
ゴ
刈
剴
珂
司
剖
刻
別
ｌ

（
補
助
参
加
の
申
山
番
の
送
遠
等
・
法
第
四
十
三
条
等

）

第
二
十
条
［
略
］

２
前
項
に
規
定
す
る
送
連
は
、
補
助
参
加
の
申
出
を
し’

た
者
か
ら
提
出
さ
れ
た

に
よ
り
補
助
参
加
の
申
出
が
さ
れ
た
鰯
型
呵
目
翻
剴

（
補
助
参
加
の
申
出
書
の
送
達
等
・
法
第
四
十
三
条
等

）

第
二
十
条
〔
同
上
〕

２
前
項
に
規
定
す
る
送
達
は
、
補
助
参
加
の
申
出
を
し

た
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
釧
刈
判
に
よ
っ
て
す
る
。

［
新
設
］

［
新
設
〕

二

○
一
九



１
４
［
略
］

（
訴
訟
代
理
榧
の
証
明
等
・
法
鯆
五
十
四
条
等
）

節
二
十
三
条
訴
訟
代
理
人
の
権
限
は
、
剣
．
叫
刈
刷
甜
酬
画

醐
剰
哨
鋼
刮
制
判
引
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
っ
て
す
る
。

釧
測
刺
呵
珊
圃
叫
１
鯛
釧
制
判
割
罰
削
剥
剥
割
洲
捌

州
醐
イ
ヨ
別
の
規
定
は
、
法
第
四
十
七
条
（
独
立
当
珈
者

参
加
）
節
一
項
及
び
第
五
十
二
条
（
共
同
斫
舩
参
加
）

節
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
の
申
出
笹
の
送
達
に
つ
い

て
鋤
用
す
る
。

（
所
舩
告
知
書
の
送
達
等
・
法
第
五
十
三
条
）

第
二
十
二
条
〔
略
］

２
前
項
に
規
定
す
る
送
達
は
、
訴
舩
告
知
を
し
た
当
率 |III

1者
か
ら
提
出
さ
れ
た
副
木

砠
叩
［
同
上
］

（
訴
訟
代
理
権
の
証
明
等
・
怯
第
五
十
四
条
等
）

第
二
十
三
条
訴
訟
代
理
人
の
権
限
は
、
謝
制
到
可
証
明
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

訓
、
刺
刺
β
規
定
は
、
法
鋪
四
十
七
条
（
独
立
当
蛎
者
参

加
）
節
一
項
及
び
第
五
十
二
条
（
共
同
訴
舩
参
加
）
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
の
申
出
書
の
送
達
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

〈
訴
訟
告
知
書
の
送
達
等
・
法
第
五
十
三
条
）

鮒
二
十
二
条
［
同
上
］

２
曲
項
に
規
定
す
る
送
達
は
、
訴
訟
告
知
を
し
た
当
塀

［
新
設
］

［
新
設
］

者
か
ら
提
出
さ
れ
た
刺
劉
判
に
よ
っ
て
す
る
。

要 一
一
一

第
二
十
四
条
［
略
〕

２
舸
項
の
申
立
て
に
よ
り
訴
訟
費
用
又
は
和
解
の
費
用

（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
訴
訟
費
用
等
」
と
い
う
。

）
の
負
担
の
額
を
定
め
る
処
分
を
求
め
る
と
き
は
、
伺

刺
刎
刮
到
判
可
剖
制
却
副
司
は
、
費
用
計
算
番
及
び
費
用
額

の
疎
明
に
必
要
な
到
祉
洲
を
裁
判
所
書
記
官
に
提
出
す
る

．
と
と
も
に
、
同
項
の
謹
面
及
び
費
用
計
算
書
に
つ
い
て

１
節
一
項
の
直
送
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

洲
剰
１
列
矧
剛
判
剃
引
引
制
斗
削
矧
制
割
引
引
針

１
１４
［
略
］

（
所
訟
費
用
額
の
硫
定
等
を
求
め
る
申
立
て
の
方
式
等

．
法
第
七
十
一
条
等
）

|’
２
前
項
の

到
副
利
制
刎
渕
劉
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
公
柾
人
そ

の
他
の
認
証
の
権
限
を
有
す
る
公
務
員
の
認
証
を
受
け

る
べ
き
こ
と
を
排
訟
代
理
人
に
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
骸
禽
面
等
の
提
出
に
代
え

３
［
同
上
］

（
訴
訟
費
用
額
の
確
定
等
を
求
め
る
申
立
て
の
方
式
等

．
法
第
七
十
一
条
等
）

第
二
十
四
条
［
同
上
〕

２
前
項
の
申
立
て
に
よ
り
師
訟
費
川
又
は
和
解
の
賢
則

（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
所
訟
費
用
等
」
と
い
う
．

）
の
負
担
の
額
を
定
め
る
処
分
を
求
め
る
と
き
は
、
当

刺
部
珂
は
、
費
用
計
算
香
及
び
費
用
額
の
疎
明
に
必
要
な

甜
剴
叫
を
裁
判
所
魯
記
官
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
同
項

の
書
面
及
び
費
用
計
算
書
に
つ
い
て
剰
呵
．
Ｊ
呵
剰
ｌ
剰
呵

銅
刎
皿
凶
剖
到
’
第
一
項
の
直
送
を
Ｌ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

２
前
項
の
報
剥
剖
刈
糾
剴
。
罰
で
あ
る
と
き
は
、
城
判
所
は

、
公
証
人
そ
の
他
の
認
証
の
権
限
を
有
す
る
公
務
員
の

腿
証
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
訴
訟
代
理
人
に
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

［
新
設
］

［
新
設
〕

二

四

一
一
一
『
一



釧
州
咽
咽
銅
軋
調
湘
掴
咽
判
湘
細
識
副
到
釧
鰯
制
斜 職

剖
釧
制
到
到
ゴ
川
副
門
司
割
刻
割
ｌ

（
相
手
方
へ
の
催
告
等
・
法
第
七
十
一
条
等
）

第
二
十
五
条
裁
判
所
書
記
官
は
、
訴
訟
費
用
等
の
負
担

の
額
を
定
め
る
処
分
を
す
る
前
に
、
相
手
方
に
対
し
、

費
用
計
算
番
及
び
費
用
額
の
疎
明
に
必
要
な
聞
釧
Ⅶ
並
び ’

一｜

誉｜

｜
斗 場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

（
相
手
方
へ
の
催
告
等
・
法
第
七
十
一
条
等
）

第
二
十
五
条
栽
判
所
書
記
官
は
、
訴
訟
費
用
等
の
負
担

の
額
を
定
め
る
処
分
を
す
る
前
に
、
相
手
方
腱
対
し
、

費
用
計
算
書
及
び
費
用
額
の
疎
明
に
必
要
な
翻
判
叫
並
び

［
新
設
〕

［
新
設
］

二

五

一
一
《
ハ

に
申
立
人
の
費
用
計
算
密
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
の
陳

述
を
細
酬
引
則
１
剴
創
到
瑚
副
川
副
引
翻
制
剴
判
刷
斜
『
閏
醐
封
門
酎

を
、
一
定
の
期
間
内
に
提
出
す
べ
き
旨
を
催
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
相
手
方
の
み
が
訴
訟
費
用

等
を
負
担
す
る
場
合
に
お
い
て
．
記
録
上
申
立
人
の
訴

訟
費
用
等
に
つ
い
て
の
負
担
の
額
が
明
ら
か
な
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

刈
測
斜
斗
謝
謝
剣
馴
綱
叫
瑚
刺
割
剖
判
瑚
引
刷
剴
ｄ
刈

刺
刈
荊
可
刺
引
刊
引
創
劉
剴
矧
到
制
刺
詞
副
１
測
刺

刺
劉
馴
瑚
叫
瑚
測
側
叫
到
柳
司
州
叫
燗
叫
判
引
州
矧
料

矧
制
引
１

１３
相
手
方
が
荊
斗
剖
列
の
期
間
内
に
費
用
計
算
宙
又
は
聾

刑
額
の
疎
明
に
必
要
な
闘
測
叩
を
提
出
し
な
い
と
き
は
、

判
所
書
記
官
は
、
申
立
人
の
費
川
の
み
に
つ
い
て
、
訴

訟
費
用
等
の
負
担
の
額
を
定
め
る
処
分
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
相
手
方
が
訴
舩
費
用
等
の
負
担
の

額
を
定
め
る
処
分
を
求
め
る
申
立
て
を
す
る
こ
と
を
妨

げ
な
い
。

（
賢
用
額
の
確
定
処
分
の
方
式
・
法
第
七
十
一
条
等
）

潮
イ
利
可
却
到
『
訴
訟
費
用
等
の
負
担
の
額
を
定
め
る
処
分

は
、
こ
れ
を
記
戯
し
た
書
面
を
作
成
し
、
そ
の
盤
面
に

処
分
を
し
た
裁
判
所
杏
記
官
が
記
名
押
印
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

１２
相
手
方
が
州
刺
厨
期
間
内
に
費
用
計
範
書
又
は
費
用

額
の
疎
明
に
必
要
な
割
判
叫
を
提
出
し
な
い
と
き
は
、
城

〔
新
設
］

に
申
立
人
の
費
附
計
算
書
の
記
戦
内
容
に
つ
い
て
の
陳

述
を
詞
剖
刺
叫
矧
釧
剴
剛
を
、
一
定
の
期
間
内
に
提
出
す
べ

き
旨
を
催
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
相
手

方
の
み
が
訴
訟
費
川
等
を
偵
担
す
る
場
合
に
お
い
て
、

記
録
上
申
立
人
の
訴
訟
費
用
等
に
つ
い
て
の
負
担
の
額

が
明
ら
か
な
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

、

二
人

二

七



鶏
側
制
野
剛
Ⅱ
司
劉
釧
副
刑
叫
な
ら
な
い
。

（
和
解
の
た
め
の
処
腫
・
法
第
八
十
九
条
）

第
；
一
十
二
条
［
略
］

［
２
．
３
略
］

４
舸
項
の
手
続
を
行
い
、
か
つ
、
裁
判
所
等
が
そ
の
結

果
に
つ
い
て
裁
判
所
番
記
官
に
醐
剥
剥
剰
罰
を
作
成
さ
せ

る
と
き
は
、
伺
項
の
手
統
を
行
っ
た
旨
及
び
同
項
第
二

（
法
荊
Ｈ
副
１
１
剥
刎
コ
ヨ
列
の
最
簡
裁
判
所
規
則
で
定
め

る
場
合
）

第
二
十
七
条
法
第
七
十
一
条
（
腓
舩
費
用
額
の
確
定
手

統
）
翻
剴
詞
判
の
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、

相
手
方
が
第
二
十
九
条
（
相
手
方
へ
の
催
告
等
）
第
一

項
の
期
間
内
に
伺
項
の
費
用
計
算
笛
又
は
費
用
額
の
疎

明
に
必
要
な
凱
糾
署
提
出
し
な
い
場
合
と
す
る
。

（
映
倣
と
音
声
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る

凹
頭
弁
輪
の
期
日
・
法
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
）

第
・
・
一
十
条
の
二
［
略
］

２
肺
項
の
手
続
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
噺
項
を
口
頭
弁
論
倒
劇
罰
到
矧
剥
制
剰
罰

な
ら
な
い
。

号
に
掲
げ
る
事
項
を

調
書
に
記
録
さ
せ
な
け
れ
ば

剰
訓
判
斗
引
剰
訴
訟
記
録
の
正
本
、
勝
本
又
は
抄
本
に
は

、
正
本
、
謄
本
又
は
抄
本
で
あ
る
こ
と
を
記
戦
し
、
裁

（
和
解
の
た
め
の
処
世
・
法
第
八
十
九
条
）

節
三
十
二
条
［
同
上
］

［
２
．
３
同
上
］

４
前
項
の
手
続
を
行
い
、
か
つ
、
裁
判
所
等
が
そ
の
結

果
に
つ
い
て
栽
判
所
書
記
官
に
剥
利
画
を
作
成
さ
せ
る
と

き
は
、
同
項
の
手
続
を
行
っ
た
旨
及
び
同
項
流
二
号
に

（
法
剰
Ｈ
剴
呵
引
劉
割
到
ゴ
別
の
餓
岡
裁
判
所
規
則
で
定
め

る
場
合
）

第
二
十
七
条
法
第
七
十
一
条
（
訴
舩
費
用
額
の
確
定
手

続
）
荊
引
割
判
の
最
高
裁
判
所
規
則
で
定
め
る
喝
合
は
、

扣
千
方
が
第
二
十
五
条
（
相
手
方
へ
の
催
告
等
）
第
一

頃
の
期
間
内
に
同
項
の
費
用
計
算
書
又
は
費
川
額
の
疎

明
に
必
要
な
劃
剖
叫
を
提
出
し
な
い
鳩
合
と
す
る
。

（
映
俶
と
音
声
の
送
受
傭
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る

口
頭
弁
践
の
期
日
・
法
第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
）

節
三
十
条
の
二
［
同
上
］

２
前
項
の
手
続
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
耶
項
を
口
頭
弁
論
刎
咽
剰
珂
口
刮
制
判
叫

刺
川
副
制
叫
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
鄭
項
を
測
封
則
割
瑚
細
割
引
判
樹
刷
剖
剰
叫
な
ら
な
い

（
訴
訟
記
録
の
正
本
等
の
槻
式
・
法
第
九
十
一
条
等
）

三

○

二
九

罪
引
綱
剥
叫
醐
州
割
刈
鋤
割
聞
馴
の
閲
覧
ｘ
は
勝
写
は
、
そ
の
対

象
と
な
る
笹
面
を
提
出
し
た
者
か
ら
そ
の
写
し
が
提
出

さ
れ
た
場
合
に
は
、
提
出
さ
れ
た
写
し
に
よ
っ
て
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

第

1I
な
ら
な
い
。

［
削
る
〕

イ
劉
判
而
瑚
圃
墹
科
剴
醐
聞
卿
馴
制
劉
刎
側
劃
制

中
の
当
該
諦
求
個
感
馴
旬
部
剖
劃
刷
両
淘
制
刻
月
日
喝
馴
劉
耐

付
の
硝
求
を
除
く
。
）
は
、
訴
訟
記
録
中
の
当
該
謂
求

に
係
る
部
分
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項
を
明
ら
か
に

し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

斗
捌
釧
剴
璃
釧
の
閲
覧
又
は
勝
写
は
、
そ
の
対
象
と
な
る

香
而
を
提
川
し
た
者
か
ら
そ
の
写
し
が
提
出
さ
れ
た
場

合
に
は
、
提
出
さ
れ
た
写
し
に
よ
っ
て
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

１
剖
呵
岡
剥
訓
Ｈ
列
川
剖
劉
叫
な
ら
な
い
。

１２
前
項
の
調
求
（
訴
詮
に
間
す
る
蛎
項
の
証
明
書
の
交

節
三
十
三
条
の
二

［
新
設
〕

I
判
所
書
記
官
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
謝
刎
劉
濁
輔
刎
州
鬮
剥
司
呵
矧
判
刎
矧
劉
謝
矧
・
法
第
九
十

一
条
）

訴
訟
記
録
の
閲
覧
若
し
く
は
脳
恒

鉛
凸
Ｃ
一

’
一
一
一

一
■
一
今
二

今
一
一
一
一



叫
潤
剰
刈
川
訓
司
剴
副
到
矧
刷
刷
副
剥
釧
洲
側
則
。| |I ||I |||||l1

一
一
一
一
一
一

三

四

’
三
五

一
二
ル
ハ



； 罪

11 ||’
［
新
設
］

三
八

三

七

||||||||||ll
叫
刺
斜
剰
引
到
削
淵
制
１
副
斜
剰
刮
劉
到
剖
判
叫1℃

と
に
同
意
し
た
場
合
に
お
い
矧
１
刈
司
贈
部
到
割
倒
消

酌
訴
訟
記
録
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
部
分
を
消
去
す
る
こ

［
新
設
］

四
○

三
九



剖
捌
副
制
川
刎
制
別
別
叫
制
凶
別
ｌ

（
閲
覧
等
の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
惇
・
継
飾
九
十
二

条
）

第
：
一
十
四
条
［
略
〕

２
当
事
者
は
、
自
ら
が
提
出
す
る
文
書
そ
の
他
の
物
件

（
以
下
且
の
条
及
び
剰
刮
刺
叫
斗
剰
刎
斗
司
呵
（
法
第
百
三

十
三
条
の
二
節
二
項
の
申
立
て
の
方
式
淳
）
に
お
い
て

「
文
曲
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
仙
唄
の
申
立
て
を

す
る
と
き
は
、
当
麟
文
嘗
等
の
提
出
の
際
に
こ
れ
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
３
～
７
略
］

剖
剃
司
刺
釧
刺
剣
。
割
Ⅵ
到
創
矧
封
剴
刺
科
刻
１
剰 十

（
閲
覧
等
の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
節
九
十
二

条
）

輔
三
十
四
条
［
同
上
］

２
当
蛎
肴
は
、
自
ら
が
提
出
す
る
文
書
そ
の
他
の
物
件

（
以
下
こ
の
条
及
び
朔
劃
叫
刈
斗
剰
刎
Ｊ
１
「
（
法
第
百
三

十
一
条
の
二
第
二
項
の
申
立
て
の
方
式
等
）
に
お
い
て

「
文
画
弊
』
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
航
唄
の
叩
立
て
を

す
る
と
き
は
、
当
砿
文
召
竿
の
提
出
の
際
に
こ
れ
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
３
～
７
同
上
］

Ｉ８
第
三
噸
本
文
、
第
五
項
本
文
又
は
前
項
の
規
定
に
よ

四四

WT ''1 ’lliil
の
申
立
て
を
す
る
蝿
合
に
つ
い
て
恥
川
す
る

〔
新
設
］

〔
新
設
］

り
文
自
縛
か
ら
秘
密
記
載
郎
分
を
除
い
た
も
の
が
提
出

さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
腺
文
習
等
の
閲
覧
、
腺
写
又
は

樋
製
は
、
そ
の
提
出
さ
れ
た
も
の
腱
よ
っ
て
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

四
一

四
脚



’
が
手
続
に
関
与
す
る
場
合
に
お
い
て
、
証
人
尋
問
の
期

旧
に
お
い
て
専
門
委
員
に
説
明
を
さ
せ
る
に
当
た
り
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
・
る
と
き
は
．
当
事
者
の
意
見
を
聴

い
て
、
専
門
委
員
の
説
明
が
証
人
の
証
首
に
影
響
を
及

ぼ
さ
な
い
た
め
の
証
人
の
退
廷
そ
の
他
適
当
な
措
世
を

採
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
２
略
］

（
音
脚
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
専
門
委

脚
の
関
与
・
法
鯆
九
十
二
条
の
三
）

第
・
・
一
十
四
条
の
七
法
第
九
十
二
条
の
二
（
専
門
委
員
の

関
与
）
鋪
一
項
又
は
荊
剴
．
判
の
期
日
に
お
い
て
、
法
第

九
十
二
条
の
三
（
商
声
の
送
受
侭
に
よ
る
通
話
の
方
法

に
よ
る
岬
門
委
員
の
関
与
）
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ

１
（
証
拠
調
べ
期
日
に
お
け
る
裁
判
長
の
描
圃
等
・
法
第

九
十
二
条
の
二
）

第
・
・
一
十
四
条
の
四
裁
判
長
は
、
法
第
九
十
二
条
の
二
（

専
門
委
員
の
関
与
）
荊
剴
副
珂
の
規
定
に
よ
り
専
門
委
員

が
手
続
に
関
与
す
る
場
合
に
お
い
て
、
証
人
尋
問
の
期

日
に
お
い
て
専
門
委
員
に
説
明
を
さ
せ
る
に
当
た
り
、

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
へ
当
事
者
の
愈
見
を
聴

い
て
、
専
門
委
員
の
脱
明
が
証
人
の
証
一
商
に
影
稗
を
及

ぼ
さ
な
い
た
め
の
証
人
の
退
廷
そ
の
他
適
当
な
措
置
を

採
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
２
同
上
］

（
音
戸
の
送
受
慣
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
専
門
委

員
の
関
与
・
法
鋪
九
十
二
条
の
三
）

第
三
十
四
条
の
七
法
第
九
十
二
条
の
二
（
聯
門
委
員
の

●

関
与
）
第
一
噸
又
は
刎
訓
。
列
の
期
日
に
お
い
て
、
法
鋪

九
十
二
条
の
三
（
音
声
の
送
受
幅
に
よ
る
通
話
の
方
法

に
よ
る
専
門
霧
員
の
関
与
）
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ

（
証
拠
閥
べ
期
日
に
お
け
る
裁
判
長
の
描
悩
等
・
法
節

九
十
二
条
の
二
）

第
三
十
四
条
の
四
裁
判
長
は
、
法
第
九
十
一
・
条
の
二
（

専
門
委
員
の
関
与
）
潮
イ
コ
糾
の
規
定
に
よ
り
専
門
委
員

［
新
般
〕

四
六

四
五

－

期
日
又
は
進
行
協
議
期
日
に
お
い
て
渦
荊
刈
判
斗
剴
科
呵

４
釧
制
剥
週
制
馴
訓
方
法
に
よ
っ
て
専
門
委
員
に
説
明
を
さ

せ
る
場
合
に
つ
い
て
雛
用
す
る
。

（
受
命
裁
判
官
等
の
椎
限
・
法
第
九
十
二
条
の
七
）

第
：
一
十
四
条
の
十
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
が
法

第
九
十
二
条
の
二
（
専
門
委
員
の
関
与
）
劇
副
詞
樹
を
行

う
場
合
に
は
、
第
三
十
四
条
の
二
（
進
行
協
雄
期
冊
に

お
け
る
岬
門
委
員
の
関
与
）
、
第
三
十
四
条
の
四
（
証

拠
閥
べ
期
日
に
お
け
る
裁
判
長
の
描
腫
等
）
、
第
三
十

四
条
の
五
（
当
耶
者
の
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与
）
、

第
三
十
四
条
の
六
（
専
門
委
員
に
対
す
る
準
備
の
指
示

等
）
第
一
項
並
び
に
第
三
十
四
条
の
七
（
青
声
の
送
受

幅
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
専
門
委
員
の
関
与
）
第

３
第
一
項
の
規
定
は
、
法
荊
刑
刊
打
。
劉
副
到
引
荊
呵
剴
側
の

2

1℃| ‘■
は
、
そ
の
旨
及
び

に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

期
日
又
は
進
行
協
鍍
期
日
に
お
い
て
潮
斗
剖
珂
叫
方
法
に

よ
っ
て
専
門
委
員
に
説
明
を
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準

剛
す
る
。

（
受
命
狼
判
官
等
の
権
限
・
法
第
九
十
二
条
の
七
）

輔
三
十
四
条
の
十
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
が
法

流
九
十
二
条
の
二
（
専
門
委
員
の
関
与
）
劉
呵
へ
刎
到
刻
銅

を
行
う
場
合
に
は
、
節
三
十
四
・
条
の
二
（
進
行
協
蹴
期

日
に
お
け
る
専
門
委
員
の
関
与
）
、
第
三
十
四
条
の
四

（
証
拠
調
べ
期
日
に
お
け
る
裁
判
長
の
描
世
等
）
、
鋪

三
十
四
条
の
五
（
当
事
者
の
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与

）
、
第
三
十
四
条
の
六
（
専
門
委
員
に
対
す
る
準
伽
の

指
示
弊
）
鋪
一
項
並
び
に
第
三
十
四
条
の
七
（
音
脚
の

送
受
僧
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
専
門
委
貝
の
関
与

3 2

第

頃
の

規

定

は
、

法

の

川
副
制
叫
な
ら
な
い
。

て
専
門
委
貝
に
説
明
又
は
発
問
を
さ
せ
る
と
き
は
、
裁

判
所
は
、
捌
調
矧
制
到
制
副
叫
澗
叫
羽
呵
測
酬
渕
判
姻
劉
割
判
日
劉

〔
新
設
〕

四
七

四
八



第
四
節
送
達
等

剰
斗
剖
瑚
掛
叫
『

剰
イ
副
酎
割
制
渕
馴
矧
燭

（
送
達
す
べ
き
訓
剖
訓
・
法
第
百
一
条
）

第
四
十
条
［
略
］

［
削
る
］

・
一
項
及
び
第
三
頃
の
規
定
に
よ
る
栽
判
所
及
び
裁
判
良

の
職
務
は
、
そ
の
裁
判
官
が
行
う
。

（
受
命
戯
判
官
等
の
蜘
削
副
切
圃
剥
Ｊ
法
第
九
十
三
条
）

第
：
一
十
五
条
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
が
行
う
手

（
送
達
場
所
等
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
四
条
）

第
四
十
一
条
制
『
鯛
刎
剖
司
醐
を
受
け
る
べ
き
場
所
の
届
出

及
び
潤
飼
劉
副
削
科
ぺ
瑚
制
制
劃
町
矧
刎
劇
副
剖
ｌ
剰
斗
制
捌
倒

別
刷
副
酉
遡
観
劇
判
判
の
届
出
は
、
響
面
で
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

〔
２
略
］

３
諏
罰
調
刎
渕
副
閏
を
受
け
る
べ
き
瑚
所
を
届
け
出
る
番
而

に
は
、
届
出
場
所
が
就
業
潟
所
で
あ
る
こ
と
そ
の
他
の

当
蛎
者
、
法
定
代
珊
人
又
は
訴
舩
代
理
人
と
届
出
場
所

と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
戦
い
。

（
送
達
場
所
等
の
褒
更
の
届
出
・
法
第
百
四
条
）

統
の
期
日

第
四
節
［
同
上
］

［
新
股
］

［
新
設
〕

（
送
達
す
べ
き
謝
耐
剰
詞
・
法
第
百
一
条
）

輔
四
十
条
［
同
上
］

Ｉ２
送
達
す
べ
き
書
類
の
提
出
に
代
え
て
調
書
を
作
成
し

た
と
き
は
、
そ
の
調
書
の
脇
本
又
は
抄
本
を
交
付
し
て

）
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
及
び
裁

判
是
の
職
務
は
、
そ
の
裁
判
官
が
行
う
。

（
受
命
裁
判
官
等
の
刺
削
副
劉
卿
・
法
第
九
十
三
条
）

節
三
十
五
条
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
が
行
う
手

送
達
を
す
る
。

（
送
達
場
所
等
の
届
出
の
方
式
・
法
第
百
四
条
）

第
四
十
一
条
捌
副
国
を
受
け
る
べ
き
場
所
の
届
出
及
び
叫
画

銅
詞
劃
馴
刈
の
届
出
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

［
２
同
上
］

３
洲
副
喝
を
受
け
る
べ
き
襲
所
を
届
け
出
る
書
面
に
は
、

届
出
場
所
が
就
業
場
所
で
あ
る
二
と
そ
の
他
の
当
郡
者

、
法
定
代
理
人
又
は
訴
訟
代
理
人
と
届
出
場
所
と
の
関

係
を
明
ら
か
に
す
る
邪
砿
を
記
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。（

送
達
場
所
等
の
変
更
の
届
出
・
法
第
百
四
条
）

統
の
期
日

四
九

五
○

計
第
四
十
二
条
当
事
者
、
法
定
代
理
人
又
は
訴
訟
代
即
人

は
、
劃
矧
刎
到
罰
閏
を
受
け
る
べ
き
場
所
と
し
て
届
け
出

：
斗
討
刺
珂
閏
制
判
閂
遡
剖
創
判
Ｎ
と
し
て
届
け
出
た
者
を
変
更

す
る
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
２
略
］

３
１I’

た
場
所
又
は

第
四
十
二
条
当
市
者
、
怯
定
代
理
人
又
は
訴
舩
代
理
人

は
、
渕
割
型
を
受
け
る
べ
き
場
所
と
し
て
届
け
出
た
場
所

又
は
掛
詞
罰
詞
刷
訓
刈
と
し
て
届
け
出
た
者
を
変
更
す
る
届

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
２
同
上
〕

［
新
設
］

五五



I

|II1 ;II I ’
第
二
項
の
規
定
圃
利
割
引
側
割
割
引
刎
制
剖
銅
別
矧
幽
到
倒
叫
引 lll |I

五
四

五
三

||IIIIII
訓

:IIII||||||
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
莱
送
階

（
公
示
送
達
の
方
法
・
法
節
百
十
一
条
）

蹄
四
十
六
条
則
Ⅲ
Ｊ
１
呼
出
状
の
公
示
送
達
は
、
呼
出

状
を
掲
示
場
に
掲
示
し
て
す
る
。

［
新
設
〕

夕
Ｌ
午
、

や
で
ユ
聖
幻
〃

↓
Ｌ
幻
Ｌ

Ｉ
Ｉ



釧
剰
イ
劉
伽
耐
翻
矧
細
創
叫
淵
剛
削
剥
副
割
引
叫
叫

刻
測
卿
叫
翻
劉
馴
割
剛
削
剥
研
判
斗
司
劉
飼
呵
割
叫

！
…

〔
２
略
］

’’
利
用
し
て
送
傭
す
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る

劉
型
矧
哩
『
到
翔
「
唖
お
だ
し
香
の
届
出
を
し
て
い
る
場
合

か
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
っ
て
す
る
．
た
だ
し

＃

［
２
同
上
］

〔
新
設
］

（
書
類
の
送
付
）

瑚
川
到
川
司
剥
直
送
（
当
事
者
の
相
手
方
に
対
す
る
匝
接

の
送
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
の
送
付
は
、

送
付
す
べ
き
書
類
の
写
し
の
交
付
又
は
そ
の
魯
類
の
フ

ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
の
送
侶
に
よ
っ
て
す
る
。

２
裁
判
所
が
当
期
者
そ
の
他
の
関
係
人
に
対
し
送
付
す

べ
き
魯
類
の
送
付
に
関
す
る
蛎
務
は
、
城
判
所
書
配
官

が
取
り
扱
う
。

３
裁
判
所
が
当
耶
者
の
提
出
に
係
る
書
類
の
相
手
方
へ

の
送
付
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
鵬
合
（
送
達
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
当
耶

者
が
そ
の
啓
類
に
つ
い
て
直
送
を
し
た
と
き
は
、
そ
の

送
付
は
、
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

五
七

一

Ｌ

１

１
４
Ｊ
ノ

|"||||1Ⅱ |’
４
当
珈
者
が
匝
送
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
啓
類
に
つ

い
て
、
血
送
を
困
難
と
す
る
窮
由
そ
の
他
相
当
と
す
る

珈
山
が
あ
る
と
き
は
、
当
餓
当
亦
者
は
、
裁
判
所
に
対

し
、
当
餓
書
類
の
相
手
方
へ
の
送
付
（
維
備
書
面
に
つ

い
て
は
、
送
達
又
は
送
付
）
を
裁
判
所
番
記
官
に
行
わ

せ
る
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
当
蛎
者
か
ら
前
項
の
書
類
又
は
裁
判
所
が
当
事
者
に

対
し
送
付
す
べ
き
番
顛
の
直
送
を
受
け
た
相
手
方
は
、

当
餓
書
類
を
受
髄
し
た
旨
を
記
戦
し
た
譜
而
に
つ
い
て

直
送
を
す
る
と
と
も
に
、
当
該
普
面
を
裁
判
所
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
同
項
の
普
類
又
は

裁
判
所
が
当
率
者
に
対
し
送
付
す
べ
き
笛
類
の
直
送
を

し
た
当
砺
祈
が
、
受
甑
し
た
旨
を
相
手
方
が
記
載
し
た

五
九

六

○



|I
1

Ⅱ I ’
［
新
設
］

当
該
啓
類
を
裁
判
所
に
拠
出
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

出
ハ
ー
ー

一
ハ
ー

引
剰
斗
卿
呵
制
圃
瑚
剰
矧
荊
勵
謝
謝
剃
剖
刺
割
倒
矧

１
叫
司
珂
矧
閏
制
割
珂
鋼
回
訓
則
呵
可
剛
割
Ｈ
刷
到
珂
打
副
剥
剛
剰

刻
剖
到
呵
銅
剣
訓
引
刈
割
剃
創
イ
刹
刎
川
吋
回
割
詞
引
叫
刺
州
剖
鋼
叫

刎
削
「
判
別
Ⅶ
Ｉ

（
判
決
刷
‘
咽
制
剥
剴
州
・
法
第
百
十
六
条
）

第
四
十
八
条
第
一
審
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
は
、
当

刺
割
副
詞
の
諦
求
‐
に
よ
り
、
訴
訟
記
録
に
基
づ
い
て
判
決 ’

…
． I ''1

と
き
は
、
こ
の
限
り
・
で
な
い I

の
確
定

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

｜
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
直
送
割
副
到
剛

ワ
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
直
送
を
受
け
た
相
手
方
は

（
判
決
咽
剖
叫
調
刺
剥
呵
・
法
鯆
百
十
六
条
）

館
四
十
八
条
第
一
審
裁
判
所
の
裁
判
所
笹
記
官
は
、

り
、
訴
舩
記
録
に
基
づ
い
て
判
決
の
確
定
回
訓
１
判
Ⅶ
呵

畑
叫
型
馴
到
刻
州
判
別
句
。

六

四

《
ハ
ー
ニ

ｌ

肥
官
は
、
当

の
請
求
に
よ



（
法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
訴
え
の
訴
状
の
澗
州
剃
到
劉

鋼
‘
）

第
四
十
九
条
法
第
百
十
七
条
（
定
期
金
に
よ
る
賠
償
を

命
じ
た
砿
定
判
決
の
慶
更
を
求
め
る
訴
え
）
第
一
項
の

訴
え
の
訴
状
に
は
、
変
更
を
求
め
る
咽
剖
叫
州
渕
１
劃
酬
荊

れ
ば
な
ら
な
い
。

訓
卿
剖
叫
刈
卿
渕
剥
淵
刺
渕
釧
割
叫
呵
洞
州
副
倒
刹

２
訴
訟
が
な
お
上
腓
審
に
係
属
中
で
あ
る
と
き
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
上
訴
栽
判
所
の
栽
判
所
瞥

記
官
が
、
判
決
の
確
定
し
た
部
分
の
み
に
つ
い
て
同
項fl 1’

制
側

の

I
ｕ
引
矧
銅
．
巧
『
固
習
矧
呵
呵
錐
用
す
る
鰐
合
を
含
む
。
）
の’

卜
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

の
写
し
を
添
付
し
な
け

２
斫
訟
が
な
お
上
訴
審
に
係
属
中
で
あ
る
と
き
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
上
訴
故
判
所
の
裁
判
所
啓

記
官
が
、
判
決
の
確
定
し
た
部
分
の
み
に
つ
い
て
同
項

の
調
叫
剥
引
到
封
剛
判
別
剣
。

（
法
第
百
十
七
条
第
一
噸
の
訴
え
の
訴
状
の
湘
州
剃
剴
鋼

）

第
四
十
九
条
法
第
百
十
七
条
（
定
期
金
に
よ
る
賠
償
を

命
じ
た
確
定
判
決
の
変
更
を
求
め
る
訴
え
）
第
一
項
の

所
え
の
訴
状
に
は
、
変
更
を
求
め
る
醐
制
割
澗
閃
の
写
し

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
新
設
］

［
新
設
〕

六

五

一
ハ
ー
ハ

叫
渕
割
列
叫
刺
針
叫
叫
Ｊ
川
列
胤
到
制
削
劇
洲
１
刊

:
節

！
’I

：

|i
へ き 、

訴 る 決

舩 。 定

手 の

続 内

の 容

受 ・を

‘

継
の

申
立

て

の

；
法 こ に

第 と 代

百 が え

二 で て

（
決
定
及
び
命
令
の
方
式
等
・
法
第
百
十
九
条
等
）

刺
郡
司
河
剥
決
定
番
及
び
命
令
書
に
は
、
決
定
又
は
命
令

を
し
た
栽
判
官
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
測
制
『
決
定
）

鞆
五
十
条
の
二
最
商
我
判
所
が
決
定
を
す
る
場
合
に
お

い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
渕
剖
制
叫
の
作
成
に
代

え
て
、
決
定
の
内
容
を
細
型
剴
測
幽
刺
到
副
剴
釧
こ
と
が
で

畢
言
』
》
《
》
◎

２
決
定
又
は
命
令
の
告
知
が
さ
れ
た
と
き
は
、
城
判
所

磐
記
官
は
、
．
そ
の
旨
及
び
告
知
の
方
法
を
訴
訟
記
録
上

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
決
定
及
び
命
令
に
は
、
前
二
項
に
娩
定
す
る
ほ
か
、

そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
判
決
に
間
す
る
規
定
を

雄
用
す
る
。

（
訴
訟
手
続
の
受
継
の
申
立
て
の
刺
判
到
・
法
鯆
百
二
十

坐＝

ノ、

七

。
、
、
ｔ
ｎ
Ｌ

ユ
ケ
ゲ
０
０
〃



5I

1
－｜

|'
j

i |j"
十
四
条
等
）

第
五
十
一
条
［
略
］

［
２
略
］

釧
剰
１
列
祁
制
剥
剴
剥
剥
副
割
斗
醐
矧
刷
閻
荊
引
制I l1

場
合
は
、
こ
の
限
刎
斜
引
刺
刺 |I

用
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
刈
笥
判
刎
刊
掘
川
飼
川
副

四
条
等
）

第
五
十
一
条
〔
同
上
］

［
２
同
上
］

［
新
設
］

［
新
設
］

［
新
設
］

七
○

六
九

|I
（
予
告
通
知
の
番
而
の
記
戦
本
項
等
・
法
鯆
百
三
十
二

条
の
二
）

第
五
十
二
条
の
二
〔
略
］

［
２
．
３
略
］

叫
渕
剃
司
斗
冊
斗
剰
叫
斗
荊
引
刺
刎
刷
制
鋼
測
飼
測
則 IIII

予
告
通
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
台
吋
別
角
哨
で I

の
代
理
人
が
記
名
押
印
制
割
引
Ｊ
判
刻
到
刎
剖
哨
ｌ
引
調
鋤 ’

（
予
告
通
知
の
書
而
の
記
戦
蛎
項
等
・
法
第
百
三
十
二

条
の
二
）

輔
五
十
二
条
の
二
［
同
上
］

〔
２
．
３
同
上
］

〔
新
設
］

［
新
設
］

［
新
設
］

〔
新
設
］

上 七



（
予
告
通
知
に
対
す
る
返
答
の
書
面
の
記
戦
叩
頃
等
・

法
第
百
三
十
二
条
の
三
）

第
五
十
二
条
の
三
［
略
］

〔
２
略
〕

釧
測
斗
到
刎
測
矧
創
１
脚
羽
引
刮
斗
副
捌
剴
剰
斗
側

（
訴
え
の
提
起
的
に
お
け
る
照
会
及
び
回
答
の
替
面
の

記
戦
嚇
項
等
・
法
第
百
三
十
二
条
の
二
等
）

第
五
十
二
条
の
四
法
第
百
三
十
二
条
の
二
（
所
え
の
提

起
前
に
お
け
る
照
会
）
刎
側
到
卿
に
よ
る
照
会
及
び
こ
れ

会
の
諜
而
及
び
回
答
の
番
而
を
相
手
方
に
送
付
し
て
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
に
代
理
人
が
あ
る

と
き
は
、
照
会
の
書
面
は
、
当
該
代
理
人
に
対
し
送
付

す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
唖
の
照
会
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
嚇
唖
を
記

載
し
、
照
会
を
す
る
者
又
は
そ
の
代
理
人
が
記
名
押
印

す
る
も
の
と
す
る
・

百
～
七
略
］

？
に
対
す
る

到
刻
剛
哨
勺
の
代
理
人
が
記
名
押
印
す
る
も
の
と
す
る
』

画
麹
画
を
書
面
に
よ
っ
て
す
る
場
合
に

は
、
照

（
予
告
通
知
に
対
す
る
返
答
の
沓
面
の
記
戯
蛎
項
等
・

法
第
白
三
十
二
条
の
三
）

筋
五
十
二
条
の
三
［
同
上
］

［
２
同
上
〕

［
新
設
］

（
訴
え
の
提
起
前
に
お
け
る
照
会
及
び
回
答
の
瞥
面
の

記
戦
蛎
項
等
・
法
第
百
三
十
二
条
の
二
等
）

第
五
十
二
条
の
四
法
第
百
三
十
二
条
の
二
（
訴
え
の
提

起
前
に
お
け
る
照
会
）
剰
Ｊ
１
刺
刎
釧
到
画
に
よ
る
照
会
及

び
こ
れ
に
対
す
る
副
剥
司
は
、
照
会
の
書
面
及
び
回
答
の

書
面
を
相
手
方
に
送
付
し
て
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
相
手
方
に
代
理
人
が
あ
る
と
き
は
、
照
会
の
書
面

は
、
当
麟
代
理
人
に
対
し
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
［
同
上
］

ロ
～
七
同
上
］

七

三
七
四

３
鋸
一
項
の
回
答
の
書
面
に
は
、
前
頃
節
一
号
及
び
第

二
号
に
掲
げ
る
躯
項
、
回
答
の
年
月
日
並
び
に
照
会
郡

項
に
対
す
る
回
答
を
記
載
し
、
照
会
を
受
け
た
背
又
は

そ
の
代
理
人
が
記
名
押
印
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
照
会
巾
項
中
に
法
第
白
三
十
二
条
の
二

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
照
会
に
砿
当
す
る
こ
と
を
理

由
と
し
て
そ
の
回
答
を
拒
絶
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は

、
法
第
百
六
十
三
条
（
当
車
者
照
会
）
潮
斗
‐
咽
劉
削
司
の

い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
も
、
法
第
白
三
十
二
条
の
二

い
て
砿
用
す
る
。

則
矧
１
回
柳
副
詞
風
刺
渕
矧
刎
糾
詞
矧
釧
蜀
剴
司
冊

第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
照
会
に
骸
当
す

る
こ
と
を
理
由
と
し
て
そ
の
回
答
を
拒
絶
す
る
も
の
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
を
も
記
戦

す
る
も
の
と
す
る
。

［
４
略
〕

５
前
各
項
の
規
定
は
、
法
第
百
三
十
二
条
の
三
（
訴
え

の
提
起
前
に
お
け
る
照
会
）
刎
刎
到
凋
に
よ
る
照
会
及
び ||’’

こ
れ
に
対
す
る

回
答
を
書
面
に
よ
っ
て
す
る
場
合
に

っつ

３
第
一
項
の
回
答
の
普
面
に
は
、
前
項
節
一
号
及
び
節

二
号
に
掲
げ
る
耶
唄
、
回
答
の
年
月
日
並
び
に
照
会
事

項
に
対
す
る
回
答
を
記
載
し
、
邸
会
を
受
け
た
者
又
は

そ
の
代
理
人
が
記
名
押
印
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
照
会
耶
項
中
に
法
第
百
三
十
二
条
の
二

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
照
会
に
骸
当
す
る
こ
と
を
理

由
と
し
て
そ
の
回
答
を
拒
絶
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
は

、
法
第
百
六
十
三
条
（
当
聯
者
照
会
）
制
副
列
の
い
ず
れ

に
骸
当
す
る
か
を
も
、
薩
第
百
三
十
二
条
の
二
第
一
項

第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
照
会
に
該
当
す
る
こ
と

を
理
由
と
し
て
そ
の
回
群
を
拒
絶
す
る
も
の
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
い
ず
れ
に
骸
当
す
る
か
を
も
記
戯
す
る
も

の
と
す
る
。

〔
４
同
上
］

５
前
待
頃
の
規
定
は
、
法
第
百
三
十
二
条
の
三
（
訴
え

の
提
起
肋
に
お
け
る
照
会
）
調
Ｊ
Ｊ
劉
刎
刷
到
画
に
よ
る
照

会
及
び
こ
れ
に
対
す
る
耐
副
司
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
＆

［
新
設
］

〔
新
設
］

七
五

七
4七

′、



２
前
項
の
醤
而
に
は
、
次
に
掲
げ
る
耶
項
を
記
戦
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
旦
一
略
〕

・
・
一
申
立
て
の
根
拠
と
な
る
申
立
人
又
は
相
手
方
が
し

た
予
告
通
知
（
以
下
こ
の
項
並
び
に
次
条
（
証
拠
収

集
の
処
分
の
申
立
泌
の
澗
州
剃
劃
釧
割
）
節
一
項
各
号

及
び
第
二
項
に
お
い
て
叩
に
「
予
告
通
知
」
と
い
う

。
）
に
係
る
舗
求
の
要
旨
及
び
紛
争
の
要
点

［
四
～
六
略
］

３
節
一
項
の
書
面
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
蛎
項
の

ほ
か
、
吹
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
骸
各
号
に
定
め
る
珈
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
証
拠
収
集
の
処
分
の
申
立
て
の
方
式
・
法
第
百
三
十

二
条
の
四
）

第
五
十
二
条
の
五
［
略
］

’職 ’
ご
・
二
同
上
］

三
申
立
て
の
根
拠
と
な
る
申
立
人
又
は
扣
手
方
が
し

た
予
告
通
知
（
以
下
こ
の
項
並
び
に
吹
条
（
証
拠
収

典
の
処
分
の
申
立
沓
の
調
酬
利
罰
劉
）
第
一
項
各
号
及

び
第
二
項
に
お
い
て
単
に
『
予
告
通
知
」
と
い
う
，

）
に
係
る
請
求
の
要
旨
及
び
紛
争
の
要
点

［
四
Ｆ
六
同
上
］

３
［
同
上
〕

（
証
拠
収
築
の
処
分
の
申
立
て
の
方
式
・
法
鯆
百
三
十

二
条
の
四
）

第
五
十
二
条
の
五
［
同
上
］

２
［
同
上
］

七

八

七
七

立
て
に
お
け
る
前
項
第
三
号
又
は
節
四
号
に
定
め
る
物

に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

［
５
．
６
略
］

（
証
拠
収
築
の
処
分
の
申
立
書
の
瀬
川
剃
呵
畑
剖
調
・
陛
第

百
三
十
二
条
の
四
）

第
五
十
二
条
の
六
前
条
（
証
拠
収
集
の
処
分
の
申
立
て

の
方
式
）
第
一
項
の
杏
面
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

申
立
番
」
と
い
う
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
予
告
通
知
の
書
面
の
割
Ⅲ
１
引
咽
剖
噺
呵
刈
幽
釧
制
引
川

判
型
副
叫
釧
制
司
引
刺
剖
別
別
判
矧
‐
刊
可
叫
１
仙
剴
調
刊
劉
副
劉

湖
釧
制
呵
引
耐
糊
噌
醐
割
剰
矧
割
呵
鯏
到
則
創
１
吋
副
刺
討
到
司

一
法
節
百
一
一
・
十
二
条
の
四
当
該
文
杏
の
洲
淵
割
司

第
一
項
第
一
号
の
処
分
の
刻
剖
劉
訓
潤
剛
鯛
詞
凹
鋼

叩
立
て
を
す
る
蝿
合

釧
剃
副
剛
川
村
剖
副
矧
燭

剖
村
剃
刈
釧
笥
の
居
所

［
二
～
四
略
〕
〔
略
〕

４
法
第
百
三
十
二
条
の
四
第
一
項
第
一
号
の
処
分
の
申

．
立
て
に
お
け
る
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
耶
項
の
記
載

は
、
送
付
を
求
め
る
文
瞥
（
法
第
二
白
三
十
一
条
（
文

瞥
に
準
ず
る
物
件
へ
の
準
川
）
に
規
定
ず
る
物
件
を
含

を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
第
百
三

十
二
条
の
四
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
の
処
分
の
申

む
⑤

ー

出
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
し
た
書
面

に
足
り
る
砺
項

項
節
三
号
又
は
節
四
号
に
定
め
る
物
に
つ
い
て
も
、
同

犠
と
す
る
。

［
５
．
６
同
上
］

（
証
拠
収
渠
の
処
分
の
申
立
笹
の
潮
酬
剃
叫
劉
・
法
第
百

三
十
二
条
の
四
）

鋪
五
十
二
条
の
六
［
同
上
］

４
法
飾
百
三
十
二
条
の
四
節
一
項
第
一
号
の
処
分
の
申

立
て
に
お
け
る
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
蛎
項
の
記
戦

は
、
送
付
を
求
め
る
文
番
（
法
第
二
百
三
十
一
条
（
文

書
に
誰
ず
る
物
件
へ
の
蝋
用
）
に
娩
定
す
る
物
件
を
含

む
。
）
制
，
州
制
創
訓
ｑ
に
足
り
る
嚇
項
を
明
ら
か
に
し
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
流
百
三
十
二
条
の
四
第
一

項
第
三
号
又
は
第
四
号
の
処
分
の
申
立
て
に
お
け
る
前

一
予
告
通
知
の
書
面
の
割
刈
叫

一
［
同
上
］

［
二
～
四
岡
上
〕

当
砿
文
替
の
洲
淵
到
削

の
居
所

［
同
上
］

八

○

七
九



ﾄﾐ ’
［
二
略
］

２
予
告
通
知
腱
対
す
る
返
答
を
し
た
被
予
告
通
知
者
が

法
第
百
三
十
二
条
の
四
（
訴
え
の
提
起
前
に
お
け
る
証

拠
収
集
の
処
分
）
第
一
項
の
処
分
の
申
立
て
を
す
る
と

き
は
、
当
骸
申
立
書
に
は
、
仙
項
各
号
に
掲
げ
る
番
額

の
ほ
か
、
当
骸
返
梼
の
書
面
の
到
川
Ⅶ
剖
耐
『
悶
釧
矧
釧
呵
側

副
湖
剰
創
刊
刻
刻
渕
剃
斗
刈
制
剣
劇
捌
刷
詞
刷
斜
叫 |’|’
劉
淵
到
刑
圃
閂
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

〔
二
同
上
］

２
予
告
通
知
に
対
す
る
返
蒋
を
し
た
被
予
告
通
知
者
が

法
館
白
三
十
二
条
の
四
（
訴
え
の
提
起
前
に
お
け
る
証

拠
収
策
の
処
分
）
第
一
醜
の
処
分
の
申
立
て
を
す
る
と

き
は
、
当
該
申
立
嘗
に
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

の
ほ
か
、
当
誠
返
答
の
書
面
の
割
刈
叫
を
添
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

［
３
同
上
］

［
新
設
］

〔
新
設
］

八
一

八
二

1
Ⅷ1

1
（
証
拠
収
鵬
の
処
分
の
手
続
等
・
法
飾
百
三
十
二
条
の

一
ハ
）

第
五
十
二
条
の
七
〔
略
］

［
２
略
］

３
第
百
三
条
（
外
国
に
お
け
る
阯
拠
調
べ
の
嘱
託
の
手 |I ’

（
証
拠
収
柴
の
処
分
の
手
綾
等
・
法
飾
百
三
十
二
条
の

一
ハ
）

第
五
十
二
条
の
七
［
同
上
］

［
２
同
上
］

３
第
白
三
条
（
外
国
に
お
け
る
証
拠
調
べ
の
嘱
託
の
手

［
新
設
］

［
新
設
］

）

八
三

八
四



II|
続
）
の
規
定
は
、
法
第
百
三
十
二
条
の
六
（
証
拠
収
築

の
処
分
の
手
続
等
）
荊
刮
剖
列
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

百
八
十
四
条
（
外
国
に
お
け
る
証
拠
調
べ
）
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
法
第
百
三
十
二
条

の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
鰯
三
号
ま
で
の
処
分
に
係
る

噺
託
・
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

［
４
～
６
略
〕

刈
湖
制
割
引
斗
刊
イ
コ
科
叫
利
剖
劃
斗
刺
刎
酬
到
判
判
測
刎
剥
到
判

刊
斗
剴
詞
刎
判
１
斗
耐
判
制
馴
咽
泗
釧
「
細
細
『
剖
判
司
呵
刎
剥
酬
呵

制
町
制
烟
訓
詞
刈
測
剖
刑
制
列
叫
可
刻
刊
刎
州
叫
側
刻
淵
酬
制
刻
創
刈

幽
刷
制
州
刎
制
剤
剃
判
劃
●
観
刺
剰
測
咽
割
引
割
引
副
則
刎
剛
靭
剖
凶

ﾛI

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

［
新
設
〕

縦
）
の
規
定
は
、
法
第
百
三
十
二
条
の
六
（
趾
拠
収
築

の
処
分
の
手
続
等
）
剰
刮
割
剥
に
お
い
て
準
用
す
る
法
流

百
八
十
四
条
（
外
国
に
お
け
る
証
拠
調
べ
）
第
一
頃
の

規
定
に
よ
り
外
国
に
お
い
て
す
べ
き
法
第
百
三
十
二
条

の
四
鋪
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
処
分
に
係
る

嘱
託
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

［
４
～
６
同
上
〕

［
新
設
］

八
六

八

五

|’ |i 織りI ||I
画
等
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
第
一

中

〔
新
設
］

１
１
ノ
ノ

八

七



鯛

’ 1||’ |’’1 1’
血
の
面
像
倍
判
報
‐
及
び
当
餓
入
力
者
以
外
の
者
に
係
る
当

計
算
機
か
ら
記
録
さ
せ
る
も
の
と
す
る

洲
刈
剰
刀
剖
剴
ｑ
掬
同
刷
り
矧
畑
‐
別
申
立
て
等
を
行
う
旨

八
九

九
○

1J
i

ll ，WI|
九九

二



II1 '''1’
+1

|| ‘
剛 利

； 1 １
斗

法
節
百
五
十
一
条
剖
鞭
「
明
刎
「
矧
司
劃
剰
。
唖

：
9

九
四

九
三

職 ||I|||"I
き
な
い
と
き
は
、
当
砿
申
立
て
等
迩
川
引
珂
濁
制
馴
ヨ
鯛
劉

職
し
、
か
つ
、
悪
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
書
面
の

九
六

九
五



|il1℃ ’
I#

I ’’
矧
矧
閂
棚
倒
川
副
判
矧
判
州
の
型
到
は
、
申
立
て
等
を
す
る
現
合

馴
刎
判
呵
糊
脚
‐
型
る
申
立
て
等
の
方
法
等
）

1 剖
剖
鋼
謂
叫
荊
制
刈
型
矧
罰
到
画
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る’I
口
剖
イ
刺
判
引
引
訓
剥
刎
判
Ⅱ
判
刑
引
矧
コ
バ
ヨ
祠
司
劉
胴
剤
到
蝿
副
刈
Ｈ
矧
低
い
、

判
側
刑
別
呵
劉
剥
別
引
劉
㈱
割
引
ｌ
矧
刎
刺
川
酬
臼
十
人
を
超
え

閏
鯛
司
割
引
刊
。
条
幻
ト
ー
第
一
唄
待
号
に
掲
げ
る

九
七

Ｌ
６
ｋ

ｊ

』

〃

'1，
』' 』

｜ ’|■111||’
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叫

一
○
○

九
九
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ｉ潮川副副［
略
］

（
申
立
て
の
方
式
）

剰
釧
到
皿
斗
剥
刎
叫
川
州
［
略
］

（
秘
鰹
耶
項
届
出
書
面
の
記
載
事
項
等
）

剰
却
莉
河
。
●
剰
刎
刊
河
刈
［
略
〕

（
法
第
百
三
十
三
条
の
二
節
二
項
の
申
立
て
の
方
式
等

）

礁||’
凹
等
に
係
る
こ
の
規
則
の
焼
‐
定
刮
哨
酬
創
詞
凶
銅
引
１
割

刺
刈
刊
刺
．
［
同
上
〕

（
申
立
て
の
方
式
）

制
判
刈
州
斗
剖
剥
刷
加
州
［
同
上
〕

（
秘
匿
邸
項
届
出
書
面
の
記
戦
珈
項
等
）

斜
判
麺
叫
刈
斗
剥
制
判
河
［
同
上
］

（
法
第
百
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
申
立
て
の
方
式
等

）

○

一

○

||I
剰
荊
刀
刈
剖
剰
刎
斗
刑
河
［
酪
］

［
２
～
６
略
］

扣
咽
詞
刊
「
制
別
刷
剖
州
制
当
剰
剖
劉
川
削
剥
制
罰
剖
閂
１
割
刈
剴
司
測
１
割
判
到
討
判|’

1に
準
ず
る
物
件
へ
の
準
用
）
に
規
定
す
る
醐
捌
刺
蜀
開
剣

深
丸
蠅

刎
判
刈
州
刑
剴
剰
刎
山
Ⅲ
可
［
同
上
〕

［
２
～
６
岡
上
］

Ｉ７
第
三
項
、
第
五
項
本
文
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
文

瞥
輔
か
ら
秘
匿
率
項
記
載
部
分
を
除
い
た
も
の
が
提
出

さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
餓
文
書
等
の
閲
覧
、
騰
写
又
は

裡
製
は
、
そ
の
提
出
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
，

［
新
設
］

［
新
設
］

○

二

○
四



Ｉ
（
押
印
を
必
要
と
す
る
魯
面
の
特
例
等
）

剰
利
制
河
。
釦
珂
呵
ゴ
叫
叩
１
氏
名
に
つ
い
て
秘
匿
決
定
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
・
急
到
叫
Ｈ
ゴ
型
剰
叫

Ｈ
Ⅲ
川
（
秘
匿
耶
項
届
出
番
而
の
記
載
耶
項
等
）
第
一
頃

を
除
く
。
吹
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
押
印
（
当

該
秘
匪
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象
者
が
す
る
も
の
に
限
る

。
）
は
、
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

〔
２
略
〕

（
秘
匿
決
定
の
一
部
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
等
の
取
扱

い
）

剰
刮
。
刈
引
剥
刎
１
．
到
斗
秘
瞳
決
定
の
一
部
に
つ
い
て
怯

第
百
三
十
三
条
．
の
四
（
秘
匿
決
定
の
取
消
し
等
）
鯖
一

項
の
取
消
し
の
裁
判
が
確
定
し
た
と
き
又
は
秘
匿
那
唄

届
出
書
面
の
一
部
に
つ
い
て
伺
条
第
二
項
の
許
可
の
裁

判
が
確
定
し
た
と
き
は
、
法
第
百
三
十
三
条
（
申
立
人

の
住
所
、
氏
弔
等
の
秘
匿
）
第
一
項
の
申
立
て
を
し
た

背
は
、
遅
滞
な
く
、
既
に
提
出
し
た
秘
腱
那
項
届
出
替

而
か
ら
当
骸
取
消
し
の
栽
判
又
は
当
該
許
可
の
裁
判
に

係
る
部
分
以
外
の
部
分
（
秘
匿
事
項
又
は
秘
匿
郡
項
を

推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
耶
項
が
記
載
さ
れ
た
部
分
に

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
挫
鋪
百
三
十
一
面
霜
の
判
Ⅱ
『

（
押
印
を
必
要
と
す
る
書
面
の
特
例
等
）

刺
却
却
型
剖
剰
刺
判
則
斗
氏
名
に
つ
い
て
秘
匿
決
定
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
（
剰
刮
訶
可
．
割
創
刊
河

（
秘
匿
窮
項
届
出
書
面
の
記
戯
事
項
等
）
第
一
項
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
押
印
（
当
談
秘

瞳
決
定
に
係
る
秘
匿
対
象
者
が
す
る
も
の
に
限
る
。
）

は
、
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

［
２
同
上
］

（
秘
匿
決
定
の
一
部
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
等
の
取
扱

い
）

剰
釧
和
則
斗
剥
刎
叫
到
剖
秘
隈
決
定
の
一
部
に
つ
い
て
法
第

百
・
・
一
十
三
条
の
四
（
秘
艦
決
定
の
取
消
し
等
）
第
一
項

の
取
澗
し
の
裁
判
が
確
定
し
た
と
き
又
は
秘
陵
蛎
項
届

出
書
面
の
一
部
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
許
可
の
裁
判

が
確
定
し
た
と
き
は
、
法
第
百
三
十
三
条
（
申
立
人
の

住
所
、
氏
名
等
の
秘
匿
）
第
一
項
の
申
立
て
を
し
た
者

は
、
遅
滞
な
く
、
既
に
礎
出
し
た
秘
匿
率
項
届
出
書
面

か
ら
当
該
取
消
し
の
裁
判
又
は
当
麟
許
可
の
裁
判
に
係

る
部
分
以
外
の
部
分
（
秘
腫
晦
項
又
は
秘
匿
郡
項
を
推

知
す
る
こ
と
が
で
き
る
本
項
が
記
載
さ
れ
た
部
分
に
限

一
○
五

○

六

|111li III
リ
た
鳩
合
等
の
取
扱
い
）
第
二
項
」
と
読
み
祷
り
麺
劉
‐
圃
刎

梢
翰
処
釦

る
。
）
を
除
い
た
も
の
（
列
到
叫
に
お
い
て
「
閲
覧
等
用

秘
匿
耶
項
届
出
笹
而
｝
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
裁
判

所
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１２
航
項
の
規
定
に
よ
り
閲
覧
等
用
秘
匿
耶
項
届
出
書
面

が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
秘
醗
事
項
届
出
瞥
面
の
閲

覧
又
は
謄
写
は
、
当
該
閲
覧
等
用
秘
匿
耶
項
届
出
書
面

に
よ
っ
て
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
今

［
新
設
］

〔
新
設
］

一
○
七

○

八



第

|||｜
事 項 き 起 拠

1
項
の

ほ

か
、

そ

の

証

拠

調
べ

…
（
訴
状
の
記
載
珈
項
・
法
第
百
三
十
四
条
）

第
五
十
三
条
〔
略
］

［
２
．
３
略
］

４
訴
状
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
蛎
項
の
ほ
か
、
洲
．

二I イ
卿
矧
刈
引
剣
削
刷
制
制
釧
側
謝
矧
卿
梱
尉
凋
矧

回
刺
劉
呵
引
湿
劉
判
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 ！

馴当
耶
者
が
法
人
番
号
劃
行
謝
園
刃
加
呵
判
刺
酬
刻
創
劃

鐸

（
訴
え
の
提
起
前
に
証
拠
保
全
が
行
わ
れ
た
醐
合
の
訴

状
の
記
戦
耶
噸
）

第
五
十
四
条
訴
え
の
提
起
前
に
証
拠
保
全
の
た
め
の
証

拠
鯛
ぺ
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
訴
状
に
は
、
前
条
（
訴

状
の
記
載
耶
項
）
第
一
噸
測
制
副
刎
川
副
刈
叫
測
制
羽
訓
到
珈

噸
の
ほ
か
、
そ
の
征
拠
調
べ
を
行
っ
た
我
判
所
及
び
証

（
斫
状
の
記
載
率
項
・
法
第
百
三
十
四
条
）

第
五
十
三
条
［
同
上
］

［
２
．
３
同
上
〕

４
訴
状
に
は
、
第
一
頃
に
規
定
す
る
嚇
項
の
ほ
か
、
卿

割
引
割
引
ｑ
刎
吋
制
判
刈
刎
副
劉
凹
甜
矧
創
鋼
副
咽
姻
調
剴
副
詞
を

記
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
新
設
］

○

一
○
九

III l'|II
を
行
っ
た
裁
判
所
及
び
証
拠
保
余
戦
件
の
我
示
を
記
載

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
訴
状
の
洞
州
剃
爵
謝
矧
）

第
五
十
五
条
［
略
〕

［
２
略
］

釧
剛
矧
矧
剖
劃
制
割
引
叫
刺
叫
引
劇
制
副
刺
刺
呵|’

（
訴
状
の
襯
剖
剃
酬
割
）

節
五
十
五
条
［
同
上
］

［
２
同
上
］

〔
新
設
］

［
新
設
〕

［
新
設
］

拠
保
全
耶
件
の
表
示
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

年
一
つ

一

一



1
I…

淵

II
1

''1II
！
喝
当
到
賦
附
鰍
を
届
け
出
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る
膿
合
は

（
訴
状
却
下
命
令
に
対
す
る
即
時
抗
告
・
法
第
百
三
十

七
条
等
）

剰
剥
刊
呵
切
如
利
脈
状
却
下
の
命
令
梶
対
し
即
時
抗
告
を
す

る
と
き
は
、
抗
告
状
に
は
、
却
下
さ
れ
た
釿
状
を
添
付

〔
新
設
］

〔
新
設
］

側

一
一
一
一

詞
。
－
に
よ
っ
て
す
る
。

斗
剛
制
判
呵
刎
週
呵
叫
１
剥
罰
珂
洲
制
Ⅶ
捌
刎
叫
判
遡
剖
副
判
川
刈
副
州

（
斫
状
の
送
達
等
・
法
第
百
三
十
八
条
等
）

第
五
十
八
条
斫
状
の
送
達
は
、
原
告
か
ら
提
出
さ
れ
た

刑
Ⅲ
『
制
凹
測
ｌ

釧
醐
斗
詞
別
の
規
定
は
、
法
第
百
四
十
三
条
（
訴
え
の
度

更
）
第
二
項
（
法
第
百
四
十
四
条
（
避
定
者
に
係
る
舗

求
の
追
加
〉
第
三
項
及
び
節
百
四
十
五
条
（
中
間
確
彫

の
研
え
）
第
四
頃
に
お
い
て
狼
用
す
る
掛
合
を
含
む
。

）
の
魯
面
の
送
迎
に
つ
い
て
鰍
川
す
る
。

Ｊ
制
閂
鬮
剥
割
倒
鯏
刎
制
刺
判
呵
潤
川
糾
潮
判
引
珂
Ｈ
４
剃
到
ｌ

剰
剖
利
河
ヨ
劉
刻
到
斗
濁
鍼
割
引
判
Ｈ
Ｊ
Ｊ
判
剖
刺
剰
判
四
剣
ｑ
Ｊ
調 ’

る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

湖
．
洲
刺
β
規
定
は
、
法
期
百
四
十
三
条
（
訴
え
の
変
更

Ｌ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
訴
状
の
送
遼
部
・
挫
節
百
三
十
八
条
等
）

節
五
十
八
条
訴
状
の
送
遮
は
、
原
告
か
ら
提
出
さ
れ
た

馴
刈
判
に
よ
っ
て
す
る
。

〔
新
設
〕

［
新
設
］

）
節
二
項
（
法
節
百
四
十
四
条
（
選
定
者
に
係
る
舗
求

の
追
加
）
輔
三
項
及
び
鋪
百
四
十
五
条
（
中
間
鉱
肥
の

餌
え
）
節
四
噸
に
お
い
て
縮
川
す
る
場
合
を
含
む
‐
）

の
嘗
而
の
送
達
に
つ
い
て
鍬
用
す
る
。一

一
一
ハ 胚



裁
判
官
に
支
障
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
瞥
記
官
が
そ

の
旨
を
詞
剛
制
釧
制
叫
足
り
る
。

（
叫
耐
剥
湘
濁
制
劇
罰
則
油
判
剖
瑚
剴
刺
剥
剥
到
到
珂
矧
刺
制
創
荊

．
法
第
百
六
十
条
〉

第
六
十
七
条
口
頭
弁
践
側
刷
割
引
醐
判
制
薊
剴
に
は
、
弁
論

”
要
領
を
割
割
刊
叫
、
特
に
、
次
に
掲
げ
る
耶
項
を
明
確

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ご
～
五
略
］ リ

2 ， 第

1
后掲六 法 へ

３
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
長
に
支
障
が
あ
る
と

き
は
、
陪
席
裁
判
官
が
そ
の
耶
由
を
割
狙
潤
剛
利
剣
剰
司
側

詞
剣
到
川
副
川
副
引
到
側
１
釧
訓
潤
割
凹
川
調
銅
副
到
判
司
剖
釧
劉
剰

Ｈ
刺
訓
引
洲
Ⅱ
刊
荊
剖
刷
呵
剛
●
剖
制
刊
削
剥
刷
釧
制
叫
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
叫
制
刻
刻
呵
調
鯏
副
副
劃
到
矧
刺
刺
馴
、
劃
判
・
法
第
百
六
十

条
）

第
六
十
七
条
ｎ
頭
弁
鎗
刎
刺
澗
叫
に
は
、
弁
騰
の
要
賦
を

割
割
引
川
、
特
に
、
次
に
掲
げ
る
蛎
項
を
明
確
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

□
～
五
同
上
］

（
剛
制
創
訓
鬮
測
謝
刎
剥
飼
刈
醐
詞
釧
謝
期
倒
・
法
流
百
六
十

条
）

節
六
十
六
条
口
頭
弁
騰
刎
制
醐
到
に
は
、
次
に
掲
げ
る
砺

項
を
制
鯏
引
刊
卿
川
副
制
叫
な
ら
鞍
い
・

冒
～
六
同
上
〕

２
醐
矧
副
却
捌
剣
剴
叫
刷
１
割
鉗
型
珂
謝
剖
旬
剰
到
叫
矧
掴
副
門
別

１
捌
捌
酬
珂
刎
剖
剤
刊
叫
制
制
釧
制
叫
な
ら
な
い
。

３
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
長
に
支
障
が
あ
る
と

き
は
、
陪
席
裁
判
官
が
そ
の
耶
由
を
州
割
、
引
口
劇
剤
引
叫

制
制
削
剥
脚
な
ら
な
い
§
裁
判
官
に
支
障
が
あ
る
と
き
は

、
裁
判
所
書
記
官
が
そ
の
旨
を
細
鋼
制
創
倒
叫
足
り
る
。

［
新
設
〕

一
一
八 七

職
し
た
裁
判

［
八
略
］

Ｚ
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
が
裁
判
に
よ
ら

な
い
で
完
結
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
長
の
許
可
を
得
て

、
証
人
、
当
珈
者
本
人
及
び
睡
定
人
の
陳
述
並
び
に
検

証
の
結
果
の
剰
剖
鞆
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

七 六

|
ロ

レ

芋

」

Ｊ
〃
ｉ
■

（

に
係
る
も
の
を
い
う

を
作
成
し
な
い
で

し
、
当
邪
者
が
訴
訟
の
完
結
を
知
っ
た
日
か
ら
一
週
間

以
内
に
そ
の
詞
剖
剰
を
す
べ
き
旨
の
申
出
を
し
た
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３
口
頭
弁
蹄
酬
刺
剰
珂
に
は
、
弁
論
の
要
頒
の
ほ
か
、
当

事
者
に
よ
る
攻
撃
又
は
防
御
の
方
法
の
提
出
の
予
定
そ

の
他
訴
舩
手
続
の
進
行
に
間
す
る
邪
項
を
副
剖
詞
訓
到
こ

と
が
で
き
る
。
．

［
新
設
］

〔
八
同
上
〕

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
が
裁
判
に
よ
ら

な
い
で
完
結
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
長
の
許
可
を
得
て

、
証
人
、
当
事
者
本
人
及
び
艦
定
人
の
陳
述
並
び
に
検

証
の
結
果
の
詞
詞
咽
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

六
裁
判
長
が
詞
型
翻
を
命
じ
た
噸
項
及
び
当
蛎
者
の
諭

求
に
よ
り
制
捌
函
を
肝
し
た
事
項

七
謝
剖
剛
を
作
成
し
な
い
で
し
た
裁
判

へ

覗
番
の
記
戦
に
代
わ
割
引
録
割
引
詞
Ⅱ一

二

○

一
一
九

へ
の
記
録
）



i
州
へ
の
記
録
）

●

第
六
十
八
条
裁
判
所
書
記
官
は
、
前
条
（
酬
耐
淵
測
呵
側

２
前
項
の
堪
合
に
お
い
て
、
訴
訟
が
完
結
す
る
ま
で
に

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
故

、
証
人
、
当
瑚
肴
本
人

」
と
い
う
。
）
の
陳
述

わ
ら
ず
、
栽’

訟
が
上
斫
審
に
係
属
中
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
上
訴

裁
判
所
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
も
、
同
様
と
す

る
？

当
恥
者
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
州
剖
詞
瑚
引
矧
１
到
羽

も
っ
て
耐
剥
剖
呵
割
刎
剣
淵
剛
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
恥
者
は
、
裁
判
長
が
許
可
を

す
る
際
に
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
咽
判
型
幽
制
剖
鋼
の
作
成
）

し
、
ブ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
な
け
れ
ば

判
長
の
許
可
が
あ
っ
た
と
き
は

当
瑚
肴
本
人
又
は
艦
定
人
（
以
下
一
鉦
人
等

の
録
沓
ｘ
は
録
函
に
よ
り
作
成

に
記
録
し
、
こ
れ
を

）
第
一
項
の
規

な
ら
な
い
。
訴の

（
普
面
等
の
引
用
添
付
）

剃
刈
刈
川
刈
斜
口
頭
弁
諭
の
調
書
に
は
、
番
面
、
写
真
、

録
音
テ
ー
プ
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
そ
の
他
栽
判
所
に
お
い

て
適
当
と
罷
め
る
も
の
を
引
用
し
、
訴
訟
記
録
に
添
付

し
て
調
書
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
調
瓢
剥
調
の
作
成
）

第
六
十
八
条
裁
判
所
書
記
官
は
、
前
条
（
則
耐
淵
洞
鋼
詞
測

劃
刎
剥
詞
引
呵
詞
剖
割
劃
叫
）
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
絃
判
長
の
鮮
可
が
あ
っ
た
と
き
は
、
証
人
、
当
蛎

者
本
人
又
は
鑑
定
人
（
以
下
「
鉦
人
等
」
と
い
う
。
）

渕
剥
別
割
刈
引
糊
剃
副
司
捌
１
Ⅱ
叫
刊
ｌ
副
瑚
剖
割
州
川
刻
剥
司
引
川
副
町

列
１
４
１
に
記
録
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
刺
剰
叫
刎
剰
詞
馴
に
代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
事
者

は
、
栽
判
長
が
許
可
を
す
る
際
に
、
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
が
完
結
す
る
ま
で
に

が
卜
訴
審
に
係
属
中
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
上
訴
裁

判
所
が
必
要
が
あ
る
と
罷
め
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る

当
事
者
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
細
川
劉
呵
呵
剛
制
司
司

の
陳
述

一
一
一
一

な
ら
な
い
。
訴
訟

二

1

す
る
必
要
が
な
い
と
罷
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。（

制
到
型
幽
畑
刈
鯏
刎
釧
訓
珊
〉

第
七
十
二
条
栽
判
所
速
記
官
が
作
成
し
た
間
刊
鋼
副
矧
矧

叫
１
割
叫
荊
刺
剰
罰
に
引
用
し
、
オ
釧
伽
刑
叫
削
到
珂
釧
川
副
Ｊ
画

荊
訓
剰
罰
の
一
部
と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判

所
溌
剰
軋
剖
叫
詞
副
詞
の
引
用
を
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
十
一
条
紋
判
所
速
記
官
は
．
前
条
（
陳
述
の
速
記

）
の
規
定
に
よ
り
速
記
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、

）
の
規
定
に
よ
り
速
記

速
記
原
本
を
反
釈
し
て

な
ら
な
い
。

を
作
成
し
な
け
れ
ば

削

を
作
成

（
速
記
原
本
の
引
用
添
付
）

刺
判
別
呵
副
釧
利
証
人
及
び
当
事
者
本
人
の
尋
問
並
び
に
睡

定
人
の
口
頭
に
よ
る
意
見
の
陳
述
に
つ
い
て
は
、
裁
判

所
が
相
当
と
罷
め
、
か
つ
、
当
嚇
者
が
同
意
し
た
と
き

は
、
裁
判
所
速
記
官
が
作
成
し
た
速
記
原
本
を
引
用
し

、
訴
訟
紀
録
に
添
付
し
て
調
笹
の
一
部
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
速
記
原
本
の
反
訳
等
）

刺
判
別
可
凹
到
『
救
判
所
は
、
吹
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
裁

判
所
速
記
官
に
前
条
（
速
記
陳
本
の
引
用
添
付
）
の
規

定
に
よ
り
調
書
の
一
部
と
さ
れ
た
速
記
原
本
を
反
訳
し

て
速
記
録
を
作
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
訴
訟
記
録
の
閲
覧
、
膳
写
又
は
そ
の
正
本
、
謄
本

が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
週
副
剣
到
判
訓
刺
劉
州
凹

鋪
七
十
二
条
裁
判
所
速
記
官
が
作
成
し
た
副
剰
叫
鍋
剖
司
Ｉ

調
制
珂
に
引
剛
し
、
調
釧
到
呵
鯏
刈
到
洞
州
Ⅶ
Ⅵ
。
剰
測
剤
の
一
部

と
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
が
鋼
副
渕
調
の

引
用
を
適
当
で
な
い
と
認
ぬ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

鋪
七
十
一
条
裁
判
所
速
記
官
は
、
前
条
（
陳
述
の
速
記

）
の
規
定
に
よ
り
速
記
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、

速
記
陳
本
を
反
訳
し
て
鋼
剃
濁
鞆
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一
一
一
一
一
一

を
作
成
す
る
必
要

一

四



（
口
頭
弁
論
に
お
け
る
陳
述
の
録
音
）

第
七
十
六
条
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
録
音
装
侭
を
使
用

し
て
口
頭
弁
践
に
お
け
る
陳
述
の
全
部
又
は
一
部
を
録

取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁

判
所
が
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
剖
刺
網
剥
叫
呵
鋼
割
削
判

を
作
成
し
な
け
れ
ば
雄
ら
な
い
。
を
反
訳
し
た
耐
剥
剃
罰
剴

剃
制
判
釧
剴
詞
裁
判
所
速
肥
官
は
、
訴
舩
記
録
の
閲
覧
を

舗
求
す
る
者
が
鋤
瞥
の
一
部
と
さ
れ
た
速
記
原
本
の
訳

餓
を
舗
求
し
た
場
合
に
お
い
て
裁
判
所
香
記
官
の
求
め

が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
訳
読
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
．

（
口
頭
弁
論
に
お
け
る
陳
述
の
録
音
）

第
七
十
六
条
裁
判
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
申
立
て
に
よ
り
又
は
職
権
で
、
録
音
装
世
を
使
用

し
て
口
頭
弁
論
に
お
け
る
陳
述
の
全
部
又
は
一
部
を
録

取
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
裁

判
所
が
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
副
割
引
杣
川
刀
を
反
訳

し
た
測
制
刺
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

若
し
く
は
抄
本
の
交
付
を
餉
求
す
る
者
が
反
訳
を
諭

求
し
た
と
き
。

二
戯
判
官
が
代
わ
っ
た
と
き
。

三
上
訴
の
提
起
又
は
上
告
受
理
の
申
立
て
が
あ
っ
た

と
き
。

四
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
。

２
裁
判
所
密
記
官
は
、
帥
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ

た
速
記
録
を
訴
訟
記
録
に
添
付
し
、
そ
の
旨
を
当
耶
者

そ
の
他
の
関
係
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
前
項
の
規
定
に
よ
り
訴
訟
記
録
に
添
付
さ
れ
た
速
記

録
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
調
書
の
一
部
と
さ
れ
た
速

記
原
本
に
代
わ
る
も
の
と
す
る
。

（
速
記
原
本
の
訳
銃
）

↓
や
寺
空
、

’
一
一
心
〃
タ 五

Ill
第
七
十
七
条
民
事
師
訟
に
関
す
る
手
続
の
期
日
に
お
け

る
写
真
の
撮
影
、
速
記
、
録
音
、
録
画
又
は
放
送
は
、

哉
判
長
、
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
の
許
可
を
得

な
け
れ
ば
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
期
日
外
に
お
け
る

審
尋
及
び
法
第
百
七
十
六
条
（
書
而
に
よ
る
畑
怖
手
続

の
方
法
等
）
潮
イ
忍
判
に
蕊
づ
く
協
織
に
つ
い
て
も
、
同

様
と
す
る
。

（
裁
判
所
の
審
尋
等
へ
の
準
用
）

第
七
十
八
条
法
第
百
六
十
条
（
叫
耐
澗
呵
珂
判
矧
刈
副
甥
刊

測
制
渕
引
燗
制
劉
珂
）
及
び
詞
割
引
州
Ｈ
割
和
訓
剖
剖
則
耐
到
刎
燭

側
圃
罰
到
圃
刺
剥
馴
謝
刎
耐
．
叫
司
刑
荊
Ⅶ
口
詞
判
利
Ｈ
刮
劉
剰
知
引

綱
創
刊
村
ゴ
‘
斜
判
刻
１
引
叫
蜘
鋼
剥
詞
側
例
刻
劉
酬
呵
潤
鋼
渕
判
凋

刈
釧
割
叫
鋼
刺
剖
判
１
ｍ
耐
到
刈
謝
刺
刷
墹
劉
制
剥
剥
剰
瑚
刺
剥
詞
馴

節
七
十
七
条
民
噺
誹
訟
に
関
す
る
手
続
の
期
日
に
お
け

る
写
真
の
撮
影
、
速
記
、
録
音
、
録
画
又
は
放
送
は
、

栽
判
長
、
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
の
許
可
を
得

な
け
れ
ば
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
・
期
日
外
に
お
け
る

・
審
尋
及
び
法
第
百
七
十
六
条
（
番
而
に
よ
る
準
備
手
続

の
方
法
弊
）
剰
剴
。
別
に
基
づ
く
協
議
に
つ
い
て
も
、
同

概
と
す
る
。

（
栽
判
所
の
審
尋
等
へ
の
準
用
）

第
七
十
八
条
法
節
百
六
十
条
（
叫
制
到
刈
調
測
剥
劃
及
び

荊
刮
判
刈
州
剰
洲
刈
副
羽
制
Ｊ
ｕ
州
鋼
判
割
Ⅶ
剖
創
耐
到
呵
鋼
掴
罰
罰

刎
剥
蜘
刈
蠅
刻
制
馴
刺
酬
可
ｌ
叫
洞
訓
荊
濁
討
卿
劃
刎
剃
劃
剛
蠅
制
剴
咽

刺
刺
、
ｌ
測
剣
渕
剴
珂
糊
側
側
判
判
到
矧
割
副
州
Ⅱ
刀
矧
剖
剖
削
珂

鯏
１
鯏
劃
叫
矧
刎
訓
釧
側
網
州
１
Ｊ
州
遡
刎
耐
剃
矧
１
週
刺
副
劉
醐

［
新
設
〕

（
写
真
の
撮
影
等
の
制
限
）

二

七

二
八



|
刺
判
判
）
の
規
定
は
、
裁
判
所
の
審
尋
及
び
口
頭
弁
論
の

期
日
外
に
行
う
証
拠
調
べ
並
び
に
受
命
裁
判
官
又
は
受

託
裁
判
官
が
行
う
手
続
に
つ
い
て
鰯
用
す
る
。

（
答
弁
書
）

第
八
十
条
［
略
］

［
２
略
］

３
第
五
十
三
条
（
訴
状
の
記
戦
享
項
）
第
四
頃
の
側
制
『

叫
割
副
呵
謝
Ｈ
副
刊
叫
刊
１
１
剰
刮
莉
河
麺
劉
「
ペ
調
叫
瑚
呵
調
剖
劉
間 I の

副
却

（
答
弁
番
）

第
八
十
条
［
同
上
］

［
２
同
上
〕

３
第
五
十
三
条
（
訴
状
の
記
載
事
項
）
第
四
項
の
鯏
剖
珂

刷
１
割
司
荊
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
答
弁
に
対
す
る
反
践
）

第
八
十
一
条
［
同
上
］

［
新
設
］

（
馳
備
書
面
に
引
用
し
た
文
書
の
取
扱
い
）

節
八
十
二
条
〔
同
上
〕

〔
２
岡
上
］

［
新
設
］

|’
て に 審
馳 受尋

用 命 及
す教 び

る 判 口

。 官頭

又 弁

は 強

受 の
託 期

裁 日

判外一

官 に の
が 行 規

行 う 定

う 証 は

手拠 、

縦鯛裁

に べ判
っ 並 所

い ぴ の

一
二
九

三

○

■；
哨
捌
劉
司
呵
刎
剖
副
罰
判
叫
調
削
創
刊
判
叫
刎
副
燭
叫
剖
剴
副
馴
到

副
川
副
洲
司
剖
刻
判
ｌ

（
当
事
者
照
会
・
法
第
百
六
十
三
条
）

第
八
十
四
条
法
第
百
六
十
三
条
（
当
蛎
者
照
会
）
の
規

定
に
よ
る
照
会
及
び
こ
れ
に
対
十
る
団
劉
副
司
翻
制
剴
刊
判

剴
引
引
詞
別
刷
割
制
Ｈ
『
は
、
照
会
省
及
び
回
答
書
を
相
手
方

に
送
付
し
て
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
に

代
理
人
が
あ
る
と
き
は
、
照
会
啓
は
、
当
該
代
理
人
に

対
し
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
照
会
番
に
は
、
次
に
掲
げ
る
鞭
項
を
記
戦
し
、

、
当
耶
者
又
は
代
理
人
が
記
名
押
印
す
る
も
の
と
す
る ||’|

（
当
事
者
照
会
・
法
鯆
百
六
十
三
条
）

第
八
十
四
条
法
舗
百
六
十
三
条
（
当
率
者
照
会
）
の
規

定
に
よ
る
照
会
及
び
こ
れ
に
対
す
る
画
到
引
は
、
照
会
笹

及
び
回
啓
書
を
相
手
方
に
送
付
し
て
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
相
手
方
に
代
理
人
が
あ
る
と
き
は
、
照
会

醤
は
、
当
該
代
理
人
に
対
し
送
付
す
る
も
の
と
す
る
．

２
［
同
上
］

［
新
設
］

［
新
設
］

一
。
■
一

一
一
一
一

一
一
一
一
一



|j:
［
一
～
八
略
］

刈
刷
判
刊
制
副
呵
園
刺
刺
Ｈ
到
州
副
罰
圃
剋
創
圃
咽
襯
飼
哨
刺
型
罰
呵

Ｎ
判
刈
刈
刑
剛
剛
測
刷
剖
剛
到
副
叩
引
刈
剴
引
剃
測
判
剛
副
副
濁
封
削
Ｈ

剛
到
則
呵
割
副
判
酬
矧
知
司
剃
。
川
副
‘
笥
刎
副
叫
刊
刈
利
叩
“
剥
測
Ｎ

レ
ス

３
第
一
項
の
回
答
書
に
は
、
前
項
鋪
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
那
項
及
び
照
会
事
項
に
対
す
る
回
答
を

記
軟
し
、
当
耶
者
又
は
代
理
人
が
記
名
押
印
す
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
卿
会
那
項
中
に
法
剰

司
矧
利
呵
ヨ
劉
劉
珂
引
呵
副
引
刷
に
掲
げ
る
照
会
に
骸
当
す
る

こ
と
を
理
由
と
し
て
そ
の
回
答
を
拒
絶
す
る
も
の
が
あ

る
と
き
は
、
そ
の
条
項
を
も
記
戦
す
る
も
の
と
す
る
。II’ ’

傭
す
る
」
と
、
第
二
項
及
び
第
三
遍
「
中
１
コ
調
戦
川
副
Ｉ
当

っ
て
す
る
堤
合
に
つ
い
詞
劃
哨
用
訓
劇
引
１
劃
討
詞
剰
剛
翻
到
画
同
凹
詞

（
証
明
す
べ
き
嚇
実
の
覗
判
剥
判
調
斗
刎
剣
淵
銅
等
・
法
第

３
節
一
項
の
回
答
番
に
は
、
筋
項
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
照
会
耶
項
に
対
す
る
回
答
を

記
戦
し
、
当
嚇
者
又
は
代
理
人
が
記
名
押
印
す
る
も
の

と
す
る
。
こ
の
暢
合
に
お
い
て
、
照
会
珈
項
中
に
法
瀬
，

司
却
Ｊ
Ｊ
斗
鍋
割
引
列
に
掲
げ
る
照
会
に
該
当
す
る
こ
と
を

理
山
と
し
て
そ
の
回
答
を
拒
絶
す
る
も
の
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
条
項
を
も
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

〔
４
同
上
］

［
新
設
〕

（
証
明
す
べ
き
耶
実
の
訓
型
到
哨
測
等
・
法
第
百
六
十
五

盲
～
八
同
上
］

［
新
設
］

三

四

一
一
一
一
一
一
一

条
等
）

第
八
十
八
条
弁
論
準
備
手
続
倒
創
剴
切
地
利
制
剰
飼
に
は
、

当
耶
者
の
陳
述
に
基
づ
き
、
法
第
百
六
十
一
条
（
準
備

啓
面
）
節
二
項
に
掲
げ
る
巾
項
を
制
制
珂
叫
、
特
に
、
鉦

拠
に
つ
い
て
は
、
そ
の
申
出
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

［
２
略
］

（
法
第
百
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
当
事
者
の
説
明
の

方
式
）

第
八
十
七
条
法
第
百
六
十
七
条
（
準
備
的
口
頭
弁
論
終

了
後
の
攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
る
当
亦

者
の
説
明
は
、
期
日
に
お
い
て
口
頭
で
す
る
賜
合
を
除

百
六
十
五
条
）

第
八
十
六
条
裁
判
所
は
、
準
備
的
口
頭
弁
論
を
終
了
す

る
に
当
た
り
、
そ
の
後
の
証
拠
閥
べ
に
よ
っ
て
証
明
す

べ
き
事
実
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認

め
る
と
き
は
、
紋
判
所
番
記
官
に
当
餓
嚇
実
を
準
備
的

な
い
。

２
前
項
の
説
明
が
期
日
に
お
い
て
口
頭
で
さ
れ
た
場
合

に
は
、
相
手
方
は
、
説
明
を
し
た
当
耶
者
に
対
し
、
当

餓
説
明
の
内
容
倒
剖
副
司
１
１
訓
刈
剖
剥
創
刊
引
呵
謝
耐
渕
刻
判

’よう
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
、

ｎ
頭
弁
論

へ

等
・
法
節
百
七
十

し
な
け
れ
ば
な
ら な

第
八
十
八
条
弁
論
礁
備
手
続
釧
刎
剰
削
に
は
、
当
耶
者
の

陳
述
に
韮
づ
き
、
法
節
百
六
十
一
条
（
準
備
瞥
面
〉
第

二
項
に
掲
げ
る
小
噸
を
制
制
判
叫
、
特
に
、
証
拠
に
つ
い

て
は
、
そ
の
申
出
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
鋪

［
２
同
上
］

（
法
飾
百
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
当
事
者
の
説
明
の

方
式
）

節
八
十
七
条
法
第
百
六
十
七
条
（
準
側
的
口
頭
弁
騰
終

了
後
の
攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
る
当
耶

者
の
説
明
は
、
期
日
に
お
い
て
口
頭
で
す
る
場
合
を
除

条
）

輔
八
十
六
条
裁
判
所
は
、
池
備
的
口
頭
弁
瞼
を
終
了
す

る
に
当
た
り
、
そ
の
後
の
証
拠
調
べ
に
よ
っ
て
証
明
す

べ
き
耶
実
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
梱
当
と
腿

め
る
と
き
は
、
裁
判
所
普
記
官
に
当
骸
窮
実
を
準
鯛
的

２
前
項
の
説
明
が
期
日
に
お
い
て
口
頭
で
さ
れ
た
場
合

に
は
、
相
手
方
は
、
説
明
を
し
た
当
耶
者
に
対
し
、
当

餓
説
明
の
内
容
剖
制
割
引
Ⅱ
刺
胡
制
剃
劃
判
州
制
刈
引
剖
可
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

き
、
翻
荊
到
ｑ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｎ
頭
弁
論

（
荊
謝
細
渕
劉
荊
綱
細
剰
珂
弊
・
法
第
百
七
十
条
等
）

一
ゴ
ー
《
ハ

三
五

な
ら
な
い
。



則
中
口
頭
弁
論
側
回
訓
引
咽
判
制
判
矧
に
閥
す
る
規
定
を
準

用
す
る
。

（
準
傭
的
口
頭
弁
論
の
規
定
等
の
那
用
・
怯
第
百
七
十

条
等
）

第
九
十
条
鋪
六
十
三
条
（
期
日
外
釈
明
の
方
法
）
１
剥
珂

対
叫
判
叫
剥
（
訴
訟
代
理
人
の
陳
述
薙
止
等
の
通
知
）
汕
剃

例
制
荊
Ｎ
Ｈ
剴
訓
利
刎
斗
司
引
潤
倒
剰
瑚
副
刎
副
摺
叫
矧
刎
個
判
ゴ
ー

遡
制
訓
叫
前
款
（
準
備
的
口
頭
弁
識
）
の
規
定
は
、
弁
騰

準
備
手
続
に
つ
い
て
郡
用
す
る
。

（
音
声
の
送
受
傭
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
協
議
ゞ
．

法
第
百
七
十
六
条
）

第
九
十
一
条
剃
釧
割
珂
は
、
裁
判
所
及
び
当
蛎
者
双
方
が

青
声
の
送
受
侭
に
よ
り
同
時
に
通
話
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
方
法
に
よ
っ
て
書
面
に
よ
る
準
備
手
統
に
お
け
る

協
議
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
協
誌
の
Ｒ
時
を
指
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

ら
な
い
。

［
２
略
］

３
前
項
の
手
続
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
聯
項
を
弁
論
準
備
手
続
何
回
罰
到
剛
引
珂

測
鋼
副
剴
阿
釧
刈
Ｈ
判
川
部
剥
叫
な
ら
な
い
。
・

４
第
一
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
ほ
か
、
弁
論
準
備
手

続
倒
劇
罰
到
耐
判
剥
判
司
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
六
十
条
（

）
及
び
こ
の
蜆

（
準
備
的
口
頭
弁
論
の
規
定
等
の
瀧
用
・
法
第
百
七
十

条
等
）

第
九
十
条
鋪
六
十
三
条
（
期
日
外
釈
明
の
方
法
）
測
制
刊

第
九
十
一
条

［
２
同
上
］

３
前
頃
の
手
続
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
同
項

第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
弁
論
準
備
手
続
刎
‐
剰
掴
副
且
瑚

細
川
司
刎
釧
剃
矧
凶
な
ら
な
い
。

４
第
一
項
及
び
前
項
に
規
定
す
る
ほ
か
、
弁
論
碓
備
手

続
刎
刷
剰
罰
に
つ
い
て
は
、
法
第
百
六
十
条
（
則
，
剰
迅
剥
珂

調
週
Ｊ
及
び
こ
の
規
則
中
口
頭
弁
請
刎
剥
潮
珂
に
関
す
る

規
定
を
雛
用
す
る
。

荊
到
刊
州
到
副
詞
（
訴
訟
代
理
人
の
陳
述
禁
止
聯
の
通
知
）

遡
制
引
叫
前
款
（
準
備
的
口
頭
弁
論
）
の
規
定
は
、
弁
鈴

準
備
手
続
に
つ
い
て
準
州
す
る
ぐ

剃
刎
割
引
斗
叫
利
則
訓
呵
型
制
Ｈ
料
Ⅷ
Ｊ
Ⅵ
４
刎
期
珂
倒
割
引
川
削
Ⅶ

列
４
Ｊ
１
は
、
紋
判
所
及
び
当
事
者
双
方
が
音
声
の
送
受

信
に
よ
り
同
時
に
通
詰
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に

よ
っ
て
瞥
面
に
よ
る
準
備
手
続
に
お
け
る
協
議
を
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
協
議
の
日
時
を
指
定
す
る
こ
と
が
で

美
毎
入
》
。

（
音
次
の
送
受
価
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
協
議

法
第
百
七
十
六
条
）

一

三

七

一
三
八

に
掲
げ
る
事
項
を
制
剣
罰
可
瑚
柵
酬
副
倒
阿
な
ら
な
い
。

〔
４
略
］

釧
刺
剖
卿
卿
捌
月
削
剥
副
剃
判
割
州
劃
呵
口
測
引
料

七
十
七
条
）

第
九
十
三
条
書
面
に
よ
る
準
備
手
続
を
終
結
し
た
恥
件

に
つ
い
て
、
口
頭
弁
騰
の
期
日
に
お
い
て
、
そ
の
後
の

証
拠
調
べ
に
よ
っ
て
証
明
す
べ
き
蛎
実
の
確
認
が
さ
れ

た
と
き
は
、
当
咳
市
実
を
口
頭
弁
論
到
副
罰
到
剛
判
制
到
剛

側
刮
剰
判
咄
刺
川
釧
劉
叫
な
ら
な
い
。

（
口
頭
弁
輪
の
規
定
等
の
準
用
・
法
鋪
百
七
十
六
条
）

第
九
十
二
条
節
六
十
三
条
（
期
日
外
釈
明
の
方
法
）
ｕ
ｌ

銅
制
判
呵
ヨ
型
剰
呵
ゴ
ー
刺
判
鯏
剥
．
叫
叫
捌
叫
制
可
呵
岡
川
。
Ｊ
卿

叫
第
八
十
六
条
（
証
明
す
べ
き
事
実
の
姻
刊
醐
剥
可
引
呵

掴
剖
瑚
等
）
館
二
項
の
規
定
は
い
譜
面
に
よ
る
鵡
伽
手
続

に
つ
い
て
雛
刑
す
る
。

２
前
項
の
方
法
に
よ
る
協
議
を
し
た
と
き
は
、
鋼
判
割
蜘

は
、
裁
判
所
書
記
官
に
当
麟
手
続
に
つ
い
て
の
剛
判
剃
酬

謝
を
作
成
さ
せ
、
こ
れ
に
協
鍍
の
結
果
を
制
鋼
削
剥
剴
釧

こ
と
が
で
き
る
。

３
第
一
項
の
方
法
に
よ
る
協
鍍
を
し
、
か
つ
・
鋼
釧
割
醐

が
そ
の
結
果
に
つ
い
て
栽
判
所
得
記
官
に
記
録
を
さ
せ

た
と
き
は
、
そ
の
記
録
に
同
噸
の
方
法
に
よ
る
協
議
を

し
た
旨
及
び
狄
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
十
八
条
（

す
る
第
八
十
八
条
（

（
証
明
す
べ
き
覗
実
の
剛
判
剥
剰
呵
引
刎
刺
濁
酬
・
法
鯆
百

等
）
第
二
項
第
二
号

（
趾
明
す
べ
き
率
実
の
剰
剣
到
剥
咽
・
法
第
百
七
十
七
条

第
九
十
三
条
瞥
而
に
よ
る
準
備
手
続
を
終
結
し
た
嚇
件

に
つ
い
て
、
口
頭
弁
輪
の
期
日
に
お
い
て
、
そ
の
後
の

証
拠
調
べ
に
よ
っ
て
証
明
す
ぺ
き
那
実
の
碇
認
が
さ
れ

た
と
き
は
、
当
骸
珈
実
を
口
頭
井
購
酬
制
埼
謝
刺
刺
剥
判
叫

捌
釧
剃
矧
叫
な
ら
な
い
。

（
口
頭
弁
蹟
の
規
定
等
の
準
用
・
法
鋪
百
七
十
六
条
）

第
九
十
二
条
第
六
十
三
条
（
期
日
外
釈
明
の
方
法
）
及

酬
‐
鯖
八
十
六
条
（
証
明
す
べ
き
率
実
の
捌
封
副
剥
蜘
等
）

第
二
項
の
規
定
は
、
番
面
に
よ
る
蛎
伽
手
続
に
つ
い
て

池
用
す
る
。

２
前
項
の
方
法
に
よ
る
協
議
を
し
た
と
き
は
、
制
釧
瓢
珂

等
は
、
紋
判
所
宙
記
官
に
当
談
手
続
に
つ
い
て
の
測
調
引

を
作
成
さ
せ
、
こ
れ
に
協
溢
の
結
果
を
剰
糊
剖
副
剴
切
こ

と
が
で
き
る
。

３
第
一
項
の
方
法
に
よ
る
協
議
を
し
、
か
つ
、
捌
刎
馴
珂

等
が
そ
の
結
果
に
つ
い
て
裁
判
所
書
記
官
に
記
録
を
さ

せ
た
と
き
は
、
そ
の
記
録
に
同
項
の
方
法
に
よ
る
協
鍍

を
し
た
旨
及
び
次
項
に
お
い
て
錨
用
す
る
第
八
十
八
条

（
荊
剖
飼
料
制
判
斜
剃
鯏
罰
等
）
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

巾
項
を
制
釧
割
引
切
判
川
副
制
叫
な
ら
な
い
。

［
４
同
上
］

［
新
設
］

一
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九
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て
準
用
す
る
。

（
音
痴
の
送
受
侭
に
よ
る
通
艦
の
方
法
に
よ
る
進
行
協

継
期
日
）

第
九
十
六
条
［
略
］

〔
２
略
］

３
第
一
項
の
方
怯
に
よ
る
手
続
を
行
い
、
か
つ
、
裁
判

所
又
は
受
命
裁
判
官
が
そ
の
結
果
に
つ
い
て
裁
判
所
瞥

記
官
に
副
剥
剥
澗
珂
を
作
成
さ
せ
る
と
き
は
、
伺
項
の
方

法
に
よ
る
手
統
を
行
っ
た
旨
及
び
次
項
に
お
い
て
蝿
用

な
ら
な
い
。

［
２
略
］

（
進
行
協
織
期
日
）

節
九
十
五
条
〔
略
］

［
２
略
］

３
法
第
二
百
六
十
一
条
（
訴
え
の
取
下
げ
）
荊
荊
割
引
“

耐
鋼
型
判
測
の
規
定
は
、
前
頃
の
訴
え
の
取
下
げ
に
つ
い

（
法
第
百
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
当
事
者
の
説
明
の

方
式
）

第
九
十
四
条
法
第
百
七
十
八
条
（
書
面
に
よ
る
池
備
手

続
終
結
後
の
攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
〉
の
規
定
に
よ
る

当
耶
者
の
説
明
は
、
期
日
に
お
い
て
口
頭
で
す
る
堀
合

［
４
略
］

鯏
到
副
引
劉
刷
釧
矧
叫
な
ら
な
い
。

等
）
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
刺
判
如
測
剣
副
測
叫

す
る
第
八
十
八
条
（

を
除
き
、

し
な
け
れ
ば

て
蹴
用
す
る
。

（
音
戸
の
送
受
侭
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
進
行
協

雛
期
日
）

鋪
九
十
六
条
［
同
上
］

〔
２
同
上
］

３
節
一
項
の
方
法
に
よ
る
手
続
を
行
い
、
か
つ
、
裁
判

所
又
は
受
命
裁
判
官
が
そ
の
結
果
に
つ
い
て
裁
判
所
瞥

記
官
に
測
割
『
を
作
成
さ
せ
る
と
き
は
、
岡
項
の
方
法
に

よ
る
手
続
を
行
っ
た
旨
及
び
次
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
八
十
八
条
（
州
淵
制
刺
飼
判
副
劉
剰
剴
等
）
第
二
項
第
二

号
に
掲
げ
る
蛎
項
を
剰
鋤
副
判
詔
剖
馴
剖
瑚
刎
剖
馴
剥
副
な
ら

な
い
。

［
４
同
上
］

［
２
伺
上
］

（
進
行
協
議
期
日
）

第
九
十
五
条
［
同
上
］

［
２
同
上
］

３
法
第
二
百
六
十
一
条
（
訴
え
の
取
下
げ
）
痢
刺
割
引
判

例
制
劉
對
州
の
規
定
は
、
航
唖
の
訴
え
の
取
下
げ
に
つ
い

（
法
鋪
百
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
当
取
者
の
脱
明
の

方
式
）

鋪
九
十
四
条
法
第
百
七
十
八
条
（
書
面
に
よ
る
準
備
手

続
終
結
後
の
攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
）
の
規
定
に
よ
る

当
邪
者
の
説
明
は
、
期
日
に
お
い
て
口
頭
で
す
る
場
合

を
除
き
、
翻
祠
割
引
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

一

四

| ； I|||I
（
嘱
詑
に
艦
づ
く
証
拠
調
べ
の
記
録
の
列
制
噛
司
・
法
第

百
八
十
五
条
）

第
百
五
条
受
詑
裁
判
官
の
所
屈
す
る
裁
判
所
の
裁
判
所

書
記
官
は
、
受
鮮
裁
判
所
の
制
刎
旬
閉
制
劉
劉
叫
側
証
拠
調

へ
に
関
す
る
記
録

な
ら

（
嘱
託
に
坐
づ
く
証
拠
調
べ
の
記
録
の
渕
司
川
・
法
第
百

八
十
五
条
）

第
百
五
条
受
託
裁
判
官
の
所
属
す
る
裁
判
所
の
裁
判
所

醤
記
官
は
、
受
訴
裁
判
所
の
劉
刎
矧
鯏
劉
哨
創
回
釧
判
剛
ｌ

証
拠
調
べ
に
閲
す
る
記
録
針
遡
州
判
判
刺
州
釧
倒
凶
な
ら
な

い
。

［
新
設
］

〔
新
設
］

四

三

四
四



制
刈
別
ｌ

（
過
料
の
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
調
査
・
法
第
百
八
十

九
条
）

銅
割
引
判
剥
刷
到
刈
［
略
］

（
尋
問
叩
項
普
）

第
百
七
条
証
人
尋
問
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
同
時
に

、
尋
問
那
項
書
（
尋
問
噺
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
う

・
以
下
同
じ
。
〉
制
『
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
た

だ
し
、
や
む
を
得
な
い
邪
曲
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
長 '1 |I ｣

時
等
の
送
受
僧
に
よ
る
通
誌
の
方
法
隅
‐
蜘
劉
録

（
過
料
の
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
鋼
査
・
法
輔
百
八
十

九
条
）

剰
刮
副
叫
剥
刎
訓
斗
〔
同
上
］

（
尋
問
耶
項
書
）

第
百
七
条
証
人
尋
問
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
同
時
に

、
尋
問
邸
項
普
（
尋
問
蛎
項
を
記
載
し
た
書
面
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
ゴ
制
矧
割
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
廟
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁

［
新
設
］

’
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六

［
一
～
三
略
〕

刈
澗
呵
叫
剰
刊
明
叫
洲
封
孤
刈
馴
劉
乳
剤
則
割
叫
１

（
宣
誓
・
法
第
二
百
一
条
）

第
百
十
二
条
〔
略
〕

［
２
略
〕

の
定
め
る
期
間
内
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

［
２
．
３
略
〕

（
耐
剥
制
珂
叫
洲
耐
副
珂
鯏
刺
制
珂
等
）

第
百
八
条
証
人
の
銅
叫
刊
噸
刺
別
凋
に
は
、
次
に
掲
げ
る
亦

項
を
細
割
引
叫
刎
州
副
劉
叫
な
ら
な
い
。

３
鋼
刊
「
刺
副
判
割
詞
司
刷
１
Ｊ
潤
釧
剖
珂
洲
４
１
細
川
判
側
剖
刊
叫
１
釧
珂

剛
州
可
ｌ
司
刈
制
司
判
却
副
引
ｌ
裁
判
所
省
記
官
に
こ
れ
を
朗

読
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
裁
判
長
は
、
相
当
と
罷
め
る
と
き
は
、
測
刺
剖
割
刊
叫

劃
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
剛
刺
「
刺
制
川
副
罰
に
規
定
す

る
剰
剖
判
に
代
え
て
．
宣
稽
書
に
宣
誓
の
趣
旨
を
理
解
し I

斌
剥
副
判
到
刎
細
別
判
刷
剖
矧
叫
な
ら
な
い
・
刈
剖
利
Ⅵ
１
制
判
判’

1

（
宣
誓
・
法
第
二
百
一
条
）

第
百
十
二
条
［
同
上
］

［
２
同
上
］

判
長
の
定
め
る
期
間
内
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

［
２
．
３
同
上
］

（
噸
刺
閉
捌
刎
剣
淵
翻
刺
制
刈
等
）

第
百
八
条
証
人
の
明
叫
剖
捌
に
は
、
吹
に
掲
げ
る
率
項
を

４
裁
判
長
は
．
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
測
刺
副
馴
閏
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
剛
刺
釦
凹
閏
に
規
定
す
る
糊
到
酬
呵

印
に
代
え
て
、
宜
筈
書
に
宣
誓
の
趣
旨
を
理
解
し
た
旨

３
翻
栩
刎
訓
珂
州
句
Ｉ
剥
判
刈
副
Ｈ
割
劉
罰
制
引
剖
刎
到
麺
副
引
糾
可
ｌ
刑
可
到
１
１

［
一
～
三
同
上
］

〔
新
設
］

司
詞
司
訓
剖
刺
洲
調
制
訓
到
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
鋼
刎
司

周
酬
矧
Ｉ
裁
判
所
替
記
官
に
こ
れ
を
朗
航
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

こ
れ
に
署
名
押
印
さ
せ
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
。
凪
川
到
珂

四
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［
３
略
］

（
書
面
に
よ
る
質
問
又
は
回
答
の
蜘
調
澗
釧
・
法
第
百
五

十
四
条
）

第
百
二
十
二
条
耳
が
聞
こ
え
な
い
証
人
に
瞥
面
で
衝
問

し
た
と
き
、
又
は
ｎ
が
き
け
な
い
証
人
に
瞥
面
で
答
え

さ
せ
た
と
き
は
、
裁
判
艇
は
、
裁
判
所
響
記
官
に
質
問

又
は
回
蕃
を
記
戦
し
た
盤
面
を
朗
読
さ
せ
る
こ
と
が
制
．

割
引
副
１
耐
制
叫
呵
刺
渕
何
劃
割
瑚
刈
封
判
別
ｑ
剛
湖
副
醐
珈
刎
楜
罰
別

他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
嚇
者
に
対
し
勾

文
番
等
の
写
し
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
対
質
）

第
百
十
八
条
［
略
］

５
［
略
］

（
文
書
等
の
質
問
へ
の
利
用
）

第
百
十
六
条
〔
略
］

２
前
項
の
岨
定
に
よ
り
対
質
を
命
じ
た
と
き
は
、
そ
の

［
２
略
］

３
故
判
長
は
、

た
旨
の
記
戦
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
削
る
］

』
田
尭
奄

し
く
は
栽
判
所
の
使
凧
胸
係
る
‐
危
子
計
算
磯
に
入
力
割

に
係
る
電
子
削
算
機
の
映
刷
国
皿
回
潤
調
川
副
Ｊ
引
刻
劉
詞

な
ら
な
い
。

そ
の

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
質
を
命
じ
た
と
き
は
、
そ
の

旨
を
捌
剰
割
引
詞
酬
薊
引
判
判
別
副
制
叫
な
ら
な
い
。

［
３
脚
上
〕

（
書
面
に
よ
る
質
問
又
は
回
答
の
蠅
剖
鋼
・
怯
節
百
五
十

四
条
）

第
百
二
十
二
条
耳
が
聞
こ
え
な
い
趾
人
に
書
面
で
質
問

し
た
と
き
、
又
は
口
が
き
け
な
い
証
人
に
杏
面
で
答
え

さ
せ
た
と
き
は
、
裁
判
催
は
、
裁
判
所
番
記
宮
に
質
問

又
は
回
答
を
記
戦
し
た
嘗
面
を
朗
醗
さ
せ
る
こ
と
が
矧
．

；
の
記
載
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
・

５
前
二
項
の
宣
誓
番
に
は
、
良
心
に
従
っ
て
真
実
を
述

べ
、
何
事
も
隠
さ
ず
、
ま
た
、
何
耶
も
付
け
加
え
な
い

こ
と
を
誓
う
旨
を
記
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｉ６
［
同
上
］

（
文
書
等
の
質
問
へ
の
利
用
）

鋪
百
十
六
条
［
同
上
］

｛
２
同
上
］

３
裁
判
侭
は
、
剃
割
斗
刎
剥
聞
剛
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
当
耶
者
に
対
し
、
文
書
等
の
写
し
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
対
質
）

第
百
十
八
条
［
同
上
］

一
五
○

一
四
九

；
（
遮
へ
い
の
措
世
・
法
鯆
二
百
三
条
の
三
）

第
百
二
十
二
条
の
三
［
略
］

２
前
項
の
措
腫
を
と
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
副
判
剥
醐

劃
釧
劉
淵
珂
叫
刎
釧
馴
制
叫
な
ら
な
い
。

（
付
添
い
・
法
第
二
百
三
条
の
二
）

第
百
二
十
二
条
の
二
［
略
］

２
舸
項
の
桔
殴
を
と
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
証

人
に
付
き
添
っ
た
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
と
証
人
と
の

ゴリ
イ

I I I l ll
』

関
係
を

の
送
受
侭
に
よ
る
通
話
の
淵
鯏
四
回
Ｈ
割
割
矧
‐
間

な
ら
な
い
。

（
付
添
い
・
法
鯏
二
百
三
条
の
二
）

鋪
百
二
十
二
条
の
二
〔
同
上
］

２
前
項
の
措
腔
を
と
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
並
び
に
証

人
に
付
き
添
っ
た
者
の
氏
名
及
び
そ
の
者
と
証
人
と
の

関
係
を
測
剣
副
剴
麺
糊
刈
叶
判
別
剖
剥
脚
な
ら
な
い
。

（
遮
へ
い
の
描
腿
・
法
第
二
百
三
条
の
三
）

節
百
二
十
二
条
の
三
〔
同
上
〕

２
航
項
の
描
腔
を
と
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
測
刈
副
判

認
割
門
引
倒
刷
副
制
叫
な
ら
な
い
。

（
映
像
等
の
送
受
僧
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
尋
問

．
法
節
二
百
四
条
）

剰
司
弍
判
剖
利
詞
法
第
二
百
四
条
（
映
像
等
の
送
受
他
に

よ
る
通
肥
の
方
法
に
よ
る
尋
問
）
第
一
号
に
掲
げ
る
場

合
に
お
け
る
同
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
尋
問
は
、

当
邪
者
の
懲
見
を
聴
い
七
、
当
耶
者
を
受
訴
裁
判
所
に

出
願
さ
せ
、
証
人
を
当
餓
尋
問
に
必
嘆
な
装
世
の
設
匿

さ
れ
た
他
の
裁
判
所
に
出
頭
さ
せ
て
す
る
。

一

五五



釧
剃
引
刺
叫
刺
闇
制
剣
劇
剛
針
創
創
刻
別
刷
１
刺

21叫
剰
司
冊
剥
叫
訓
剖
醐
側
剖
討
側
劉
罰
周
制
到
引
到

斗
制
判
叫
刺
剖
罰
引
判
引
剥
耐
馴
割
詞
劃
剥
副
副
判
訓
叫
刊
剖
習
刷

制
割
引
Ｉ

（
書
面
尋
問
・
法
第
二
百
五
条
）

第
百
二
十
四
条
法
第
二
百
五
条
（
尋
棚
に
代
わ
る
嘗
而

の
提
出
）
制
。
Ｊ
列
刎
刎
廻
凋
に
よ
り
証
人
の
尋
問
に
代
え

て
笹
面
の
提
出
を
さ
せ
る
場
合
に
は
、
哉
判
所
は
、
尋

問
の
申
出
を
し
た
当
珈
者
の
相
手
方
に
対
し
、
当
該
醤 |’

を
尋
問
す
る
た
め
に
在
職
す
る
鳩
所
以
外
の
場
所
に
そ

に
表
示
し
て
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る ’

“
踊
剥

４
節
一
噸
又
は
第
二
項
の
尋
問
を
し
た
と
き
は
、
そ
の

旨
及
び
証
人
が
出
頭
し
た
般
判
所
（
当
骸
裁
判
所
が
受

訴
裁
判
所
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
を
調
書
に
記
戦
し

な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。

（
書
面
尋
問
・
法
第
二
百
五
条
）

第
百
二
十
四
条
法
第
二
百
五
条
（
尋
閥
に
代
わ
る
譜
面

の
提
剛
）
刎
剖
燭
画
に
よ
り
鉦
人
の
尋
問
に
代
え
て
瞥
而

の
提
出
を
さ
せ
る
場
合
に
は
、
栽
判
所
は
、
尋
問
の
申

出
を
し
た
当
事
者
の
相
手
方
に
対
し
、
当
繊
譜
面
に
お

２
法
第
二
百
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
同

条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
尋
問
は
、
当
率
考
及
び
証

人
の
懲
見
を
聴
い
て
、
当
蛎
者
を
受
訴
裁
判
所
に
出
頭

さ
せ
、
証
人
を
受
鮮
裁
判
所
又
は
当
骸
尋
問
に
必
要
な

装
置
の
設
侭
さ
れ
た
他
の
裁
判
所
に
出
頭
さ
せ
て
す
る

・
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
証
人
を
受
訴
裁
判
所
に
出
頭

さ
せ
る
と
き
は
、
裁
判
長
及
び
当
期
者
が
証
人
を
尋
問

す
る
た
め
に
在
席
す
る
場
所
以
外
の
場
所
に
そ
の
証
人

を
在
席
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

３
航
二
項
の
尋
問
を
す
る
場
合
に
は
、
文
書
の
写
し
を

送
侭
し
て
こ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
尋
問
の
実

施
に
必
要
な
処
憧
を
行
う
た
め
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利

則
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五

三

一
五
四

面
に
お
い
て
回
答
を
希
望
す
る
事
項
を
記
戦
し
た
書
面

を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
２
略
］

３
証
人
は
、
前
項
の
杏
面
に
剰
副
到
叫
楜
制
期
制
副
な
ら
な

い
。

叫
掛
剰
斗
副
剖
調
劉
制
渕
副
劉
日
到
叫
測
刈
洲
剰
刻

付
。
斜
到
刊
剴
割
卿
側
釧
姻
劇
矧
劉
釧
到
刷
刷
制
升

第
百
三
十
一
条
圏
制
刊
判
呵
制
詞
副
矧
ｊ
刈
判
矧
洲
１
吋
登
呵

刈
刷
副
洲
ｕ
１
創
罰
叫
倒
鋼
動
到
引
釧
剖
君
同
濁
珂
制
割
引
別
引
到

矧
訓
剖
引
到
遡
到
刈
引
切
剖
副
到
判
側
測
刎
列
Ｈ
呵
刷
別
剰
叫
な
ら

な
い
。

２
刺
刺
司
刺
宣
誓
は
、
列
刎
到
副
司
呵
叫
型
川
刈
刈
倒
捌
劉
Ⅶ
引

力
式
に
よ
っ
て
も
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
け
る
裁
判
長
に
よ
る
宣
誓
の
趣
旨
の
説
明
及
び
虚

偽
鑑
定
の
罰
の
告
知
は
、
こ
れ
ら
の
耶
項
を
制
刮
刊
Ⅶ
１ J1I||I を

鑑
定
人
に
送

第
百
・
一
十
一
条

２
週
園
川
副
宣
誓
は
、
劃
割
謝
剖
剃
判
詞
剖
制
麺
制
引
呵
到

方
式
に
よ
っ
て
も
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
け
る
裁
判
長
に
よ
る
宣
誓
の
趣
旨
の
説
明
及
び
虚

偽
濫
定
の
罰
の
告
知
は
、
こ
れ
ら
の
率
項
を
制
剖
刊
別
判

謝
剖
刺
を
鐙
定
人
に
送
付
す
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
．

い
て
回
答
を
希
望
す
る
耶
項
を
記
戦
し
た
番
而
を
提
出

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
２
同
上
］

３
証
人
は
、
前
項
の
書
面
に
淵
判
刷
剃
洲
叫
剃
制
剖
制
叫
な

ら
な
い
。

［
新
設
］

矧
週
剃
到
則
剣
。
Ⅱ
別
司
割
引
副
引
司
麺
釧
司
引
劉
刷
剖
矧
側
な
ら

な
い
。

［
新
股
］

（
宣
誓
の
方
式
）

五

六

一
五
五



謝
細
計
訓
引
劃
刺
訓
刺
糾
訓
。
判
呵
引
矧
釧
均
倒
刈
刎
創
珂
引
測
渕
判
到

制
刻
訓
－

（
姪
定
人
に
史
に
意
見
を
求
め
る
螂
項
・
法
第
二
百
十

五
条
）

第
百
三
十
二
条
の
二
法
第
二
百
十
五
条
（
鑑
定
人
の
陳

述
の
方
式
等
）
詞
割
刻
判
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
同

時
に
、
鑑
定
人
に
更
に
意
見
を
求
め
る
郡
項
を
記
載
し

た
瞥
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や

む
を
得
な
い
珈
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
長
の
定
め
る ’

（
鑑
定
人
に
更
に
意
見
を
求
め
る
耶
項
・
法
第
二
百
十

五
条
）

第
百
：
一
十
二
条
の
二
法
第
二
百
十
五
条
（
鑑
定
人
の
陳

述
の
方
式
等
）
潮
イ
コ
側
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
同

時
に
、
鑑
定
人
に
更
に
意
見
を
求
め
る
郡
項
を
記
載
し

た
譜
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
や

む
を
得
な
い
耶
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
長
の
定
め
る

（
鑑
定
人
の
陳
述
の
方
式
・
法
第
二
百
十
五
条
）

第
百
・
・
一
十
二
条
［
同
上
］

［
２
同
上
］

［
新
設
］

五

八

一
五
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’
百 へ

Ⅱ

|’
期
間
内
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

［
２
～
５
略
］

（
映
像
等
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
陳
述

．
法
第
二
百
十
五
条
の
三
）

第
百
三
十
二
条
の
五
法
第
二
百
十
五
条
の
三
（
映
像
等

の
送
受
僧
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
陳
述
）
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
っ
て
髭
定
人
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
と

き
は
、
当
車
者
の
意
見
を
圃
州
副
１
１
週
制
利
到
到
裁
判
所

が
相
当
と
認
め
る
瑚
所
に
出
頭
さ
せ
て
こ
れ
を
十
る
。||’

丁
計
算
機
の
映
像
両
に
表
示
し
て
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
が

め
る
場
所
に
出
頭
さ
せ
て
こ
れ
を
す
る
。

１２
仙
項
の
場
合
に
は
、
文
啓
の
写
し
を
送
値
し
て
こ
れ

を
提
示
す
る
こ
と
そ
の
他
の
手
続
の
実
施
に
必
要
な
処

３
節
一
項
の
方
法
に
よ
っ
て
錘
定
人
に
意
見
を
述
べ
さ

せ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
鑑
定
人
が
出
頭
し
た
場
所

を
閲
街
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

＃
（
睡
定
人
の
発
問
等
）

鋪
百
：
一
十
三
条
［
同
上
］

［
新
設
］

期
間
内
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

［
２
～
５
同
上
］

（
映
像
等
の
送
受
脳
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
陳
述

．
法
鋪
二
百
十
五
条
の
三
）

蛎
百
：
一
十
二
条
の
五
法
第
二
百
十
五
条
の
三
（
映
像
等

の
送
受
僧
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
陳
述
）
に
規
定

す
る
方
法
に
よ
っ
て
鑑
・
定
人
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
と

き
は
、
当
班
者
の
愈
見
を
圃
別
斗
叫
１
剖
訓
訓
司
剖
割
劃
劉
調

世
を
行
う
た
め
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

裁
判
所
が
相
当
と
認

一
五
九

六

○



（
異
鍍
・
法
第
二
百
十
五
条
の
二
）

第
百
三
十
三
条
の
二
当
噸
者
は
、
第
白
三
十
二
条
の
三

（
質
問
の
順
序
）
輔
一
項
、
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
第

四
項
、
第
百
三
十
二
条
の
四
（
質
問
の
制
限
）
第
四
項

、
前
条
（
睦
定
人
の
発
問
等
）
荊
斗
‐
刺
刑
封
叫
倒
第
百
三

十
四
条
（
証
人
尋
問
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用

す
る
第
百
十
六
条
（
文
書
等
の
質
問
へ
の
利
用
）
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
裁
判
長
の
裁
判
に
対
し
、
異
蟻
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
２
略
］

（
証
人
尋
問
の
規
定
の
準
用
・
法
第
二
百
十
六
条
）

第
百
三
十
四
条
第
百
八
条
（
醐
利
叩
噸
川
副
刈
呵
詞
制
翻
刻
側

等
）
の
規
定
は
鑑
定
人
の
澗
到
叩
剛
釧
捌
痢
に
つ
い
て
、
第

百
十
条
（
不
出
頭
の
届
出
）
の
規
定
は
鑑
定
人
に
期
日

に
出
頭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
邪
由
が
生
じ
た
場
合
に

つ
い
て
、
剰
司
到
刮
斗
須
ｌ
割
引
翻
引
剥
呵
．
呵
可
Ｉ
剰
皿
副
割
判

例
剥
制
割
判
の
規
定
は
躍
定
人
に
宣
誓
を
さ
せ
る
場
合
に

つ
い
て
、
第
百
十
六
条
（
文
書
等
の
質
問
へ
の
利
用
） ’

（
異
謎
・
法
第
二
百
十
五
条
の
一
二

第
百
・
‐
一
十
三
条
の
二
当
期
者
は
、
第
百
三
十
二
条
の
三

（
礎
間
の
順
序
）
第
一
軌
、
第
三
項
た
だ
し
番
及
び
郷

四
項
．
第
百
三
十
二
条
の
四
（
質
問
の
制
限
）
第
四
項

、
前
条
（
鑑
定
人
の
発
問
等
）
遡
制
円
側
第
百
三
十
四
条

（
証
人
尋
問
の
規
定
の
準
用
）
に
お
い
て
準
用
す
る
節

百
十
六
条
（
文
笹
等
の
質
問
へ
の
利
用
）
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
裁
判
長
の
裁
判
に
対
し
、
異
厳
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

〔
２
同
上
］

（
鉦
人
尋
問
の
規
定
の
準
用
・
法
第
二
百
十
六
条
）

踊
百
：
一
十
四
条
第
百
八
条
‐
（
剛
Ⅱ
湘
瑚
呵
制
刺
咽
呵
判
判
等
）

の
規
定
は
鱈
定
人
の
明
叫
矧
凋
腱
つ
い
て
、
第
百
十
条
（

不
出
頭
の
届
出
）
の
規
定
は
鑑
定
人
に
期
日
に
出
頭
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
、

剰
司
判
呵
．
割
「
計
画
濁
到
Ｊ
調
ゴ
刺
剣
、
司
荊
刺
制
珂
剥
矧
副
劉
叫

銅
剣
到
判
の
規
定
は
艦
定
人
に
宣
誓
を
さ
せ
る
場
合
に
つ

い
て
、
第
百
十
六
条
（
文
番
等
の
質
問
へ
の
利
用
）
、

［
新
設
］

一
一
ハ
ー

↓
。
、

－
４
．
〃

1
第

|I|
明 合提 と 百 へ
ら を 出 き 三 笹

か除す は 十 証
に き る 、 七 の

し 、 と 当 条 申

た 文 と 骸 出

離霊
提成記 ま て 十

出 者載 で 省 九
し 及 か に 証条

な び ら 、 の ー

け 立 明 そ 申

れ鉦 ら の 出

慨：＃馴阜
ら を 場 を る

、
第
百
十
八
条
（
対
質
〉
、
第
百
十
九
条
（
文
字
の
筆

記
等
）
、
第
百
二
十
一
条
（
傍
聴
人
の
退
廷
）
及
び
第

百
二
十
二
条
（
書
而
に
よ
る
質
問
又
は
回
答
の
馴
割
劉
荊

）
の
規
定
は
鮭
定
人
に
口
頭
で
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
場

合
に
つ
い
て
、
第
百
二
十
五
条
（
受
命
裁
判
官
等
の
権

限
）
の
規
定
は
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
が
睦
定

人
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
雄
用
す
る
．

』
制
引
河
側
釧
鯏
劃
閏
捌
剖
咽
岡
測
刈
劉
国
劇
矧
叫
利
剴
咽
剖
川
刈
閏

潮
イ
ヨ
引
吋
刈
劉
ゴ
ー
ノ|I

（
書
証
の
申
出
等
・
法
第
二
百
十
九
条
）

第
百
：
一
十
七
条
文
嘗
を
提
出
し
て
香
柾
の
申
出
を
す
る

と
き
は
、
当
骸
申
出
を
す
る
時
ま
で
に
、
そ
の
引
川
コ
剤

［
新
設
］

制
剥
割
引
削
剥
副
矧
ｌ
矧
刎
剣
尚
引
計
剃
剰
判
刈
矧
捌
副
劉
ｌ
を
提

出
す
る
と
と
も
に
、
文
書
の
記
載
か
ら
明
ら
か
な
場
合

第
百
十
八
条
（
対
質
）
、
第
百
十
九
条
（
文
字
の
筆
記

等
）
、
第
百
二
十
一
条
（
傍
聴
人
の
退
廷
）
及
び
第
百

二
十
二
条
（
書
面
に
よ
る
質
問
又
は
回
答
の
蜘
剖
頚
の

規
定
は
蹉
定
人
に
口
頭
で
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
場
合
に

つ
い
て
、
筋
百
二
十
五
条
（
受
命
裁
判
官
等
の
権
限
）

の
規
定
は
受
命
紬
判
官
又
は
受
託
識
判
官
が
鑑
定
人
に

意
見
を
述
べ
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

一
一
ハ
ニ

半

′、

側



II
洲
荊
１
列
叫
判
剛
割
引
制
剴
劉
副
削
創
矧
刷
測
矧
叫

２
前
項
の
申
出
を
す
る
当
耶
者
は
、
同
Ｊ
興
刎
創
刊
則
及
び

細
削
『
渕
刺
劉
罰
に
つ
い
て
直
送
を
ｕ
刑
剛
列
刎
Ｍ
『
樹
削
剥
珂
叫|1

申
出
が
必
要
か
つ
十
分
な
も
の
に
な
る
よ
う
努
め
な
け ’

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
鵬
合
に
お
い
て
、
伺
条
第
一
頃

な
い
。
た
だ
し
、
や
む
を
符
な
い
蛎
由
が
あ
る
と
き
は

、
裁
判
長
の
定
め
る
期
間
内
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

剖
釧
副
瑚
剰
淵
副
剃
割
列
ゴ
Ｍ
荊
到
矧
洲
副
引
到
剖
剖
司
ｌ
引
刎
割
科

側
Ｊ
Ｊ
司
刎
列
到
呵
咽
醐
ａ
ｌ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
耶
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁

判
長
の
定
め
る
期
間
内
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

２
前
項
の
申
出
を
す
る
当
聯
者
は
、
棡
封
判
到
凶
倒
副
刺
呵

到
釧
引
刻
劃
刎
刺
河
川
及
び
判
創
刊
珂
釧
剴
剴
州
引
耐
刺
幽
制
御
剥
酬

に
つ
い
て
直
送
を
洲
剖
到
到
叫
別
刈
司
剖
刈
可

［
新
設
］

［
新
設
］

［
新
設
〕

を
除
き
、
文

ら
か
に
し
た 文
書
の
標
目
、
作
成
者
及
び
立
証
趣
旨
を
明

’
一
、
一
、

ユ
ク
ヴ
型
グ
ク

六

五

証
の
申
出
等
）
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
直
送
を
す
る
と

き
は
、
同
時
に
、
そ
の
訳
文
に
つ
い
て
も
直
送
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
略
］

（
書
証
の
写
し
の
提
出
期
間
・
法
第
白
六
十
二
条
）

第
百
三
十
九
条
法
第
百
六
十
二
条
（
不
備
書
面
等
の
提

出
期
間
）
荊
斗
ｌ
刺
刎
刎
矧
咽
に
よ
り
、
裁
判
長
が
特
定
の

班
項
に
関
す
る
書
証
の
申
出
（
文
書
を
提
出
し
て
す
る

も
の
に
限
る
。
）
を
す
べ
き
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、

当
耶
者
は
、
そ
の
期
間
が
満
了
す
る
前
に
、
曹
証
の
写

し
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
命
城
判
官
等
の
証
拠
調
べ
の
耐
到
制
墹
到
）

鋪
百
四
十
二
条
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
に
文
書

■

１１
１

（
訳
文
の
添
付
等
）

第
百
三
十
八
条
外
国
語
で
作
成
さ
れ
た
文
書
を
提
出
し

て
書
証
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
取
調
べ
を
求
め
る
部

分
に
つ
い
て
そ
の
文
醤
の
訳
文
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
鯏
引
。
Ｈ
Ⅱ
別
科
（
書

実
と
関
連
性
を
有
す
る
部
分
と
そ
れ
以
外
の
部
分
が
あ

、

等
）
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
直
送
を
す
る
と
き
は
、
同

時
に
、
そ
の
訳
文
に
つ
い
て
も
直
送
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

〔
２
同
上
］

（
書
師
の
写
し
の
提
出
期
間
・
法
第
百
六
十
二
条
）

節
百
・
・
一
十
九
条
法
第
百
六
十
二
条
（
準
備
書
面
等
の
提

出
期
Ⅲ
）
刎
釧
到
卿
に
よ
り
、
裁
判
腿
が
特
定
の
耶
項
に

関
す
る
瞥
証
の
申
出
（
文
杏
を
提
出
し
て
す
る
も
の
に

限
る
。
）
を
す
べ
き
期
間
を
定
め
た
と
き
は
、
当
躯
者

は
、
そ
の
期
間
が
猫
了
す
る
前
に
、
書
証
の
写
し
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
受
命
裁
判
官
等
の
証
拠
調
ぺ
の
測
利
珂
）

第
百
四
十
二
条
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
に
文
普

（
吠
文
の
添
付
等
）

第
百
・
・
一
十
八
条
外
国
話
で
作
成
さ
れ
た
文
寄
を
提
出
し

て
書
証
の
申
出
を
す
る
と
き
は
、
取
調
べ
を
求
め
る
部

分
に
つ
い
て
そ
の
文
書
の
訳
文
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
刺
副
詞
（
番
証
の
申
出

一
六
八

一
六
七



（
文
書
の
提
出
等
の
方
法
）

第
百
四
十
三
条
［
略
］

〔
２
略
〕

利
潤
制
到
引
司
１
司
可
ヨ
副
詞
Ｊ
剴
創
呵
捌
刈
剴
Ⅵ
司
割
司
刺
。
Ｊ
判

刎
釧
呵
制
。
劇
剴
切
刻
謝
刎
釧
制
叫
刻
削
剥
副
到
斗
司
ゴ
型
刈
創
詞

第
百
四
十
四
条

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
：

［
削
る
〕

IH
証
拠
鯛
べ
に
つ
い
て
の

の
証
拠
調
べ
を
さ
せ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
当
鱗’

書
証
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
取
扱
い
）

刺
棚
鋤
的
記
録
昌
馴
耐
割
当
の
節
に
お
い
て
「
録
音
デ
ー

へ

回
デ
ー
ク
等
又
は

嗽

削
劇
画
ｕ
釧
創
矧
砿
画
固
濁
り
作
成
さ

引
刀
Ⅱ
引
引
等
の
反
訳
文
番
の

の
証
拠
副
べ
を
さ
せ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
当
骸

証
拠
調
べ
に
つ
い
て
の
捌
剣
周
到
飼
馴
制
割
引
剥
劃
別
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
の
所
属
す
る
栽
判
所

の
裁
判
所
書
配
官
は
、
前
項
の
卿
書
に
同
項
の
文
沓
の

写
し
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
文
魯
の
提
出
等
の
方
法
）

節
百
四
十
三
条
［
同
上
］

［
２
同
上
］

［
新
設
］

（
鋼
割
副
扣
Ⅱ
刻
等
の
反
訳
文
瞥
の
書
証
の
申
出
が
あ
っ

た
場
合
の
取
扱
い
）

鋪
百
四
十
四
条
鯏
割
副
刎
川
剴
翻
列
を
反
訳
し
た
文
書
を
提

出
し
て
書
証
の
申
出
を
し
た
当
事
者
は
、
相
手
方
が
そ

の
鋼
剰
副
河
Ⅱ
剖
祁
割
刷
副
倒
測
罰
珂
の
交
付
を
求
め
た
と
き
は

一
六
九

一
七
○

（
筆
跡
等
の
対
照
の
用
に
供
す
べ
き
文
番
等
に
係
る
認
叫

引
耐
薊
剴
等
・
法
第
二
百
二
十
九
条
）

第
百
四
十
六
条
鯛
‐
側
説
馴
珂
調
封
副
吋
Ｊ
燭
第
二
百
二
十
九

条
（
篭
跡
等
の
対
照
に
よ
る
証
明
）
第
一
項
に
規
定
す

る
篭
跡
又
は
印
影
の
対
照
の
用
に
供
し
た
番
類
の
剛
鯏
鴎

２
第
百
四
十
一
条
（
提
示
文
啓
の
保
管
）
の
規
定
は
、

法
第
二
百
二
十
九
条
第
二
頃
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

二
百
二
十
三
条
（
文
書
提
出
命
令
等
）
第
一
頃
の
規
定

に
よ
る
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
に
つ
い
て
、
鯆
百

四
十
二
条
（
受
命
裁
判
官
等
の
趾
拠
調
べ
の
翻
判
剥
剰
間

）
の
規
定
ば
、
法
鯆
二
百
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て

醜
用
す
る
法
第
二
百
十
九
条
（
禽
証
の
申
出
）
、
節
二

百
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
百
二
十
六
条
（
文
召
送

付
の
嘱
託
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
、
又
は
送
付
さ

れ
た
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
取
鋼
べ
を
受
命
裁
判
官
又

は
受
託
裁
判
官
に
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
矧
判
制
罰
則
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

し
た
文
普
を
提
出
し
て
書
証
の
申
出
を
し
た
当
車
者
は

、
相
手
方
が
そ
の
鯏
割
剥
刎
川
例
鋼
副
矧
瑚
関
剴
創
聞
銅
型
副
河

Ⅱ
瓠
副
司
刎
剣
湿
鋼
瑚
の
交
付
を
求
め
た
と
き
は
、
相
手
方

に
こ
れ
を
掴
皿
刊
別
ｌ
刻
制
回
珂
州
Ⅷ
引
刺
刷
釧
剥
凶
な
ら
な
い 山

側
剖
剃
刷
矧
珂
閥
割
珂
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈

を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
こ
の

を
反
訳

（
筆
跡
癖
の
対
照
の
用
に
供
す
べ
き
文
替
等
に
係
る
劉

謝
‘
等
・
法
第
二
百
二
十
丸
条
）

節
百
四
十
六
条
濁
第
二
百
二
十
九
条
（
篭
跡
等
の
対
照

に
よ
る
鉦
明
）
第
一
項
に
規
定
す
る
筆
跡
又
は
印
影
の

１
討
矧
切
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
第
白
四
十
一
条
（
提
示
文
魯
の
保
管
）
の
規
定
は
、

法
第
二
百
二
十
九
条
輔
二
項
に
お
い
て
雛
用
す
る
法
踊

二
百
二
十
三
条
（
文
書
提
出
命
令
等
）
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
に
つ
い
て
、
第
百

四
十
二
条
（
受
命
裁
判
官
等
の
証
拠
調
べ
の
剥
制
己
の

規
定
は
、
法
第
二
百
二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
州

す
る
法
第
二
百
十
九
条
（
書
証
の
申
出
）
、
第
二
百
二

十
・
一
条
第
一
項
及
び
第
二
百
二
十
六
条
（
文
譜
送
付
の

嘱
托
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
、
又
は
送
付
さ
れ
た

文
谷
そ
の
他
の
物
件
の
取
嗣
べ
を
受
命
識
判
官
又
は
受

託
故
判
官
に
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
剰
制
間
に
つ
い
て
準

用
十
る
。

、
相
手
方
に
こ
れ
を
刻
酬
Ⅶ
叫
刺
別
別
制
凶
な
ら
な
い
。

対
照
の
用
に
供
し
た
書
類
の
園
科
斗
‐
瞬
劉
矧
剰
剛
州
。
矧
叫

七七

一



|l
条
）

第
百
四
十
七
条

’
合
を
除
き
、
法
第
二
百
三
十
一
条
（
文
書
に
準
ず
る
物

件
へ
の
鉱
用
）
に
規
定
す
る
物
件
に
つ
い
て
雛
用
す
る

斗
制
刊
瑚
削
剥
到
斗
呵
判
．
削
剃
醐
制
『
司
剴
．
川
叫
剰
刎
イ
コ
ｎ
列

削
条
ま
で
（
剖
割
刈
呵
判
叫
剴
剴
切
川
副
剖
副
到
司
刎
剥
測
剥
調

和
銅
、
訳
文
の
添
付
等
、
苔
証
の
写
し
の
提
出
期
間
、
又

書
提
出
命
令
の
申
立
て
の
方
式
等
、
提
示
文
書
の
保
管

、
受
命
裁
判
官
等
の
証
拠
調
べ
の
耐
剥
制
咽
謝
、
文
魯
の

提
出
等
の
方
法
、
鯏
割
剃
扣
川
例
‐
荊
引
創
剴
瑚
剖
升
Ⅲ
剃
刊
等

の
反
訳
文
聾
の
書
証
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
取
扱
い

、
文
書
の
成
立
を
否
認
す
る
場
合
に
お
け
る
理
由
の
明

示
及
び
篭
跡
等
の
対
照
の
川
に
供
す
べ
き
文
沓
等
に
係

る
刎
判
剥
剰
罰
等
）
の
規
定
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場

”
内
容
に
係
る
証
拠
調
べ
の
申
出
）
第
一
項
の
申
出
を

（
文
書
に
準
ず
る
物
件
へ
の
準
用
・
法
第
二
百
三
十
一

＃

（
文
識
に
準
ず
る
物
件
へ
の
準
用
・
法
第
一
・
百
三
十
一

条
）

第
百
四
十
七
条
荊
司
引
剴
呵
廿
劉
刺
、
切
前
条
装
で
（
謝
制
幽

刎
制
刺
剴
司
、
駅
文
の
添
付
等
、
笹
証
の
写
し
の
提
出
期

間
、
文
書
提
出
命
令
の
申
立
て
の
方
式
等
、
提
示
文
笹

の
保
管
、
受
命
披
判
官
等
の
証
拠
鯛
べ
の
測
制
祠
、
文
笹

の
提
出
等
の
方
法
、
鋼
剖
呵
升
Ⅲ
割
引
等
の
反
訳
文
啓
の
笹

証
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
の
取
扱
い
、
文
書
の
成
立
を

否
露
す
る
場
合
に
お
け
る
理
由
の
明
示
及
び
箪
跡
等
の

対
照
の
用
に
供
す
べ
き
文
書
等
に
係
る
澗
剖
司
等
）
の
規

定
は
、
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
法
第
二
百

三
十
一
条
（
文
瞥
に
準
ず
る
物
件
へ
の
準
用
）
に
規
定

す
る
物
件
に
つ
い
て
龍
川
す
る
。

［
新
設
〕

一
七
側

七

三

1℃ f"III ill
出
等
の
方
法
・
法
鯆
二
百
三
十
一
架
の
ゴ

山
は
、
晶
高
裁
判
所
の
細
則
で
定
め
‐
ろ
と
こ
ろ
に
よ
り

･七

六

一
七
五



II||11111
呵
叩
刑
。
－
輌
引
「
項
詞
渕
山
間
恥
調
べ
に
つ
い
て
、
第
百
四
十

一
七
七

･七

八

ｊ
（
検
証
の
目
的
の
提
示
等
・
法
第
二
白
三
十
二
条
）

第
百
五
十
一
条
第
百
四
十
一
条
（
提
示
文
谷
の
保
符
）

の
規
定
は
、
検
証
の
目
的
の
提
示
に
つ
い
て
、
第
百
四

十
二
条
（
受
命
裁
判
官
等
の
証
拠
調
べ
の
副
判
剥
翻
酬
）

の
規
定
は
、
提
示
又
は
送
付
に
係
る
検
証
の
目
的
の
検

鉦
を
受
命
扱
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
に
さ
せ
る
溺
合
に

お
け
る
耐
剥
剥
翻
剴
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 ||’||’

1

（
検
既
の
目
的
の
提
示
等
・
法
第
二
百
三
十
二
条
）

節
百
五
十
一
条
節
百
四
十
一
条
（
提
示
文
書
の
保
笹
）

の
規
定
は
、
検
証
の
目
的
の
提
示
に
つ
い
て
、
節
百
四

十
二
条
（
受
命
裁
判
官
等
の
証
拠
調
べ
の
測
割
劃
の
規

定
は
、
提
示
又
は
送
付
に
係
る
検
証
の
目
的
の
検
鉦
を

受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
に
さ
せ
る
場
合
に
お
け

る
剰
剖
餌
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

［
新
設
］

一
七
九

八

○



11
1

創
州
Ⅷ
ｌ

副
‐
洞
刺
創
刊
珂
湖
側
刈
剴
引
岡
訓
創
剴
Ｈ
刺
剖
剖
副
矧
ｌ
矧
刷
剴
司

刷
剰
副
剛
刺
刎
副
到
町
剃
副
矧
刊
制
釧
剴
剴
瑚
釧
州
叫
剃
刷
釧
割
判
剖

創
「
刺
別
別
ｌ

（
証
拠
保
全
の
記
録
の
訓
岨
劉
司
）

第
百
五
十
四
条
証
拠
保
全
の
た
め
の
証
拠
閥
べ
が
行
わ

れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
証
拠
調
べ
を
行
っ
た
裁
判
所
の

哉
判
所
番
記
官
は
、
本
案
の
訴
訟
記
録
の
存
す
る
裁
判

所
の
剃
刎
制
刈
酬
刑
罰
副
Ｈ
証
拠
調
べ
に
関
す
る
記
録
の
管

剛
到
剃
利
割
鯏
制
刈
飼
刷
剖
剰
叫
な
ら
な
い
。’ ’

雨
ず
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る
と
き
‐
剛
舗
ｌ
仙
飼
哨
錨
測
割
回
訓

潮
割
引
判
Ｈ
刮
刺
調
判
決
の
苗
渡
し
は
、
裁
判
長
が
主
文
を

朗
読
し
て
す
る
。

３
曲
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
飾
一
・
百
五
十
四

条
（
言
渡
し
の
方
式
の
特
則
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

判
決
の
言
渡
し
は
、
裁
判
長
が
主
文
及
び
理
由
の
要
旨

を
侮
げ
て
す
る
。

（
判
決
番
・
法
節
三
百
五
十
三
条
）

２
裁
判
長
は
、
扣
当
と
認
め
る
と
き
は
、
判
決
の
理
由

を
朗
読
し
、
又
ば
口
頭
で
そ
の
要
傾
を
告
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
証
拠
保
全
の
記
録
の
遇
制
州
）

第
百
五
十
四
条
証
拠
保
全
の
た
め
の
証
拠
調
べ
が
行
わ

れ
た
期
合
に
は
、
そ
の
証
拠
調
べ
を
行
っ
た
裁
判
所
の

裁
判
所
書
記
官
は
、
本
案
の
訴
訟
記
録
の
存
す
る
裁
判

所
の
剃
釧
判
罰
謝
到
当
周
回
洲
刊
則
ｌ
征
拠
調
ぺ
に
関
す
る
記

録
剖
渕
剤
Ⅵ
川
制
刑
釧
剥
叫
な
ら
な
い
。

（
言
渡
し
の
方
式
・
法
第
二
百
五
十
二
条
等
）

一
八
・
一

一
八
一

ｉ
淵

叫
荊
１
列
馴
叫
剃
斗
卿
刺
測
刺
叫
州
判
剖
別
刷
１
潤
矧

（
咽
判
釧
劉
罰
珂
等
の
送
達
・
法
第
二
白
五
十
五
条
）

第
百
五
十
九
条
瑚
判
刷
澗
調
翻
引
刹
叫
耐
‘
刊
判
渕
劃
別
刷
Ｈ
判 ||’

’#

’
1

理
由
の
要
旨
を
告
げ
て
す
る

岨
定
に
よ
る
判
決
の
言
渡
し
は
、
裁
判
刈
燭
が
‐
主
文
‐
胸

は
､

判
決
言
渡
し

（
裁
判
所
書
記
官
へ
の
交
付
等
）

剰
訓
刻
判
川
測
詞
判
決
書
は
、
言
渡
し
後
遅
滞
な
く
、
裁

判
所
鍔
記
官
に
交
付
し
、
数
判
所
書
配
官
は
、
こ
れ
に

言
渡
し
及
び
交
付
の
閲
を
付
記
し
て
押
印
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
州
刈
割
創
等
の
送
達
・
法
第
二
百
五
十
五
条
）

第
百
五
十
九
条
判
洲
割
剴
創
尉
燭
荊
ゴ
司
判
判
Ｈ
四
割
可
剴
切

潮
割
引
判
刊
判
別
詞
判
決
密
に
は
、
判
決
を
し
た
裁
判
官
が

悪
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
合
議
体
の
裁
判
官
が
判
決
醤
に
署
名
押
印
す
る
こ
と

に
支
障
が
あ
る
と
き
は
、
他
の
栽
判
官
が
判
決
書
に
そ

の
蛎
由
を
付
肥
し
て
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

剛

一
八
四

八
三



刻
洲
剰
斗
創
刊
測
型
剰
剃
到
劉
卸
釧
刷
剃
矧
鋼
測
洲

第
百
六
十
条

銅
詞
廻
訓
川
印
刎
Ⅵ
剖
閏
剰
珂
麺
刺
剛
判
制
輌
釧
到
制
哩
剴
荊
制
蝿
制
函
剖
叫
剥
型
判
叫
皿
肉
詞
卸
に
つ

い
て
準
用
す
る
。

（
訴
え
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
場
合
の
取
扱
い
・
法
第
二

百
六
十
一
条
）

第
百
六
十
二
条
訴
え
の
取
下
げ
の
書
面
の
送
達
は
、
取

制
刻
剥
列
濁
呵
刷
製
刈
刈
洲
刺
副
刊
川
剖
刺
劉
刈
判
週
遡
川
副
荊
叫

測
剖
凶
制
削
副
判
川
。

２
前
項
の
規
定
は
、
法
第
二
百
五
十
九
条
（
仮
執
行
の

宣
言
）
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
襯
荊
制
到
墹
廻
副
。
ｗ
濁
剥
刊

ゴ
討
到
州
Ｈ
Ｈ
劇
剰
叫
。
Ｊ
剥
劉
剛
矧
判
例
割
劉
叫
刊
調
塑
渕
劉
剥

洲
刈
利
ｌ

（
判
剖
剰
噺
凹
制
副
到
卿
等
の
方
式
・
法
第
二
百
五
十
七
条

等
）

jl’
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
《

な
ら
な
い
。

ノ

『
川
副
測
刻
１
斗
ｌ
呵
渕
．
函
刷
１
刎
鯏
劃
刎
劃
刻
割
引
瑚
判
測
劉
珂

刎
釧
創
Ⅵ
剖
釧
到
叫
制
釧
則
判
叫
判
決
言
渡
し
の
日
か
ら
二
週

間
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ｉ２
判
決
書
に
代
わ
る
調
書
の
送
達
は
、
そ
の
正
本
に
よ

っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
六
十
条

（
訴
え
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
場
合
の
取
扱
い
・
法
第
二

百
六
十
一
条
）

節
百
六
十
二
条
訴
え
の
取
下
げ
の
啓
而
の
送
達
は
、
取

２
前
項
の
規
定
は
、
法
第
二
百
五
十
九
条
（
仮
執
行
の

宣
言
）
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
捌
荊
創
馴
洲
剖
喝
に
つ
い
て

雛
用
す
る
．

回
削
剥
引
叫
剃
酬
剤
剥
叫
な
ら
な
い
。
矧
剖
利
引
１
鋼
釧
署
剛
倒il

（
刻
制
剴
醐
珂
等
の
方
式
・
法
第
二
百
五
十
七
条
等
）

一

八

五

一
八
六

画

釦
．
ｍ
ゴ
ー
に
よ
っ
て
す
る
・

胡
朝
・
州
劉
珂
刎
Ｍ
判
洵
剖
矧
１
刷
到
荊
制
劉
洲
潤
園
詞
飢
州
矧
銅
刷
割
引
ユ
副
劉

３
［
略
］

（
和
解
条
項
案
の
書
面
に
よ
る
受
諾
・
法
第
二
百
六
十

四
条
）

第
百
六
十
三
条
法
第
二
百
六
十
四
条
（
和
解
条
項
案
の

。
こ
の
謝
剖
叫
刻
剛
観
閣
瑚
醐
刺
濁
湖
に
は
、
同
条
に
規
定
す

る
効
果
を
州
剖
呵
ｕ
ｌ
剴
創
到
閏
鋼
制
剖
到
も
の
と
す
る
、
。

［
２
略
］

３
法
潮
イ
ヨ
副
州
Ｈ
刺
『
鍋
制
呵
．
側
の
規
定
に
よ
り
当
蛎
者

間
に
和
解
が
闘
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
裁

判
所
杏
記
官
は
、
当
該
和
解
を
刺
。
割
瑚
翻
刷
割
璃
鯏
Ⅲ
Ｈ
判

別
刑
割
引
卿
引
刎
別
別
Ｉ

’
届
出
を
し
て
い
る
塙
合
に
は
、
適
用
し
な
い

ト
げ
を
し
た
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
副
科
１
剴
燭
潮
割
引
剴
呵

河
‐
飼
剖
剰
對
収
祠
げ
が
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
餓

書
面
に
よ
る
受
諾
）
の
規
定
に
韮
づ
き
裁
判
所
等
が
和

解
条
項
案
を
提
示
す
る
と
き
は
、
翻
制
割
引
叫
醐
闘
釧
刻
瑚

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

湖
０
［
同
上
］

（
和
解
条
項
案
の
書
面
に
よ
る
受
諾
・
法
第
二
百
六
十

四
条
）

鋼
百
六
十
三
条
法
第
二
百
六
十
四
条
（
和
解
条
項
案
の

［
２
同
上
］

３
法
荊
引
．
副
利
刑
刺
割
詞
の
規
定
に
よ
り
当
噸
者
間
に
和

解
が
刷
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
笹

［
新
設
〕

下
げ
を
し
た
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
刺
劉
判
に
よ
っ
て
す
る’

書
面
に
よ
る
受
酷
｝
の
規
定
に
艦
づ
き
裁
判
所
等
が
和

解
条
項
案
を
提
示
す
る
と
き
は
、
謝
制
剴
割
剥
鋼
刈
引
ｑ
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
副
割
叫
に
は
、
同
条
に
規
定

す
る
効
果
を
州
割
詞
訓
到
も
の
と
す
る
。

記
官
は
、
当
骸
和
解
を

淘
国
司
劃
引
幽
知
Ⅷ
引
劉
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い

一
八
七

一
八
八



（
反
訴
の
提
起
に
轟
づ
く
移
送
に
よ
る
記
録
の
訓
州
噛
司

．
法
第
二
百
七
十
四
条
〉

第
百
六
十
八
条
第
九
条
（
移
送
に
よ
る
記
録
の
訓
剥
噛
司

）
の
規
定
は
、
法
鯆
二
百
七
十
四
条
（
反
訴
の
提
起
に

腱
づ
く
移
送
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
移
送
の
裁
判
が

確
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
訴
え
提
起
前
の
和
解
の
刎
軋
制
剰
酬
・
法
鋪
二
百
七
十

五
条
）

第
百
六
十
凡
条
訴
え
提
起
前
の
和
解
が
調
っ
た
と
き
は

（
微
判
所
等
が
定
め
る
和
解
条
項
・
法
踊
二
百
六
十
五

条
）

第
百
六
十
四
条
〔
略
〕

２
法
第
二
百
六
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
耶
者

間
に
和
解
が
調
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
裁

判
所
書
記
官
は
、
当
餓
和
解
を
刑
判
割
鋼
謝
剖
割
叫
矧
Ⅲ
Ｈ
判 ||I

３
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
和
解
条
項
の
定

め
を
期
日
に
お
け
る
告
知
以
外
の
方
法
に
よ
る
告
知
に

川
剖
制
叫
な
ら
な
い
。

も よ
っ
て
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
等
は
、
裁
判
所
笹
記
官

に
咽
判
剥
剰
珂
を
作
成
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
告
知
が
さ
れ
た
旨
及
び
告
知
の
方
法
を

を
作
成
さ
せ
る
も
の
と
す
る

な
ら
な
い
。

よ
っ
て
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
等
は
、
裁
判
所
瞥
記
官

に
剰
剖
剛
を
作
成
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
は
、
告
知
が
さ
れ
た
旨
及
び
告
知
の
方
法
を
も
鋼
．

割
。
剣
淵
引
叫
制
刷
釧
制
叫
な
ら
な
い
。

（
厘
訴
の
提
起
に
艦
づ
く
移
送
に
よ
る
記
録
の
四
割
剛
・

法
第
二
百
七
十
四
条
）

第
百
六
十
八
条
第
九
条
（
移
送
に
よ
る
記
録
の
劃
釧
切

の
岨
定
は
、
法
第
二
百
七
十
四
条
（
反
訴
の
提
起
に
艦

づ
く
移
送
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
移
送
の
裁
判
が
砿

定
し
た
場
合
に
つ
い
て
酷
用
す
る
。

（
訴
え
提
起
前
の
和
解
の
調
制
引
法
第
二
百
七
十
五
条

）

流
百
六
十
九
条
訴
え
提
起
前
の
和
解
が
調
っ
た
と
き
は

（
裁
判
所
等
が
定
め
る
和
解
条
項
・
法
鯆
一
・
百
六
十
五

条
）

鋪
百
六
十
四
条
［
同
上
］

２
法
第
二
百
六
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
事
者

間
に
和
解
が
調
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
と
き
は
、
故

劇
な
ら
な
い
。

３
舸
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
・
和
解
条
項
の
定

め
を
期
日
に
お
け
る
告
知
以
外
の
方
法
に
よ
る
告
知
に

［
新
設
］

判
所
書
記
官
は
、
当
該
和
解
を
調
釧
剴
割
叫
釧
ｕ
刑
剛
Ⅶ
利

一
八
九

九

○

I
第
百
七
十
条
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
口
頭
弁
騰
に
係
る

趨
判
剥
咽
劃
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
の
肝
可
を
得
て
、
証

人
等
の
陳
述
又
は
検
証
の
結
果
の
詞
剖
鞆
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
期
者
は
、
裁

判
官
が
許
可
を
す
る
際
に
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

ユ
ご
》
〈
》
ｅ

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
矧
判
剥
咽
翻
制
副
矧
調
を
省
略
す
る

場
合
に
お
い
て
、
裁
判
官
の
命
令
又
は
当
駆
者
の
申
出

が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
番
記
官
は
“
当
事
者
の
栽
判

卜
の
利
用
に
供
す
る
た
め
、
細
川
創
司
刺
剛
劉
叫
又
は
検
証

湖
Ⅷ
別
倒
酬
副
剥
副
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当

事
者
の
申
出
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
当

鮫
間
闘
釧
割
瑚
矧
刎
釧
割
引
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
裁
判
所
書
記
官
は
、
こ
れ
を
刺
到
剖
瑠
劃
側
訓
制
ｎ
Ｈ
珂

刷
剖
劉
叫
厳
ら
な
い
。

の
結
果
を

（
証
人
等
の
陳
述
の
荊
到
剥
剰
旬
引
刎
剖
濁
罰
の
省
略
等
）

ｲ↑

、
栽
判
所
書
記
官
は
、
こ
れ
を
詞
翅
刷
到
瑚
糊
ｕ
剖
副
Ⅶ
刈

圃
‐
な
ら
な
い
。

（
証
人
等
の
陳
述
の
測
割
副
当
醐
の
省
略
等
）

流
百
七
十
条
簡
易
独
判
所
に
お
け
る
口
頭
弁
瞼
酬
詞
割
閏

に
つ
い
て
は
、
級
判
官
の
許
可
を
得
て
、
証
人
等
の
陳

述
又
は
検
鉦
の
結
果
の
詞
剖
輯
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
亦
者
は
、
裁
判
官
が
許

可
を
す
る
際
に
、
愈
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
捌
謝
副
劉
叫
糊
を
省
略
す
る
場
合

に
お
い
て
、
銀
判
官
の
命
令
又
は
当
事
者
の
申
出
が
あ

る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
当
班
者
の
裁
判
上
の

［
新
設
〕

湖
又
は
検
証
の
結
果
を
制
釧
判
別
判
別
剖
割
間
な
ら
な
い
〈

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
嚇
者
の
申
出
が
あ
る
と
き
は

、
裁
判
所
書
記
官
は
、
当
該
鯏
割
剃
利
川
刻
到
到
引
副
副
『
を

許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

利
用
に
供
す
る
た
め
、

一
九
・
一

一
九



測
捌
刈
副
副
珂
判
雨
期
劉
珂
呵
引
割
副
Ⅶ
閏
澗
制
釧
創
瑚
洲
剥
別
珂

到
引
別
刷
刈
列
引
掛
Ｎ
副
ｌ

副
‘
荊
剴
司
訓
Ｈ
ゴ
コ
詞
剖
蜘
司
剛
劉
到
馴
函
到
側
刺
制
判
引
制
謝
謝
呵

刺
掛
刺
Ｈ
刻
刈
馴
矧
剛
引
剥
利
ヨ
刺
副
剰
叫
荊
叫
割
判
呵
瑚
制
矧
吋
ｌ

測
制
創
刊
刺
蜘
剴
引
判
剖
副
剥
叫
回
訓
Ｎ
判
別
潤
刑
制
刈
制
ｌ

（
笹
面
尋
問
・
法
鋪
二
百
七
十
八
条
）

第
百
七
十
一
条
第
百
二
十
四
条
（
書
面
尋
問
）
の
規
定

は
、
法
師
二
百
七
十
八
条
（
尋
問
等
に
代
わ
る
書
面
の

提
出
）
罰
判
可
凋
刎
州
到
凋
に
よ
り
趾
人
若
し
く
は
当
蛎
者

本
人
の
尋
問
又
は
濫
定
人
の
意
見
の
陳
述
に
代
え
て
書

面
の
提
出
を
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
叩
用
す
る
。

（
控
訴
提
起
に
よ
る
事
件
送
付
）

第
百
七
十
四
条
［
略
〕

…
淵

（
攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
等
の
期
間
・
法
第
三
百
一
条

）

第
百
八
十
一
条
第
百
三
十
九
条
（
書
証
の
写
し
の
提
出

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
珈
件
の
送
付
は
、
第
一
審
栽
判

所
の
裁
判
所
替
記
官
が
、
控
訴
裁
判
所
の
裁
判
所
曾
記

富
に

期
間
）
の

ら
な
い
。

の
播
理
を
引
き
縦
い

し
な
け
れ
ば
な

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
耶
件
の
送
付
は
、
第
一
審
裁
判

所
の
裁
判
所
啓
記
官
が
、
控
訴
栽
判
所
の
裁
判
所
書
記

官
に
矧
川
可
ｌ
調
刎
到
珂
鯏
剖
副
酉
州
川
。
Ⅶ
ｕ
剖
副
Ⅶ
刎
剖
同
な
ら

な
い
。

（
控
訴
状
却
下
命
令
に
対
す
る
即
時
抗
告
・
法
第
二
百

八
十
八
条
等
）

剃
司
測
別
河
利
釧
詞
館
五
十
七
条
（
訴
状
却
下
命
令
に
対
す

る
即
時
抗
告
）
の
規
定
は
、
控
斫
状
却
下
の
命
令
に
対

し
即
時
抗
告
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
等
の
期
間
・
法
第
三
百
一
条

第
百
八
十
一
条
第
百
三
十
九
条
（
否
証
の
写
し
の
提
出

期
間
）
の
測
制
『
は
、
法
第
三
百
一
条
（
攻
撃
防
御
方
法

（
書
面
尋
問
・
法
第
二
百
七
十
八
条
）

第
百
七
十
一
条
第
百
二
十
四
条
（
啓
面
尋
問
）
の
規
定

は
、
法
第
二
百
七
十
八
条
（
尋
問
等
に
代
わ
る
啓
面
の

提
出
）
刎
刎
過
卿
に
よ
り
証
人
若
Ｌ
く
は
当
車
者
本
人
の

尋
問
又
は
鑑
定
人
の
意
見
の
陳
述
に
代
え
て
瞥
面
の
提

出
を
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
控
訴
提
起
に
よ
る
事
件
送
付
）

堀
百
七
十
四
条
［
同
上
］

一
九
三

一
九
四

ｉ
：

限
る
。
）
を
す
べ
き
期
間
を
定
め
た
と
き
に
つ
い
て
、

第
八
十
七
条
（
法
筋
百
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
当
廟

者
の
説
明
の
方
式
）
第
一
項
の
規
定
は
、
法
節
三
百
一

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
蛎
者
の
鋭
明
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
第
一
審
の
遡
判
剖
馴
瑚
謝
等
の
引
用
）

第
百
八
十
四
条
控
訴
審
の
銅
矧
呵
細
渕
刎
剴
判
叫
耐
判
“
副
瑚

湖
割
引
掴
判
剥
剰
刺
を
引
用
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
一
審
栽
判
所
へ
の
記
録
の
訓
釧
摺
劃

第
百
八
十
五
条
控
誘
審
に
お
い
て
訴
訟
が
完
結
し
た
と

き
は
、
控
所
裁
判
所
の
裁
判
所
瞥
記
官
は
、
第
一
審
裁

判
所
の
裁
判
所
書
記
官
に
鯏
釧
濁
廻
釧
刎
斜
剃
料
到
列
剖
副
祠

刎
剥
制
馴
制
叫
な
ら
な
い
。

副
ぱ
、
第
一
審
の

鋤
副
Ｈ
側
判
別
創
咽
荊
刺
剰
聞
に
お
け
る
率
実
及
び
理
由
の
詞

剛
（
刻
麺
引
判
刷
詞
鯏
瑚
醐
制
。
割
を
提
出
し
て
す
る
も
の
に

刺
制
制
叫
１
回
劃
刻
可
可
遡
制
判
珂
剖
叫
剴
司
剖
創
剥
司
４
１
は
、

法
第
三
百
一
条
（
攻
撃
防
御
方
法
の
提
出
等
の
期
Ⅲ
）

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
数
判
長
が
劃
詞
剛
判
叫
耐
鯏
詞
劉
瑚

（
卜
告
提
起
の
場
合
に
お
け
る
費
用
の
予
納
）

剰
剴
湘
州
刊
判
郭
剰
上
告
を
提
起
す
る
と
き
は
、
上
告
状
の

送
達
腱
必
要
な
費
用
の
ほ
か
、
上
告
提
起
通
知
笹
、
上

告
理
由
笛
及
び
裁
判
書
の
送
達
並
び
に
上
告
裁
判
所
が

訴
訟
記
録
の
送
付
を
受
け
た
旨
の
通
知
に
必
要
な
費
用

の
概
算
額
を
予
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
一
審
裁
判
所
へ
の
記
餓
の
唖
倒
切

節
百
八
十
五
条
控
訴
審
に
お
い
て
訴
訟
が
完
結
し
た
と

き
は
、
控
訴
裁
判
所
の
裁
判
所
替
記
官
は
、
鯆
一
辮
裁

・
判
所
の
裁
判
所
笹
記
宮
に
洲
Ⅲ
可
ｌ
調
釧
劉
淵
鞆
剖
濁
剖
Ⅶ
則

（
第
一
審
の
判
渕
調
等
の
引
用
）

第
百
八
十
四
条
控
訴
審
の
判
糾
劉
司
刻
酬
捌
澗
鋼
謝
倒
剖
判
珂

劃
耐
剛
酬
に
お
け
る
蛎
実
及
び
理
由
の
詔
剖
咽
は
、
第
一
審

樹
川
副
矧
叫
な
ら
な
い
。

の
提
出
等
の
期
間
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
長
が

翻
調
刷
制
訓
叫
（
刻
矧
『
を
提
出
し
て
す
る
も
の
に
限
る
。

）
を
す
べ
き
期
間
を
定
め
た
と
き
に
つ
い
て
、
第
八
十

七
条
（
法
節
百
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
当
耶
者
の
説

明
の
方
式
）
節
一
項
の
規
定
は
．
法
第
三
百
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
当
事
者
の
説
明
に
つ
い
て
準
用
す
る

の

判
決
密
又
は
判
決
書
に
代
制
引
創
調
楜

一
九
六

一
九
五を

引
用
し
て
す



荊
刺
剰
罰
と
と
も
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

叫
鯛
剥
川
判
剖
割
笥
叫
珊
瑚
剃
司
洲
個
剃
洲
司
測
剖
刊
到
剖
剖
可
刈
鋼

測
湖
捌
呵
飼
制
則
凶
１
斗
司
刈
割
引
イ
刻
刹
川
何
回
制
濁
調
ｕ
剖
剛
Ⅶ
刈

図
剖
剴
到
刎
Ｎ
４
１

（
上
告
理
由
杏
の
提
出
期
間
・
法
第
三
百
十
五
条
）

第
百
九
十
四
条
上
告
理
由
笹
の
提
出
の
期
肌
は
、
上
告

人
が
第
百
八
十
九
条
（
刎
剴
刊
叫
制
制
劉
画
湖
剥
剥
閏
の
送
遠

等
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
制
刊
川
判
剖
側
剰
国
測
鯏
刹
叫
の

送
達
を
受
け
た
日
か
ら
五
十
日
と
す
る
。

（
上
告
理
由
を
記
戦
し
た
翻
剖
四

第
百
八
十
九
条
上
告
の
提
起
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
上
告
状
却
下
の
命
令
又
は
法
第
三
百
十
六
条
（
原

裁
判
所
に
よ
る
上
告
の
却
下
）
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
る
上
告
却
下
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
を
除
き
、
当

３
腺
裁
判
所
の

れ
ぱ
な
ら
な
い
。

２
舸
項
の
規
定
に
よ
り
被
上
告
人
に
銅
矧
刺
叫
割
剖
副
矧
哩

畑
釧
閏
を
送
達
す
る
と
き
は
、
同
時
に
、
上
告
状
を
送
達

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

引
刎
割
呵
測
剖
珂
の
送
達
前
に
上
告
の
提
起
が
あ
っ
た
と
き

は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
矧
刊
Ⅱ
刺
司
悶
趨
捌
副
鯏
酬
の

送
達
は
、

嚇
者
に

（
咽
利
Ⅱ
制
司
咽
制
矧
倒
刺
翻
の
送
達
等
）

を
送
達
し
な
け

（
卜
告
理
由
書
の
提
出
期
間
・
法
第
三
百
十
五
条
）

第
百
九
十
四
条
上
告
理
由
書
の
提
出
の
期
間
は
、
上
告

人
が
第
百
八
十
九
条
（
且
封
副
凋
到
遡
釧
飼
叫
の
送
速
等
）

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
且
割
刷
笥
劉
趨
剥
創
叫
の
送
達
を
受

け
た
日
か
ら
五
十
日
と
す
る
。

（
卜
告
理
由
を
記
載
し
た
謝
制
渕
剛
叫
劉
）

鋪
百
八
十
九
条
上
告
の
提
起
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
上
告
状
却
下
の
命
令
又
は
法
第
三
百
十
六
条
（
原

裁
判
所
に
よ
る
上
告
の
却
下
）
第
一
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
る
上
告
却
下
の
決
定
が
あ
っ
た
と
き
を
除
き
、
当

３
原
数
判
所
の

２
前
頃
の
規
定
に
よ
り
被
上
告
人
に
Ｈ
圃
到
呵
圃
捌
副
劉
剛

を
送
達
す
る
と
き
は
《
同
時
に
、
上
告
状
を
送
達
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
い
。

［
新
股
］

創
釧
釧
剰
刺
倒
州
判
河
引
掴
澗
罰
と
と
も
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

送
達
前
に
上
告
の
提
起
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
ｕ
封
副
画
倒
捌
副
剰
叫
の
送
達
は
、
釧
糾
剰
劃
料

駆
者
に
凹
型
副
門
廻
圃
射
剥
罰
を
送
逮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡ （

Ｈ
割
刷
珂
倒
捌
劃
剰
餌
の
送
達
等
）

一
九
八

一
九
七

の

調
釧
到
瑚
鋼
制
削
司
剖
●
剖
訓
副
引
綱
叫
剥
訓
叩
制
刷
釧
燭
叫
な
ら
な

い
。

３
上
告
裁
判
所
の
裁
判
所
密
記
官
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
る
訴
舩
記
録
の
倒
副
副
剴
訓
鯛
舗
引
を
受
け
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
嚇
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
上
告
受
理
の
申
立
て
・
法
第
三
百
十
八
条
）

第
百
九
十
九
条
［
略
］

２
第
百
八
十
六
条
（
控
訴
の
規
定
の
誰
用
）
、
刎
制
引
州

詔
‘
醐
制
如
司
剖
刺
制
到
司
刻
汁
刎
川
叫
倒
詞
創
刊
別
科
劉
封
剛
馴
珂

剴
剃
Ⅶ
剛
１
仙
司
鯛
刺
制
判
剥
Ⅷ
．
州
打
刻
訓
訓
剖
釧
副
引
列
個
型
叫
叫

制
剥
到
馴
ｌ
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
上
告
裁
判
所
へ
の
邸
件
送
付
）

第
百
九
十
七
条
［
略
］

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
車
件
の
送
付
は
、
原
栽
判
所
の

栽
判
所
瞥
記
官
が
、
上
告
裁
判
所
の
裁
判
所
普
記
官
に ''1

百
九
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
（
判
例
の
摘
示
、
上
告
理

山
の
記
載
の
仕
方
、
上
告
理
由
番
の
提
出
期
間
、
上
告

理
由
を
記
載
し
た
洲
劃
呵
、
補
正
命
令
、
上
告
裁
判
所
へ

及
び
第

（
ｋ
告
受
理
の
申
立
て
・
法
蛎
三
百
十
八
条
）

第
百
九
十
九
条
［
同
上
］

２
第
白
八
十
六
条
（
控
訴
の
規
定
の
準
用
）
、
剰
剤
別
Ｎ

Ｈ
Ｈ
副
詞
Ｊ
則
刺
可
掴
剥
副
副
割
司
。
割
刺
Ⅶ
引
剥
制
呵
呵
制
糾
瑚
１

１
制
刊
副
川
叫
柵
剃
詞
剖
側
劃
馴
闇
叫
珊
刎
鯏
珂
呵
週
制
副
到
可
及

び
鯆
白
九
十
二
条
か
ら
仙
条
ま
で
（
判
例
の
摘
示
、
上

告
理
由
の
記
戦
の
仕
方
、
上
告
理
由
番
の
提
出
期
間
、

（
ｋ
告
裁
判
所
へ
の
耶
件
送
付
）

輔
百
九
十
七
条
〔
同
上
］

２
前
頭
の
規
定
に
よ
る
事
件
の
送
付
は
、
原
裁
判
所
の

裁
判
所
書
記
官
が
、
上
告
裁
判
所
の
故
判
所
書
記
官
に

第
百
九
十
五
条
上
告
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
に
は
、

３
卜
告
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
は
、
前
項
の
規
定
に

よ
る
既
訟
記
録
の
叫
割
州
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に

、
そ
の
旨
を
当
蛎
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

洲
Ⅲ
可
ｌ
調
釧
渕
瑚
鯏
剃
副
濁
州
川
副
川
Ｈ
判
別
副
剥
叫
な
ら
な
い

＃
を

添

付 ・

し

な

け

れ

ば

厳

ら

な
1，
◎

二
○
○

Ｌ
Ｌ
ｊ
ｊ



て
）
第
一
項
」
と
統
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
篭
戻
し
等
の
判
決
が
あ
っ
た
場
合
の
記
録
の
訓
劉
閲
司

．
法
第
三
百
二
十
五
条
）

第
二
百
二
条
差
戻
し
又
は
移
送
の
判
決
が
あ
っ
た
と
き

は
、
上
告
裁
判
所
の
裁
判
所
醤
記
官
は
、
差
戻
し
又
は

移
送
を
受
け
た
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
に
耐
釧
劉
劉
瑚

（
許
可
抗
告
・
法
第
三
百
三
十
七
条
）

第
二
百
九
条
第
百
八
十
六
条
（
控
訴
の
規
定
の
準
用
）

の
恥
件
送
付
及
び
上
告
理
由
智
の
送
達
）
の
規
定
は
、

ｋ
告
受
理
の
申
立
て
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
ゴ
刷
副
割
司

側
‐
料
州
引
１
１
第
百
八
十
九
条
及
び
鋪
白
九
十
四
条
中
「

耐
判
別
ｑ
笥
制
劃
劉
叫
軸
創
瑚
」
と
あ
る
の
は
「
矧
刊
川
副
副
珂

剤
副
刊
刻
刊
剃
叫
矧
鯏
司
」
副
１
割
墹
酬
川
判
刈
制
詞
剃
斗
刺
創
刊
升

Ｈ
幽
剴
叫
捌
剖
劉
洲
剥
刻
訓
呵
司
『
別
別
判
引
例
剖
司
剴
叫
矧
割
制
劉

、
第
百
九
十
五
条
及
び
前
条
中
「
被
上
告
人
」
と
あ
る

の
は
「
相
手
方
』
と
、
第
百
九
十
六
条
第
一
項
中
「
節

百
九
十
条
（
法
第
三
百
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

ｋ
告
理
由
の
記
載
の
方
式
）
又
は
第
白
九
十
一
条
（
法

第
三
百
十
二
条
第
三
項
の
上
告
理
由
の
記
載
の
方
式
〉

』
と
あ
る
の
は
「
流
百
九
十
九
条
（
上
告
受
理
の
申
立

）
、
第
百
九
十
二
条
（
判
例
の
摘
示
）
、
第
百
九
十
三

条
（
上
告
理
由
の
記
載
の
仕
方
）
、
鋪
百
九
十
五
条
（

卜
告
理
由
を
記
載
し
た
割
召
叫
）
、
飾
白
九
十
六
条
（
補

の
申
立
て
が
あ
っ
た
旨
『
１
日

第
百
八
十
九
条
第
二
項

な
ら
な
い
。

の
送
達
等

す
る
。
．

（
差
戻
し
等
の
判
決
が
あ
っ
た
場
合
の
記
録
の
渕
司
剛
・

法
第
三
百
二
十
五
条
）

節
二
百
二
条
差
戻
し
又
は
移
送
の
判
決
が
あ
っ
た
と
き

は
、
上
告
裁
判
所
の
裁
判
所
番
記
官
は
、
差
戻
し
又
は

移
送
を
受
け
た
裁
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
に
矧
川
刈
刈
洲

謝
刺
濁
罰
剖
剥
剰
Ⅵ
Ｈ
刺
川
副
制
叫
な
ら
な
い
。

（
許
可
抗
告
・
法
第
三
百
三
十
七
条
）

第
二
百
九
条
第
百
八
十
六
条
（
控
訴
の
規
定
の
雛
用
）

上
告
理
由
を
記
蔵
し
た
割
討
判
呵
遡
割
函
、
補
正
命
令
、
上

告
裁
判
所
へ
の
耶
件
送
付
及
び
上
告
理
由
書
の
送
達
〉

の
規
定
は
、
上
告
受
理
の
申
立
て
に
つ
い
て
準
用
す
る

酬
判
刺
呵
司
１
割
劃
副
川
叫
刈
叫
剰
ｌ
刊
判
割
剖
悶
趨
矧
副
剰
罰
の
送

達
等
）
、
第
百
九
十
二
条
（
判
例
の
摘
示
）
、
第
百
九

十
：
一
条
（
上
告
理
由
の
記
載
の
仕
方
）
、
第
百
九
十
五

九
条
及
び
第
百
九
十
四
条
中
『
且
封
刷
劉
廻
遡
州
剰
馴
」
と

あ
る
の
は
「
Ⅱ
割
剥
副
矧
判
刻
切
釧
副
剥
罰
」
刈
則
’
第
百
八

十
九
条
第
二
噸
、
第
百
九
十
五
条
及
び
削
条
中
「
被
上

告
人
」
と
あ
る
の
は
「
相
手
方
」
と
、
節
百
九
十
六
条

節
一
項
中
「
第
百
九
十
条
（
法
第
三
百
十
一
・
条
第
一
頃

及
び
鋪
二
項
の
上
告
理
由
の
記
載
の
方
式
）
又
は
第
百

九
十
一
条
（
法
痢
三
百
十
二
条
第
三
項
の
上
告
理
由
の

記
載
の
方
式
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
九
十
九
条
（
上

告
受
理
の
申
立
て
）
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
百
八
十
七
条
、

白
八
十
七
条
（
上
告
提
起
の
場
合
に
お
け
る
費
用

二

○
一

二

○

第
百
八
十

（
再
抗
告
等
の
抗
告
理
由
密
の
提
出
期
間
）

第
二
百
十
条
法
第
三
百
三
十
条
（
再
抗
告
）
の
抗
告
及

び
法
第
三
百
三
十
六
条
（
特
別
抗
告
）
第
一
項
の
抗
告

に
お
い
て
は
、
抗
告
理
由
沓
の
提
出
の
期
間
は
、
抗
告

人
が
第
二
百
五
条
（
控
訴
又
は
上
告
の
規
定
の
準
用
）

た
だ
し
書
及
び
第
二
百
八
条
（
特
別
抗
告
）
に
お
い
て

準
用
す
る
第
百
八
十
九
条
（
澗
剥
川
判
剖
制
副
矧
叫
矧
罰
司
の

送
達
等
）
第
一
項
の
岨
定
に
よ
る
澗
到
刈
刈
制
捌
刮
剴
判
別

割
ｌ
副
聞
珊
ヨ
釧
到
判
Ｈ
劉
剰
判
刷
叫
可
刈
幽
愁
潮
罫
引
刮
剴
刺
Ⅲ
河

判
詞
利
可
刻
割
引
刎
嗣
制
詞
馴
到
刺
闘
制
剃
濁
判
到
叫
訓
刈
Ｊ
１
の

送
達
を
受
け
た
日
か
ら
十
四
日
と
す
る
。

２
前
項
の
規
定
は
、
法
第
三
百
三
十
七
条
（
許
可
抗
告

正
命
令
）
及
び
第
百
九
十
九
条
（
上
告
受
理
の
申
立
て

）
鋪
一
項
の
規
定
は
、
法
弗
三
百
三
十
七
条
（
許
可
抗

告
）
第
二
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
第
二
百
条
（
上
告

受
理
の
決
定
）
の
規
定
は
、
法
第
三
白
三
十
七
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
前
条

（
特
別
抗
告
）
の
規
定
は
、
怯
第
三
白
三
十
七
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
許
可
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
荊
司
別
Ｎ
Ｈ
Ｍ
創
詞
刺
Ｊ
割
劉

刊
則
刺
可
閏
制
副
倒
珂
割
引
川
副
引
引
呵
刷
ｌ
剰
甥
呵
渕
鐵
副
叫
叫

刺
制
．
削
叫
釧
鋼
コ
ー
副
１
剖
叫
剰
討
刈
引
刺
刺
１
剴
叫
剖
刎
刺
劉
劉

洲
測
刻
訓
刺
剴
引
川
副
呵
到
刎
剖
門
司
燭
荊
剴
副
副
斗
Ｈ
Ｈ
劇
到
斗

替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
銃
み

（
再
抗
告
等
の
抗
告
理
由
普
の
提
出
期
間
）

第
二
百
十
条
法
鋪
三
百
三
十
条
（
再
抗
告
）
の
抗
告
及

び
法
第
三
百
三
十
六
条
（
特
別
抗
告
）
第
一
項
の
抗
告

に
お
い
て
は
、
抗
告
理
由
書
の
提
出
の
期
間
は
、
抗
告

人
が
第
二
百
五
条
（
控
訴
又
は
上
告
の
規
定
の
那
用
）

た
だ
し
密
及
び
第
二
百
八
条
（
特
別
抗
告
）
に
お
い
て

準
用
す
る
第
百
八
十
九
条
（
ｕ
倒
捌
当
超
圃
剥
剥
酊
の
送
達

等
）
鋪
一
項
の
規
定
に
よ
る
刷
鯏
副
門
国
遡
剖
剥
司
の
送
達

を
受
け
た
日
か
ら
十
四
日
と
す
る
。

２
前
項
の
規
定
は
、
法
第
三
百
三
十
七
条
（
許
可
抗
告

条
（
上
告
理
由
を
記
載
し
た
劃
制
渕
劉
削
蜘
）
、
第
百
九

十
六
条
（
補
正
命
令
）
及
び
第
百
九
十
九
条
（
上
告
受

理
の
申
立
て
）
鋪
一
項
の
規
定
は
、
法
第
三
百
三
十
七

条
（
許
可
抗
告
）
第
二
軌
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
第
二

百
条
（
上
告
受
理
の
決
定
）
の
規
定
は
、
法
輔
三
百
三

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
つ

い
て
、
前
条
（
特
別
抗
告
）
の
規
定
は
、
法
第
三
百
三

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
が
あ
っ
た
溺
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
剰
割
刷
刊
対

倒
劉
劃
倒
叫
潮
司
刑
刊
呵
刈
劉
測
刊
Ｊ
Ｈ
刺
副
廼
副
詞
舛
珂
狐
．
Ｊ
到

捌
刈
渕
刊
刷
１
１
剴
加
割
副
劃
叫
刺
釧
。
削
叫
釧
剖
珂
可
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

二
○
四

二

○

二二



''@
斗
圃
笥
叫
Ｊ
剛
削
剥
鋼
捌
剃
叫
馴
聞
川
削
則
矧
１

刈
剖
即
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
再
審
の
訴
訟
手
続
・
法
飾
三
百
四
十
一
条
）

第
二
百
十
一
条
再
審
の
訴
状
に
は
、
不
服
の
申
立
て
に

係
る
判
剥
１
創
凹
呵
測
渕
剣
割
引
叫
翻
剃
釧
馴
瑚
劃
側
州
到
剴
釧！’

刎
劉
創
叫
料
叫
判
剖
叫
ｕ
４
Ｊ
ｌ
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

）
第
二
項
の
申
立
て
に
係
る
理
由
書
の
提
出
の
期
間
に

つ
い
て
準
川
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
仙
項
中
「

詞
罰
則
別
剖
制
剰
劉
週
釧
剥
凹
と
あ
る
の
は
Ｊ
制
叫
刊
‐
揃
型
剴
州

靴

理

（
再
審
の
訴
訟
手
続
・
法
第
三
百
四
十
一
条
）

第
二
百
十
一
条
再
審
の
訴
状
に
は
、
不
服
の
申
立
て
に

係
る
判
釧
『
の
写
し
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
新
設
〕

［
新
設
〕

）
第
二
項
の
申
立
て
に
係
る
理
由
書
の
提
出
の
期
間
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「

洲
刺
可
姻
剖
司
判
軸
剰
珂
」
と
あ
る
の
は
１
１
引
嗣
割
副
呵
訓
刺
却
判

剣
制
鯏
剰
園
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
○
五

○

六

州
刺
剴
割
刈
に
規
定
す
る
ほ
か
、
再
審
の
訴
訟
手
続
に
は

、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
各
審
級
に
お
け
る
訴

詮
手
続
に
関
す
る
規
定
を
蛎
用
す
る
ゞ

（
最
初
の
口
頭
弁
論
期
日
の
指
定
等
）

第
二
百
十
三
条
［
略
］

２
当
車
者
に
対
す
る
前
項
の
期
日
の
耐
剥
仰
鯏
刈
剴
凋
に
は

、
期
日
前
に
あ
ら
か
じ
め
主
張
、
証
拠
の
申
出
及
び
証

拠
調
べ
に
必
要
な
準
備
を
す
べ
き
旨
を
掴
‘
鋼
ｕ
制
動
Ⅶ
刈

削
‘
な
ら
な
い
。

３
被
告
に
対
す
る
劉
刊
鯏
刷
閉
捌
に
は
、
舸
項
に
規
定
す

る
蛎
項
の
ほ
か
、
裁
判
長
の
定
め
る
期
間
内
に
答
弁
番

を
提
出
す
べ
き
旨
及
び
法
第
三
百
五
十
四
条
（
口
頭
弁

諭
の
終
結
）
の
規
定
の
趣
旨
を
調
制
料
ｕ
制
刷
釧
剰
叫
な
ら

な
い
。

（
手
形
判
決
の
表
示
）

第
二
百
十
六
条
手
形
訴
訟
の
咽
剥
“
澗
鋼
翻
刻
剖
捌
馴
河
判

渕
剥
削
Ｈ
Ｎ
制
刈
剥
割
封
測
割
罰
に
は
、
手
形
判
決
と
表
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
異
議
申
立
権
の
放
棄
及
び
異
議
の
取
下
げ
・
法
第
三

百
五
十
八
条
等
）

第
二
百
十
八
条
［
略
］

［
２
略
］

３
第
百
六
十
二
条
（
訴
え
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
場
合
の

取
扱
い
）
荊
剖
割
到
判
飼
詞
ゴ
ゴ
側
の
規
定
は
、
異
雛
の
取

卜
げ
の
勘
面
の
送
遠
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
手
形
訴
訟
の
遡
判
釧
釧
剰
鋤
等
の
引
用
）

刈
刺
刺
「
に
規
定
す
る
ほ
か
、
再
審
の
訴
訟
手
綴
に
は
、

そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
各
審
級
に
お
け
る
訴
訟

手
続
に
関
す
る
規
定
を
準
用
す
る
。

（
最
初
の
口
頭
弁
給
期
日
の
指
定
等
）

輔
二
百
十
三
条
［
同
上
］

２
当
蛎
者
に
対
す
る
前
噸
の
期
日
の
剛
叩
剖
栂
に
は
、
期

日
帥
に
あ
ら
か
じ
め
主
張
、
証
拠
の
申
出
及
び
証
拠
調

べ
に
必
要
な
準
備
を
す
べ
き
旨
を
制
釧
司
引
割
川
副
剰
叫
な

ら
な
い
。

３
被
告
に
対
す
る
哨
柵
制
刑
に
は
、
前
項
に
規
定
す
る
蛎

項
の
ほ
か
、
栽
判
長
の
定
め
る
期
間
内
に
答
弁
書
を
提

出
す
べ
き
旨
及
び
法
第
三
百
五
十
四
条
（
口
顕
弁
輪
の

終
結
）
の
規
定
の
趣
旨
を
調
剖
門
叫
刺
州
剖
倒
叫
な
ら
な
い

（
乎
形
判
決
の
表
示
）

流
二
百
十
六
条
手
形
訴
訟
の
刎
蜘
瑚
謝
剴
制
凶
判
渕
釧
削
矧
内

科
刻
劉
剥
謝
に
は
、
手
形
判
決
と
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
異
議
申
立
椎
の
放
粟
及
び
災
難
の
取
下
げ
・
法
第
三

百
五
十
八
条
等
）

鋪
二
百
十
八
条
［
同
上
］

〔
２
同
上
〕

３
第
白
六
十
二
条
（
訴
え
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
場
合
の

取
扱
い
）
刎
斗
判
別
の
規
定
は
、
異
誰
の
取
下
げ
の
普
而

の
送
達
に
つ
い
て
継
川
す
る
。

（
千
形
訴
訟
の
判
剖
剰
罰
等
の
引
剛
）

一
○
七

○

八
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き
る
。

（
督
促
手
続
か
ら
手
形
訴
舩
へ
の
移
行
・
法
飾
三
百
六

十
六
条
）

第
二
百
二
十
条
手
形
斫
訟
に
よ
る
審
理
及
び
裁
判
を
求

め
る
旨
の
申
述
を
し
て
支
払
督
促
の
申
立
て
を
す
る
と

き
は
、
同
時
に
、
手
形
の
剖
刈
則
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

●

ら
な
い
。

第
二
百
十
九
条
異
鍛
後
の
斫
舩
の
耐
利
副
澗
閃
割
剖
判
叫
劉

湖
。
剛
叫
州
判
刺
刻
劉
叫
引
刺
鯏
罰
を
引
用
し
て
す
る
こ
と
が
で

中 山
の
詞
剖
輌
は
、
手
形
斫
訟
の
矧
副
皿
判
刈
剰
刺
刻
削
制
叫
刊
刎
『

に
お
け
る
耶
実
及
び
理

『
ｌ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

’２
前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
手
形
の
写
し
は
、

（
督
促
手
続
か
ら
手
形
訴
訟
へ
の
移
行
・
法
第
三
百
六

十
六
条
）

第
二
百
二
十
条
手
形
訴
訟
に
よ
る
審
理
及
び
裁
判
を
求

め
る
旨
の
申
述
を
し
て
支
払
督
促
の
申
立
て
を
す
る
と

き
は
、
同
時
に
、
手
形
の
璽
列
ゴ
ゴ
叫
剖
蝿
捌
弱
笥
刎
鯏
淵
瑚

第
二
百
十
九
条
異
畿
後
の
訴
訟
の
釉
捌
剰
叫
刻
剖
『
判
渕
割
醐

回
州
刊
判
引
諏
剰
罰
に
お
け
る
巾
実
及
び
理
由
の
剰
剥
刺
は
、

［
新
設
〕

用
し
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

債
務
者
に
送
達
す
べ
き
支
払
督
促
に
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

手
形
訴
訟
の

二

○

九

二

一

○

を
引

６
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
耐
引
刺
剰
捌
刷
副
燗
に

同
項
の
申
述
が
あ
っ
た
旨
を
副
割
引
Ｈ
判
別
副
剥
叫
な
ら
な

い
。（

手
続
の
教
示
）

第
二
百
二
十
二
条
栽
判
所
啓
記
官
は
、
当
襲
者
に
対
し

靴
測
卿
矧
劉
削
判
削
剥
制
馴
副
劉
割
副
洲
劃
ｕ
剛
１

州
剰
１
列
到
剤
勘
刷
刷
刺
釧
可
割
引
創
副
可
剖
料

、
少
額
訴
訟
に
お
け
る
晶
初
に
す
べ
き
口
頭
弁
践
の
期

日
の
呼
出
し
の
際
に
、
少
額
訴
舩
に
よ
る
審
理
及
び
裁

判
の
手
続
の
内
容
を
説
明
し
た
謝
剖
叫
刈
創
刎
詞
呵
湖
刮
矧
瑚

剖
渕
割
引
叫
刺
削
郡
剥
凶
な
ら
な
い
。

２
裁
判
官
は
、
前
項
の
期
日
の
冒
頭
に
お
い
て
、
当
車

者
に
対
し
、
吹
に
掲
げ
る
事
項
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

百
・
二
略
〕

：
一
少
額
訴
訟
の
終
局
判
決
に
対
し
て
は
、
趨
軋
“
馴
瑚

受
け
た
日
か
ら
二
週
間
の
不
変
期
間
内
に
、
そ
の
判

決
を
し
た
裁
判
所
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

の
送
達
を の

１３
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
刻
刎
周
間
喝
に
同
項

の
申
述
が
あ
っ
た
旨
を
州
封
Ｈ
Ｈ
割
刷
削
剥
副
な
ら
な
い
、

（
手
続
の
敦
示
）

第
二
百
二
十
二
条
裁
判
所
番
記
官
は
、
当
小
者
に
対
し

、
少
額
訴
舩
に
お
け
る
最
初
に
す
べ
き
口
頭
弁
舗
の
期

日
の
呼
州
し
の
際
に
、
少
額
訴
訟
に
よ
る
審
理
及
び
裁

判
の
手
続
の
内
容
を
説
明
し
た
割
呵
割
．
割
州
ｕ
剖
副
Ⅶ
刈

圃
‐
な
ら
な
い
。

２
［
同
上
］

［
新
設
］

［
新
設
〕

〔
一
・
二
同
上
］

三
少
額
訴
訟
の
終
局
判
決
に
対
し
て
は
、
判
刈
剰
割
刈

叫
刎
剥
剥
司
倒
州
到
別
到
調
剣
副
の
送
達
を
受
け
た
旧
か
ら

二
週
間
の
不
変
期
間
内
に
、
そ
の
判
決
を
し
た
裁
判

所
に
異
誰
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

二

一4

一
》
一
一



な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
巾
者
の
申
出
が

あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
替
記
官
は
、
当
砿
荊
詞
瑚
醐
刺
聞
酬

刎
制
劉
洲
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
判
決
・
法
第
三
百
七
十
四
条
）

第
二
百
二
十
九
条
少
額
訴
訟
の
遡
軋
釧
酬
瑚
劃
刻
酬
制
矧
呵

測
糾
剰
呵
口
州
別
別
到
矧
軋
制
剛
罰
に
は
、
少
額
訴
舩
判
決
と

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
銅
劉
副
剴
判
型
Ⅱ
判
別
鋼
「
剖
剴
酬
測
司
叫
制
刊
刺
判
判
割
引
Ｉ
湖
創
凹
討
別
の
規

珊
瑚
斗
州
斜
叫
引
引
卿
剛
判
酬
河
刎
凶
到
矧
側
測
引
叫

一
項
の
尋
問
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
証
人
等
の
陳
述
の
鬮
剥
剥
剰
瑚
引
刎
利
剥
調
等
）

第
二
百
二
十
七
条
鯛
副
剃
剰
倒
に
は
、
証
人
等
の
陳
述
を

詞
‘
鋼
剖
刈
到
こ
と
を
要
し
な
い
。

２
証
人
の
尋
問
的
又
は
艦
定
人
の
口
頭
に
よ
る
愈
見
の

陳
述
前
に
裁
判
官
の
命
令
又
は
当
耶
者
の
申
出
が
あ
る

と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
、
当
耶
者
の
裁
判
上
の
利

と
き
は
、
裁
判
所
一

（
音
声
の
送
受
信
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
証
人
尋

問
・
法
第
三
百
七
十
二
条
）

第
二
百
二
十
六
条
．
［
略
］

［
２
～
４
略
］

［
削
る
］

用
に
供
す
る
た
め
、

証
人
又
は
唾

の
規
定
は
、
第

に
お
い
て
、
当
唯
者
の
申
出
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所

瞥
記
官
は
、
当
砿
鋼
割
引
州
川
刻
剥
刻
叫
剃
刷
『
を
許
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
判
決
・
法
第
三
百
七
十
四
条
）

第
二
百
二
十
九
条
少
額
訴
訟
の
判
渕
剰
引
矧
叫
判
渕
剰
剴
叫

州
剖
割
到
剰
割
「
に
は
、
少
額
訴
詮
判
決
と
表
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２
潮
割
引
制
利
河
荊
刺
調
Ｉ
引
副
制
門
ｕ
剖
到
制
．
刈
剖
ｌ
銅
到
。
討
判
の
規
定

（
音
声
の
送
受
燗
に
よ
る
通
話
の
方
法
に
よ
る
証
人
尋

問
・
法
第
三
百
七
十
二
条
）

第
二
百
二
十
六
条
［
同
上
］

［
２
～
４
同
上
］

５
第
一
項
の
尋
問
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
、
通
話
先

の
電
話
爵
号
及
び
そ
の
場
所
を
調
書
に
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
．

即
詞
剰
荊
Ｎ
ｕ
Ⅱ
川
副
詞
Ｉ
ペ
剰
刎
調
副
周
掴
州
剰
剖
加
詞
函
割
割
割
引
Ｉ
制
判
．
制
利
の

規
定
は
、
雄
一
項
の
尋
問
を
す
る
堀
合
に
つ
い
て
準
剛

す
る
。

（
証
人
等
の
陳
述
の
測
鋼
烈
劉
醐
等
）

節
二
百
二
十
七
条
渦
型
酬
に
は
、
証
人
等
の
陳
述
を
細
剖
蜘

制
剖
到
こ
と
を
要
し
な
い
。

２
証
人
の
尋
問
前
又
は
鑑
定
人
の
口
頭
に
よ
る
意
見
の

陳
述
前
に
城
判
官
の
命
令
又
は
当
聯
者
の
申
出
が
あ
る

と
き
は
、
故
判
所
害
記
官
は
、
当
事
者
の
裁
判
上
の
利

期
に
供
す
る
た
め
、

目
プ
ー
ブ
等
に
証
人
又
は
艦
定

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

二

Ⅲ

一
一
一
一
一
一
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言
渡
し
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
典
議
後
の
訴
訟
の
刺
判
釧
釧
剰
州
等
）

第
二
百
三
十
一
条
異
識
後
の
訴
訟
の
澗
到
川
刈
渕
割
引
判
叫

決
と
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
第
二
百
十
九
条
（
手
形
訴
訟
の
咽
荊
刎
釧
剰
罰
等
の
引

用
）
の
規
定
は
、
異
議
後
の
訴
訟
の
咽
判
刈
釧
渕
鋼
引
矧
叫

4斗 -1

I
定
は
、
少
額
訴
訟
側
劃
司
呵
荊
燭
潮
イ
コ
ヨ
叫
廿
剛
鐡
可
ゴ
則

理
由
の
鰄
濁
鯛
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

！
ヨ

I
予
想
さ
れ
る
主
耐
判
咽
争
劃
劉
引
日
制
呵
細
捌

想
さ
れ
る
主
要
な
争
点
及
び
当
該
主
要
な
銘

に
お
け
る
蛎
実
及
び

に
は
、
少
額
異
織
判

に
よ
り

判
決
の

（
異
誌
後
の
訴
訟
の
判
刈
創
酬
等
）

節
二
百
三
十
一
条
異
織
後
の
訴
訟
の
測
剖
剰
呵
刻
剖
捌
澗
鋼

謝
別
Ｈ
閃
制
刈
剥
剛
酎
に
は
、
少
額
異
雛
判
決
と
渋
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
左
い
・

２
第
二
百
十
九
条
（
手
形
訴
訟
の
判
刈
剰
削
等
の
引
用
）

の
規
定
は
、
異
議
後
の
訴
訟
の
測
渕
割
引
判
叫
判
渕
封
剴
叫

州
劃
割
到
測
制
罰
に
お
け
る
耶
実
及
び
理
由
の
制
到
卿
に
つ
い

て
那
用
す
る
・

［
新
設
］

は
、
少
額
訴
訟
倒
劃
荊
酬
割
引
刷
掴
剖
剴
墹
司
刑
到
勾
叫
司
制
釧
到

判
決
の
苗
渡
し
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

二
一
五

一
一
一
ハ



lI
l}

叫
綱
判
周
叫
１
側
列
呵
刺
則
伽
側
１
判
珊
劉
洲
引
１
割1℃

訓
剖
刺
封
叫
釧
削
渕
制
翻
制
引
判
剰
叫
珂
劉
回
剖
矧

＃

I
必
亜
副
詞
調
嘆
目
卜
つ
い
て
の
協
鮭
を
行
う
も
の
と
す
る1’

凹
捌
烈
測
馴
刈
。
引
刎
刷
哨
剛
憩
出
制
刈
蜘
削
淵
ど
を
明
砿
に
区
別

剛
ヨ
コ
ヨ
田
八
十
一
条
の
三
第
一
噸
の
期
日
に
お
け
る

明
間
圃
矧
印
刷
叫
司
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

二

七

一
一
八

弱

’ |’111
~1 助

規
定
に
よ
る
砿
望
を
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き

一
一
凡○



緋‘

1

第

lll
i

二 へ

#
百

三

十

四

条・

龍
の 第

偵 三
務 百

者 八

に 十

吋 八

す 条

る ー

1 1
十
七
条
（
異
礒
申
立
て

刎
州
副
画
〔
同
ｋ
〕

（
支
払
督
促
の
原
本
・
法
第
三
百
八
十
七
条
）

刺
イ
コ
則
到
判
剖
訓
詞
支
払
督
促
の
原
本
に
は
、
こ
れ
を
発

し
た
裁
判
所
瞥
記
官
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。（

刻
刈
矧
馴
燗
の
送
達
等
・
怯
第
三
百
八
十
八
条
）

輔
二
百
三
十
四
条
剣
刎
矧
円
四
の
憤
務
者
に
対
す
る
送
達

一
一
一
一
一

→

"

’
1

糊
制
割
酬
詞
刮
別
川
副
釧
酬
祠
剛
Ⅲ
Ｈ
珂
刷
剖
剃
判
列
引
刑
則
測
ｌ

（
訴
訟
へ
の
移
行
に
よ
る
記
録
の
訓
制
咽
司
・
法
第
三
百

九
十
五
条
）

節
二
百
三
十
七
条
法
輔
三
百
九
十
亜
条
（
督
促
典
縦
の

申
立
て
に
よ
る
訴
訟
へ
の
移
行
）
の
規
定
に
よ
り
地
方

故
判
所
に
所
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た

一

二I て
2 －1 つ

o

lll II
略
血 且

1
送
達
は
、

収
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
侭
を
記
敏
じ
、
紗

に

よ

刎
訓
ゴ
叫
訓
司
刈
州
剥
．
仮
紘
行
の
宜
首
は
、
支
払
督
促
の
脈

（
訴
訟
へ
の
移
行
に
よ
る
記
録
の
捌
矧
町
・
法
第
三
百
九

十
五
条
）

節
二
面
三
十
七
条
緋
輔
三
百
九
卜
九
条
（
督
促
異
論
の

申
立
て
に
よ
る
訴
訟
へ
の
移
行
）
の
規
定
に
よ
り
地
方

紋
判
所
に
跡
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た

留
節
二
百
三
十
四
条
（
支
払
督
促
の
送
達
等
）
節
一
項

の
規
定
は
、
仮
執
行
の
宣
曾
が
記
載
さ
れ
た
支
払
督
促

の
当
耶
者
に
対
す
る
送
途
及
び
偵
椛
者
に
対
す
る
送
達

に
代
わ
る
送
付
・
に
つ
い
て
眼
川
す
る
。

〔
２
同
上
］

（
仮
執
行
の
宣
言
の
方
式
等
・
法
節
三
百
九
十
一
条
）

本
に
記
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
到
刎
制
封
判
腱
よ
っ
て
す
る
ｃ

［
新
設
〕

一
一
↓
一
一
一
一側



（
民
巾
餌
訟
賢
川
弊
に
閲
す
る
脱
則
の
一
部
改
正
）

節
二
条
氏
叩
訴
舩
費
州
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
最
商
戯
判
所
娩
川
筋
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
炎
に
よ
り
、
改
正
加
棡
に
掲
げ
る
規
定
の
悔
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
棡
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ

る
そ
の
標
記
部
分
に
二
菌
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
『
対
敷
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
的
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
腫
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
棡
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

）
’
）

鯛鯲
; 扇鰹
一‘' 1

、 』圧

く
鮒
土
別Ｉ

既
一
砿
刷
り
面
脳

五

一
一
一
ハ

〔
二
略
］

（
官
庁
等
か
ら
の
書
顛
の
交
付
に
要
す
る
費
用
の
額
）

第
二
条
の
三
法
節
二
条
第
七
号
の
最
高
紬
判
所
が
定
め

１
到
創
吻
耐
コ
ー
と
す
る
．

（
強
制
執
行
の
申
立
て
等
の
た
め
の
伯
務
名
綻
の
正
本

の
交
付
等
に
要
す
る
費
用
の
額
）

第
二
条
の
四
怯
第
二
条
第
十
二
号
の
最
高
裁
判
所
が
定

め
る
額
は
、
剰
斗
剖
呵
劉
嗣
掴
珂
呵
刷
側
聞
岡
劉
刎
斗
刺
呵
呵
制

第
二
条
の
五

め
る
額
は
、

に
柵
げ
る
耶
件
に
つ
い
て
は
．
こ
の
額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

当
餓
各
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
・

一
別
表
筋
こ
の
一
の
項
に
掲
げ
る
申
立
て
に
係
る
卵

件
の
う
ち
民
蛎
訴
訟
法
（
平
成
八
年
挫
律
第
百
九
号

）
第
二
百
七
十
九
条
第
二
項
又
は
第
三
百
九
十
五
条’

る
額
は
、

（
民
法
節
三
百
八
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
凹
面

で
し
た
堀
合
の
通
知
の
費
用
の
額
）

二
条
の
五
法
第
二
条
露
十
八
号
の
最
商
裁
判
所
が
定

こ
れ
を
下
回
る
甑
を
告
示
で
定
め
た
幽
合
に
あ
っ
て
は

若
し
く
は
劃
コ
コ
司
訓
Ｈ
Ｈ
Ｍ
訓
詞
澗
刊
「
刺
「
の
規
定
に
よ
り

和
解
又
は
支
払
督
促
の
叩
立
て
の
時
に
肌
え
の
榔
起

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
叩
件
八
百
円

と
す
る
。

の
岨
定
に
よ
り
和
餓
又
は
支
払
将
促
の
申
立
て
の
時

に
斫
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
廟
件

八
百
円

〔
二
同
上
］

（
官
庁
等
か
ら
の
書
顛
の
交
付
に
要
す
る
費
用
の
額
）

輔
二
乗
の
三
法
鋪
二
条
鋪
七
号
の
段
研
裁
判
所
が
定
め

（
雌
法
第
三
百
八
十
五
条
の
岨
定
腱
よ
る
珊
如
を
瞥
面

で
し
た
場
合
の
珊
知
の
費
用
の
甑
）

第
二
条
の
五
怯
飾
二
条
鋪
十
八
号
の
品
高
裁
判
所
が
定

め
る
額
は
、
割
ヨ
叫
刺
判
叩
刺
剴
切
と
す
る
。

（
強
制
執
行
の
叩
立
て
等
の
た
め
の
債
務
私
錠
の
正
本

の
父
付
等
に
要
す
る
費
川
の
額
）

堀
二
条
の
四
法
第
二
条
鋪
十
二
号
の
晶
高
裁
判
所
が
定

め
る
額
は
、
剥
剴
制
到
Ｈ
川
創
別
し
｜
す
る
。

ろ
額
は
、
剖
．
州
Ｈ
川
副
川
と
す
る
。

一
別
表
飾
二
の
一
の
頓
に
掲
げ
る
申
立
て
に
係
る
耶

件
の
う
ち
民
事
解
離
法
（
平
成
八
年
法
律
節
百
九
号

〉
第
二
百
七
十
五
条
輔
二
項
又
は
第
三
百
九
十
五
条

〉
第
二
百

若
し
く
は

一→

二

上

二
一
八

備
考
表
中
の
［
］
の
記
戦
及
び
対
象
規
定
の
二
砿
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。

改
正

、後

改
正
前
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リ'1

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
‐
こ
の
鳩
合
に
お
い
て
は
、
当 l1

脱
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
財
務
省
令
で
定
洲
割
旬
蝋
式
刎
Ｊ

口
創
刊
可
刊
副
凶
１
Ｊ
句
刎
制
到
ｌ
と
す
る
。

加
え
た
轍
（
こ
れ
を
下
凹
る
鯏
劉
刷
画
調
刊
引
咽
剖
引
画
卿
ぺ
回

に
掲
げ
る
も
の
に
関
す
る
手
続
に
お
い
て
柵
ら
れ
ね

細

'11
比
に
よ
り唯

め

［
新
設
］

二
二
九

二五
命

○

（
現
金
を
も
っ
て
す
る
手
数
料
の
納
付
弊
）

剃
刈
副
測
刻
刻
法
荊
川
副
詞
瑚
斗
Ｊ
叫
刺
湖
川
副
剛
の
規
定
に
よ

り
手
数
料
を
現
金
を
も
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
掛

合
は
、
納
付
す
る
手
数
料
の
額
が
白
万
円
を
岨
え
る
場

合
と
す
る
。

２
潤
剥
荊
判
鍋
‐
潮
イ
ヨ
判
刺
制
川
副
珂
呵
削
剥
創
刊
到
洲
斜
剥
謝
瑚

を
現
金
を
も
っ
て
納
め
る
場
合
に
は
、
財
務
省
令
で
定 |’ ||I I

翻
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

樫
が
あ
る
と
腿
め
る
と
き
は
、
当
鮫
緬
収
肌
画
の
隙

卜
司
じ
§
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
（
以
耐
Ｍ
調
固

Ｉ

（
現
金
を
も
っ
て
す
る
手
数
料
の
納
付
等
）

剰
剛
朗
剥
湖
訓
１
法
嗣
制
剃
判
制
剖
刊
剴
醐
の
岨
定
に
よ
り
手
倣

料
を
塊
金
を
。
も
っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
期
合
は
、

納
付
す
る
手
数
料
の
額
が
而
万
円
を
雌
え
る
蝋
合
と
す

る
。

２
判
割
謝
吋
を
現
金
を
も
っ
て
納
め
る
場
合
に
は
、
財
務

省
令
で
定
め
る
概
式
の
一
通
の
納
付
書
に
よ
り
、
剛
刎
Ⅷ

一
↓
舍
一



；
掛
州
列
刎
削
剖
別
引
刎
別
別
ｌ

（
非
訟
耶
件
手
続
規
則
の
準
用
）

剰
刺
刻
薊
刻
刻
法
第
九
条
第
一
項
測
制
副
利
。
刺
忍
申
立
て

並
び
に
そ
の
申
立
て
倒
剖
刈
川
剣
刷
『
裁
判
所
書
記
官
の
処

分
、
同
条
剰
矧
割
州
の
規
定
に
よ
る
異
議
の
申
立
て
及
び

そ
の
異
鍛
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
扱
判
、
法
第
十
条
第

二
項
の
申
立
て
及
び
そ
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
鋼
刎
判
町

謝
刺
割
削
呵
刎
刻
刻
並
び
に
法
第
十
五
条
第
一
項
（
法
弗
十

六
条
第
二
項
（
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
川
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

決
定
に
閲
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
非

訟
耶
件
手
続
規
則
（
平
成
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
蜆
則

第
七
号
）
の
脱
定
を
準
用
す
る
。

［
３
略
］

め
る
概
式
の
一
通
の
納
付
笹
に
よ
り
、
副
制
剖
謝
刺
に
納

付
す
る
と
と
も
に
、
当
骸
手
数
料
の
納
付
を
証
明
す
る

財
務
省
令
で
定
め
る
様
式
の
領
収
証
杏
を
裁
判
所
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

[田

に

剛
剥
１
コ
加
‐
懸
記
載
し
た
書
面
を
作
成
し
、
そ
の
召

翻
司
ｕ
剃
到
銅
剣
舗
酬
副
耐
坦
圖
が
記
名
押
印
し
て
し

（
非
訟
耶
件
手
続
規
則
の
準
用
）

潮
川
副
割
引
斗
法
節
九
条
節
一
項
洲
削
剥
割
引
刺
判
．
則
蜘
叫

荊
制
謁
州
の
申
立
て
並
び
に
そ
の
申
立
て
回
剖
訓
吋
ｄ
剖
剴
潤

釧
馴
矧
凶
裁
判
所
書
記
官
の
処
分
、
同
条
鋼
刑
到
列
の
規
定

に
よ
る
異
議
の
申
立
て
及
び
そ
の
異
議
の
申
立
て
に
つ

い
て
の
裁
判
、
法
第
十
条
第
二
項
の
申
立
て
及
び
そ
の

申
立
て
に
つ
い
て
の
鋼
’
判
並
び
に
法
第
十
五
条
第
一
項

（
法
第
十
六
条
第
二
項
（
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
決
定
に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い

限
り
、
非
訟
耶
件
手
続
規
則
（
平
成
二
十
四
年
最
商
裁

判
所
規
則
第
七
号
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

戸

''’1
3 唯 省 る
け 令 と

同れで と

上 ば 定 も
ｰ な め に

ら る 、

な 様 当

い 式骸
。 の 手

頗数

収料
証 の

書納

を 付
裁 を

判証

所 明

に 十 に

提 る 納
出 財 付
し 務す

［
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設
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三

四
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鋼
刎
到
町
謝
釧
劉
副
１
割
劃
。
刺
副
判
樹
叫
刊
剖
州
ｕ
１
副
Ｉ
は
、
法

・
第
三
龍
に
定
め
る
給
付
に
関
し
捌
副
『
洲
副
剴
釧
と
露
め
る

と
き
は
、
そ
の
舗
求
を
す
る
者
に
対
し
費
用
の
明
細
書

そ
の
他
の
資
料
の
提
出
等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
・

刻
州
凋
叫
叫
可
口
倒
引
判
網
叫
荊
到
剖
矧
刷
刷
過
叫

第
九
条

’’
統
に
お
い
て
得
ら
れ
た
納
付
傭
報
に
よ
り
納
付
し
な
けI

（
資
料
の
提
出
等
）

凹
型
叫
項
耐
剥
到
溺
個
よ
り
す
る
も
の
と
に
分
割
し
て
行
う

囮
同
判
判
剛
剖
羽
納
を
命
じ
ら
れ
た
費
用
の
概
算
額
が
百

刷
劃
晒
回
利
制
削
輯
付
の
額
を
定
め
る
鯉
合
に
あ
っ
て
は

（
資
料
の
提
出
等
）

獅
九
条
劉
釧
判
珈
は
、
法
第
三
章
に
定
め
る
給
付
に
関
し

凶
函
『
と
露
め
る
と
き
は
、
そ
の
論
求
を
す
る
者
に
対
し

費
用
の
明
細
書
そ
の
他
の
資
料
の
提
出
等
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
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０
０
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０
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ｌ
Ｉ
ｐ
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ｐ
９
ｐ
０
》

一
（
施
行
期
日
）

一
第
一
条
こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
一

寺
一

一
施
行
す
る
．
た
だ
し
、
第
四
条
の
規
定
は
、
同
年
十
且

一
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

Ｐ
■
■
０
－
■
０
二
■
』
■
■
０
■
》
ａ
Ｄ
８
ｐ
■
８
１
．
９
１
口
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１
０
１
０
１
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９
△
Ｕ
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ａ
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▲
■
寺
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星
■
▲
■
日
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■
０
０
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０
■
０
－
■
、
、
■
亘
■
▲
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Ｄ
ｐ
ｐ
ｏ
Ｕ
Ｉ
ｏ
Ｕ
Ｉ
Ｉ
ｏ
ｒ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

割 ヨ

’ ’
ら
附
則
第
二
十
二
条
判
肉
制
剥
科
淘
醐
刈
制
句
引
劃
矧
制
封
劉

1
附

則

め
る
と
き
は
、
当
骸
麺
ヨ
皿
鞠
伺
剴
鯏
湘
刷
矧
廼
洞
刮
刷
判
醐
劉

報
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
璽
が
あ
る
当
認

そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
ゞ
以
耐
同
刑
引
‐
剖
釧
割
馴
づ
矧

慨
用
し
て
フ
ァ
イ
ル
に
蔀
詞
跡
割
引
刈
制
洞
姻
閏
掴
利
封
馴
剖
噌
朏

に

６
０
０
６
６
０
６
０
０
０
ｉ
ｊ
ト
ー
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｏ
Ｉ
１
０
０
０
８
０
８
０
０
■
Ｕ
０
０
０
Ｂ
０
０
０
０
ｊ
０
Ｄ
，
０
１
Ｂ
Ｏ
Ｏ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
０
０
Ｉ
４
０
０
ｐ

こ
の
規
則
は
、
昭
和
四
十
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
ま

る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
規
定
は
、
同
年
十
月
一
日
か
鼻

施
行
す
る
。
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０
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０
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．
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０
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．
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０
０
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０
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ｐ
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▽
。
Ｐ
Ｉ
Ｉ
ｐ
０
■
・
１
０
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］
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設
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設
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ら
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］
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こ
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録
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け
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則
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鯖
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こ
と
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支
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あ
る
と
き
は
、
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裁
判
官
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新
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剖
羽
笥
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剣
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濁
４
割
瑚
引
引
凋
剰
鋼
詞
湖
４
咽
刺

…

|ス ||’||’ ll I "
て
は
、
こ
の
規
則
『
の
叫
魂
詞
詞
劉
馴
訓
剛
則
潮
羽
。
判
判
引
蛸
制
判
拘

十
八
年
怯
律
第
百
一
一
判
判
刊
画
劉

法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
の
当
詞
翻
罰
鯛
が
創
呵
判
鯛

［
新
設
］

［
新
設
〕
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五
側

五
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五
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五

八
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釧
刺
劉
到
到
刷
圃
圃
１
脚
瑚
叫
剃
付
斜
叫
科
Ⅶ
ｄ
剰
馴

；

'1 ！|’
醐
鴎
閲
四
証
明
割
ず
ろ
ど
き
に
つ
い
て
牢
用
す
る

［
新
設
］

［
新
設
〕

［
新
設
〕
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五

九
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と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
‐
加
刈
剴
幽
智
副
倒
蜀
姻
醐
刻
引
凹
醐 '''1

談
み
替
え
て
錐
用
す
る
民
珈
訴
訟
法
第
百
三
十
斗
一
‐
条
刎

ア
イ
ル
に
記
録
す
る
方
型
間
吋
劉
馴
憾
瑠
出
訓
刈
割
引
剴
洲
制

一
一
一
ハ
・
一

一
一
一
ハ
ー

引
測
測
叫
瑚
刺
荊
副
劉
剖
叫
瑚
釧
淵
淵
謝
制
創
叫
１蝿

よ
る
受
継
に
つ
い
て
準
町
動
引
劉

鯉
め
る
と
き
は
、
当
談
杏
面
等
の
原
本
の
蝿
‐
示
翻
期

１
記
官
に
対
し
、
当
餓
邪
件
斜
刷
判
理
釧
訶
劉
掴
剖
削
矧
凶
劉

〔
新
設
］

二
六
四

一
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え
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新
設
］

［
新
設
］

二
六
五

一
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ハ
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い
て
、
同
規
則 蕊

’
る

班
定
を
除
く
噂
）
を
準
川
す
る
。
こ
の

し
α
一
Ｊ

脇
を
い
う Pつ

丙
二
十

淀
を
受
け
て
い
る
鯉
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典
の
中
桐
に
掲
耐
劉
鍋
到
叫
剛
１
判
劇
剰
勺
測
副
酬
珂
呵
祠
晒

側
ま

承
節現

金
を
も
っ
て
す
る
特
例
紬
行
文
付
与
申
立
耶
件
の

［
新
設
〕

一
七
○

一
六
九

i■ |||
三
一
裁
判
所
に
お
け
る
一
千
円
。
た
だ
し
、

立
て
で
、
艦
本
と

な
る
手
続
が
側
始

さ
れ
る
も
の
（
法

第
九
条
第
一
項
若

し
く
は
洞
ゴ
ゴ
判
又

は
第
十
条
節
二
項

の
規
定
に
よ
る
申

立
て
及
び
こ
の
表

の
》
の
噸
か
ら
二

の
こ
の
頃
ま
で
に

掲
げ
る
申
立
て
を

除
く
。
）

売
特
Ｌ
く
は
収
些

執
行
の
申
立
て
に

係
る
巾
件
腱
お
け

る
巾
立
人
以
外
の

債
権
者
に
つ
い
て

は
五
百
円

別
表
飾
二
［
同
上
］

〔
新
設
〕

三
一
級
判
所
に
お
け
る
一
千
円
。
た
だ
し
、

立
て
で
、
艦
本
と

な
る
手
続
が
開
始

さ
れ
る
も
の
（
陛

節
九
条
第
一
項
若

し
く
は
剰
訓
ゴ
列
又

は
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
申

立
て
及
び
こ
の
災

の
一
の
項
か
ら
こ

の
こ
の
・
噸
ま
で
に

掲
げ
る
申
立
て
を

除
く
。
）

売
職
し
く
は
収
益

軌
行
の
申
立
て
に

係
る
耶
件
に
お
け

る
申
立
人
以
外
の

債
権
者
に
つ
い
て

は
五
百
円

七 し
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略
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戸

略
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略
一

〔
同
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］

［
同
上
〕

［
同
上
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；
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新
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四
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同
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五
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1
剥

！
法
第
三

割
十
一
条
の

： ；

側
藤
三
部
罫
一
理

…
に
剛
寸
暑
湖
制
脚

Ｅ
１
３
剛
蕃
月
勤
守

が
私
人
に
よ
り
仲

… ！
忍
匝
Ｊ
ｆ
刊
日
Ｏ

ｊ

に
お
け
る
申
立
て

刑
プ
駒
脚
Ⅶ
判
〃
ｒ
〃
ｖ
『
ゴ
ー
金
砺

節
二
噸
の
規
定
は

一
条
錦
一
噸
及
ひ

Ｅ
叩
團
蜘
四
剣
貝
卿

鞘
佃
手
織
料
通
付

毛
じ
て
航
跡
側！
の
申
述
の
方
式
に

る
申
立
て
そ
の
他

件
の
手
続
に
鋸
け

砂
弓
豊
申
瑚
ｆ
１| ；

副
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八
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七
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八
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七
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削り ；！
の
一
馬
卵
一
項

記
明
闘
を
交
付
す

’る

弱
圃
側
０
辱
剛
慶
び
側

…
；

う’

灘
七
条
第
一
項
の
畑熱

融
挫
第
百
三
十
二

節
一
噸
に
お
い
て

…
協
科
腓
側
算
洲
部

費
用
等
に
股
す
る ！

噸
た
だ
し
沓
の
届

Ｉ
臣
訓
昇
砿
二
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ら
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月
肉
も
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刊
凋
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面
タ
キ
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一
一
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二
八
一

二
八
‐
一

媚

1調
雑i

一
八
三

八

四

灘｝
あ
っ
た
上
回
を
通
笂

第
一
噸
②
抗
告
か

第
三
百
三
十
六
条

の
抗
止
回
又
旧
個
怯

知
智
（
民
叩
断
謎

；



｜
卸
競
１
ｔ
昇
一
さ
ゼ
る
」
と
あ
る

割i :：
：
｜
幽
湘
…
’
１

！ ＃ ；報 ii
卿： ’1

－

’ 調
訣
旋
に
係
る
も

二
八
五

一
八
六

（
人
噸
訴
訟
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
人
恥
訴
舩
規
則
（
平
成
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
棚
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後

柵
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ

る
そ
の
標
記
部
分
に
二
亜
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
鮫
規
定

を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

［
第
一
節
賂
］
｜
［
第
一
節
同
上
〕

＃
＃

節
通
則
（
刺
４
１
剥
川
釧
利
斗
剣

'
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二
八
八

二

八
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鯛 ：
弗

六
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三

条

鯛 I
子
裁
執
書
め
・
つ
ち

嗣
子
決
定
密
（
癒

受 楢

け 理

た の

引
紺
ぎ
を

こ
と
に
よ
り…
作
成

噸
噸
を
出
力
す
る

託
罫
し
た
蝿
合
に』
噸
を
フ
ァ
イ
ル
に

改
正
後

改
正
前

備
考
表
中
の
［
］
の
記
戦
及
び
対
象
晩
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
肥
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
泓
記

で
あ
る
。
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節
二
節
和
解
並
び
に
舗
求
の
放
棄
及
び
認
諾
（
第

三
十
条
’
第
三
十
一
条
）

〔
第
三
節
略
〕

〔
鋪
三
噸
略
］

鯆
四
寵
養
子
縁
組
関
係
訴
舩
の
特
例
（
鞆
三
十
六
条

’
第
三
十
七
条
）

る
方
法
に
よ
っ
て
参
与
貝
に
審
理
又
は
和
解
の

る
‐
こ
の
塩
合
に
お
い
て
、
そ
の
公
告
は

伽
告
は
、
こ
れ
を
受
け
る
べ
き
澗
劃
吻
所

↑や

ヤー

〔
新
股
］

〔
新
般
〕 第

二
節
和
解
並
び
に
諭
求
の
放
棄
及
び
認
歸
（
第

三
十
条
・
節
三
十
》
条
）

〔
節
三
節
同
上
］

［
飾
三
癖
脚
上
〕

鋪
四
章
養
子
縁
組
関
係
訴
訟
の
特
例
（
第
三
十
六
条

・
節
三
十
七
条
）
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21第
十
一
条
人
事
に
関
す
る
既
え
を
提
起
す
る
に
当
た
り

、
当
腺
腓
え
に
係
る
人
事
師
舩
の
目
的
と
同
一
の
身
分

間
係
の
形
成
又
は
存
否
の
砿
麗
を
目
的
と
す
る
舗
求
に

係
る
人
事
訴
訟
が
既
に
係
属
し
て
い
る
と
き
は
、
所
状

に
は
、
民
巾
翫
舩
脱
則
筋
五
十
三
条
（
訴
状
の
記
戯
事

に
は
、
民
巾
翫
舩

劃
１
Ｊ
－
に
畑
定
す
る
耶
項
の
ほ
か
、
当
股
人
巾
折
訟
が

既
に
係
属
す
る
裁
判
所
及
び
当
砿
人
率
訴
詮
に
係
る
事

件
の
表
示
を
記
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
関
連
鯖
求
の
訴
え
の
斫
状
の
記
戦
巾
項
・
法
鯆
十
七

条
）

第
十
二
条
挫
第
十
七
条
（
関
連
論
求
の
併
合
等
）
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
人
中
斫
訟
に
係
る
餉
求
の
原
因
で
あ

項
）
第
一
項
及
び

（
訴
状
の
記
載
事
項
）

’
第
十
一
条
人
事
に
間
す
る
腓
え
を
提
起
す
る
に
当
た
り

、
当
骸
訴
え
に
係
る
人
市
斫
訟
の
目
的
と
同
一
の
身
分

関
係
の
形
成
又
は
存
否
の
砿
腿
を
目
的
と
す
る
賄
求
に

係
る
人
耶
斫
訟
が
既
に
係
属
し
て
い
る
と
き
は
、
訴
状

に
は
、
民
恥
訴
舩
規
則
第
五
十
三
条
（
斫
状
の
肥
載
事

項
）
輔
一
項
及
び
剰
刺
副
到
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、

当
麟
人
血
斫
訟
が
既
に
係
脳
す
る
裁
判
閥
及
び
当
砿
人

耶
翫
舩
に
係
る
耶
件
の
麦
示
を
記
戴
Ｌ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
関
連
謂
求
の
所
え
の
斫
状
の
記
戟
耶
唄
・
松
第
十
七

条
）

鋪
十
二
条
法
節
十
七
桑
（
間
池
紬
求
の
併
合
等
）
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
人
率
訴
舩
に
係
る
舗
求
の
原
因
で
あ

（
訴
状
の
配
載
耶
項
）

二
九
・
一

二

九



ll
る
率
実
に
よ
っ
て
生
じ
た
棚
害
の
賠
償
に
閲
す
る
硝
求

を
目
的
と
す
る
釿
え
を
家
庭
裁
判
所
に
提
起
す
る
と
き

は
、
腓
状
に
は
、
民
事
斫
訟
規
則
鮒
五
十
三
条
（
斫
状

の
記
載
事
項
）
第
一
項
及
び
剰
呵
割
珂
Ｊ
刺
刊
ゴ
洲
口
倒
割
引

剛
剣
判
叫
隅
剖
別
Ｊ
１
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
当
麟
人

事
腓
舩
が
当
鮫
家
庭
裁
判
所
に
既
に
係
属
す
る
旨
及
び

当
談
人
耶
脈
舩
に
係
る
砺
件
の
表
示
を
記
戦
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
利
害
間
係
人
に
対
す
る
訴
訟
係
属
の
通
知
・
法
第
二

十
八
条
）

第
十
六
条
法
第
二
十
八
条
（
利
害
関
係
人
に
対
す
る
訴

舩
係
属
の
通
知
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
剣
劇
州
可

の
上
掴
に
掲
げ
る
既
え
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同1 ||’

災
の
下
楓
に
定
め
る
稀
で
斫
舩
記
録
上
氏
粕
及
び
住
所

又
は
居
所
が
判
明
し
て
い
る
も
の
に
す
る
も
の
と
す
る

MII

（
民
事
訴
舩
規
則
の
適
用
関
係
・
法
第
二
十
九
条
）

、
刊
冊
Ⅲ
利
利
人
車
斫
訟
に
間
す
る
手
続
に
つ
い
て
の
民
事

斫
舩
規
則
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
規
則
第
百

四
条
（
証
拠
調
べ
の
再
窺
託
の
通
知
）
・
中
「
地
方
裁
判

所
」
と
あ
る
の
は
．
「
家
庭
戯
判
所
』
と
す
る
．

（
利
害
関
係
人
に
対
す
る
訴
舩
係
属
の
通
知
・
法
第
二

十
八
条
）

第
十
六
条
法
第
二
十
八
条
（
利
害
関
係
人
に
対
す
る
所

訟
係
風
の
通
知
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
別
剖
珂
の
上

棡
に
掲
げ
る
訴
え
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
桐
に
定
め
る
者
で
訴
訟
記
録
上
氏
名
及
び
住
所
又
は

居
所
が
判
明
し
て
い
る
も
の
に
す
る
も
の
と
す
る
。

る
東
夷
に
よ
っ
て
生
噂
た
損
害
の
賠
償
に
閲
す
る
鯖
求

を
目
的
と
す
る
訴
え
を
家
庭
裁
判
所
に
提
起
す
る
と
き

は
、
師
状
に
は
、
民
事
斫
舩
規
則
第
五
十
三
条
（
腓
状

の
記
載
耶
項
）
第
一
項
及
び
潮
呵
副
到
に
規
定
す
る
事
項

の
ほ
か
、
当
腋
人
耶
釿
舩
が
当
腋
家
庭
裁
判
所
に
既
に

係
属
十
る
時
及
び
当
骸
人
事
所
舩
に
係
る
本
件
の
表
示

を
肥
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

二
九
三

一
九
四

llllllllll !"lllll
疋
の
一
部
が
取
り
滴
さ
れ
た
螺
合
埣
の
眼
蜘
ｎ
ｕ
ｌ
荊
ゴ

こ
九
六

二
九
五



'1"II
二
九
七

九
八

fi
1

I |I 11 ;|1I
［
所
股
〕

二
九
九

一
○
○



I I I I

’
1

3 I|
紙
脚
下
命
令
に
対
す
る
即
時
抗
告

町
Ⅱ
》

却
下
の
命
令
に
対
し
即
酬
鯏
畑
間
紐

〔
新
設
〕

［
新
般
〕

〔
新
股
〕

〔
斯
設
］

二

○

→

三

○

I ■ I
釧
測
斗
卿
劃
副
劉
日
叫
１
引
間
制
剃
ｄ
刻
刻
剖
瑚|

I

I
I

’
：

を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

〔
新
設
〕

［
新
設
〕

〔
新
設
〕

三

○

三

○
四



1

''1℃FWI
I

11 ’I
潤
刺
剴
切
馴
川
剴
甸
瀬
州
川
訓
刈
剴
』
と
が
で
き
る
‐

皿
‐
刺
制
日
州
剰
門
ｕ
創
訓
剛
剖
倒
剛
剤
「
日
な
い
。
た
だ
し
、
数
判

劃
到
副
判
對
吋
娼
送
途
す
る
こ
と
が
で
き
る

、
『
鋼
１
劃
割
同
渡
し
の

［
新
股
〕

〔
新
設
〕

［
新
設
〕

三
○
五

○

六

』1

1℃| ‘|I |I
：

’
川
刎
騨
罰
馴
額
を
予
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

“
‐
叫
引
１
Ｊ
Ｊ
胸
訓
割
詞
詞
司
双
方
が
音
戸
の
送
受
値
に
よ’

1
上
皆
を
鵬
起
す
る
と
き
は

欽
判
所
又
は
受
命
故
判
官
若
し
く
は

2上
ID

状

［
新
股
〕

〔
新
餓
〕

［
新
股
〕

I

三
○
七

○

八
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０
０
１
９
０
６
０
０
■
Ｕ
Ｄ
０
６
■
Ｄ
Ｏ
Ｏ
Ｄ
Ｂ
Ｄ
Ｏ
Ｄ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
８
０
１
９
１
１
０

別
亥
鋪
一
（
鋪
十
六
条
側
係
墓

０
▲
■
ｑ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
《
■
０
０
“
■
、
“
１
口
■
△
Ｏ
ｐ
Ｈ
ｐ
Ｂ
△
，
今
Ｉ
△
９
４
全
９
全
０
０
４
９
０
－
日
０
０
●

〔
表
略
］ I,叩

|I llI
に
限
る

Ｕ
７
的
“
久
瓜
Ⅷ
え
哩
嗣
油

剛
三
十
条
の
亘
（
和
餅
等
叫
飼
醗
劉
副

睦
諾
に
つ
い
て

０
０
９
■
０
０
Ｄ
ｐ
９
０
０
９
１
１
１
Ｉ
Ｏ
１
０
０
９
０
０
４
０
８
ａ

一
別
炎
（
鋪
十
六
条
関
係
二

ｒ
Ｏ
Ｄ
Ｄ
０
０
９
６
０
０
０
９
０
０
０
０
０
０
６
０
ｇ
８
０
０
■
、
Ｏ

［
表
同
上
］

［
新
設
］

［
新
設
］

三
○
九○

0

州：
－

群

｜
’

一
一
一
一

：
鯏

二

十
二
一
条 #蝿

誰
111

又
は
穂
鶴
的
記
録

：

： ：



ー

翻胴綱淵！

◆

一
一
一
一
一
一
一

、

三
■■■■

四

f

剛

ノ

三
■■■■

五

一
二
一
｛
ハ



｜

測州紺測

■

蝿｜ '；

＝

一
・
八 七

ニゴ
F二

：

○ 九

:i

;i
し
た
剛
慰

…
倣
配
蝉

当
醸
珈
項
を
鉦
明

の
交
付
若
し
く
は 灘

幸
４
Ｊ
四
日
も
。
■
Ｐ
ｆ
珀
・
■
■
閣
口
Ｆ
Ｐ
ｊ

1 ；調，
膿
す
戸
令
馴
耶
α
副

；
柚
騏
又
は
馴
極
に

本
α
交
付
‐
そ
の



I
劉判：

氏

一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
七
一

割

一亀

二

四

一
》
一
一
一
一
一
一

■
■
ｆ
■
ｄ
４
Ｄ
８
Ｉ
ｇ
８
ｊ
８
皇
Ｄ
Ｊ
、
“
４
４
Ｊ
ｊ
■
８
０ 鯛 雛；

淵
舗
叩
噸
を
証
明
し

…
交
付
若
し
く
吋
当

制 § 削



や 計

一
二
一
一
一
ハ

三

二

五

三
二
八

三

二

・七



ざ二

九

三

三

○

一
〃
一
一
一
一
■
一

一
一
一
一
一
一



－

－

…
｜
…

－

Ⅱ■■■■■■■■■■

二

彗

四

一
一
一
一
一
一
一
一
一

斜

②
－
０
■
Ｊ
守
ら
■
■
Ｆ
ク
ニ
ロ
ー
ニ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
↑
・
ロ
卓
一

託
飼
罰
噸
等
）

－

三

三

五

二
一
二
一
ハ

'1 ：
第
八

’
七
条

口
醐
弁
詮
に
係
る

… 瀬
ｌ
る
よ
・
フ

郷
旋
輔
し
た
凹
面
の

に
石
き
、
こ
れ
を

に’

！
謝婁
縦
愉

手
続
の

を
交
付
す
る
よ
う

を
記
載
し
た
沓
面

条
（
踊
了
呼
出
状

い
て
談
み
替
え
て

Ｉ
係
）
節
二
噸
に
茨

十
八
条
（
民
廟
訴

！ I
鋪
十
八
条
②
七
（

…
側
訂
二
十
胆
舟
）

:i
訓

： ;リ
の
作
成

：
に
用
い
る I ； ； ；

鯛 ；
噸
宙
を＃
孫
付
し
な ；

’ ヨ ；



副蝿
｜
’

1■■■■■■■■■■

脚

本
Ⅱ
脳
本
又
は

■■■■■■■■■■、

三

三

七

三
三
八

｡洞

三
三
九

三
四
○

釘
信
皿
十
二

斜

』＄
所
智
駈

宮
Iオ

；
猟
二
噸
鋪
四
噸

： ；
湖

；
証
人
の
宣
樋
）
第

…
第
十
八
条
の
七
（

Ｉ
Ｕ
１
て
１
１
ｋ
Ⅲ

錦
二
噸
及
ひ
擬
玉

；



－

I
鋼

｜
Ｊ
ｊ
ｄ
口
』
。
ご
Ｊ
１
今
Ｊ
１
’

三

四

二二

四

’
０
．
、
‐
ｑ
■
刊
ｑ
ｌ

調 難
１
Ⅱ
０
１
“
“
タ
グ
Ｉ
４
ｄ
ｑ
４
ｌ

三

四

三

二
四
四

四
十
九
条
の

’四 条
の
・
一
第
二…
節
百
四
十
九

’

ｊ
琳
訂
誕
好
側
灘;。

捉
吐
輔
）
並
Ｕ
に

４…
錦
し
た
記
録
卿
体

調
縦雛

０
と
Ｊ
Ｉ
ｒ
い
飢
三
散
即
亟
叫
司
り

…
る
こ
と
を
示
す
と 灘

梢
訣
智
に
躯
宅
糾

Ｉ
体
』
と
散
み
材
え

ｌる



三
四
五

三

四

六

"，|‘#|調|調
一
一
一

三
四
七

三

四

八

砿
し
の
方
式
の
特

適
用
す
る
怯
節
二…
い
て
航
み
糊
え
て

係
）
第
三
噸
に
龍

訴
訟
注
の
適
用
股

二
十
九
条
（
民
廟

’i
』

裁
判
所
書
記
官
が…
通
知
す
る
た
め
に

竜
か
及
乞
た
こ
脳
を 鯛

＃
訣
名
又
側
稲
子
判

…
！

又
個
剰
訣
画
侭
仙

；



耐 ;

三
五
○

三
四
九

三

五

一

五

ノ

；
副
申
立
て
通
知
智

拘
名
」
と
沙
を
αＩ ；

ガ
告
扮
逝
伍
胡
△
口
に

…
八
条
②
十
三
（
上

節
一
噸
並
び
に
人

…
上
借
受
斑

…
申
立
て

』
と
あ
る
戯
は
一

ｐ
ｄ
Ｈ
Ｉ
ｊ
二
屯
●
Ｊ
■
例
伊
も
１
＆
“
日
『
〃
４
４
０



（
家
耶
耶
件
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

館
四
条
家
事
聯
件
手
続
規
則
（
平
成
二
十
四
年
晶
商
裁
判
所
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
餉
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
梱
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
燗
棡
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

吾＝

五

三

三
五
四

第
一
章
総
則

第
一
節
家
砺
審
判
の
手
続

［
第
一
歌
～
第
三
款
略
〕

鯆
四
献
亭
実
の
調
査
及
び
証
拠
調
べ
（
第
四

十
四
条
１
荊
刺
刊
河
対
劉
利
削
叫
）

［
第
五
款
～
第
八
款
略
］

［
第
二
節
～
第
五
節
略
］

［
第
二
章
略
］

［
第
三
編
，
第
四
縞
略
］

附
則（

当
駆
者
等
が
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
の
記
戦
車

項
）

第
一
条
申
立
書
そ
の
他
の
当
耶
者
、
利
害
関
係
参
加
人

剣
副
引
団
刈
馴
叫
刎
刊
副
刺
引
側
刻
可
側
捌
釧
刊
釧
矧
ｌ
詞
剃
刷
醐
則

「
剃
到
訓
到
も
の
と
す
る
。

［
一
～
五
略
］

［
２
略
］

（
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ

る
提
出
）

第
二
条
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
番
而
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
を
除
き
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
し
て
送
信
す
る

こ
と
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
又
は
代
理
人
が

又
は
代
理
人
が
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
に
は
、
吹

に
掲
げ
る
班
項
を
記
載
し
、
当
事
者
、
利
害
関
係
参
加

第
一
章
［
同
上
］

輔
一
節
［
同
上
〕

［
第
一
献
～
第
三
歌
同
上
］

第
四
款
邪
実
の
調
査
及
び
証
拠
鯛
ぺ
（
鋪
四

十
四
条
ｌ
剃
川
利
可
刺
剖
調
）

［
第
五
歎
～
第
八
款
同
上
］

〔
第
二
節
～
第
五
節
同
上
］

［
節
二
章
同
上
］

［
第
三
編
・
第
四
編
同
上
〕

附
則（

当
蛎
者
等
が
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
の
記
戦
蛎

項
）

第
一
条
申
立
醤
そ
の
他
の
当
耶
者
、
利
害
関
係
参
加
人

〔
一
～
五
同
上
〕

［
２
同
上
］

（
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ

る
提
川
）

第
二
条
［
同
上
］

又
は
代
理
人
が
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
に
は
、
次

に
掲
げ
る
率
項
を
記
戦
し
、
当
事
者
、
利
害
関
係
参
加

人
又
は
代
理
人
が
制
型
判
州
剛
訓
測
到
も
の
と
す
る

三
五
五

三
五
六

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
皿
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。

改
正
後

改
正
前



||’
釧
倒
笥
叫
１
削
剥
到
刮
則
剥
剖
割
叫
珂
創
剥
州
引
洲

刻
剃
測
洲
割
認
創
刷
１
側
剖
刻
団
瑚
矧
釧
山
矧
剖
剖
叫

1 ［
三
～
五
略
〕

〔
２
．
３
略
］

Ｉ
副
胸
剖
剥
倒
酬
制
倒
測
剖
１

I I
催
告
す
べ
き
珈
噸
を
公
告
し
て
す
れ
‐
閲
Ｊ
魁
馴
割
引
１
コ
伽

冒
略
］

二
家
蛎
耶
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
泌
律
第
五
十

二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
二

に
お
い
て
準
剛
す
る
民
耶
訴
舩
怯
（
平
成
八
年
法
伸

第
百
九
号
）
第
百
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

［
新
設
］

［
三
～
五
同
上
］

［
２
．
３
同
上
］

［
一
同
上
］

二
家
啼
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
神
第
五
十

二
号
．
以
下
『
法
」
と
い
う
◆
）
鋪
三
十
八
条
の
二

に
お
い
て
準
用
す
る
民
嚇
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律

第
百
九
号
）
第
百
三
十
三
条
節
二
項
の
規
定
に
よ
る

翻
剖
呵

三
五
八

三
五
七

第

1’
十 資 へ

五 科 法

条 の 人
提 で

家 出 な
事 等 い

事 ・ 祉

件法 団

の 第 又
手 十 は

続 七 財

に 条団

お … の

け 当

る 事
法 者

人 能

で 力
な の

い 判

社 断 |’
劃
４
１

（
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
の
方
式
等
に
関
す
る
民
蛎
訴

訟
規
則
の
準
川
）

第
五
条
閏
捌
剖
咽
謝
刷
訓
鯛
珂
訓
鍋
割
到
釧
珂
剰
捌
倒
到
割
到
の

規
定
は
家
邸
窮
件
の
手
続
に
お
け
る
申
立
て
そ
の
他
の

申
述
の
方
式
回
訓
Ｊ
到
り
、
同
規
則
第
五
条
の
規
定
は
家|I ||’

（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
の
当
亦
者
能
力
の
判
断

資
料
の
提
出
等
・
法
第
十
七
条
）

第
十
五
条
家
珈
邸
件
の
手
続
に
お
け
る
法
人
で
な
い
社

（
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
の
方
式
等
に
関
す
る
民
事
訴

訟
規
則
の
準
用
）

第
五
条
田
刺
剥
剛
珂
棚
酬
刊
剴
判
瑚
川
矧
刺
割
剛
鋼
判
雨
渕
到
叫

荊
刮
訂
司
「
銅
。
』
詞
の
規
定
は
家
亦
邸
件
の
手
続
侭
お
け

る
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
の
方
式
回
訓
訓
呵
ｄ
１
剖
叫
測
剛
『

耐
劃
判
測
口
剖
則
Ⅶ
ｑ
、
同
規
則
鋪
五
条
の
規
定
は
家
蛎
事

件
の
手
続
に
お
け
る
番
顛
の
記
載
の
仕
方
に
つ
い
て
咽
，

川
剥
却
判
Ｉ

三
五
九

二

六

○



引
刈
剴
呵
劉
刎
削
吋
１
斗
耐
ヨ
叫
司
訓
山
剥
咽
剖
鯏
馴
利
到
釧
刎
刈
到

村
刈
利
ｌ

（
手
続
費
用
に
閲
す
る
民
耶
跡
舩
規
則
の
舶
用
・
法
第

；
一
十
一
条
）

第
二
十
条
民
蛎
腓
舩
規
則
筋
一
幅
節
四
歳
鋪
一
節
の
側

団
又
は
財
団
の
当
市
者
能
力
の
判
断
資
料
の
提
出
に
つ

い
て
は
民
耶
訴
訟
規
則
期
Ｈ
制
到
鍋
銅
。
Ｊ
側
の
規
定
を
、

家
耶
事
件
の
手
続
に
お
け
る
法
定
代
理
権
及
び
手
続
行

為
を
す
る
の
に
必
要
な
授
権
の
趾
明
に
つ
い
て
は
同
規

則
剰
判
判
叫
剰
封
到
Ｊ
列
の
規
定
を
増
刷
期
川
副
１
Ｊ
訓
呵
刷
割
司

剛
ｄ
４
ｊ
ｌ
は
、
手
続
費
用
（
家
本
審
判
及
び
家
事
調
停

に
閲
す
る
手
続
の
費
用
を
い
う
。
節
五
十
一
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
負
担
に
つ
い
て
縮
用
す
る
。
こ
の
鯛
合

に
お
い
て
・
例
規
則
第
二
十
四
条
第
二
噸
中
「
斫
舩
費

川
又
は
和
解
の
費
州
」
と
あ
る
の
は
｛
手
統
費
朋
（
家

事
群
判
及
び
家
中
調
停
に
閲
す
る
手
続
の
費
川
を
い
う

．
）
又
は
家
耶
車
件
手
統
法
（
平
成
二
十
三
年
法
祢
第

五
十
二
砂
）
第
二
十
九
条
鋪
四
項
の
斫
訟
費
剛
」
と
、

費 第
用 二

等 十

一 八

と 条
、 中

同 一

蜆 訴

則 舩

、
脾
廊

並
び
に
同
規
則
剰
引
利
呵

段

の

を

（
手
挟
費
刑
に
関
す
る
民
巾
斫
訟
規
則
の
加
川
．
法
輔

三
十
一
条
）

節
二
十
条
民
珈
斫
離
規
則
第
一
幅
節
四
軍
飾
一
節
の
側
，

刺
ぱ
、
手
続
費
刑
（
家
車
審
判
及
び
家
珈
剛
体
に
関
す

る
手
続
の
貸
川
を
い
う
。
鏑
五
十
一
条
に
お
い
て
同
じ

団
又
は
財
団
の
当
事
者
能
力
の
判
断
資
料
の
提
出
に
つ

い
て
は
民
蛎
訴
訟
規
則
瀬
叫
制
矧
詞
の
規
定
を
、
家
砺
事

件
の
手
続
に
お
け
る
法
定
代
理
椎
及
び
手
続
行
為
を
す

る
の
に
必
要
な
授
権
の
証
明
に
つ
い
て
は
同
規
則
調
叫
叩

到
劉
．
州
閏
の
規
定
を
潤
副
珂
制
刈
利
１

．
）
の
負
担
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
規
則
輔
二
十
四
条
第
二
項
中
「
翫
訟
費
附
又
は

和
解
の
費
剛
」
と
あ
る
の
は
「
手
続
費
用
（
家
喋
審
判

及
び
家
耶
嗣
停
に
関
す
る
手
続
の
費
用
を
い
う
。
）
又

は
家
事
耶
件
手
統
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
輔
五
十
こ

り
）
輔
二
十
九
条
弼
四
項
の
斫
舩
費
朋
」
と
、
剛
刺
「
並II'1

ｰ

と

読

み

替

え

る

も
の

と

す
る

び
に
同
規
則

一
ニ
ー
ハ
ー

一
二
一
ハ
ー
↓

鯆
二

I‐

く
。
）
を
翠
州
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則

第
三
十
九
条
中
「
地
方
裁
判
所
』
と
あ
る
の
は
、
「
家

庭
裁
判
所
」
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る
・

刈
對
週
荊
刊
割
郵
剥
刷
掴
剛
叫
刷
到
制
劉
馴
刷
劇
叫

第
三
十
四
条
）

第
二
十
二
条
受
命
裁
判
商
又
は
受
旺
織
判
官
が
行
う
家

事
取
件
の
手
続
の
潮
削
剥
呵
棡
制
制
鋼
叫
測
呵
『
は
、
そ
の
狼

判
官
が
州
刈
り

（
送
達
・
法
第
三
十
六
条
）

第
二
十
五
条
送
巡
に
つ
い
て
は
、
腿
巾
腓
訟
規
則
輔
一

細
節
五
章
節
四
節
の
規
定
（
岡
脱
則
鋪
四
十
一
条
輔
二

項
１
剖
瑚
イ
制
阿
痢
刮
副
劉
剃
凹
飼
鯏
劉
斗
綱
１
綱
細
引
吋
利
剥
詞
調 ilII

Ｊ
刺
『
鯛
ｕ
刈
制
引
叫
司
耐
制
刊
Ⅶ
ｌ
剖
刈
制
劃
叫
叫
醐
判
剥
醐
期

ｕ
剖
副
叫
刎
制
画
と
疵
み
特
え
る
も
の
と
す
る
。

（
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
披
判
向
の
剛
刺
凰
叫
澗
剥
了
払

。
列
酬
甸
フ
ァ
イ
ル
に
配
蹄
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は

の
規
定
を
除

三
十
四
条
）

第
二
十
二
条
受
命
紋
判
官
又
は
受
妊
裁
判
官
が
行
う
家

耶
砺
件
の
手
続
の
明
剖
叫
は
、
そ
の
故
判
簡
が
淵
制
割
引
剣

（
送
連
・
法
輔
三
’
六
条
）

第
二
十
血
条
送
達
に
つ
い
て
は
、
睡
嘱
斫
訟
規
則
第
一

細
第
九
章
第
四
節
の
規
定
（
同
規
則
節
四
十
一
条
節
二

項
刷
制
別
剰
凹
刊
測
副
詞
の
蜆
定
を
除
く
。
）
、
を
伽
州
す
る

。
こ
の
期
合
に
お
い
て
．
同
規
則
第
三
十
九
条
中
『
地

方
鮫
判
所
」
と
あ
る
の
は
、
「
家
庭
数
判
所
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

［
新
設
］

（
受
命
狼
判
官
又
は
受
託
故
判
官
の
刺
杣
副
馴
叫
・
法
輔

一
二
一
ハ
や
二

二

六

四



あ
る
の
は
、
「
が
記
載
さ
れ
た
」
と
醜
み
特
え
る
も
の

と
す
る
。

刈
測
卿
叫
科
Ⅶ
可
調
糾
樹
刹
可
淵
馴
刻
削
別
謝
謝
側

制
刈
副
副
叫
１
判
削
判
調
制
渕
切
澗
捌
Ⅱ
創
酬
捌
制
刈
引
珂
州
川
副
則

渕
副
判
到
洲
刈
削
１

斗
酬
側
副
倒
呵
州
。
制
函
甜
詞
則
’
昭
刈
副
Ⅶ
到
矧
詞
刎
副
制
割
珂

ｕ
刊
Ⅵ
打
刻
利
Ｉ

（
申
立
て
の
方
式
等
に
間
す
る
民
珈
訴
舩
規
則
の
準
朋

。
法
第
三
十
八
条
の
二
）

第
二
十
六
条
の
二
家
耶
邸
件
の
手
続
に
お
け
る
叩
立
て

の
方
式
等
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
規
則
剰
刮
司
呵
．
割
『

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
剛
刺
『
中
「
又
は
秘
腿
事
項

を
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
蛎
唖
が
記
戦
さ
れ
た
」
と

の
十
八
（
第
二
号
に
係
る
部
分
を
除
く
．

）

，
１
期
‐
到
冊

の
規
定
を
雛
用
す

（
申
立
て
の
方
式
等
に
関
す
る
民
耶
訴
訟
規
則
の
準
用

．
法
第
三
十
八
条
の
二
）

第
二
十
六
条
の
二
家
事
砺
件
の
手
続
に
お
け
る
申
立
て

の
方
式
等
に
つ
い
て
は
、
民
那
師
訟
規
則
輯
刈
到
判
斗
剴
詞

刎
刑
旬
引
潮
イ
副
列
割
鬮
ｄ
１
斗
Ｊ
１
剰
刮
。
Ⅱ
斗
剰
刎
判
剖
珂
「

あ
る
の
は
、
「
が
記
戦
さ
れ
た
」
と
銃
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

［
新
設
〕

〔
新
設
］

Ｈ
剖
斗
の
規
定
を
準
用
す
る
。

を
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
が
記
載
さ
れ
た
」
と

こ
の
場
合
に
お
い
て
、

場
合
に
お
い
て
、

一
二
一
ハ
ー
ハ

三

六

五

同

中
「
又
は
秘
匿
珈
項

Ｉ
も

（
参
加
の
申
出
の
方
式
等
・
法
第
四
十
一
条
等
）

剰
イ
司
河
卸
劉
剰
剴
斗
［
略
］

（
期
日
及
び
期
日
調
谷
に
関
す
る
民
耶
訴
訟
規
則
の
準

用
・
法
第
四
十
六
条
）

第
：
一
十
三
条
民
郡
訴
訟
規
則
第
六
十
八
条
か
ら
荊
叫
剴
吋

引
剰
剥
剖
１
１
荊
矧
叫
刈
創
詞
及
び
第
七
十
七
条
的
段
の
規

定
・
は
、
家
耶
審
判
の
手
続
の
期
日
及
び
期
日
鯛
書
に
つ

い
て
準
用
す
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
別
剰
劃
判
可
呵 || ||’ |l℃

副
剴
刈
瑚
剛
１
Ｊ
可
測
封
馴
刈
剛
割
剰
呵
刊
側
倒
制
飼
Ⅶ
釧
判
制
則
利

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

わ
せ
、
当
餓
期
日
に
お
け
る
行
為
も
‐
行
型
判
也
ろ
‐
ｕ
封
司
剛

（
参
加
の
申
出
の
方
式
等
・
法
第
四
十
一
条
等
）

ｌ
第
一
Ｔ
Ｔ
七
缶
宋
〔
同
上
］

（
期
日
及
び
期
日
調
書
に
間
す
る
民
亦
訴
訟
規
則
の
準

用
・
法
鯆
四
十
六
条
）

節
三
十
三
条
民
事
訴
訟
規
則
輔
六
十
八
条
か
ら
荊
叫
刊
吋

利
剣
制
引
可
及
び
節
七
十
七
条
舸
段
の
規
定
は
、
家
蛎
審

判
の
手
統
の
期
旧
及
び
期
日
調
書
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
剛
剥
帥
劉
判
司
刊
川
劉
剃
刊
．
州

〔
新
設
］
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六
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1』

JI||
〔
新
股
〕

［
新
設
〕

’
え
る
も
の
と
す
る
。

三
六
九

三
七
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み
替

？
（
証
拠
胴
べ
・
法
第
六
十
四
条
）

第
四
十
六
条
家
事
審
判
の
手
続
に
お
け
る
証
拠
調
べ
に

つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
規
則
第
二
編
第
三
章
第
一
節
か

ら
第
六
節
ま
で
の
規
定
（
同
規
則
飾
九
十
九
条
第
二
項

、
第
百
条
、
第
百
一
条
、
卿
討
副
剴
珂
刺
イ
コ
矧
到
荊
制
副
刈I

痢
司
判
叫
Ｈ
４
釧
詞
制
割
引
の
規
定
を
除
く
。
）
を
維
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
酬
剥
剰
珊
．
制
判
判
欄
酬
副
劉
馴
到

剛
側
帥
渕
劉
剥
刺
刺
創
馴
珂
呵
判
観
測
創
潤
例
刻
割
河
呵
刷
１
４
句

延
べ
さ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

町
に

醜
み
替
え
る
も

（
証
拠
副
べ
・
法
第
六
十
四
条
）

鋪
四
十
六
条
家
耶
審
判
の
手
続
に
お
け
る
証
拠
調
べ
に

つ
い
て
は
、
民
事
訴
舩
規
則
筋
二
編
蕊
三
章
第
一
節
か

ら
第
六
節
ま
で
の
規
定
（
同
規
則
第
九
十
九
条
第
二
項

、
第
百
条
、
鋪
百
一
条
、
剰
司
副
剴
瑠
剛
斗
司
ｌ
荊
刮
イ
莉
呵

斗
釧
羽
測
制
副
判
司
剴
叫
川
創
調
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用

す
る
。
こ
の
鳩
合
に
お
い
て
、
ゴ
剖
矧
叫
刎
制
列
刺
刺
１
ゴ
叫

渕
コ
ー
剖
捌
刈
副
呵
刷
１
コ
割
刺
刺
魁
剃
汀
緬
制
矧
叫
期
ゴ
判
到
制
詞

〔
新
股
］

〔
２
～
４
同
上
］

'1！ ｜
の

と

寸・

る
O

読
み

替

え

る

も

三

七
一

三

七

一



調
割
副
凹
刊
引
副
詞
刎
刎
創
叫
岡
制
刷
Ｈ
同
調
制
副
判
謝
刎
創
刊
到
珂

澗
剖
到
叩
引
刈
司
引
洲
剥
Ⅵ
剖
副
判
ｌ

（
即
時
抗
告
の
規
定
及
び
民
獅
訴
訟
規
則
の
恥
用
・
法

第
九
十
六
条
）

第
六
十
八
条
〔
略
］

２
民
辮
訴
訟
規
則
第
五
十
条
の
二
、
第
百
九
十
条
第
一

項
、
第
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
三
条
、
第
百
九
十
六

？ 1
釧
渕
斗
凋
呵
創
矧
割
叫
叫
１
劇
叫
叫
凋
釧
ｄ
刻
刻
剖
遡

'’ |’
（
即
時
抗
借
の
規
定
及
び
民
班
訴
訟
規
則
の
準
用
・
法

第
九
十
人
条
）

第
六
十
八
条
［
同
上
〕

２
民
荊
訴
訟
規
則
第
五
十
条
の
二
、
第
百
九
十
条
第
一

項
、
節
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
三
条
、
第
百
九
十
六

［
新
設
］

［
新
設
］

三
七
四

三

七

三

出
替
の
提
出
期
間
）
」
と
あ
る
の
は
『
家
乎
耶
件
手
続

規
則
第
六
十
三
条
」
と
、
「
第
百
九
十
条
（
法
第
三
百

十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
上
告
理
由
の
記
載
の
方

式
）
又
は
節
百
九
十
一
条
（
怯
第
三
白
十
二
条
第
三
項

の
上
告
理
由
の
記
載
の
方
式
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
規

則
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
剛
す
る
第
百
九
十

条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

グ

（
即
時
抗
告
等
の
規
定
及
び
民
事
訴
訟
規
則
の
準
用
・

法
第
九
十
八
条
）

第
六
十
九
条
〔
略
〕

２
民
蛎
訴
舩
規
則
節
百
九
十
二
条
、
鋪
百
九
十
三
条
、

第
百
九
十
六
条
及
び
第
百
九
十
九
条
節
一
項
の
娩
定
は

法
第
九
十
七
条
第
二
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
岡
規
則

条
及
び
第
二
百
二
条
の
規
定
は
、
特
別
抗
告
及
び
そ
の

抗
告
群
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
。
刎
副
剰

剖
釧
副
到
叫
制
１
剖
叫
捌
訓
淵
判
判
廿
鋼
刎
引
．
１
斗
耐
判
釧
到
岡

（
即
時
抗
告
等
の
規
定
及
び
民
珈
翫
訟
規
則
の
遜
用
・

法
第
九
十
八
条
）

第
六
十
九
条
［
同
上
］

２
民
邪
訴
訟
規
則
第
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
三
条
、

第
百
九
十
六
条
及
び
第
白
九
十
九
条
第
一
頃
の
規
定
は

法
第
九
十
七
条
鞆
二
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
同
規
則

条
及
び
第
二
百
二
条
の
規
定
は
、
特
別
抗
告
及
び
そ
の

抗
告
審
に
閲
す
る
手
統
に
つ
い
て
錨
用
す
る
。
副
剖
制
瑚

剖
馴
測
矧
呵
可
、
同
規
則
第
百
九
十
六
条
第
一
項
中
「
第

百
九
十
四
条
（
上
告
理
由
書
の
提
出
期
間
）
」
と
あ
る

の
は
一
家
覗
蛎
件
手
続
規
則
輔
六
十
三
条
」
と
、
一
輔

百
九
十
条
（
法
飾
三
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

上
告
理
由
の
記
載
の
方
式
）
又
は
第
百
九
十
一
条
（
法

輔
三
百
十
二
条
節
三
頃
の
上
告
理
由
の
記
載
の
方
式
）

』
と
あ
る
の
は
『
同
規
則
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
鋪
百
九
十
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

＝
一

七
一

′、

二
七
五



溌
十
六
条
輔
一
項
中
「
節
百
九
十
四
条
（
上
告
理
由
醤
の

提
出
期
間
）
」
と
あ
る
の
は
「
家
巾
蛎
件
手
続
規
則
第

六
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み
特
え
て
準
用
す
る
同

規
則
第
六
十
三
条
」
と
、
「
第
百
九
十
条
（
法
第
三
百

十
二
条
節
一
項
及
び
節
二
項
の
上
告
理
由
の
記
戦
の
方

式
）
又
は
第
百
九
十
一
条
（
法
第
三
向
十
二
条
第
三
項

の
上
告
理
由
の
記
載
の
方
式
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
規

則
第
六
十
九
条
第
二
頂
に
お
い
て
恥
川
す
る
第
百
九
十

九
条
第
一
項
」
と
、
伺
条
第
二
項
中
「
法
節
三
百
十
六

条
（
原
裁
判
所
に
よ
る
上
告
の
却
下
）
第
一
頃
第
二
号

の
規
定
に
よ
る
上
告
却
下
」
と
あ
る
の
は
「
家
砺
珈
件

乎
続
法
第
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
の

劉
刎
制
酬
引
‐
調
剰
周
園
甜
栽
さ
せ
る
」
と

同
規
則
第
百
九

第
二
百
条
の
規
定
は
法
第
九
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
同
規
則
第
五
十
条

の
二
及
び
第
二
百
二
条
の
規
定
は
許
可
抗
告
の
抗
告
審

に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
副
‐
呵
劉
剖
削
Ｈ
判

叫
‐
可
、
同
規
則
第
百
九
十
六
条
第
一
項
中
「
第
百
九
十

四
条
（
上
告
理
由
密
の
提
出
期
間
）
』
と
あ
る
の
は
「

家
事
亨
件
手
続
規
則
第
六
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
醜

み
替
え
て
砿
用
す
る
同
規
則
節
六
十
三
条
」
と
、
「
第

百
九
十
条
（
法
第
三
百
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の

上
告
理
由
の
記
載
．
の
方
式
）
又
は
第
百
九
十
一
条
（
法

第
三
百
十
二
条
節
三
項
の
上
告
理
由
の
記
載
の
方
式
）

」
と
あ
る
の
は
「
同
規
則
第
六
十
九
条
節
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
鮪
百
九
十
九
条
第
一
項
」
と
、
同
条
節
二

項
中
『
法
第
三
百
十
六
条
（
原
裁
判
所
に
よ
る
上
告
の

却
下
）
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
上
告
却
下
」
と

あ
る
の
は
「
家
率
事
件
手
続
法
第
九
十
七
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
申
立
て
の
不
許
可
」
と
、
「
法
第
三
百
十

五
条
（
上
告
の
理
由
の
記
載
）
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
家
噛
率
件
手
続
規
則
第
六
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
百
九
十
九
条
第
一
項
」
と
談
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

三
七
七
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不
許
可
」
と
、
『
法
第
三
百
十
五
条
（
上
告
の
理
由
の

記
戦
）
輔
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
家
那
覗
件
手
続
規
則

第
六
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
九
十
九

条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
期
日
調
魯
等
に
間
す
る
規
定
及
び
民
砺
訴
訟
規
則
の

準
用
・
法
第
二
百
九
十
三
条
等
）

第
百
二
十
六
条
［
賂
］

２
民
事
翫
訟
規
則
第
六
十
八
条
か
ら
討
判
旬
刊
ゴ
劉
到
判
司

１
射
判
口
Ｈ
渕
副
詞
及
び
第
七
十
七
条
前
段
の
規
定
は
、
家

事
調
停
の
手
続
の
期
日
及
び
前
項
の
調
書
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
別
剣
劇
劉
斗
刎
叫
制
瑚
側

捌
制
刈
到
同
矧
謝
瑚
刎
制
到
凋
判
創
馴
珂
呵
判
副
刺
制
瑚
例
刻
劉
河
珂

剛
１
Ｊ
句
刈
封
削
刈
剛
剣
剰
劉
川
個
別
制
闇
叫
副
封
凰
酬
倒
脇
み
桧

（
家
事
調
停
の
手
続
に
お
け
る
参
加
及
び
排
除
等
・
法

飾
二
百
五
十
八
条
）

第
百
二
十
八
条
家
嚇
調
停
の
手
続
に
お
け
る
参
加
股
び

排
除
に
つ
い
て
は
荊
引
利
呵
個
劉
剰
割
引
及
び
第
二
十
八
条

の
規
定
を
、
家
邪
調
停
の
手
続
に
お
け
る
受
継
に
つ
い

て
は
第
二
十
九
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
、

え
る
も
の
と
す
る
。

（
期
日
鋤
瞥
等
に
閲
す
る
規
定
及
び
民
耶
斯
詮
規
則
の

準
朋
・
法
第
二
百
五
十
三
条
等
）

第
百
二
十
六
条
〔
同
上
］

２
民
耶
訴
訟
規
則
第
六
十
八
条
か
ら
荊
Ｈ
訓
呵
司
剰
判
創
叩

Ｈ
川
創
詞
口
劃
刮
吋
可
釧
剖
刷
洲
割
副
馴
尚
瀬
川
刊
呵
切
剰
制
到
剴
叫

」
と
読
み
替
え
る
も
．
の
と
す
る
。

（
家
覗
調
停
の
手
続
に
お
け
る
参
加
及
び
排
除
等
・
法

節
二
百
五
十
八
条
）

第
百
二
十
八
条
家
事
調
停
の
手
続
に
お
け
る
参
加
及
び

排
除
に
つ
い
て
は
荊
斗
司
呵
倒
引
詞
及
び
第
二
十
八
条
の
規

定
を
、
家
那
調
停
の
手
続
に
お
け
る
受
継
に
つ
い
て
は

第
二
十
九
条
（
第
四
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
、
家
車 |’

及
び
第
七
十
七
条
航
段
の
規
定
は
、
家
事
調
停
の
手
続

の
期
日
及
び
前
項
の
鯛
曹
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の’

場
合
に
お
い
て
、

恥
調
停
に
関
す
る
審
判
に
対
す
る
即
時
抗
告
若
し
く

三
七
九

三

八

○



、
「
第
二
百
五
十
四
条
第
一
項
又
は
第
四
項
」
と
談
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

［
２
略
］

家
耶
調
停
に
関
す
る
審
判
に
つ
い
て
は
第
四
十
九
条
か

ら
第
五
十
一
条
ま
で
（
第
四
十
九
条
鋪
三
項
及
び
節
五

十
条
第
四
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
、
家
覗
鯛
停
に
間

す
る
審
判
以
外
の
裁
判
に
つ
い
て
は
第
四
十
九
条
鋪
三

項
、
第
五
十
条
節
四
項
及
び
第
五
十
一
条
の
規
定
を
準

用
す
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
九
条
節
一
項

中
『
第
四
十
七
条
第
一
噸
又
は
第
六
項
』
と
あ
る
の
は

家
事
副
停
の
手
続
に
お
け
る
受
命
裁
判
官
の
指
定
に
つ

い
て
は
節
三
十
六
条
の
規
定
を
、
家
珈
調
停
の
手
続
の

期
日
に
つ
い
て
は
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規

定
を
、
家
嚇
調
停
の
手
続
に
お
け
る
砺
実
の
調
査
及
び

証
拠
鯛
べ
に
つ
い
て
は
第
四
十
四
条
第
一
項
測
制
副
剰
叫

－

1
る

の
規
定
を
、

I声

f迫

よ

り

－

［
２
同
上
］

〔
新
設
］

節
一
項
又
は
節
四
項
」
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

調
停
の
手
続
に
お
け
る
受
命
裁
判
官
の
指
定
に
つ
い
て

は
鋪
三
十
六
条
の
規
定
を
、
家
事
副
停
の
手
続
の
期
日

に
つ
い
て
は
第
四
十
二
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
を

、
家
事
調
停
の
手
続
に
お
け
る
珈
実
の
調
査
及
び
証
拠

鋼
べ
に
つ
い
て
は
第
四
十
四
条
第
一
項
１
期
四
判
剥
剴
詞

測
耐
『
測
凹
ｕ
到
到
調
の
規
定
を
、
家
窮
醐
停
に
閲
す
る
審

判
に
つ
い
て
は
第
四
十
九
条
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
（

第
四
十
九
条
第
三
項
及
び
第
五
十
条
第
四
項
を
除
く
。

）
の
規
定
を
、
家
蛎
剥
停
に
関
す
る
審
判
以
外
の
裁
判

に
つ
い
て
は
節
四
十
九
条
第
三
項
、
第
五
十
条
鋪
四
項

及
び
堀
五
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
第
四
十
七
条
第
一

項
又
は
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
、
『
第
二
百
五
十
四
条

三
八

三
八
一

i
卸
六
十
八
条

｜
Ｉ

；
繩
:！ 割 I

Ｆ
Ⅲ
ｒ
０
Ｊ
、
グ
則
・
４
貯
炉

：
－

ｆ
ｈ
ｌ
ｊ
ｌ
ｊ
Ｉ
－

－

三
八
四

三
八
三

に
よ
り
作
成
さ
れ ！

（
こ
れ
ら
に
蝋
す

は
ヒ
テ
オ
テ
ー
プ

を
濁
音
テ
ー
プ
又

副

謂

三
号
に
係
る
部
分

前
条
翔
一
噸
（
第

‘
劇
６
８
ｑ
■
い
り
●
毎
口
・
ｑ
４
１
四
Ｆ
も
蛋
口
β
、
β
■
■
〃

庇
嚇
し
た
習
面
を ；

し
う
‐
）
め
記
載

一
脚
日
剛
潤
」
と

叩
峨
風
側
戸
賜
１

節
百
十
四
条
第
一

興
匹
十
六
弗
及
ひ I

る
鞍
を
含
む
！
）

す
る
こ
と
が
で
き



－

！噸
一

ヨ

ノ

！
Ｉして

ー

報
■■■

［
新
設
］

三

八

五

二
八
六

薊調調報調調
’

三

八

七

三
八
八

：
： ；

稲
子
遜
託
閏
』

１
と

呼
駈
画
一
賜
丁
一 ：
:

こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル…

； ； ＃
駝
闘
に
添
付
し
て七

…
家
耶
浦
粗
叩
件
の

適
当
と
認
め
る
も

ｌの

！
劇

綱
に
よ
り
作
成
さ
れ

； ； ：

； ＃
記
録
に
添
付
し
て

由
孔
ｑ
ダ
ダ
。
Ⅱ
咽
貞
剣
矧
Ｉ
ご
■
『
句
Ｉ
ｑ
ｊ
■
品
Ｂ
ｐ
ｄ
■
も

；1

鯛 ；
り
・
う
、
｝
く
め
》
脈

Ｉ付
一
卿
日
謡
劉
」
と

噸
の
刷
書
（
以
下

第
百
十
四
条
第
一

第
四
十
六
条
及
び ！
！；
添
付
し
な

駈
抵
し
‐
翻
簡
卵



調
一
一

謁 調

三

九

○

三

八

九

州
三
九
’
一

三
九
一

:i朔窕
第
百
二
十

“
『
雇
難
二
噸

百
二
’
二
条

第
二
項
、
鋪

駈
斜
さ
せ
な
け
れ

剛

舵
劇
さ
せ
な
け
れ

剥
０１



｜
’

句
■
‐
鼎

一
一

。
ａ
，
・
ｆ
ｑ
０
・
■
ｊ
ヴ
マ

三

九

三

三
九
側

1
三
九
五

一
九
六

革
湘
百
四
十
六

；
訂
臣
凹
十
二

斜

:i
第
百
四
十
二
条
（

I
』＃
所
省
証

官

卿

；
脚
の
申
出
）
第
二

卿

I
増

湖

I
Ⅲ
別
年
渕
罰
”
Ｕ
』
１
『
１
劃
ノ
刈
垣
「
ぬ
別

副

！

項
ま
で
及
び
第
百

第
一
項
力
ら
第
三

て’

：
僻

期
日
鯛
禽
に
つ
い

て
１
１
Ｊ
弓
『
ｆ
０
Ｆ
Ⅱ
１
８
４
８
５
〃
Ｐ
■
■
■
■
》
“
〃
『
０
Ｊ
■
日
出
Ｂ

；
み
替
え
て
準
用
す

…



｜
文
掛
晒
写
し
」
と
一

一

三
九
八

三
九
七

別
我
第
三
（
第
百
二
十
六
条
関
係
）

:i

蝿
［
新
設
］

四
○
○

三
九
九

』

1
域
区

[キ

一
胴
心
牙
伍

‐
家
廟
邪
件
手
続

Ｉ I
＃
断
箇
を
寺
伽…
燭

L

」
と
潮
み
輔
え
る 灘

胡
側
鯏
百
四
十
九

●
ズ
て
鞭
月
す
〆
・
届

に
お
い
て
読
み
轡

溌
戻
．
咳
臆
一
幅
噸



四
○
一

四
○
一

（
民
事
執
行
規
則
の
一
部
改
正
）

鋪
五
条
民
耶
執
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
最
高
栽
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
腱
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
噸
次
対
応
す
る
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
規
定

の
悔
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
掴
及
び
改
正
後
欄
に
対
鴫
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
配
部
分
に
二
敗
傍
線
を
付

し
た
蜆
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
配
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
骸
対
象
蜆
亦
を

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
削
棡
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
帥
桐
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い

な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
川
棚
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

一

｜
…

－

凶
○
三

四
○
脚

リ
割器
卸
し

て
刷
子

こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル

仙
伍
劔
母
＃
翫
燭

雛
に
係
る

駈
針
に
祁…
肘
し
て

一
牙
功
駅
牌
叩
Ｎ
ａ

適
当
と
罷
め
る
も

刺 撒
執
所
に
た
し
て

音
テ
ー
プ
‐
ヒ
デ

… ； I

倫
考
表
中
の
〔
〕
の
記
戯
及
び
対
象
娩
定
の
二
瓜
傍
線
を
付
し
た
標
肥
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
配

で
あ
る
。

劇

綱 ，
鯏
七

l、

条

；
3

！ ： ；
壹
弔
即
呈
、
画
八
口
■
ロ
ム
■
■
」

１
１
Ｊ
回

酌
配
僻
（
以
下
一

測
罰
い
い
似
〆
勺
側
日

#
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
４

＃ ；



第
・
一
条

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

剴
刈
。
Ⅶ
剛
１
副
判
羽
洲
釧
渕
叫
川
（
平
成
八
年
最
高
裁
判
所

規
則
第
五
号
）

［
第
二
目
略
］

［
節
二
獄
～
第
九
歌
略
］

［
第
三
節
略
］

［
第
三
章
略
〕

第
四
章
債
務
者
の
財
産
状
況
の
調
査

第
一
節
財
産
開
示
手
続
（
第
百
八
十
二
条
Ｉ
剰
呈
副

川
叫
刈
州
剰
剖
剴
斗
）

［
第
二
節
略
］

附
則（

催
告
及
び
通
知
）

３弟
一
章
総
則
（
輔
一
条
ｌ
荊
判
判
叫
調
刎
‐
Ｈ
ゴ

期
二
章
強
制
執
行

［
節
一
節
略
］

耐
二
節
金
賎
の
支
仏
を
目
門
と
す
る
間
聯

叩
執
行
の
手
続
に
お
探
削
旬
脳
闇
矧

て
の
強
制
執
行

邪
四
条
第
一
項
、
鋪
二
項
、
第
五
項
鵡

に

第
三
条
司

第
五
号
）

〔
節
二
目
同
上
］

［
第
二
款
～
第
九
款
同
上
］

〔
第
三
節
同
上
］

〔
第
三
章
同
上
〕

節
四
章
［
同
上
］

第
一
節
財
産
冊
示
手
続
（
第
百
八
十
一
・
条
ｌ
荊
皇
副

刈
判
刈
判
剰
）

［
第
二
節
同
上
］

附
則

（
雌
告
及
び
通
知
）

三
条
田
刺
剥
削
剥
湖
剛
『
（
平
成
八
年
最
商
裁
判
所
規
則

け
る
催
告
及
び
通
知
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合

四
○
六

四
○
五

；

M
；

|’
（
民
事
執
行
の
調
書
）

第
十
二
条
［
略
］

I
判
所
内
の
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
槌
示
し
て
行
う

明
ら
か
で
な
い
と
き
、
又
は
そ
の
濁
泓
列
訓
図
画
祠
罰
ｑ
Ｈ

２
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
民
事
訴
訟
規
則
第
四

条
館
三
項
の
規
定
は
、
法
鯆
百
七
十
七
条
第
三
噸
の
規

定
に
よ
る
催
告
に
つ
い
て
は
納
用
せ
ず
、
同
規
則
第
四

条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
五
十
六
条
第
二
項
又
は
第
五

十
九
条
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
し
、
又
は
そ

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
通
知
に

（
民
事
執
行
の
調
書
）

鋪
十
二
条
［
同
上
］

［
新
設
〕

［
新
設
］

つ
い
て
は
準
用
し
な
い
。

［
新
設
］

に
お
い
て
、
剛
剰
銅
到
刺
刊
、
節
五
項
及
び
第
六
項
中
「

裁
判
所
書
記
官
』
副
‐
制
剖
渕
引
叫
「
裁
判
所
書
記
官
又
は

執
行
官
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

四
○
八

四
○
七

改
正
後

改
正
前



：；
’' 1

２
民
珈
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
白
九
号
）
第
百
六

十
条
荊
剴
副
訓
叫
酬
荊
叫
詞
矧
ｌ
荊
劃
副
判
Ｈ
剰
制
到
斗
並
び
に

民
蛎
訴
訟
規
則
第
六
十
六
条
（
節
一
項
第
三
号
及
び
第

六
号
を
除
く
。
）
か
ら
潮
刮
叫
削
剥
銅
剣
刊
訓
剰
耐
刎
剃
剴
呵

I|’
項
の
調
書
に
つ
い
て
燗
制
刈
祠
創
利
ｌ
訓
．
叫
酬
封
副
Ｈ
料
叫
剖
Ⅶ

１
１
４
ｒ

Ｕ
″
釦

に
跣
み
替
え
る
も
の
と
す
る

粥
‐
や
八
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
も
の

の
規
定
は
、
航

２
民
耶
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
鮪
百
六

十
条
荊
訓
割
引
刺
酬
訓
到
割
別
並
び
に
民
蛎
師
訟
規
則
第
六

十
六
条
（
第
一
項
第
三
号
及
び
第
六
号
を
除
く
）
か

ら
荊
淵
Ⅱ
河
刈
剰
判
割
引
の
規
定
は
、
前
項
の
稠
番
に
つ
い

て
燗
剛
州
詞
刻
判
Ｉ

〔
新
設
］

〔
新
設
］

四
○
九

四
一
○

叫
測
卿
矧
図
矧
可
捌
割
洲
刻
刊
剰
副
剛
矧
ｕ
剛
瑚

1 ：

Iジ’
〔
新
設
］

［
新
設
］

四側
一



：

li1
＃

釧
測
斗
同
叫
刺
笥
笥
叫
叫
釧
剰
削
制
割
制
刻
刻
剖
瑚 ||I'

1

’ I
I

に
お
い
て
銃
み
替
え
矧
畑
劃
刑
罰
引
到
制
荊
洲
調
剖
圏
塊
馴
調
糊
圃

’
I

職
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

受
命
裁
判
官
劉
御
削
姻
拠
刷
弓
「
呵
剥
御

か
つ
、
こ
れ
に
署
名
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
噂

何
耶
も
隠
さ
ず
、
ま
た
、
何
卵
も
付
け
加
え
な
い

霊
定
人
の
宣
笹
却
鍬
Ｈ
Ｈ
剛
即
ｊ
閏
測
判
掴
型

に

［
新
設
］

〔
新
設
］

［
新
設
］

側
一
四

四

三

（
民
卵
斫
舩
規
則
の
準
用
）

剰
Ｊ
則
判
剥
刎
到
叩
訓
・
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

民
砺
執
行
の
手
続
に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な

い
限
り
、
民
邪
訴
訟
規
則
荊
斗
制
屑
洲
削
剥
劃
叫
矧
渕
到
則
刈 ll

1

|||I
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
民
邪
訴
訟
規
則
の
準
州
）

剰
判
判
型
剥
刎
４
斗
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
民

耶
執
行
の
手
続
に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い

限
り
、
民
恥
訴
訟
規
則
刎
刷
弼
凹
（
同
規
則
調
剴
利
Ⅶ
剰
刎
‐

［
新
設
］

［
新
設
〕

四

六

四
一
五



側
制
『
（
同
規
則

||I||’｜の規定を除 ・
く
⑤

ー

を

哨
刑
州
刮
到
馴
引
引
鋤
馴
副
到
圃
劃
勾
酬
て
、
別
表
第
一

剛
１
１
判
副
刈
封
則
刈
副
判
割
創
切
村
劇
両
削
別
凋
倒
川
副
剖
訶
句
に
暁

。
‐
測
制
副
劃
斗
冊
劉
渕
。
。
の
規
定
を
除
く
。
）
を
墹
刷
判
荊

引
副
Ｉ

四
一
七

四
一

八

I，

職I’I
［
新
設
〕

1

四
一
九

四
二
○



51

ポ

’’
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
岡
表
の
下
欄
掴
掴
淵
呵
劉 I |’

付
の
日
・
を
付
記
し
て
押
印
し
な
け
れ
ば
頗
剖
割
掴
Ⅶ

四

二

四

二

II |!'l l l
渕
副
別
到
到
刷
剖
到
司
刷
剖
咽
制
削
制
劃
剥
制
封
矧
叫
ｑ
制
創
副
矧
旬

刊
鯏
刊
引
判
刷
刊
割
判
判
引
剖
則
別
ｌ

（
公
証
人
法
烈
叫
。
Ⅱ
州
剰
割
列
。
卿
の
最
商
餓
判
所
規
則

で
定
め
る
執
行
鉦
書
の
正
本
等
の
送
達
方
法
） ||| |’

閥
つ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
旨
を
通
細
Ⅵ
引
劉
剛
判
幽
剛
劇

轡
一
百
六
十
七
条
の
斗
一
割
詞
「
咽
刎
剰
馴
淘
刷
圃
判
劉

（
公
証
人
法
剰
制
刺
川
司
剥
川
訓
引
姻
斗
制
刈
の
最
商
哉
判
所

●

規
則
で
定
め
る
執
行
証
書
の
正
本
竿
の
送
達
方
法
）

四
二
四

四

二

三



0

輔
二
十
条
公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
第
五
十
三

号
）
刎
刺
利
河
川
剥
刺
刊
．
列
の
晶
商
叔
判
所
規
則
で
定
め

る
方
法
は
、
次
項
か
ら
第
四
頃
史
で
の
申
立
て
に
基
づ

い
て
さ
れ
る
公
征
人
に
よ
る
送
達
、
執
行
官
に
よ
る
送

達
及
び
公
示
送
進
と
す
る
。

２
債
勝
者
が
執
行
証
書
の
作
成
を
公
証
人
に
嘱
託
す
る

た
め
に
そ
の
役
期
に
出
頭
し
た
と
き
は
、
償
権
者
は
、

当
峡
公
舐
人
に
対
し
、
当
砿
軌
行
証
嘗
に
係
る
公
証
人

泌
刎
制
判
川
刈
剰
制
到
刈
判
に
規
定
す
る
岱
顛
に
つ
い
て
、

公
証
人
自
ら
が
そ
の
場
で
債
務
者
に
交
付
し
て
す
る
送

達
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
３
略
］

４
値
務
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送
連
を
す
べ
き
鳴
所

が
知
れ
な
い
と
き
．
若
し
く
は
荊
川
劉
刈
及
び
公
証
人
払

荊
刺
引
河
川
剖
科
荊
剴
副
州
に
お
い
て
蹴
附
武
る
腿
珈
斫
継
鉱

節
百
七
条
第
一
頃
の
規
定
に
よ
る
送
迩
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
、
又
は
外
国
に
お
い
て
ず
べ
き
送
達
に

つ
い
て
そ
の
送
遮
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
き
は
、
債

椎
者
は
、
第
二
頃
の
書
類
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
、
債

務
者
の
普
通
裁
判
箱
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判

所
（
こ
の
徹
通
故
刊
筋
が
な
い
と
き
は
、
鮒
求
の
目
的

又
は
館
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
偵
勝
帝
の
財
産
の

所
往
地
を
管
城
す
る
地
方
紬
判
所
）
の
許
可
を
受
け
て

、
そ
の
地
方
裁
判
所
に
所
属
す
る
牧
行
官
に
対
し
、
そ

の
掛
緬
の
公
示
送
速
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

鋪
二
十
条
公
証
人
法
（
明
治
四
十
一
年
法
律
節
五
十
三

定
め
る
方
法
は
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
申
立
て
に

基
づ
い
て
さ
れ
る
公
証
人
に
よ
る
送
達
、
秋
行
官
に
よ

る
送
達
及
び
公
示
送
達
と
す
る
。

２
債
務
者
が
柚
行
証
書
の
作
成
を
公
証
人
に
頚
託
す
る

た
め
に
そ
の
役
卿
に
出
噸
し
た
と
き
は
、
債
権
稀
は
、

当
眼
公
鉦
人
に
対
し
、
当
麟
納
行
鉦
書
に
係
る
公
証
人

て
、
公
証
人
自
ら
が
そ
の
鯛
で
債
務
者
に
交
付
し
て
す

る
送
達
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
３
同
上
］

４
憤
務
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
送
達
を
す
べ
き
鵬
所

号
）
剰
刮
制
可
側
劉
旬
刊
．
劉
到
Ｊ
側
の
殿
渦
紋
判
所
規
則
で

法
剰
制
利
呵
吋
剖
科
刈
訓
制
．
刈
到
に
肌
定
す
る
苔
顛
に
つ
い

刺
ｕ
川
叫
剥
川
釧
斗
荊
剴
副
判
に
お
い
て
酷
用
す
る
民
巾
師
舩

法
節
白
七
条
鯖
一
項
の
規
定
に
よ
る
送
達
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
外
囚
に
お
い
て
す
べ
き
送
速

に
つ
い
て
そ
の
送
達
が
著
し
く
困
離
で
あ
る
と
き
は
、

債
権
者
は
、
第
二
項
の
書
顛
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
、

憤
務
者
の
普
通
裁
判
箱
の
所
在
地
を
管
縮
す
る
地
方
放

判
所
（
こ
の
将
通
栽
判
鯖
が
な
い
と
き
は
、
硝
求
の
伺

的
又
は
誌
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
価
務
荷
の
財
脆

の
所
在
地
を
管
縮
す
る
地
方
紋
判
所
）
の
許
可
を
受
け

て
、
そ
の
地
方
紋
判
所
に
所
風
す
る
執
行
官
に
対
し
、

そ
の
笹
頬
の
公
示
送
達
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

が
知
れ
な
い
と
き
、
若
Ｌ
く
は
列
到
及
び
公
肌
人
法
剃

四
二
五

四

六
b

’
叫
測
列
呵
劉
薊
劉
罰
句
剖
制
創
洲
叫
墹
制
斗
釧
釧
叫

過
釧
引
剤
叫
邦
則
叫
刈
Ｎ
到
珂
遡
制
司
刊
捌
剖
列
Ⅶ
剛
１
Ｊ
川
副
制
岡
可

剖
剣
測
詞
叩
引
訓
川
副
Ｈ
刈
剴
刊
叩
Ｊ
可
叫
洲
刑
訓
司
叫
判
刈
訓
ｌ

叩
側
刺
刎
副
墹
剛
削
句
ｌ
矧
制
刺
珂
剖
刈
副
別
酬
矧
剖
剃
剛
測
Ｉ

８
民
事
斫
訟
法
罰
創
刊
河
叫
剰
刺
刊
．
川
及
び
節
二
項
の
規

定
は
第
二
噸
の
送
達
に
つ
い
て
、
同
法
荊
刑
刊
可
刈
到
矧
ｌ

荊
司
剴
引
須
刎
斗
司
ｌ
荊
司
ヨ
ゴ
調
、
節
百
五
条
、
第
百
六
条

並
び
に
第
百
七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
民
事
斫

舩
規
則
輔
四
十
三
条
及
び
節
四
十
四
条
の
規
定
は
堀
三

（
執
行
曾
朋
等
の
額
を
定
め
る
手
続
へ
の
民
巾
訴
訟
規

則
の
準
用
）

輔
二
十
二
条
の
三
民
邪
訴
訟
規
則
荊
引
司
河
四
割
剰
可
司
刊

刷
制
剃
判
。
刺
？
第
二
十
五
条
第
一
噸
遡
制
削
引
潮
引
剴
呵
利

剰
型
Ⅲ
閃
の
規
定
は
法
第
四
十
二
条
第
四
項
（
法
第
百
九

十
四
条
．
法
第
二
百
二
条
及
び
法
飾
二
百
十
一
条
に
お

い
て
砿
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
申
立
て
及
び
岡
項
の
規
定
に
よ
る
扱
判
所

書
記
官
の
処
分
に
つ
い
て
、
同
規
則
第
二
十
八
条
の
規

定
は
法
第
四
十
二
条
第
九
項
（
法
第
白
九
十
四
条
、
注

項
の
送
遠
腱
つ
い
て
・
剛
刎
淵
叫
第
四
十
六
条
節
二
項
の

規
定
は
湘
呵
剴
到
の
公
示
送
達
に
つ
い
て
雛
剛
す
る
。

［
新
設
］

５
民
耶
誹
舩
法
剰
矧
引
引
剰
制
１
．
判
及
び
飾
一
項
の
規
定

は
鋪
二
項
の
送
達
に
つ
い
て
、
同
法
潮
割
引
司
剰
刑
刈
列
期

司
１
「
鍋
判
創
ｑ
、
第
百
五
条
、
第
百
六
条
並
び
に
節
百
七

条
第
一
項
及
び
節
三
項
披
び
に
民
事
読
訟
規
則
第
四
十

三
条
及
び
輔
凹
十
四
条
の
規
定
は
節
三
項
の
送
達
に
つ

い
て
、
剛
叫
潮
劉
副
Ｈ
Ｊ
Ｉ
剰
副
剣
Ⅶ
剰
司
判
刈
引
剰
捌
制
副
削
叫

測
咽
川
第
四
十
六
条
輔
二
噸
の
規
定
は
側
‐
卿
の
公
示
送
迩

に
つ
い
て
耐
川
す
る
。

（
執
行
費
川
等
の
紬
を
定
め
る
手
統
へ
の
民
事
斫
訟
規

則
の
準
用
）

第
二
十
二
条
の
三
民
駆
訴
訟
規
則
剰
イ
司
河
凹
剖
調
、
第
二

十
五
条
第
一
唖
測
制
訓
剰
ゴ
叫
刈
創
詞
の
規
定
は
法
掘
四
十

二
条
節
四
項
（
法
鯆
百
九
十
四
条
．
法
節
一
百
三
条
股

び
法
鋪
二
百
十
↓
条
に
お
い
て
準
川
す
る
甥
合
を
含
む

ぐ
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
岡
じ
．
）
の
申
立
て
及
び
脚

唄
の
規
定
に
よ
る
裁
判
所
書
記
官
の
処
分
に
つ
い
て
、

同
規
則
第
二
十
八
条
の
規
定
は
法
蕊
四
十
一
条
第
九
頃

（
法
第
百
九
十
四
条
、
法
第
二
百
三
条
及
び
法
第
二
百

［
新
設
］

〔
新
設
］

側
二
七

側

二

八



0

第
二
十
三
条
の
二
申
立
債
桁
者
は
、
執
行
裁
判
所
腱
対

し
、
次
に
掲
げ
る
書
顛
を
礎
川
寸
る
も
の
と
す
る
。

尽
不
動
廉
（
不
動
産
が
土
地
で
あ
る
掛
合
に
は
そ
の

上
に
あ
る
雌
物
を
、
不
動
産
が
地
物
で
あ
る
場
合
に

は
そ
の
敷
地
を
含
む
。
）
に
係
る
不
動
産
丑
記
法
（

平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条
輔
一

項
の
地
図
又
は
同
条
鯆
四
項
の
地
図
に
準
ず
る
図
面

及
び
同
条
第
一
項
の
蝿
物
所
在
図
の
写
し
（
当
麟
地

図
、
地
図
に
姫
ず
る
図
醐
又
は
雌
物
所
在
図
が
耐
珊
瑚

制
刈
利
ｌ

（
手
続
の
進
術
に
資
す
る
啓
額
の
提
出
） I |I

節
二
両
三
条
及
び
法
第
二
両
十
一
条
に
お
い
て
姫
州
す

る
男
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
獺
川
す
る
腿
巾
斫
舩
払

第
七
十
四
条
第
一
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
墹
剖
川
打
刻
利
１

コ
副
刷
割
司
。
割
別
Ⅷ
可
１
刷
剛
叫
則
痢
到
斗
刑
刎
馴
詞
荊
ゴ
討
罰
叫

例
制
割
引
Ｈ
剴
剴
詞
瀬
４
‐
刺
側
１
斗
剣
測
Ｊ
１
劃
測
割
引
呵
削
１
コ
閏||’

節
二
十
三
条
の
二
〔
同
上
］

十
一
条
に
お
い
て
鍬
用
す
る
期
合
を
含
む
。
）
に
お
い

て
準
川
す
る
民
蛎
訴
訟
怯
第
七
十
四
条
第
一
頃
の
申
立

て
に
つ
い
て
咽
剖
刎
打
刻
判
Ｉ

（
予
続
の
進
行
に
資
す
る
書
類
の
提
出
）

不
動
砿
（
不
動
産
が
土
地
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の

卜
に
あ
る
地
物
を
、
不
動
産
が
建
物
で
あ
る
蝸
合
に

は
そ
の
敷
地
を
含
む
。
）
に
係
る
不
動
廠
豊
記
法
（

平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一

項
の
地
図
又
は
伺
条
第
四
項
の
地
図
に
準
ず
る
図
而

及
び
同
条
第
一
項
の
述
物
所
在
図
の
写
Ｌ
（
当
舷
地

間
、
地
図
に
噸
ず
る
図
面
又
は
趨
物
所
在
側
が
耐
刎
珂

蠅
釧
劉
酬
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
餓
記
鰍
さ

れ
た
哨
細
の
内
容
を
証
明
し
た
書
面
）

四
三
○

四
二
九

詐
に
も
砿
当
す
る
も
の
と
す
る
。

ご
・
三
蹄
〕

「
２
～
４
略
］

（
保
証
と
し
て
提
供
さ
れ
た
も
の
の
換
価
）

第
五
十
七
条
法
鯆
七
十
八
条
鋪
三
項
（
法
湘
川
利
呵
利
副
詞

刎
斗
「
荊
剴
．
別
に
お
い
て
準
用
す
る
鰐
合
を
含
む
。
次
条

に
お
い
て
同
じ
．
）
の
規
定
に
よ
る
府
価
鉦
券
の
換
価

は
、
軌
行
官
に
こ
れ
を
売
却
さ
せ
て
行
う
。

〔
２
略
］

ｕ
４
Ｊ
ｌ
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き
は
・
当
般
記
録
さ

れ
た
悩
細
の
内
拝
を
証
明
し
た
笛
而
）

〔
二
～
四
略
］

（
物
件
明
細
書
の
内
容
の
公
開
等
）

鋪
：
一
十
一
条
法
第
六
十
二
条
第
二
項
の
最
高
裁
判
所
規

則
で
定
め
る
描
閲
は
、
軌
行
裁
判
所
が
使
用
す
る
咽
剖
洲

洲
●
副
刺
司
刹
剖
叫
刎
塑
副
矧
引
剣
捌
１
Ｍ
劃
Ⅱ
剛
州
刈
Ｊ
１
と
情

報
の
提
供
を
受
け
る
荷
が
使
川
す
る
砿
子
計
算
椴
と
を

孟
気
通
伯
回
線
で
接
続
し
た
愈
了
悩
細
処
理
組
織
を
使

用
す
る
描
匠
で
あ
っ
て
、
当
骸
愈
気
通
館
回
線
を
湖
じ

て
補
綴
が
送
信
さ
れ
、
当
該
梢
側
の
提
供
を
受
け
る
者

の
使
用
す
る
勉
子
計
算
機
腱
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

当
股
情
細
が
記
録
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ

ご
・
二
岡
上
〕

戸
２
～
４
脚
止
〕

（
保
祁
と
し
て
提
供
さ
れ
た
も
の
の
換
価
）

輔
五
十
七
条
法
第
七
十
八
条
第
三
噸
（
法
荊
川
刊
呵
刈
引
詞

荊
１
ゴ
列
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
有
価
証
券
の
換
価
は
、

賊
行
商
に
こ
れ
を
売
却
さ
せ
て
行
う
。

〔
茎
同
上
］

〔
二
～
四
同
上
］

（
物
件
明
細
啓
の
内
容
の
公
開
等
）

第
三
十
一
条
法
鋪
六
十
二
乗
第
二
項
の
最
高
裁
判
所
規

則
で
定
め
る
描
憧
は
、
紬
行
裁
判
所
が
使
用
寸
る
剛
判
州

洲
創
劃
咽
と
愉
報
の
提
供
を
受
け
る
者
が
使
川
す
る
愈
子

叶
算
樋
と
を
魎
気
通
幡
回
線
で
接
縦
し
た
瓶
子
愉
側
処

理
組
織
を
使
朋
す
る
棚
通
で
あ
っ
て
、
当
談
電
気
地
帆

回
線
を
通
じ
て
燗
椒
が
送
膳
さ
れ
、
当
該
伯
岨
の
提
供

を
受
け
る
者
の
使
用
す
る
趣
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た

フ
ァ
イ
ル
に
当
蕨
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、

次
の
い
ず
れ
に
も
骸
当
す
る
も
の
と
す
る
。

［
新
設
］

四
二身

四
豆：



｜
；

制
刑
町
川
副
刑
列
則
御
別
別
ｌ

（
執
行
力
の
あ
る
債
務
名
義
の
正
本
の
交
付
）

第
六
十
二
条
〔
略
］

［
２
．
３
略
〕

州
州
斗
列
倒
劉
矧
剛
‐
刺
倒
糊
圃
胤
糾
削
淵
ｕ
矧
剃

ｊ
ｉ

計 ！1
1 三｜ 升引

佃
劉
鋼
刎
刺
珂
醐
刑
憩
瑚
減
刑
ｕ
旬
い
な
い
旨
の
届
出
は
、
次

（
執
行
力
の
あ
る
惰
務
名
艇
の
正
本
の
交
付
）

第
六
十
二
条
［
同
上
］

［
２
．
３
同
上
］

［
新
設
］

〔
珊
設
］

［
新
設
］

四

三

二

四
三
四

'十 II
判
副
荊
剴
馴
。
制
判
呵
側
制
制
Ｈ
刈
川
川
副
刑
呵
叫
引
Ⅷ
副
剣
岡
刈

羽
剖
刊
詞
墹
制
郡
司
訓
副
川
副
剴
切
副
釧
副
叫
瑚
洲
却
引
叫
刎
Ⅲ
判
打

引
剴
ｌ

（
給
付
義
務
者
に
対
し
陳
述
を
催
告
す
べ
き
嚇
項
等
）

第
六
十
四
条
の
二
［
略
］

２
法
第
九
十
三
条
の
三
前
段
の
叫
定
に
よ
る
惟
告
腱
対

す
る
給
付
綻
傍
番
の
陳
述
は
、
瞥
而
で
し
な
け
れ
ば
鯏
．

引
剖
剛
測
１

（
強
制
競
売
の
規
定
の
準
用
）

第
七
十
三
条
第
二
十
三
条
（
第
三
号
及
び
第
四
号
を
除

剛
劇
耐
卿
糊
飛
滅
釧
ｕ
呵
耐
な
い
旨
の
届
出
を
し
な
い
と

（
給
付
農
務
者
に
対
し
陳
述
を
催
告
す
べ
き
邪
項
等
）

鋪
六
十
四
条
の
二
［
同
上
］

●

２
法
飾
九
十
三
条
の
三
仙
段
の
岨
定
に
よ
る
催
借
に
対

す
る
給
付
妓
筋
将
の
陳
述
は
．
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な

（
強
制
競
売
の
規
定
の
準
剛
）

第
七
十
三
条
第
二
十
三
条
（
節
三
号
及
び
第
四
号
を
除

［
新
設
〕

側

三

ハ

Pq

凸今

＆＝

′、



七
条
中
「
及
び
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
、
債
務
者
及

び
管
理
人
」
と
難
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
不
動
産
の
強
制
餓
売
等
の
規
定
の
準
用
）

第
九
十
七
条
法
第
二
章
第
二
節
第
一
款
第
二
目
（
法
第

四
十
五
条
第
一
項
、
法
第
四
十
六
条
第
二
項
、
法
輔
五

十
五
条
か
ら
法
第
立
十
七
条
ま
で
、
法
第
五
十
九
条
第

四
項
、
法
第
六
十
一
条
、
法
第
六
十
二
条
、
法
第
六
十

四
条
の
二
、
法
第
六
十
五
条
の
二
、
法
第
六
十
六
条
（

鋪
九
十
六
条
第
二
項
の
買
受
け
の
申
出
に
係
る
場
合
に

限
る
。
）
、
法
第
六
十
八
条
の
二
、
法
第
六
十
八
条
の

四
、
法
第
六
十
九
条
（
第
九
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
売
却
許
可
決
定
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
、
法
第

七
十
一
条
第
五
号
、
法
第
七
十
七
条
、
怯
第
八
十
一
条

剰
刎
副
叫
剥
利
剖
測
剥
刺
は
強
制
管
理
に
つ
き
執
行
裁
判
所

が
実
施
十
る
配
当
等
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
㈲
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
五
条
第
一
項
中
『
法
節
四

十
七
条
節
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
鋪
九
十
三
条
の
二

」
と
、
「
差
押
償
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
価
権
者

及
び
符
理
人
」
と
、
同
条
第
三
項
中
『
法
第
四
十
七
条

第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
十
一
条
に
お
い
て
準

用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
六
項
本
文
』
と
、
「
憤
務
者

』
と
あ
る
の
は
「
債
務
者
及
び
椅
理
人
」
と
、
第
二
十

く
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
（
節
四
号
を
除
く
。
）
、

第
二
十
五
条
か
ら
節
二
十
七
条
ま
で
及
び
鋪
六
十
二
条

の
規
定
は
強
制
管
理
に
つ
い
て
、
第
五
十
九
条
か
ら
第

六
十
一
条
ま
で

（
不
動
産
の
強
制
競
売
等
の
規
定
の
準
用
）

第
九
十
七
条
法
第
二
章
節
二
節
第
一
秋
第
一
・
目
（
法
第

四
十
五
条
踊
一
項
．
法
鋪
四
十
六
条
第
二
項
・
法
第
五

十
五
条
か
ら
法
第
五
十
七
条
ま
で
、
法
第
五
十
九
条
輔

四
項
、
法
第
六
十
一
条
、
法
鋪
六
十
二
条
、
法
館
六
十

四
条
の
二
、
法
第
六
十
五
条
の
二
・
法
第
六
十
六
条
（

第
九
十
六
条
第
二
項
の
買
受
け
の
申
出
に
係
る
場
合
に

限
る
。
）
、
法
第
六
十
八
条
の
二
、
法
第
六
十
八
条
の

四
、
払
第
六
十
九
条
（
第
九
十
六
条
第
二
噸
の
規
定
に

よ
る
売
却
許
可
決
定
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
、
法
第

七
十
一
条
第
五
号
、
法
第
七
十
七
条
、
法
第
八
十
一
条

及
び
管
理
人
」
と
胱
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

く
。
）
、
第
二
十
三
条
の
二
（
第
四
号
を
除
く
。
）
、

第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
及
び
第
六
十
二
条

の
規
定
は
強
制
管
理
に
つ
い
て
、
第
五
十
九
条
か
ら
第

六
十
一
条
ま
で
酬
酬
閏
項
は
強
制
管
理
に
つ
き
執
行
裁
判

所
が
実
施
す
る
配
当
等
の
手
続
に
つ
い
て
準
剛
す
る
ゅ

こ
の
劇
合
に
お
い
て
、
第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
法
筋

四
十
七
条
節
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
筋
九
十
三
条
の

二
」
と
、
「
差
押
借
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
傭
権

者
及
び
笹
理
人
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
法
第
四
十
七

条
節
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
百
十
一
条
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
六
項
本
文
」
と
、
「
債
務

肴
」
と
あ
る
の
は
「
債
務
者
及
び
管
理
人
」
と
、
第
二

十
七
条
中
『
及
び
債
務
者
』
と
あ
る
の
は
可
債
務
者

四

三

八

四
三
七

、
法
第
八
十
三
条
、
法
第
八
十
三
条
の
二
及
び
法
荊
刈
州

冊
刮
副
詞
刺
ゴ
舗
到
ゴ
列
を
除
く
。
）
、
法
第
百
十
五
条
（

第
一
項
後
段
を
除
く
ぐ
）
、
法
節
百
二
十
条
及
び
法
第

百
二
十
七
条
並
び
に
こ
の
節
鋪
一
献
第
一
目
（
第
二
十

・
・
一
条
か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
鋪
二
十
七
条
の
二
か
ら

第
二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
条
節
一
項
第
四
号
及
び
第

五
号
並
び
に
第
二
項
、
第
三
十
条
の
二
、
節
三
十
条
の

四
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
一
条
の
二
（
第
三
十
八
条

第
七
項
及
び
第
五
十
条
節
四
項
に
お
い
て
瀧
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
鋪
三
十
三
条
、
節
三
十
四
条
中
期
間

入
札
に
係
る
部
分
、
第
三
十
六
条
邦
一
項
第
五
号
か
ら

第
七
号
ま
で
及
び
第
二
項
（
第
五
十
条
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
か
ら
第

四
十
九
条
ま
で
、
節
五
十
一
条
か
ら
館
五
十
一
条
の
四

ま
で
、
第
五
十
一
条
の
七
、
第
五
十
四
条
（
第
九
十
六

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
売
却
許
可
決
定
に
係
る
場
合

に
限
る
。
）
、
第
五
十
五
条
（
輔
九
十
六
条
堀
二
項
の

規
定
に
よ
る
売
却
許
可
決
定
に
係
る
蝿
合
に
限
る
。
）

、
第
五
十
五
条
の
二
並
び
に
第
五
十
八
条
の
三
を
除
く

。
）
、
第
八
十
五
条
及
び
第
百
九
条
の
規
定
は
、
自
動

車
執
行
に
つ
い
て
瀧
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

法
第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
物
件
明
細
書
の
作
成
ま
で

の
手
続
」
と
あ
る
の
は
『
師
価
罫
の
提
出
」
と
、
法
第

七
十
八
条
第
四
項
中
「
売
却
許
可
決
定
が
確
定
す
る
ま

で
」
ど
あ
る
の
は
「
売
却
許
可
決
定
が
確
定
す
る
ま
で

、
又
は
民
邪
執
行
規
則
第
九
十
六
条
第
二
項
の
賀
受
け

、
法
鋪
八
十
三
条
、
法
第
八
十
三
条
の
二
及
び
法
翻
汕
Ｎ

Ｈ
刈
刹
調
制
到
。
判
を
除
く
。
）
、
泌
第
百
十
五
条
（
第
一

項
後
段
を
除
く
）
、
法
第
百
二
十
条
及
び
法
第
百
二

十
七
条
並
び
に
こ
の
節
第
一
款
第
一
目
（
第
二
十
三
条

か
ら
第
二
十
四
条
ま
で
、
第
二
十
七
条
の
一
・
か
ら
第
二

十
九
条
ま
で
、
第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号

並
び
に
第
二
項
、
第
三
十
条
の
二
、
館
三
十
条
の
四
、

第
・
・
一
十
一
条
、
第
三
十
一
条
の
二
（
第
三
十
八
条
第
七

項
及
び
第
五
十
条
第
四
頃
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
中
期
間
入
札

に
係
る
部
分
、
第
三
十
人
条
第
一
項
第
五
号
か
ら
第
七

号
ま
で
及
び
鋪
二
項
（
節
五
十
条
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十

九
条
ま
で
、
第
五
十
一
条
か
ら
第
五
十
一
条
の
四
ま
で

、
第
五
十
一
条
の
七
、
第
五
十
四
条
（
第
九
十
六
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
売
却
許
可
決
定
に
係
る
場
合
に
限

る
。
）
、
鋪
五
十
五
条
（
第
九
十
六
条
第
一
・
項
の
規
定

に
よ
る
売
却
許
可
決
定
に
係
る
場
合
に
限
る
。
）
、
第

五
十
五
条
の
二
並
び
に
第
五
十
八
条
の
三
を
除
く
。
）

、
第
八
十
五
条
及
び
館
百
九
条
の
蜘
定
は
、
自
動
服
執

行
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
第

四
十
九
条
輔
一
項
中
「
物
件
明
細
密
の
作
成
ま
で
の
手

続
」
と
あ
る
の
は
「
評
価
書
の
提
出
」
と
、
法
館
七
十

八
条
第
四
項
中
『
売
却
許
可
決
定
が
確
定
す
る
ま
で
」

と
あ
る
の
は
「
売
却
許
可
決
定
が
確
定
す
る
ま
で
、
又

は
民
珈
執
行
規
則
第
九
十
六
条
第
二
項
の
買
受
け
の
叩

四
四
○

四
三
九



［
２
路
〕

（
執
行
力
の
あ
る
偵
務
名
義
の
正
本
の
交
付
）

第
百
二
十
九
条
［
略
］

〔
２
～
４
略
］

引
剰
１
列
洲
剴
羽
訓
刺
卦
引
捌
鯏
削
剛
刺
州
楜
矧
側

矧
却
悶
悶
叫
刺
調
開
聞
悶
割
叫
訓
到
削
吋
討
耐
山
側

１
０

（
不
動
産
執
行
の
規
定
の
細
川
）

第
百
三
十
二
条
第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
．
第
三
十

二
条
及
び
第
七
十
条
の
規
定
は
動
産
納
行
に
つ
い
て
、

の
申
出
の
際
」
と
、
法
第
百
十
五
条
第
一
項
及
び
節
四

項
中
「
船
舶
側
鮪
鉦
沓
等
」
と
あ
り
、
及
び
「
船
舶
の

船
流
」
と
あ
る
の
は
「
、
動
血
」
と
、
同
唄
中
「
五
Ⅲ

以
内
」
と
あ
る
の
は
「
十
日
以
内
』
と
、
法
魂
百
二
十

条
中
一
二
週
間
以
内
に
船
舶
回
涌
証
書
韓
」
と
あ
る
の

は
ご
川
以
内
に
側
動
叩
」
と
、
怯
飾
両
二
十
七
条
第

一
項
及
び
節
二
項
中
「
差
押
物
」
と
あ
る
の
は
「
差
押

え
の
効
力
が
生
じ
た
時
に
債
務
者
が
占
有
し
て
い
た
自

動
巾
」
と
、
第
三
十
六
条
第
一
項
第
八
号
中
『
物
件
明

細
書
、
現
況
鯛
査
轍
告
香
及
び
胖
価
画
」
と
あ
る
の
は

『
評
価
書
」
と
、
節
百
九
条
中
『
差
押
物
が
差
押
え
を

し
た
」
と
あ
る
の
は
「
紘
行
官
が
占
有
を
取
得
し
た
自

動
巾
が
」
と
脱
み
特
え
る
も
の
と
す
る
．

第
五
十
九
条
か
ら
鋼
到
州
Ｈ
イ
ゴ
詞
刎
刷
引
ま
で
の
規
定
は
動

産
執
行
に
つ
き
執
行
絞
判
所
が
実
施
す
る
配
当
等
の
手

続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋪
五

［
２
脚
上
〕

（
執
行
力
の
あ
る
債
務
名
義
の
正
本
の
交
付
）

第
百
二
十
九
条
［
同
上
］

〔
２
～
４
岡
ｋ
］

〔
新
設
〕

（
不
動
産
執
行
の
規
定
の
準
剛
）

第
百
一
十
二
条
鋪
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
、
魂
三
十

三
条
及
び
節
七
十
条
の
規
定
は
動
産
執
行
に
つ
い
て
、

鋼
五
十
九
条
か
ら
捌
刈
叫
則
斗
剰
ま
で
の
規
定
は
動
産
紬

行
に
つ
き
執
行
裁
判
所
が
実
施
す
る
配
当
等
の
手
続
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
嶋
合
に
お
い
て
、
第
五
十
九

出
の
際
』
と
、
法
第
百
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中

「
船
舶
回
締
師
魯
郁
一
と
あ
り
、
及
び
「
船
舶
の
船
箱

」
と
あ
る
の
は
『
自
動
巾
」
と
、
岡
唄
中
「
五
日
以
内

」
と
あ
る
の
は
『
十
日
以
内
」
と
、
法
第
百
二
十
条
中

一
二
週
間
以
内
に
船
舶
囮
箱
証
普
竿
」
と
あ
る
の
は
『

一
Ⅱ
以
内
に
自
動
叩
」
と
、
法
鯆
而
二
十
七
条
第
一
頂

及
び
鋪
二
項
中
「
差
押
物
」
と
あ
る
の
は
『
錘
押
え
の

効
力
が
生
じ
た
時
に
債
務
者
が
占
有
し
て
い
た
自
動
車

」
と
、
第
三
十
六
条
第
一
項
鮒
八
号
中
「
物
件
明
細
轡

、
現
況
岡
在
棚
告
書
及
び
評
価
宙
」
と
あ
る
の
は
「
鮮

価
書
』
と
、
第
百
九
条
中
｛
差
押
物
が
差
押
え
を
し
た

』
と
あ
る
の
は
「
軌
行
官
が
占
有
を
取
柵
し
た
自
動
血

が
」
と
脱
み
特
え
る
も
の
と
す
る
。 '

四
四
一

四
脚
・
一

『

十
九
条
節
一
項
中
「
不
動
産
の
代
金
が
納
付
さ
れ
た
」

と
あ
り
、
及
び
同
条
第
二
唄
中
「
代
金
が
納
付
さ
れ
た

」
と
あ
る
の
は
、
「
配
当
等
を
実
施
す
べ
き
こ
と
と
な

っ
た
」
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
堀
三
値
務
者
に
対
し
陳
述
を
碓
告
す
べ
き
事
項
等
）

節
而
三
十
五
条
［
略
］

２
法
節
百
四
十
七
条
第
一
項
の
剛
定
に
よ
る
催
告
に
対

す
る
第
三
債
務
者
の
陳
述
は
、
書
面
で
Ｌ
な
け
れ
ば
な

剖
刑
訓
測
Ｉ

（
第
三
債
務
者
の
事
情
届
の
方
式
等
）

第
百
三
十
八
条
法
第
百
五
十
六
条
節
四
項
の
規
定
腱
よ

る
届
出
は
．
次
に
掲
げ
る
耶
頓
を
肥
軸
し
た
魯
面
で
し

［
一
～
三
略
〕

〔
２
．
３
略
〕

（
不
動
産
執
行
等
の
規
定
の
掘
用
）

第
百
四
十
五
条
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定

は
偵
槽
執
行
に
つ
い
て
・
第
六
十
三
条
及
び
第
六
十
五

染
か
ら
節
七
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
符
理
命
令
に
つ
い

て
、
第
百
四
十
一
条
第
四
項
中
関
番
に
係
る
部
分
の
規

定
は
執
行
官
が
法
第
百
六
十
三
条
節
二
項
の
規
定
に
よ

り
動
産
を
売
却
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
鋪
五
十
九
条
か

ら
荊
剖
利
呵
ゴ
副
渕
測
叫
ま
で
の
規
定
は
偵
椎
紘
行
に
つ
き

執
行
鮫
判
所
が
実
施
す
る
配
当
等
の
手
続
に
つ
い
て
準

な
け
れ
ば
剖
剴
則
判
州
別
Ｉ

条
第
一
項
中
「
不
動
産
の
代
金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ

り
、
及
び
同
条
飾
二
項
中
「
代
金
が
納
付
さ
れ
た
一
と

あ
る
の
は
、
「
配
当
等
を
実
施
す
．
へ
き
こ
と
と
な
っ
た

」
と
銃
み
特
え
る
も
の
と
す
る
。

（
第
三
債
傍
考
に
対
し
陳
述
を
催
告
す
べ
き
事
噸
等
）

鯏
百
；
一
十
五
条
［
同
上
〕

２
法
第
百
四
十
七
条
輔
一
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
に
対

す
る
第
三
債
務
者
の
陳
述
は
、
啓
面
で
し
な
け
れ
ば
御

（
第
三
債
務
者
の
海
憎
届
の
方
式
等
）

流
百
：
一
十
八
条
法
第
百
五
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

る
脇
出
は
、
次
に
掲
げ
る
巾
項
を
肥
戦
し
た
書
面
で
し

〔
一
～
三
同
上
］

〔
２
．
３
岡
上
］

（
不
動
産
執
行
等
の
規
定
の
準
用
）

第
百
四
十
五
条
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定

は
偵
権
軌
行
に
つ
い
て
、
鋪
六
十
三
乗
及
び
第
六
十
五

条
か
ら
節
七
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
椿
理
命
令
に
つ
い

て
、
第
百
四
十
一
条
輔
四
項
中
岡
喬
に
係
る
部
分
の
規

定
は
軌
行
官
が
法
第
百
人
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
動
・
雌
を
売
却
し
た
喝
介
に
つ
い
て
、
第
五
十
九
条
か

ら
剰
渕
Ｊ
刈
斗
斜
ま
で
の
規
定
は
債
椛
執
行
に
つ
き
執
行

裁
判
所
が
実
施
す
る
配
当
等
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す

な
け
れ
ば

鰯
者
は
、
当
鮫
宙
面
に
押
印
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

四
四
三

側
四
側



る
と
き
を
除
く
．
）
に
は
、
配
当
弊
を
実
施
す
・
へ
き
こ

と
と
な
っ
た
Ｍ
又
は
偵
務
軒
に
対
し
て
控
抑
命
令
が
送

違
さ
れ
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
旧
の
い
ず
れ
か

遅
い
Ｈ
）
か
ら
、
前
項
後
段
』
と
疵
み
特
え
る
も
の
と

す
る
。

（
弁
済
金
の
交
付
の
手
続
）

第
百
四
十
九
条
の
六
〔
略
〕

〔
２
略
］

３
鋪
五
十
九
条
節
三
噸

洲
削
劉
判
河
川
刈
斗
剰
刎
剖
叫
ま
で
の
脱
定
は
、
挫
第
百
六
十

七
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
扱
判
所
書
記
官
が

弁
済
金
及
び
剰
余
金
を
交
付
す
る
嶋
合
に
つ
い
て
縦
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
掘
六
十
条
中
「
配
当
期

用
す
る
。
こ
の
掛
合
に
お
い
て
、
節
二
十
七
条
中
「
及

び
債
務
考
」
と
あ
る
の
は
、
管
理
命
令
が
発
せ
ら
れ
て

い
る
掛
合
に
あ
っ
て
は
、
「
、
偵
務
者
及
び
管
理
人
一

と
、
第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
下
動
産
の
代
金
が
納
付

さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
配
当
等
を
実
施
す
べ
き
こ
と

と
な
っ
た
」
と
、
同
条
第
二
頃
中
『
代
金
が
納
付
さ
れ

た
間
か
ら
、
同
項
後
段
』
と
あ
る
の
は
「
腿
当
等
を
実

施
す
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
日
（
鑑
し
押
さ
え
ら
れ
た
債

櫓
が
法
館
百
五
十
二
条
節
一
項
各
号
に
掲
げ
る
債
桁
又

は
同
条
第
二
頂
に
規
定
す
る
債
椛
で
あ
る
場
合
（
差
押

債
権
者
（
数
人
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
少
な
く
と
も

一
人
以
上
）
の
傭
権
に
法
第
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項

各
号
に
掲
げ
る
総
務
に
係
る
命
鎚
債
権
が
含
ま
れ
て
い

（
弁
済
金
の
交
付
の
手
続
）

第
百
四
十
九
条
の
六
［
同
上
］

｛
２
同
上
］

３
筋
五
十
九
条
節
弓
頂

剰
，
ま
で
の
規
定
は
、
払
弗
百
六
十
七
条
の
十
一
第
三
唄

の
規
定
に
よ
り
紋
判
所
書
記
官
が
弁
済
金
及
び
剰
余
金

を
交
付
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
腱

お
い
て
、
鋪
六
十
条
中
「
配
当
期
日
等
が
定
め
ら
れ
た

き
を
除
く
。
）
に
は
、
配
当
等
を
実
施
す
べ
き
こ
と
と

な
っ
た
閲
又
は
仙
務
者
に
対
し
て
差
押
命
令
が
送
連
さ

れ
た
日
か
ら
四
週
間
を
経
過
し
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い

日
）
か
ら
、
前
項
後
段
』
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る

る
。
こ
の
凶
合
に
お
い
て
、
節
二
十
七
条
中
『
及
び
伯

務
者
一
と
あ
る
の
は
、
管
理
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る

娚
合
に
あ
っ
て
は
、
「
、
債
務
者
及
び
笹
理
人
」
と
、

第
五
十
九
条
第
一
頃
中
「
不
動
産
の
代
金
が
納
付
さ
れ

た
」
と
あ
る
の
は
「
配
当
等
を
実
施
す
べ
き
こ
と
と
な

っ
た
」
と
、
岡
条
第
二
頃
中
「
代
金
が
納
付
さ
れ
た
日

か
ら
、
同
唄
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
配
当
秤
を
実
施
す

べ
き
こ
と
と
な
っ
た
日
（
漣
し
押
さ
え
ら
れ
た
傭
椛
が

法
鯆
白
五
十
二
条
第
一
収
各
号
に
掲
げ
る
債
権
又
は
個

条
節
二
項
に
規
定
す
る
偵
椎
で
あ
る
場
合
（
蕊
押
偵
椎

者
（
数
人
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人

以
吹
）
の
債
梅
に
法
第
百
五
十
一
条
の
二
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
義
務
に
係
る
金
銭
債
権
が
含
ま
れ
て
い
る
と

四
四
六

四
四
五

（
価
椎
軌
行
等
の
規
定
の
蛎
川
）

節
薗
五
十
条
の
八
陛
第
百
四
十
四
条
（
第
二
項
た
だ
し

沓
を
除
く
。
）
、
挫
第
百
四
十
六
条
、
紘
第
百
側
十
七

条
、
法
輔
百
四
十
九
条
、
法
第
百
五
十
四
条
、
法
鯆
百

五
十
八
条
、
法
第
百
六
十
一
条
の
二
及
び
法
第
百
六
十

六
条
第
一
頃
（
第
三
号
を
除
く
。
）
並
び
に
第
二
十
六

条
、
第
二
十
七
条
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
四
条

か
ら
節
百
三
卜
六
条
ま
で
及
び
節
百
四
十
七
条
輔
二
噸

の
規
定
は
腹
符
社
債
弊
軌
行
に
つ
い
て
、
鯆
両
五
十
条

の
三
節
六
噸
の
規
定
は
振
替
機
関
等
（
岡
取
鮒
求
株
式

等
に
関
す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
貿
取
口
座
閲
設

板
替
機
関
等
）
が
配
当
要
求
が
あ
っ
た
情
を
記
載
し
た

（
振
替
社
偵
等
服
渡
命
令
等
）

第
百
五
十
条
の
七
〔
略
］

［
２
～
６
略
〕

［
削
る
］

Ｈ
郡
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
批
判
所
沓
紀
官
」
と
あ

る
の
は
「
狼
判
所
書
記
官
は
、
弁
済
金
の
交
付
の
Ｈ
を

定
め
た
と
き
」
と
、
『
鰹
当
期
日
等
ま
で
」
と
あ
る
の

は
「
弁
済
金
の
交
付
の
日
ま
で
」
と
、
「
執
行
裁
判
所

に
提
出
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
提
出
す
る
」
と
、
荊
渕
‘

の
は
「
弁
済
金
の
交
付
」
と
疎
み
特
え
る
も
の
と
す
る

中
『
配
当
等
」
と
あ
る

（
磁
替
祉
愉
等
眠
渡
命
令
等
）

節
百
五
十
条
の
七
［
同
上
］

［
２
～
６
同
上
］

Ｉ７
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
百
四
十
一

条
第
四
項
の
棚
告
啓
を
軌
行
裁
判
所
に
提
出
十
る
肴
は

、
当
談
慨
告
魯
に
押
印
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

（
債
権
欽
行
都
の
規
定
の
甑
川
）

鋪
百
五
十
条
の
八
法
節
百
四
十
四
条
（
飾
一
項
た
だ
し

書
を
除
く
。
）
、
挫
節
百
四
十
六
条
、
挫
第
百
四
十
七

条
、
法
第
百
四
十
九
条
、
法
第
百
五
十
四
条
、
法
第
百

五
十
八
条
、
法
第
百
六
十
一
条
の
二
及
び
法
第
百
六
十

六
条
第
一
項
（
節
三
号
を
除
く
）
並
び
に
節
二
十
六

条
、
鋪
二
十
七
条
、
節
百
三
十
三
条
、
鋪
百
三
十
四
条

か
ら
鋪
百
三
十
六
条
ま
で
及
び
節
百
四
’
七
条
節
二
項

の
規
定
は
掘
衿
社
傭
等
執
行
に
つ
い
て
・
第
百
五
十
条

の
：
一
第
六
項
の
規
定
は
撞
梼
観
閲
等
（
質
取
諭
求
妹
式

等
に
関
す
る
強
制
観
行
に
あ
っ
て
は
、
岡
取
口
座
開
設

，
極
替
機
関
等
）
が
配
当
要
求
が
あ
っ
た
旨
を
記
載
し
た

と
き
は
、
批
判
所
曹
記
官
」
と
あ
る
の
は
『
戯
判
閥
凹

記
官
は
、
弁
済
金
の
交
付
の
日
を
定
め
た
と
き
」
と
、

「
配
当
期
日
等
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
弁
済
金
の
交
付

の
日
ま
で
』
と
、
「
執
行
絞
判
所
に
提
出
す
る
」
と
あ

る
の
は
「
提
出
す
る
」
と
、
剰
矧
刊
河
ゴ
訓
詞
中
「
配
当
等

」
と
あ
る
の
は
「
弁
済
金
の
交
付
」
と
銃
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

四
阿
八

四
四
七



文
書
の
送
達
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
、
法
第
八
十
四

条
洲
削
剥
四
期
Ⅱ
判
州
刈
劉
到
却
司
、
松
鋼
八
十
八
条
か
ら
怯

鯆
九
十
二
条
ま
で
及
び
法
第
百
六
十
五
条
（
諏
四
り
を

除
く
。
）
並
び
に
節
五
十
九
条
か
ら
荊
渕
叫
刈
斗
鍋
刎
刷
判

ま
で
の
規
定
は
振
替
社
憤
等
牧
行
に
つ
き
軌
行
裁
判
所

が
爽
施
す
る
配
叫
弊
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
．
こ

の
鳩
合
に
お
い
て
、
法
簸
百
四
十
四
条
第
二
噸
中
「
そ

の
債
権
の
債
務
者
（
以
下
「
第
三
債
務
者
」
と
い
う
。

）
」
と
あ
り
、
並
び
に
法
飾
百
四
十
七
条
及
び
法
輔
百

五
十
四
条
第
二
項
並
び
に
第
百
三
十
四
条
及
び
第
百
三

十
五
条
中
『
第
三
憤
務
者
」
と
あ
る
の
は
一
握
替
機
関

等
（
岡
取
鮒
求
株
式
等
に
関
す
る
強
制
軌
行
に
あ
っ
て

は
、
賀
取
口
腿
側
股
顕
特
樋
関
等
）
』
と
、
法
師
百
四

十
七
条
鋪
一
項
中
「
差
押
債
棺
者
の
申
立
て
が
あ
る
と

き
は
、
裁
判
所
香
記
官
は
｝
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所
習

記
官
は
」
と
、
法
銅
百
六
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
差

押
え
に
係
る
金
銭
偵
権
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
え
に
係

る
瞳
替
偵
等
の
全
額
又
は
差
押
え
に
係
る
民
耶
執
行
規

則
第
百
五
十
条
の
丸
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
振
替
新

株
予
約
椿
付
祉
偵
に
つ
い
て
の
社
債
』
と
．
「
債
務
の

般
行
地
』
と
あ
る
の
は
『
そ
の
順
行
地
」
と
、
「
節
弓

憤
務
者
に
命
十
る
命
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
六
十

七
条
の
十
に
お
い
て
「
供
託
命
令
」
と
い
う
。
）
」
と

あ
る
の
は
『
発
行
荷
に
命
ず
る
命
令
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
振
梼
祉
憤
等
供
駝
命
令
」
と
い
う
。
）
』
と

、
同
条
第
二
項
中
「
供
託
命
令
は
、
第
三
債
務
者
」
と

文
書
の
送
達
を
受
け
た
鯛
合
に
つ
い
て
、
法
第
八
十
四

条
１
叫
割
判
川
Ｈ
利
罰
詞
、
注
節
八
十
八
条
か
ら
法
魏
九
十

二
条
ま
で
及
び
法
第
百
人
十
五
条
（
第
四
号
を
除
く
？

）
並
び
に
第
五
十
九
条
か
ら
荊
制
判
到
斗
鍋
●
ま
で
の
規
定

は
振
替
社
憤
等
執
行
に
つ
き
執
行
裁
判
所
が
実
施
す
る

配
当
等
の
手
続
に
つ
い
て
顕
川
す
る
。
こ
の
喝
合
に
お

い
て
、
法
鯆
百
四
十
四
条
節
二
項
中
『
そ
の
債
権
の
憤

務
者
（
以
下
「
第
三
憤
務
者
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
り

、
並
び
に
法
鋪
百
四
十
七
条
及
び
法
第
百
五
十
四
条
鋪

二
項
並
び
に
第
而
三
十
四
条
及
び
鋪
百
三
十
五
条
中
「

第
’
一
債
務
者
』
と
あ
る
の
は
「
限
替
機
関
等
（
買
取
諭

求
株
式
等
に
間
す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
質
取
口

座
間
股
振
替
機
関
笄
）
」
と
、
怯
飾
百
閥
十
七
条
第
一

項
中
『
差
押
債
権
薪
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
栽
判

所
書
記
官
は
」
と
あ
る
の
は
『
裁
判
所
書
記
官
は
」
と

、
法
鋪
百
六
十
一
条
の
二
第
一
頃
中
『
差
押
え
に
係
る

金
銀
倫
椎
」
と
あ
る
の
は
「
遥
押
え
に
係
る
媛
替
債
等

の
全
額
又
は
差
押
え
に
係
る
民
蛎
執
行
規
則
輔
百
五
十

乗
の
五
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
仮
替
新
株
予
約
権
付

祉
偵
に
つ
い
て
の
社
債
」
と
、
『
債
務
の
履
行
地
』
と

あ
る
の
は
『
そ
の
咽
行
地
」
と
、
一
節
三
傭
務
荷
に
命

ず
る
命
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
六
十
七
条
の
十
に

お
い
て
「
供
託
命
令
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

発
行
福
に
命
ず
る
命
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
限

替
祉
偵
等
供
託
命
令
」
と
い
う
。
）
」
と
、
同
条
節
二

項
中
「
供
託
命
令
は
、
第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「

四
四
九

側
五
○

あ
る
の
は
「
握
替
社
債
等
供
託
命
令
は
、
発
行
者
」
と

、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
鋼
一
号
及
び
法
粥
百
六
十

五
条
第
一
号
巾
「
節
百
五
十
六
条
節
一
項
」
と
あ
る
の

は
『
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
六
第
一
項
」
と
、

法
第
百
六
十
六
条
流
一
項
第
一
号
中
『
節
百
五
十
七
条

節
五
項
」
と
あ
る
の
は
『
同
規
則
輔
百
五
十
条
の
五
第

四
項
に
お
い
て
準
剛
す
る
第
百
五
十
七
条
輔
五
項
」
と

、
鋪
百
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
六
条
中
「
第

・
一
償
勝
者
』
と
あ
る
の
は
「
限
俳
機
関
沖
（
問
取
賄
求

株
式
等
に
間
す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
問
賊
ｕ
座

側
設
振
替
機
関
等
及
び
発
行
者
）
」
と
、
第
百
三
十
五

条
中
「
払
鋪
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
五
十
条
の
八
に
お
い
て
館
川
す
る
怯
第
百
四
十
七
条

節
一
頃
」
と
、
同
条
第
》
項
踊
二
号
中
「
弁
済
の
怠
思

」
と
あ
る
の
は
『
振
杵
又
は
抹
消
の
申
諦
（
貿
取
謂
求

株
式
等
に
関
す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
握
替
の
巾

鮒
）
尊
」
と
、
。
「
弁
済
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
振
替
絲

し
く
は
抹
澗
（
岡
取
舗
求
株
式
等
に
関
す
る
強
制
執
行

に
あ
っ
て
は
、
姫
替
）
を
行
う
」
と
、
「
弁
済
し
な
い

』
と
あ
る
の
は
「
限
特
若
し
く
は
抹
消
（
間
取
調
求
株

式
毎
に
間
す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
娠
勝
）
を
布

わ
な
い
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
仮
差
押
え
」
と
あ
る

の
は
「
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処
分
」
と
、
「
差
押
命

令
、
差
押
処
分
又
は
仮
蕊
抑
命
令
』
と
あ
る
の
は
『
鍍

押
命
令
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令
」
と

、
節
百
四
十
七
条
第
二
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「

振
梼
社
債
等
供
託
命
令
は
、
発
行
者
」
と
、
法
第
百
六

十
六
条
鞆
一
項
第
一
号
及
び
法
鋪
百
六
十
五
条
堀
一
号

中
『
鋪
百
五
十
六
条
輔
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
執

行
規
則
第
百
五
十
条
の
人
第
一
項
」
と
、
法
舗
百
六
十

六
条
第
一
項
第
一
号
中
一
節
百
五
十
七
条
第
五
項
」
と

あ
る
の
は
「
同
脱
則
飾
百
五
十
条
の
五
節
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
第
百
五
十
七
条
第
五
項
」
と
、
鋪
百
三
十

三
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
六
条
中
「
第
三
債
務
者
」

と
あ
る
の
は
「
振
竹
椴
間
等
（
賀
取
鮒
求
株
式
等
に
関

す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
岡
取
ｎ
座
Ⅲ
股
復
啓
機

関
等
及
び
発
行
者
）
」
と
、
節
百
三
十
五
条
中
「
法
第

百
四
十
七
条
鮪
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条
の

八
に
お
い
て
噸
川
す
る
法
節
百
四
十
七
条
第
一
頃
」
と

、
岡
条
第
一
項
鋪
二
号
中
「
弁
済
の
息
思
』
と
あ
る
の

は
『
握
符
又
は
抹
消
の
申
鮴
（
買
取
鮒
求
株
式
等
に
関

す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は
、
眼
替
の
申
舗
）
等
」
と

、
「
弁
済
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
限
杵
若
し
く
は
休
澗

（
貿
取
舗
求
株
式
等
に
閲
す
る
強
制
執
行
に
あ
っ
て
は

、
振
替
）
を
行
う
」
と
、
『
弁
済
し
な
い
」
と
あ
る
の

は
「
振
牲
器
し
く
は
抹
消
（
貿
取
鮴
求
株
式
等
に
間
す

る
強
制
軌
行
に
あ
っ
て
は
、
娠
替
）
を
行
わ
な
い
』
と

、
何
項
第
四
号
中
「
仮
差
押
え
」
と
あ
る
の
は
「
仮
差

押
え
若
し
く
は
仮
処
分
』
と
、
「
差
押
命
令
、
差
押
処

分
又
は
仮
錐
抑
命
令
』
と
あ
る
の
他
『
差
押
命
令
又
は

仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令
」
と
、
第
百
四
十

七
条
第
二
項
中
「
前
項
』
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条

四
五
一

側
血



百
～
三
略
〕

［
３
略
〕

（
矼
子
記
録
債
惟
餓
漣
命
令
輔
）

第
百
五
十
条
の
十
四
〔
略
］

［
２
～
７
略
〕

行
宙
」
と
あ
る
の
は
「
杁
行
官
そ
の
他
の
軌
行
栽
判
所

が
杣
当
と
認
め
る
折
」
と
銃
み
特
え
る
も
の
と
す
る
。

（
支
払
等
記
録
の
航
出
等
）

輔
百
五
十
条
の
十
一
［
略
］

２
仙
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
恥
項
を

記
載
し
た
書
面
で
し
な
け
れ
ば
刺
創
刊
糊
別
別
Ｉ

の
は
「
民
蛎
執
行
娩
則
第
百
五
十
条
の
八
に
お
い
て
準

用
す
る
第
百
六
十
九
条
に
規
定
す
る
債
権
者
」
と
、
注

第
百
六
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
節
三
債
務
者

」
と
あ
る
の
は
「
発
行
新
」
と
、
伺
条
第
三
号
中
「
秋

節
百
五
十
条
の
人
に
お
い
て
綱
川
す
る
法
鯏
百
四
十
七

糸
節
一
唄
一
と
、
怯
第
八
十
四
条
鋪
一
頃
中
『
代
金
の

納
付
が
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
第
五
十
九
条
第
一
項
中
『

不
動
産
の
代
金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
り
、
及
び
同
条

第
二
項
中
一
代
金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
一
配

当
等
を
実
施
十
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
」
と
、
挫
第
八
十

五
条
節
一
噸
中
「

」
と
あ
る

則
刑
却
引
訓
剖
剃
剥
司
り
剃
叫
Ⅶ
ｌ

〔
一
～
三
同
化
〕

［
３
同
上
］

（
孟
子
紀
鍬
価
椎
醸
渡
命
令
等
）

第
百
五
十
条
の
十
四
〔
同
上
〕

［
２
～
７
同
上
］

（
支
払
等
記
録
の
肺
出
等
）

銅
而
五
十
条
の
十
一
［
同
上
］

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
耶
項
を

記
載
し
た
瞥
面
で
し
な
け
れ
ば
刎
削
剃
引
川
１
４
訓
呵
皿
割
司

す
る
。

の
八
に
お
い
て
叩
川
す
る
法
卵
白
四
十
七
条
輔
一
項
」

と
、
法
輔
八
十
四
条
節
一
噸
中
「
代
金
の
納
付
が
あ
っ

た
』
と
あ
り
、
鋪
五
十
凡
条
第
一
項
中
「
不
動
産
の
代

金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
り
、
及
び
同
条
節
二
項
中
「

代
金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
一
配
当
等
を
実
施

寸
べ
き
こ
と
と
な
っ
た
」
と
、
雄
第
八
十
五
条
鋪
一
項

中
「
荊
川
刊
叩
倒
劉
創
刈
１
刺
劇
剖
司
口
刺
鯏
別
訓
矧
倒
劉
馴
画

と
あ
る
の
は
「
民
率
執
行
規
則
節
百
五
十
条
の
八
に
お

い
て
鵡
用
す
る
館
百
六
十
五
条
に
規
定
す
る
債
権
断
』

と
、
法
第
百
六
十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
第
三

価
務
者
』
と
あ
る
の
は
「
発
行
者
」
と
、
同
条
第
三
号

中
『
執
行
官
」
と
あ
る
の
は
「
執
行
官
そ
の
他
の
執
行

絞
判
所
が
相
当
と
認
め
る
者
」
と
跣
み
終
え
る
も
の
と

四
五
凶

剛
五
三

に

押

（
債
権
執
行
等
の
規
定
の
準
用
等
）

第
百
五
十
条
の
十
五
法
第
百
四
十
四
条
（
輔
二
項
た
だ

し
啓
を
除
く
。
）
、
峰
第
百
四
十
六
条
、
怯
第
百
四
十

七
条
、
法
飾
百
四
十
九
条
、
法
輔
面
五
十
条
、
法
輔
百

五
十
三
条
か
ら
法
鋪
百
五
十
五
条
ま
で
（
側
条
第
二
項

を
除
く
。
）
、
法
第
百
五
十
七
条
か
ら
法
飾
間
六
十
条

ま
で
（
法
第
百
五
十
九
条
第
六
項
を
除
く
。
）
、
法
第

百
六
十
一
条
の
二
、
法
第
百
六
十
四
条
及
び
法
第
百
六

十
六
条
輔
一
項
（
第
三
号
を
除
く
。
）
並
び
に
第
二
十

六
条
．
流
二
十
七
条
、
第
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
四

〔
削
る
〕

条
か
ら
節
百
三
十
七
条
の
三
ま
で
、
節
百
四
十
四
条
及

び
節
百
四
十
七
条
輔
二
城
の
規
定
は
蹴
子
記
録
債
惟
軌

術
に
つ
い
て
・
前
条
第
五
頃
の
脱
定
は
転
付
命
令
が
効

力
を
生
じ
た
鰐
合
に
つ
い
て
、
法
飾
八
十
四
条
洲
創
利
幽

剰
川
利
可
利
劃
到
引
司
、
法
第
八
十
八
条
か
ら
法
飾
九
十
二

条
ま
で
及
び
法
第
百
六
十
五
条
（
第
四
号
を
除
く
。
）

定
は
愈
子
記
録
倫
権
執
行
に
つ
き
軌
行
仙
判
所
が
実
施

す
る
配
当
律
の
手
統
に
つ
い
て
醜
川
す
る
。
こ
の
鰐
合

に
お
い
て
、
払
第
百
四
十
四
条
鋪
二
項
中
「
そ
の
値
櫨

の
債
務
者
（
以
下
「
節
三
債
務
者
」
と
い
う
。
）
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
勉
子
記
録
憤
椎
の
砒
子
記
録
を
し
て

い
る
芯
子
債
権
記
録
機
関
」
と
、
法
第
百
四
十
七
条
並

並
び
に
第
五
十
九
条
か
ら
洞
到
Ｎ
Ｈ
イ
コ
詞
刎
制
叫
ま
で
の
蜆

８
的
唄
に
お
い
て
胱
み
替
え
て
鵬
川
す
る
節
百
四
十
一

条
節
四
項
の
鰍
告
普
を
執
行
鋭
利
所
に
提
出
す
る
者
は

、
当
麟
鰍
告
笛
に
押
印
す
る
こ
と
を
寝
し
な
い
．

（
債
権
執
行
都
の
規
定
の
準
用
等
）

輔
百
五
十
条
の
十
五
法
第
百
四
十
四
条
（
第
二
項
た
だ

し
杏
を
除
く
。
）
、
推
第
百
四
十
六
条
、
怯
飾
百
四
十

七
条
、
法
飾
百
四
十
九
条
、
法
節
百
五
十
条
、
法
第
百

五
十
三
条
か
ら
法
節
而
五
十
五
条
ま
で
（
同
条
第
二
噸

を
除
く
。
）
、
法
節
面
五
十
七
条
か
ら
法
第
百
六
十
条

ま
で
（
法
第
百
五
十
九
条
第
六
項
を
除
く
。
）
、
払
第

百
六
十
一
条
の
二
、
法
第
百
六
十
四
条
及
び
法
第
百
六

十
六
条
第
一
噸
（
第
三
号
を
除
く
。
）
並
び
に
第
二
十

六
条
、
鋪
二
十
七
条
、
鮒
百
三
十
三
条
、
第
百
三
十
四

条
か
ら
第
百
三
十
七
条
の
三
ま
で
・
第
百
四
十
四
条
及

び
流
白
側
十
七
条
鋪
二
噸
の
規
定
は
晒
子
紀
録
債
椎
袖

行
に
つ
い
て
、
前
条
第
五
項
の
規
定
は
転
付
命
令
が
効

力
を
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
、
法
輔
八
十
四
条
１
汕
剰
珊

川
叫
判
叫
剥
、
法
第
八
十
八
条
か
ら
法
飾
九
十
二
条
ま
で

及
び
法
第
百
六
十
五
条
（
第
四
号
を
除
く
。
）
並
び
に

第
五
十
九
条
か
ら
鯛
封
判
剖
斗
剰
‐
ま
で
の
規
定
は
愈
子
記

録
傭
権
執
行
に
つ
き
執
行
数
判
所
が
実
施
す
る
配
当
等

の
干
続
に
つ
い
て
雛
剛
す
る
。
こ
の
墹
合
に
お
い
て
、

法
第
白
四
十
四
条
飾
二
噸
中
『
そ
の
憤
椎
の
偵
務
荷
（

以
卜
「
魂
三
値
務
祈
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

当
骸
冠
子
記
録
債
権
の
危
子
記
録
を
し
て
い
る
晒
子
債

権
記
録
機
関
」
と
、
法
第
百
四
十
七
条
並
び
に
第
百
三

四
五
六
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び
に
節
百
三
十
三
条
第
一
頃
、
節
百
三
十
五
条
並
び
に

第
百
三
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
中
「
流
三
憤
務
者

」
と
あ
る
の
は
「
鋪
三
債
務
者
及
び
勉
子
債
権
記
録
機

関
」
と
、
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
「
差
押
債
権
者

の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
書
記
官
は
」
と
あ

る
の
は
『
栽
判
所
書
記
官
は
」
と
、
法
第
百
五
十
七
条

第
四
項
中
「
前
条
節
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
耶
執
行

規
則
第
百
五
十
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
法
第
百
六
十

一
条
の
二
第
一
項
中
『
差
押
え
に
係
る
金
銭
偵
権
」
と

あ
る
の
は
『
差
押
え
に
係
る
愈
了
記
録
債
権
」
と
、
「

第
三
債
務
者
に
命
ず
る
命
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
鞆
百

六
十
七
条
の
十
に
お
い
て
「
供
託
命
令
」
と
い
う
＠
）

」
と
あ
る
の
は
「
輔
三
償
務
者
に
命
ず
る
命
令
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
『
電
子
記
録
債
権
供
託
命
令
」
と
い

う
。
）
」
と
、
同
条
節
二
項
中
「
供
託
命
令
」
と
あ
る

の
は
『
趣
子
記
録
債
権
供
託
命
令
」
と
、
法
第
百
六
十

四
条
第
一
項
及
び
節
五
項
中
「
第
百
五
十
条
」
と
あ
る

の
は
一
民
耶
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に

お
い
て
雛
剛
す
る
第
百
五
十
条
」
と
、
同
条
第
二
項
及

び
第
三
項
並
び
に
法
鯆
百
六
十
五
条
鋪
三
号
中
「
執
行

官
」
と
あ
る
の
は
「
執
行
官
そ
の
他
の
執
行
織
判
所
が

相
当
と
魂
め
る
者
」
と
、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第

一
号
及
び
法
第
百
六
十
五
条
第
一
号
中
「
第
百
五
十
六

条
節
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
覗
軌
行
規
則
第
百
五
十

条
の
十
二
第
一
項
」
と
、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第

一
号
中
「
第
百
五
十
七
条
節
五
項
』
と
あ
る
の
は
『
同

十
：
一
条
第
一
項
、
第
百
三
十
五
条
並
び
に
第
百
三
十
六

条
第
一
項
及
び
節
三
項
中
「
第
三
憤
務
者
」
と
あ
る
の

は
「
第
三
債
務
者
及
び
砿
子
憤
権
記
録
機
関
」
と
、
法

第
百
四
十
七
条
第
一
項
中
「
差
押
債
権
者
の
申
立
て
が

あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
普
記
官
は
」
と
あ
る
の
は
「
裁

判
所
普
記
官
は
」
と
、
法
第
百
五
十
七
条
第
四
頃
中
「

前
条
鯆
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
執
行
規
則
第
百
五

十
条
の
十
二
第
二
項
」
と
、
法
第
百
六
十
一
条
の
二
第

一
項
中
「
差
押
え
に
係
る
金
銭
憤
権
」
と
あ
る
の
は
「

差
押
え
に
係
る
芯
子
記
録
憤
権
」
と
、
「
第
三
偵
務
者

に
命
ず
る
命
特
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
百
六
十
七
条
の

十
に
お
い
て
「
供
託
命
令
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の

は
「
第
三
債
務
者
に
命
ず
る
命
令
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
危
子
記
録
債
権
供
託
命
令
』
と
い
う
。
）
」
と

、
同
条
第
二
項
中
「
供
駝
命
令
」
と
あ
る
の
は
「
電
子

記
録
偵
椎
供
託
命
令
」
と
、
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項

及
び
第
五
項
中
「
第
百
五
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
民
事

執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用

す
る
第
百
五
十
条
』
と
、
同
条
第
二
項
及
び
節
三
項
並

び
に
法
第
百
六
十
五
条
第
三
号
中
『
執
行
官
』
と
あ
る

の
は
「
執
行
官
そ
の
他
の
執
行
裁
判
所
が
相
当
と
認
め

る
者
」
と
、
法
節
百
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
法

第
百
六
十
五
条
第
一
号
中
「
第
百
五
十
六
条
第
一
項
」

と
あ
る
の
は
『
民
事
執
行
規
則
第
百
五
十
条
の
十
二
第

一
項
」
と
、
法
第
百
六
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第

百
五
十
七
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
規
則
鋪
百
五

四
五
七

四
五
八

規
則
第
百
五
十
条
の
十
五
節
一
頃
に
お
い
て
噸
用
す
る

第
百
五
十
七
条
第
五
項
」
と
、
第
二
十
七
条
中
『
篭
押

債
権
者
及
び
債
務
者
』
と
あ
る
の
は
「
差
押
侭
権
者
、

憤
務
者
及
び
趣
子
偵
椎
記
録
擬
関
』
と
、
鋪
百
三
十
四

条
中
「
償
務
者
及
び
第
三
債
務
者
』
と
あ
る
の
は
「
債

務
者
、
第
三
債
務
者
及
び
敵
子
債
権
記
録
機
関
」
と
、

「
差
押
債
権
者
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
償
権
者
及
び
敵

子
債
権
記
録
機
関
」
と
、
鋪
百
三
十
五
条
中
「
法
第
百

四
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
銅
百
五
十
条
の
＋

五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
白
四
十
七
条
第
一

項
」
と
、
同
条
第
一
項
中
『
次
に
掲
げ
る
事
項
」
と
あ

る
の
は
『
次
に
掲
げ
る
車
項
（
敵
子
債
権
記
録
機
関
に

あ
っ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
邪
項
を
除
く
。
）
〕
と

、
伺
項
節
一
号
中
「
そ
の
樋
顛
及
び
額
（
金
銭
憤
権
以

外
の
償
椎
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
）
」
と
あ
る
の
は

『
そ
の
金
額
、
支
払
期
日
及
び
記
録
需
号
（
砿
子
記
録

債
権
法
第
十
六
条
鞆
一
項
節
七
号
に
規
定
す
る
記
録
計

号
を
い
う
。
｝
そ
の
他
当
麟
愈
了
記
録
傭
権
を
特
定
す

る
た
め
に
必
要
な
亨
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
仮
鍍

押
え
」
と
あ
る
の
は
「
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処
分
」

と
、
「
差
押
命
令
、
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
」
と

あ
る
の
は
〔
差
押
命
令
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮

処
分
命
令
」
と
、
第
百
三
十
六
条
第
二
項
中
「
第
三
偵

務
者
に
送
達
さ
れ
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
債
勝

者
及
び
龍
子
備
権
記
録
機
関
に
送
達
さ
れ
た
場
合
」
と

、
「
差
押
債
悔
者
及
び
第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「

ノ

十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
五
十
七

条
第
五
項
」
と
、
第
二
十
七
条
中
「
差
押
債
権
者
及
び

債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
債
権
者
、
偵
務
者
及
び

敏
子
債
権
記
録
披
閲
」
と
、
第
百
三
十
四
条
中
「
憤
務

者
及
び
第
三
憤
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
債
務
者
、
第
三

悩
務
者
及
び
賊
子
債
権
記
録
樋
関
」
と
、
「
差
押
債
権

者
」
と
あ
る
の
は
『
蕊
抑
債
権
者
及
び
鉦
子
債
権
記
録

機
関
」
と
、
第
百
三
十
五
条
中
「
法
第
百
四
十
七
条
第

一
項
』
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
鋪
百
四
十
七
条
第
一
項
」
と
、
同

条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
耶
項
」
と
あ
る
の
は
「
次

に
掲
げ
る
鯲
項
（
通
子
債
椎
記
録
機
関
に
あ
っ
て
は
、

第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
』
と
、
同
項
第
一

号
中
「
そ
の
禰
類
及
び
額
（
金
銭
憤
椎
以
外
の
債
権
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
）
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
金
額

、
支
払
期
日
及
び
記
録
番
号
（
砿
子
記
録
情
権
法
第
十

六
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
記
録
番
号
を
い
う
。

）
そ
の
他
当
骸
趣
子
記
録
債
権
を
特
定
す
る
た
め
に
必

要
な
本
項
」
と
、
伺
項
節
四
号
中
「
仮
差
押
え
」
と
あ

る
の
は
「
仮
差
押
え
若
し
く
は
仮
処
分
』
と
、
「
差
押

命
令
“
差
押
処
分
又
は
仮
差
押
命
令
」
と
あ
る
の
は
「

差
押
命
令
又
は
仮
差
押
命
令
若
し
く
は
仮
処
分
命
令
」

と
、
第
百
三
十
六
条
第
二
項
中
「
第
三
債
務
者
に
送
達

さ
れ
た
場
合
』
と
あ
る
の
は
「
第
三
債
務
者
及
び
勉
子

債
権
記
録
機
関
に
送
達
さ
れ
た
場
合
」
と
、
「
差
押
債

椎
者
及
び
第
三
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
「
差
押
侭
椎
者

四
五
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第
百
五
十
五
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条

の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条

第
六
項
」
と
、
「
同
条
第
四
項
又
は
第
五
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
法
第
百
五
十
五
条
第
四
項
又
は
第
五
項
」
と
、
節
百

四
十
四
条
中
「
法
飾
百
六
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
百
五
十
条
の
十
五
節
一
項
に
お
い
て
恥
用
す
る

法
節
百
六
十
四
条
節
一
項
」
と
、
節
白
四
十
七
条
第
二

項
中
室
別
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条
の
十
五
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
」

と
、
前
条
第
五
項
中
『
敵
子
記
録
債
榧
鎮
波
命
令
」
と

あ
る
の
は
「
第
百
血
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準

用
す
る
法
館
百
五
十
九
条
銅
一
項
に
規
定
す
る
転
付
命

差
押
借
権
者
、
第
三
債
務
者
及
び
電
子
傭
権
記
録
機
関

」
と
、
「
第
三
憤
務
者
は
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
債
権
に

つ
い
て
支
払
又
は
引
波
し
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ

る
の
は
『
第
三
債
務
者
は
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
砿
子
記

録
債
権
に
つ
い
て
支
払
を
し
て
は
な
ら
ず
、
溢
子
債
権

記
録
観
閲
は
差
し
押
さ
え
ら
れ
た
冠
子
記
録
債
権
に
つ

い
て
通
子
配
録
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
、
第
百
三
十

七
条
中
「
法
第
百
血
十
五
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
『

鋪
百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
雛
用
す
る
法
第

百
五
十
五
条
第
四
項
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
二
節
一

項
中
「
法
第
百
五
十
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
五
十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
鋪
百

五
十
五
条
第
五
頃
」
と
、
第
百
三
十
七
条
の
三
中
「
睦

条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条
の
十
五
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五
十
五
条
第
六
項
」
と

、
「
同
条
第
四
項
又
は
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

五
十
条
の
十
五
節
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
五

十
五
条
第
四
項
又
は
第
五
項
」
と
、
第
百
四
十
四
条
中

「
法
第
百
六
十
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
『
第
百
五

十
条
の
十
五
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十

四
条
第
一
項
』
と
、
第
百
四
十
七
条
第
二
項
中
「
前
項

」
と
あ
る
の
は
「
第
百
五
十
条
．
の
十
五
第
一
項
に
お
い

て
準
川
す
る
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
』
と
、
舸
条
第

五
項
中
「
趣
子
記
録
偵
権
譲
渡
命
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五
五
八
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五
七

●

の
例
に
よ
る
。

（
催
告
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
改
正
後
民
事
所
舩
規
則
第
四
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
条
改
正
後
事
件
に
お
け
る
催
告
す
べ
き
享
項
の
公
告
に
つ

い
て
適
川
し
、
第
二
条
改
正
前
覗
件
に
お
け
る
催
告
す
べ
き
珈
項
の
公
告
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
当
事
者
能
力
の
判
断
資
料
の
提
出
及
び
法
定
代
理
権
等
の
証
明
に
閲
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
改
正
後
民
事
訴
訟
脱
則
節
十
四
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
十
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
改
正
後
民
班
訴
訟
規
則
第
十
五
条
第
四
項
、
鋪
十
八
条
第
一
項
及
び
節
二
十
三
条
鮒
三
頃
に
お
い
て
準
別
す
る
場
合
を

含
む
。
）
、
第
十
八
条
第
二
項
及
び
節
三
項
並
び
に
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
二
条
改
正
後
事
件
に

ｊ

お
け
る
当
蛎
者
能
力
の
判
断
資
料
の
提
出
、
法
定
代
理
権
又
は
訴
訟
行
為
を
す
る
の
に
必
要
な
授
権
の
鉦
明
、
選
定
当
耶
者

の
避
定
及
び
変
更
の
証
明
、
法
人
の
代
表
者
及
び
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
そ
の
名
に
お
い
て
訴
え
、
又
は
訴
え
ら
れ

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
代
表
者
又
は
管
理
人
の
権
限
の
証
明
並
び
に
訴
訟
代
理
権
の
証
明
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
二
条
改

正
前
事
件
に
お
け
る
当
事
者
能
力
の
判
断
資
料
の
提
出
、
法
定
代
理
権
又
は
訴
訟
行
為
を
す
る
の
に
必
要
な
授
権
の
証
明
、

選
定
当
蛎
者
の
選
定
及
び
変
更
の
証
明
、
法
人
の
代
表
者
及
び
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
で
そ
の
名
に
お
い
て
訴
え
、
又

附
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
規
則
は
、
民
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
四
十
八
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
中
民
事
訴
舩
費
用
等
に
関
す
る

規
則
第
二
条
の
三
か
ら
第
二
条
の
五
ま
で
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
．
ら
施
行
す
る
。

（
口
頭
に
よ
る
申
立
て
等
に
閲
す
る
経
過
描
画
）

第
二
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
民
嚇
訴
訟
規
則
（
以
下
「
改
正
後
民
聯
翫
訟
規
則
』
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項

及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
条
改
正
後
那
件
（
改
正
法
附
則
節
二
条
に
規
定
す
る
第
二
条
改
正
後
珈
件
を
い
う
。
以
下
同

じ
・
）
に
お
け
る
口
頭
に
よ
る
申
立
て
等
及
び
送
達
す
べ
き
谷
顛
の
提
出
に
代
え
て
作
成
さ
れ
た
冠
子
調
杏
の
送
達
に
つ
い

て
適
用
し
、
第
二
条
改
正
伽
事
件
（
改
正
法
附
則
卵
五
条
に
規
定
す
る
節
二
条
改
正
前
耶
件
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お

け
る
口
頭
に
よ
る
申
立
て
等
及
び
送
遠
す
べ
き
普
類
の
提
出
に
代
え
て
作
成
さ
れ
た
綱
啓
の
送
達
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

備
考
表
中
の
［
］
の
記
戯
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。

五
六
○

五
五
九



は
腓
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
代
炎
蒲
又
は
腎
理
人
の
権
限
の
証
明
並
び
に
斫
訟
代
理
桁
の
証
明
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
費
用
甑
の
砿
定
手
続
に
関
す
る
経
過
描
圃
）

第
五
条
改
正
後
民
事
所
誕
規
則
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
二
十
六
条
並
び
に
節
二
十
七

条
の
規
定
は
・
第
二
条
改
正
後
珈
件
に
お
け
る
訴
訟
費
用
等
の
負
担
を
求
め
る
処
分
に
係
る
費
用
額
の
疎
明
及
び
訴
訟
費
用

等
の
負
担
の
甑
を
定
め
る
処
分
の
方
式
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
二
条
改
正
前
耶
件
に
お
け
る
斫
舩
挽
用
等
の
負
担
を
求
め
る

処
分
に
係
る
費
用
額
の
疎
明
及
び
腓
舩
費
川
等
の
負
担
の
額
を
定
め
る
処
分
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
航
の
例
に
よ
る
，

２
改
正
後
民
叩
訴
舩
規
則
第
二
十
四
条
鮒
三
項
か
ら
鋪
五
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
岨
定
を
改
正
後
民
巾
訴
舩
規
則
輔
二
十
五
条

輔
二
項
に
お
い
て
叩
剛
す
る
鳩
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
第
二
条
改
正
後
邸
件
に
お
け
る
費
用
額
の
疎
明
に
必
要
な
資
料

の
提
出
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

（
閲
覧
等
の
制
限
に
関
す
る
経
過
描
世
）

節
六
条
改
正
後
民
廟
斫
訟
規
則
第
三
十
四
条
猟
八
頃
及
び
第
十
項
の
規
定
は
、
第
二
条
改
正
後
事
件
に
お
け
る
文
書
等
又
は

誼
磁
的
記
録
か
ら
樫
寵
記
戦
部
分
を
除
い
た
も
の
の
提
出
に
つ
い
て
、
適
川
す
る
。

２
第
二
条
改
止
舸
事
件
に
お
け
る
文
書
等
か
ら
秘
密
記
範
部
分
を
除
い
た
も
の
が
提
出
さ
れ
た
組
合
の
当
砿
文
魯
等
の
閲
覧

、
脇
写
又
は
複
製
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
映
倣
と
行
脚
の
送
受
侭
に
よ
る
遡
話
の
方
法
に
よ
る
口
頭
弁
賎
期
日
韓
の
調
凹
の
記
戟
等
に
間
す
る
経
過
描
随
）

朔
七
条
第
二
条
改
正
前
車
件
に
お
け
る
証
人
又
は
当
耶
者
本
人
若
し
く
は
解
訟
に
お
い
て
当
叩
者
を
代
表
す
る
法
定
代
理
人

の
尋
問
、
睡
定
人
の
意
見
の
陳
述
及
び
専
門
委
員
の
説
明
又
は
発
問
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
一
鉦
人
尋
問
等
』
と
い
う
。

）
の
手
続
に
お
い
て
作
成
さ
れ
る
調
啓
に
つ
い
て
は
、
当
綾
証
人
尋
問
等
が
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
改
正
後
民

事
訴
訟
規
則
第
三
十
四
条
の
七
節
二
項
並
び
に
第
百
二
十
三
条
第
四
項
（
改
正
後
民
砺
斫
訟
規
則
筋
百
二
十
七
条
（
民
珈
斫

舩
規
則
第
百
二
十
八
条
に
お
い
て
蝋
用
す
る
場
合
を
含
む
．
）
及
び
第
百
七
十
条
の
二
鞆
二
項
に
お
い
て
串
用
す
る
場
合
を

含
む
。
｝
、
第
百
三
十
二
条
の
五
節
三
項
及
び
節
二
百
二
十
六
条
第
五
噸
に
お
い
て
準
川
す
る
改
正
後
民
廟
斫
舩
規
則
節
三

十
条
の
二
節
二
項
中
「
に
係
る
耐
子
胴
啓
に
記
雌
し
な
け
れ
ば
』
と
あ
る
の
は
．
「
の
岡
古
に
記
戦
し
な
け
れ
ば
」
と
し
て

、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
、
当
砿
鉦
人
尋
問
笄
が
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
と
き
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
第
二
条
改
止
前
事
件
に
お
け
る
通
訳
人
の
関
与
、
裁
判
所
外
に
お
け
る
証
拠
側
べ
、
参
考
人
又
は
当
耶
者
本
人
の
審
尋
、

瑳
定
人
の
尋
問
の
求
め
及
び
発
問
並
び
に
検
証
の
手
続
に
お
い
て
作
成
さ
れ
る
鯛
書
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
民
車
訴
訟
規
則

五

六

正

大

第
六
十
四
条
の
二
・
節
百
五
条
の
二
、
鋪
百
五
条
の
四
節
三
項
及
び
節
百
三
十
三
条
節
三
項
に
お
い
て
砿
用
す
る
改
矼
後
脆

噸
断
訟
規
則
第
三
十
条
の
二
節
二
項
並
び
に
筋
百
五
十
一
条
の
二
鋪
二
噸
中
「
砒
子
嗣
書
に
記
録
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の

は
、
「
頂
宙
腱
記
戯
し
な
け
れ
ば
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

３
改
正
後
民
事
瞬
訟
規
則
第
九
十
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
二
条
改
正
後
耶
件
に
お
け
る
進
行
協
鍍
期
日
に
係
る
趣
子
副

書
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
二
条
改
正
前
耶
件
に
お
け
る
進
行
協
巌
期
日
の
嗣
香
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
呼
出
状
の
公
示
送
達
に
関
す
る
経
過
擶
置
）

節
八
条
第
二
条
改
正
航
事
件
に
お
け
る
呼
出
状
の
公
示
送
逓
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
伽
の
例
に
よ
る
．

（
愈
磁
的
記
録
の
血
送
に
閲
す
る
経
過
桁
Ⅲ
）

鋪
九
条
第
二
条
改
正
前
事
件
に
お
け
る
砿
磁
的
記
録
の
匝
瑳
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
民
巾
斫
訟
規
則
鋪
四
十
七
条
の
二
第
一

項
中
『
方
法
』
と
あ
る
の
は
、
「
方
法
（
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
を
除
く
。
）
」
店
し
て
、
岡
条
の
規
定
を
適
川
す
る
。

（
民
率
訴
訟
法
第
百
十
七
条
第
一
項
の
訴
え
の
訴
状
の
添
付
書
類
に
関
す
る
経
過
措
腫
）

鋪
十
条
改
正
後
民
事
所
訟
規
則
第
四
十
九
条
鋪
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
訴
え
に
係
る
那
件
（
改
正
法
附
則
第
二
条
に

規
定
す
る
訴
え
に
係
る
事
件
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
に
拠
起
さ
れ
る
も
の
（
施
打
日
前
に
さ
れ
た

跡
え
以
外
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
施
行
日
以
後
に
当
麟
申
立
て
に
係
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
麟
申
立
て
時
に
所
え
の
提
起

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
｝
に
お
け
る
民
車
師
訟
法
（
平
成
八
年
怯
伸
第
百
九
号
）
粥
百

十
七
条
第
一
項
の
訴
え
の
所
状
の
添
付
掛
緬
に
つ
い
て
、
過
剛
す
る
，

（
決
定
及
び
命
令
に
関
す
る
経
過
描
個
）

鯏
十
一
条
改
止
後
民
耶
訴
訟
規
則
第
五
十
条
流
二
項
に
お
い
て
融
用
す
る
改
正
後
民
事
訴
訟
規
則
節
百
五
十
五
条
の
規
定
は

、
痢
二
条
改
正
後
事
件
に
お
け
る
決
定
及
び
命
令
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
二
条
改
正
前
車
件
に
お
け
る
決
定
及
び
命
令
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

２
改
正
後
民
事
斫
猷
規
則
第
五
十
条
の
二
の
岨
定
は
、
節
二
条
改
正
後
巾
件
に
お
け
る
敵
子
決
定
宙
の
作
成
に
代
わ
る
晒
子

剛
瞥
の
作
成
に
つ
い
て
適
朋
し
、
節
二
条
改
正
前
事
仲
に
お
け
る
決
定
番
の
作
成
に
代
わ
る
因
啓
の
作
成
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
的
の
例
に
よ
る
。

（
斫
訟
手
続
の
受
継
の
申
立
て
に
閲
す
る
経
過
描
囮
）

節
十
二
条
改
正
後
民
事
訴
訟
規
則
第
五
十
一
条
第
三
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
第
二
条
改
正
後
事
件
に
お
け
る
訴
訟

手
続
の
受
継
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

五
六
・
二

血

六

四



２
改
正
後
民
亨
訴
訟
岨
剛
輔
五
十
五
条
節
三
項
か
ら
鋪
六
項
ま
で
及
び
第
五
十
五
条
の
こ
の
規
定
は
、
訴
え
に
係
る
耶
件
で

あ
っ
て
施
行
閲
以
後
に
鯉
紙
さ
れ
る
も
の
に
お
け
る
訴
状
の
漁
付
魯
顛
及
び
腓
え
の
拠
起
伽
に
法
維
耶
勝
を
行
っ
て
い
た
背

に
閲
す
る
愉
報
の
届
出
に
つ
い
て
、
過
川
す
る
。

（
師
状
等
の
却
下
命
令
に
対
す
る
即
時
抗
告
に
閲
す
る
経
過
婿
旺
）

第
十
七
条
鋪
二
条
改
正
前
事
件
に
お
け
る
断
状
却
下
及
び
控
腓
状
却
下
の
命
令
腱
対
す
る
即
時
抗
告
に
係
る
抗
告
状
に
つ
い

て
は
、
な
お
促
前
の
例
に
よ
る
。

（
斫
状
の
記
戟
巾
項
皮
び
添
付
沓
顛
等
に
間
す
る
経
過
柵
侭
）

第
十
六
条
改
止
後
民
市
訴
訟
規
則
輔
五
十
三
条
第
四
唄
の
晩
定
は
、
既
え
に
係
る
耶
件
で
あ
っ
て
施
行
Ⅱ
以
後
に
提
起
さ
れ

る
も
の
に
お
け
る
斫
状
の
記
載
巾
喚
に
つ
い
て
適
川
し
、
所
え
に
係
る
事
件
で
あ
っ
て
施
行
Ｈ
綱
に
提
起
さ
れ
た
も
の
（
施

行
日
前
に
さ
れ
た
訴
え
以
外
の
申
立
て
に
つ
い
て
．
施
行
日
以
後
に
当
識
申
立
て
に
係
る
法
令
の
規
定
に
よ
り
当
骸
申
立
て

時
に
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
に
お
け
る
訴
状
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

（
趾
拠
収
築
の
処
分
の
申
立
て
に
関
す
る
経
過
怜
肛
）

鞆
十
三
条
改
止
後
民
蛎
斫
舩
規
則
第
五
十
二
条
の
六
節
四
項
か
ら
鞆
七
項
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
申
し
立
て
ら
れ

る
訴
え
の
提
起
前
に
お
け
る
証
拠
収
梨
の
処
分
の
申
立
書
の
添
付
書
顛
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
‐

（
睡
子
燗
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
申
立
て
等
に
関
す
る
経
過
措
低
）

第
十
四
条
改
止
後
民
耶
訴
訟
規
則
第
一
編
第
七
章
の
規
定
は
、
鋪
二
条
改
正
後
駆
件
に
お
け
る
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
民
珈
訴
訟
法
（
以
下
『
改
正
後
民
事
解
詮
法
」
と
い
う
。
）
節
百
三
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
巾
立
て

・
弊
に
つ
い
て
、
適
川
す
る
。

（
当
珈
行
に
対
す
る
住
所
、
氏
私
等
の
秘
匿
に
関
す
る
経
過
擶
匠
）

鋪
十
五
条
改
止
後
民
巾
斫
舩
規
則
節
五
十
二
条
の
二
十
鰯
七
項
及
び
鮪
九
項
並
び
に
第
五
十
二
条
の
二
十
二
第
二
噸
及
び
鋪

三
項
の
脱
定
は
、
第
二
条
改
正
後
叩
件
に
お
け
る
文
書
等
又
は
砿
磁
的
記
録
か
ら
秘
匿
事
項
記
載
部
分
を
除
い
た
も
の
及
び

閲
覧
等
用
樫
匿
事
項
届
出
書
面
の
提
出
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

２
第
二
条
改
止
前
珈
件
に
お
け
る
文
瞥
難
か
ら
秘
匿
事
項
記
載
部
分
を
除
い
た
も
の
及
び
閲
覧
等
用
秘
匿
砺
項
届
出
香
而
が

提
出
さ
れ
た
幽
合
の
当
骸
文
書
等
及
び
秘
陛
・
邸
唄
届
出
書
面
の
閲
覧
、
勝
写
又
は
被
製
に
つ
い
て
は
．
な
お
従
仙
の
例
に
よ

の
例
に
よ
る
。
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（
嘗
而
に
よ
る
噸
備
手
続
に
間
す
る
紐
過
柵
皿
）

節
二
十
一
条
鋪
二
条
改
正
伽
巾
件
に
お
け
る
凹
面
に
よ
る
碓
備
手
続
に
つ
い
て
は
、
改
郡
後
民
巾
既
訟
規
則
節
九
十
一
条
節

二
項
中
『
芯
子
劇
曹
」
と
あ
る
の
は
『
調
普
」
と
、
「
記
緑
さ
せ
る
』
と
あ
る
の
は
「
記
戦
さ
せ
る
」
と
、
同
条
第
三
城
中

「
記
録
さ
せ
な
け
れ
ば
』
と
あ
る
の
は
「
記
戦
さ
せ
な
け
れ
ば
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
調
査
結
果
の
鰍
告
に
閲
す
る
経
過
措
腫
）

第
二
十
二
条
改
正
後
民
事
訴
訟
規
則
第
百
五
条
の
三
の
規
定
は
、
第
二
条
改
正
後
駆
件
に
お
け
る
改
正
後
民
事
訴
訟
法
第
百

３
筋
項
の
塩
合
に
お
い
て
、
奴
判
長
に
支
障
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
則
魯
に
陪
席
数
判
官
が
そ
の
事
由
を
付
記

し
て
脇
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
数
判
宙
に
支
障
が
あ
る
と
き
は
、
紋
判
所
勘
記
官
が
そ
の
旨
を
記
戟
す
れ
ば
足
灯
る
。

（
答
弁
書
等
に
間
す
る
経
過
柵
固
）

鋪
二
十
条
改
正
後
民
事
訴
舩
規
則
節
八
十
条
輔
三
項
の
規
定
は
、
鋪
二
条
改
正
後
事
件
に
お
け
る
答
弁
聾
に
つ
い
て
過
川
し

、
第
二
条
改
正
前
砺
件
に
お
け
る
答
弁
番
に
つ
い
て
は
．
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
汝
正
陵
昆
嘱
豚
磁
晩
刈
踊
八
十
一
襲
応
二
頁
股
眠
こ
廟
瓜
ト
ー
聰
廓
三
頁
史
吠
涌
叫
固
り
側
営
ま
．
廓
二
艇
ｋ
Ｅ
受
聯
牛

改
正
後
民
事
解
詮
規
則
第
八
十
一
条
鋪
二
項
並
び
に
第
八
十
二
条
鋪
三
唖
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
節
二
条
改
正
後
聯
件

（
速
記
録
に
関
す
る
経
過
椛
田
）

卵
十
八
条
改
止
後
民
砺
解
舩
規
則
輔
七
十
一
条
及
び
節
七
十
二
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
改
正
後
民
巾
所
訟
規
則
魂
七
十
八
糸

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
“
）
の
規
定
は
、
銅
二
条
改
正
後
耶
件
に
お
け
る
勉
子
速
記
録
の
作
成
及
び
通
子
調
曹
へ

の
引
朋
に
つ
い
て
適
用
し
、
節
二
条
改
正
前
駆
件
に
お
け
る
速
記
録
の
作
成
及
び
調
書
へ
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２
堀
二
条
改
止
前
車
件
に
お
け
る
速
配
脈
本
の
卿
書
へ
の
引
州
、
反
駅
及
び
駅
統
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
更
正
処
分
に
間
す
る
経
過
附
圃
）

輔
十
九
条
改
岻
後
随
順
斫
舩
規
則
節
七
十
六
条
の
二
節
一
噸
（
改
正
後
民
耶
腓
舩
脱
則
飾
七
十
八
条
に
お
い
て
叩
用
す
る
掛

合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
節
二
条
改
正
後
耶
件
に
お
け
る
愈
子
副
岱
の
更
正
処
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
二
条
改
正
杣
耶

件
に
お
け
る
詞
香
の
更
正
処
分
に
つ
い
て
は
、
吹
項
及
び
第
三
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
節
二
条
改
止
前
事
件
に
お
け
る
口
頭
弁
鈴
、
裁
判
所
の
審
尋
及
び
口
頭
弁
蹟
の
期
日
外
に
行
う
証
拠
調
べ
並
び
に
受
命
裁

判
官
又
は
受
庇
裁
判
官
が
行
う
手
続
に
係
る
岡
魯
の
更
正
処
分
を
す
る
た
め
に
作
成
す
る
副
啓
に
は
、
裁
判
所
書
記
官
が
記

名
押
印
し
、
銭
判
長
が
銘
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
お
け
る
準
備
書
面
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
、
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八
十
六
条
第
一
項
の
嘱
託
に
係
る
闘
査
結
果
の
報
告
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

（
証
人
尋
問
に
関
す
る
経
過
描
阻
）

第
二
十
三
条
改
正
後
民
嚇
訴
舩
規
則
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
二
条
改
正
後
事
件
に
お
け
る
尋
問
事
項
沓
の
提
出
に

つ
い
て
適
用
し
、
第
二
条
改
正
前
耶
件
に
お
け
る
尋
問
噸
項
瞥
の
提
川
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
改
正
後
民
事
訴
訟
規
則
筋
百
十
一
・
条
第
三
項
（
改
正
後
民
事
斫
訟
規
則
第
百
二
十
七
条
（
民
蛎
訴
訟
規
則
第
百
二
十
八
条

に
お
い
て
雛
用
す
る
場
合
を
含
む
．
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
は
、

第
二
条
改
正
後
事
件
に
お
け
る
証
人
又
は
当
期
者
本
人
若
し
く
は
訴
訟
に
お
い
て
当
事
者
を
代
表
十
る
法
定
代
理
人
の
宣
誓

の
方
式
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
二
条
改
正
前
事
件
に
お
け
る
証
人
又
は
当
聯
者
本
人
若
し
く
は
斫
舩
に
お
い
て
当
蛎
者
を
代

表
す
る
法
定
代
理
人
の
宣
誓
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
民
窮
訴
舩
規
則
第
百
十
二
条
第
三
項
中
「
述
べ
さ
せ
る
」
と
あ

る
の
は
「
記
載
し
た
宣
誓
轡
を
朗
銃
さ
せ
、
か
つ
、
こ
れ
に
悪
名
さ
せ
る
」
と
、
「
こ
れ
を
述
べ
る
」
と
あ
る
の
は
「
宣
誓

書
を
朗
醜
す
る
』
と
し
て
、
伺
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
躍
定
に
閲
す
る
経
過
柑
個
）

節
二
十
四
条
改
正
後
民
事
訴
舩
規
則
第
百
三
十
一
条
の
規
定
は
、
第
・
一
条
改
正
後
車
件
に
お
け
る
艦
定
人
の
宣
誓
の
方
式
に

つ
い
て
適
用
し
、
第
二
条
改
正
前
邪
件
に
お
け
る
鑑
定
人
の
宣
誓
の
方
式
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
述
べ
さ
せ
る
」

と
あ
る
の
は
「
記
戦
し
た
宣
誓
書
を
朗
読
さ
せ
、
か
つ
、
こ
れ
に
署
躬
さ
せ
る
」
と
、
同
条
鯆
二
項
中
「
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
良
心
に
従
っ
て
誠
実
に
鑑
定
す
る
こ
と
を
誓
う
旨
を
記
載
し
た
宣
誓
書
に
躍
定
人
が
署
名

し
て
裁
判
所
に
提
出
す
る
」
と
、
『
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
書
面
又
は
鮎
磁
的
記
録
」
と
あ
る
の
は
「
記
載
し
た
谷
面
」

と
し
て
、
同
条
（
第
二
項
各
号
を
除
く
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２
改
正
後
民
聯
訴
訟
規
則
輔
百
三
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
第
二
条
改
正
後
珈
件
に
お
け
る
民
珈
訴
訟
法
節
二
百
十
八
条
第

一
項
の
嘱
託
に
係
る
艦
定
結
果
の
報
告
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
．

（
書
証
に
関
す
る
経
過
描
腫
）

第
二
十
五
条
改
正
後
民
駆
訴
訟
規
則
第
百
三
十
七
条
第
一
項
（
改
正
後
民
事
餌
訟
規
則
節
百
四
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
第
二
条
改
正
後
事
件
に
お
け
る
書
証
の
申
出
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
二
条
改
正
前
車
件
に
お

け
る
書
証
の
申
出
に
弓
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
改
正
後
民
布
訴
訟
規
則
第
百
三
十
七
条
第
三
項
及
び
第
百
四
十
三
条
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
改
正
後
民
部
誹
訟
規
則

第
百
四
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
百
三
十
七
条
節
四
項
の
規
定
は
、
第
二
条
改
正
後
砺
件
に
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お
け
る
番
証
の
申
出
及
び
文
醤
の
提
出
又
は
送
付
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

３
節
二
条
改
正
前
聯
件
に
お
け
る
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
に
よ
り
文
書
の
証
拠
剥
く
が
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
調
書

へ
の
当
咳
文
書
の
写
し
の
添
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
愈
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
憎
報
の
内
容
に
係
る
証
拠
鯛
ぺ
に
閲
す
る
経
過
揃
侭
）

第
二
十
六
条
箙
二
条
改
正
削
率
件
に
お
け
る
愈
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
傭
報
の
内
容
に
係
る
証
拠
調
べ
に
つ
い
て
は
、
改

正
後
民
郡
訴
訟
規
則
第
百
四
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
最
高
級
判
断
の
細
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
出
に
係
る

砿
磁
的
記
録
の
複
製
を
第
五
十
二
条
の
十
（
敵
子
梢
報
処
理
組
織
）
第
一
項
の
晒
子
備
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ

り
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
、
又
は
唖
磁
的
記
録
の
複
製
」
と
あ
る
の
は
「
当
餓
愈
磁
的
記
録
』
と
、
『
魎
磁
的
記
録
を
い
う
」

と
あ
る
の
は
「
書
面
を
い
う
」
と
、
同
項
及
び
同
条
第
二
項
中
「
勉
子
証
拠
説
明
杏
」
と
あ
る
の
は
「
証
拠
説
明
書
」
と
、

同
項
及
び
第
百
四
十
九
条
の
四
中
「
愈
磁
的
記
錘
の
禎
製
」
と
あ
る
の
は
『
愈
磁
的
記
録
を
記
録
し
た
記
録
媒
体
」
と
し
て

、
改
正
後
民
亭
釿
訟
規
則
第
百
四
十
九
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
四
十
九
条
の
四
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
判
決
等
に
関
す
る
経
過
措
砥
）

第
二
十
七
条
、
堀
二
条
改
正
前
事
件
に
お
け
る
判
決
書
の
裁
判
所
書
記
官
へ
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
仙
の
例
に
よ
る
。

２
改
正
後
民
蛎
訴
訟
規
則
第
百
五
十
九
条
の
規
定
は
、
第
二
条
改
正
後
蛎
件
に
お
け
る
敵
子
判
決
書
又
は
価
子
判
決
香
に
代

わ
る
敏
子
調
啓
の
送
達
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
二
条
改
正
前
車
件
に
お
け
る
判
決
密
又
は
判
決
香
に
代
わ
る
調
笹
の
送
達
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
改
正
後
民
事
瞬
訟
規
則
第
百
六
十
条
第
一
項
（
同
条
飾
二
項
（
民
車
訴
訟
法
第
二
百
五
十
九
条
節
五
項
の
規
定
に
よ
る
補

充
の
決
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
第
二
条
改
正
後
蛎
件
に
お
け
る
判

決
の
更
正
決
定
及
び
民
事
訴
訟
法
第
二
百
五
十
九
条
第
五
噸
の
規
定
に
よ
る
補
充
の
決
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
節
二
条
改
正

前
事
件
に
お
け
る
判
決
の
史
正
決
定
及
び
民
聯
訴
詮
法
第
二
百
五
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
補
充
の
決
定
に
つ
い
て
は

、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４
改
正
後
民
弔
翫
訟
規
則
第
百
六
十
条
第
二
項
（
改
正
後
民
事
訴
訟
法
第
二
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
解

又
は
諭
求
の
放
棄
若
し
く
は
認
諾
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
和
解
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
敏
子
測
書
の
更
正

決
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正
後
民
叩
訴
訟
規
則
節
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
は
、
第
二
条
改
正

後
邪
件
に
お
け
る
和
解
等
に
係
る
勉
子
調
書
の
更
正
決
定
に
つ
い
て
適
用
し
、
鞆
二
条
改
正
舸
叩
件
に
お
け
る
和
解
等
に
係

る
鯛
瞥
の
亜
正
決
定
に
つ
い
て
は
、
次
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

五
七
一

五
七
・
一



節
二
十
九
条
第
二
条
改
正
舸
巾
件
に
お
け
る
上
告
．
上
告
受
理
の
叩
眺
ｖ
て
・
民
蛎
斫
醗
法
第
三
百
三
十
条
の
抗
告
、
同
法
節

三
百
三
十
六
条
節
一
唄
の
抗
告
及
び
側
法
飾
三
百
三
十
七
条
輔
一
項
の
拭
告
（
次
項
に
お
い
て
「
上
告
等
」
と
い
う
。
）
に

必
要
な
費
剛
の
予
納
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

２
改
正
後
腿
訓
斫
舩
規
則
鯆
而
八
十
九
条
（
改
正
後
民
耶
解
訟
規
則
輔
百
九
十
九
条
第
二
項
、
第
二
百
八
条
及
び
第
二
百
九

条
に
お
い
て
雛
川
十
る
場
合
を
含
む
。
）
、
飾
筒
九
十
四
条
（
改
正
後
民
束
訴
訟
規
則
第
百
九
十
九
条
輔
二
項
に
お
い
て
猟

期
す
る
鵬
合
を
含
む
。
）
・
節
百
九
十
通
条
（
改
正
後
氏
巾
斫
舩
規
則
第
百
九
十
九
条
節
二
項
、
節
二
百
八
条
及
び
鞆
二
百

九
条
に
お
い
て
鍬
川
す
る
場
合
を
含
む
，
）
及
び
節
二
百
十
条
節
一
項
（
伺
条
筋
二
項
に
お
い
て
砿
川
す
る
鳩
合
を
含
む
。

）
の
規
定
は
、
節
二
条
改
正
後
中
件
に
お
け
る
ｋ
告
等
に
つ
い
て
適
用
Ｌ
、
第
二
条
改
祁
前
巾
件
に
お
け
る
上
告
神
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
航
の
例
に
よ
る
。

（
再
密
の
訴
状
等
の
添
付
魯
顛
に
間
す
る
経
過
柑
伍
）

第
三
十
条
改
止
後
民
率
訴
舩
規
則
第
二
百
十
一
条
節
二
項
及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
改
正
後
民
聯
腓
訟
規
則
輔
二
百

十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
詠
え
に
係
る
事
件
で
あ
っ
て
施
行
日
以
後
に
提
起
さ
れ
る
も
の

に
お
け
る
再
審
の
訴
状
又
は
申
立
醤
の
添
付
瞥
麺
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
。

５
節
二
条
改
止
前
事
件
に
お
け
る
和
解
弊
に
係
る
囲
魯
の
史
正
決
定
は
、
和
解
等
に
係
る
馴
魯
の
原
本
及
び
正
本
に
付
記
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
栽
判
所
は
、
相
当
と
鹿
め
る
と
き
は
、
和
解
等
に
係
る
調
魯
の
原
本
又
は
正
本
へ
の
付
記

に
代
え
て
、
決
定
書
を
作
成
し
、
そ
の
正
本
を
当
事
者
に
送
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
‐

（
和
解
条
唄
案
の
書
面
に
よ
る
受
諾
等
に
関
す
る
経
過
描
画
）

鋪
二
十
八
条
改
正
後
民
事
誹
訟
規
則
第
百
六
十
三
条
第
三
項
、
第
百
六
十
四
条
第
二
項
及
び
鋪
三
項
並
び
に
第
百
六
十
九
条

の
規
定
は
、
第
二
条
改
正
後
嚇
件
に
お
け
る
改
正
後
民
事
訴
訟
怯
第
・
一
百
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
解
条
項
案
の

密
面
に
よ
る
受
鰭
、
救
判
所
等
が
定
め
る
和
解
条
項
及
び
訴
え
提
起
前
の
和
解
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
二
条
改
正
前
耶
件
に

お
け
る
同
項
の
岨
定
に
よ
る
和
解
条
項
案
の
啓
面
に
よ
る
受
酪
、
扱
判
所
等
が
定
め
る
和
餅
条
唄
及
び
既
え
提
起
前
の
和
離

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
仙
の
例
に
よ
る
。

２
第
二
条
改
止
前
廟
件
に
お
け
る
改
正
後
民
珈
斫
舩
法
鯆
二
百
六
十
四
条
鋪
二
項
の
規
定
に
よ
る
和
郎
条
項
案
の
魯
面
に
よ

る
受
旛
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
民
耶
師
舩
規
則
鋪
而
六
十
三
条
節
四
項
中
「
配
録
し
た
矼
子
劇
掛
」
と
あ
る
の
は
、
「
記
戦

し
た
鋼
魯
」
と
し
て
、
岡
唄
の
脱
定
を
適
用
す
る
。

（
上
告
提
起
の
場
合
の
費
川
の
予
納
神
に
閲
す
る
経
過
柵
圃
）

五
七
四

五
七
三

（
手
形
訴
詮
等
に
関
す
る
経
過
措
慨
）

節
三
十
一
条
改
正
後
民
事
訴
訟
規
則
輔
二
百
二
十
条
節
一
項
及
び
第
四
項
か
ら
鋪
六
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
改
正
後
民

事
翫
訟
規
則
第
二
百
二
十
一
条
に
お
い
て
瓶
用
す
る
場
合
を
含
む
傷
）
の
規
定
は
、
第
二
条
改
正
後
耶
件
に
お
け
る
手
形
師

訟
又
は
小
切
手
訴
詮
に
よ
る
審
理
及
び
級
判
を
求
め
る
旨
の
申
述
を
し
で
す
る
支
払
儒
促
の
申
立
て
に
つ
い
て
適
用
し
、
第

二
条
改
正
前
事
件
に
お
け
る
手
形
訴
訟
又
は
小
切
手
訴
訟
に
よ
る
審
理
及
び
裁
判
を
求
め
る
旨
の
申
述
を
し
て
す
る
支
払
督

促
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
改
正
後
民
市
訴
舩
規
則
第
二
百
一
・
十
条
節
二
項
及
び
節
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
改
脈
後
民
耶
訴
訟
規
則
筋
二
百
二
十
一

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
鋪
二
条
改
正
後
耶
件
に
お
け
る
手
形
斫
舩
又
は
小
切
手
訴
訟
に
よ
る

審
理
及
び
裁
判
を
求
め
る
旨
の
叩
述
を
し
て
す
る
支
払
督
促
の
申
立
て
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
品
高
故
判
所
紋
判
珈
務
処
理
規
則
の
一
部
改
砿
）

第
三
十
二
条
最
商
故
判
所
故
判
耶
務
処
哩
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
最
高
級
判
所
規
則
節
六
冊
）
の
》
部
を
欲
の
よ
う
に
改
正

す
る
。次

の
表
に
よ
り
、
改
正
仙
欄
に
掲
げ
る
岨
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

を
蛮
示
す
る
に
は
、
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
、
こ
れ
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

羅
処
、Ｉ

五
七
六

五
七
五

改
正
後

改
正



（
人
身
保
醗
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
三
条
人
身
保
護
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
商
裁
判
所
規
則
第
．
一
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
吹
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
棡
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
棡
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

第

あ が

る 、

と 法

き 律

は が

、 懲

そ 法

の に

故適

判合内
笹 し 閣
の な に

掴
剣
調
劃
叫
囲
叫
剥
罰
を
国
会
に
も
送
付
す
る
。

第
十
四
条
第
十
二
条
の
栽
判
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
要

旨
を
官
報
に
・
公
告
し
、
創
叫
剤
そ
の
裁
判
書
の
劃
刈
凋
を
内

閣
に
送
付
す
る
。
そ
の
裁
判
が
、
法
律
が
憲
法
に
適
合

し
な
い
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
城
判

薔
の
ｎ
冊
判
を
国
会
に
も
送
付
す
る
。

五
七
七

五
七
八

ノ

引
刈
別
引
洲
剃
釧
引
司
測
剖
副
到
呵
可
ｄ
１
Ｊ
列
珂
剖
側
剃
刻
Ⅶ
到

刈
制
訓
到
到
川
副
引
叫
、
錆
求
宙
又
は
諦
求
の
趣
意
を
記
戦

し
た
調
魯
に
収
入
印
紙
を
姻
剖
副
引
綱
洲
剴
釧
引
剖
洲
剃
別
封

》
〈
》
、

釧
刺
卿
倒
幽
門
制
制
剥
割
糾
剖
到
劉
劉
馴
剃
司
釧
釧

第
九
条
法
節
二
条
の
諦
求
を
す
る
に
は
、
ゴ
コ
祠
ゴ
割
引
川

４
劃
瑚
四
叫
川
河
劉
剰
叫
鯏
制
制
Ｈ
渕
刎
訓
司
刎
剖
馴
叫
別
剴
到
副
刈
引
到

却
副
判
引
副
割
荊
銅
釧
剴
瑚
剰
司
剴
剴
何
コ
割
剣
叫
Ｈ
制
判
可
刺
刎
副
判

詞
制
判
到
刈
副
叫
引
間
割
瑚
烟
釧
詞
刷
綱
剃
副
叫
刷
矧
剖
到
刺
洲
司
刊
却

の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
判
割
函
糾
副
矧
ｌ
測
到
剴
司
釧
引
刊
剥
痢
瑚
剖
副
Ⅶ
刈
圃
矧
列
引
剰

明
ら
か
に
し
、
洲
剖
？
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号

洲
削
訓
荊
判
剴
到
割
司
の
事
項
に
つ
き
、
関
係
巻
、
参
考
人

等
の
陳
述
番
、
鉦
明
書
等
の
文
番
そ
の
他
の
糊
廻
則
判
叫

副
鯏
詞
刺
圃
剖
珂
斗
緬
判
削
判
珂
刈
１
鯏
割
到
刺
珂
渕
判
副
副
哨
刈

当
ｌ
に
よ
っ
て
疎
明
方
法
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

［
一
～
六
略
］

七
第
四
条
制
剖
利
引
闘
の
規
定
に
よ
り
謂
求
を
す
る
と

き
は
、
同
条
矧
剖
刊
制
罰
に
当
る
事
由
‐

（
附
求
の
手
数
料
）

る
申
立
て
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
千
七
百
円

第
九
条
法
鋪
二
条
の
賄
求
を
す
る
に
は
、
１
判
判
別
の
手

数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
刊
岨
矧
刊
則
、
謂
求
密
又
は
謂
求
の
趣
意
を
記
載
し
た

調
書
に
収
入
印
紙
を
刷
剖
到
別
矧
瑚
副
測
到
判
判
洲
剖
可

［
新
設
］

明
ら
か
に
し
、
Ⅲ
‐
可
、
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号

刑
剰
詞
珂
個
則
刻
の
率
項
に
つ
き
、
関
係
者
、
参
考
人
等
の

陳
述
書
、
証
明
番
等
の
文
書
そ
の
他
の
糊
蜘
叩
に
よ
っ
て

疎
明
方
法
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
六
同
上
］

七
第
四
条
倒
劉
引
の
規
定
に
よ
り
諭
求
を
す
る
と
き
は

、
同
条
側
詞
剖
に
当
る
嚇
由

（
舗
求
の
手
数
料
）

五
七
九

五
八
○

改
正
後

改
正
前



第
二
十
六
条

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
２
略
］

（
人
身
保
磯
命
令
の
効
果
）

節
二
十
五
条
刷
劉
劉
珂
司
詞
制
剃
矧
川
剣
剖
渕
罰
が
拘
束
者
に

送
達
さ
れ
た
と
き
は
、
被
拘
束
者
は
、
そ
の
送
達
の
時

か
ら
人
身
保
護
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
に
よ
っ
て
当
骸

拘
束
の
堀
所
に
お
い
て
監
醗
さ
れ
る
も
の
と
す
る
、
こ

の
場
合
に
は
、
被
拘
束
者
の
監
謹
は
、
拘
束
街
に
お
い

て
当
骸
裁
判
所
の
指
揮
の
も
と
に
引
き
続
き
こ
れ
を
行

う
も
の
と
す
る
。

［
２
略
］

"II$
束
者
に
送
達
さ
れ
た
後
に
お
い
て
、
他
の
数
判
所
、
行

た
も
の
に
限
る
。
）
な
耐
引
訓 ’を

拘
束
者
に
送
達
し

が
拘

［
２
同
上
］

（
人
身
保
護
命
令
の
効
果
）

第
二
十
五
条
刈
鯏
刷
鯏
割
刺
司
翻
が
拘
束
者
に
送
達
さ
れ

た
と
き
は
、
被
拘
束
者
は
、
そ
の
送
達
の
時
か
ら
人
身

保
簸
命
令
を
発
し
た
蕊
判
所
に
よ
っ
て
当
鮫
拘
束
の
場

所
に
お
い
て
監
鰻
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

は
、
被
拘
束
者
の
監
護
は
、
拘
束
者
に
お
い
て
当
骸
戯

判
所
の
指
揮
の
も
と
に
引
き
続
き
こ
れ
を
行
う
も
の
と

す
る
。

［
２
同
上
］

第
二
十
六
条
刈
刎
刷
圀
鋼
矧
型
副
剛
が
拘
束
者
に
送
達
さ
れ

た
後
に
お
い
て
、
他
の
裁
判
所
、
行
政
庁
そ
の
他
の
者

訓
。
［
同
上
］

（
刈
鋤
制
覇
調
剣
剖
剥
可
の
送
達
）

第
二
十
四
条

送
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

，
ノ
比

砿
命
令
書
は
、
こ
れ
を

五

八

五

八

拘
束
者
に

!』’
政
庁
そ
の
他
の
者
が
、
被
拘
束
者
を
被
告
人
、
鉦
人
又

は
参
考
人
と
し
て
呼
び
出
す
等
法
の
規
定
に
よ
る
救
済

干
統
を
遅
延
さ
せ
る
湖
判
別
刺
の
あ
る
行
為
を
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
当
該
人
身
保
護
命
令
を
発
し
た
裁
判
所

の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
答
弁
書
）

第
二
十
七
条
［
略
］

２
拘
束
が
裁
判
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

令
状
そ
の
他
の
裁
判
書
の
脇
本
又
は
抄
本
を
答
弁
召
に

調
刎
町
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

釧
測
刺
制
刻
剛
司
叫
倒
劉
刈
叫
１
州
列
剛
謝
判
割
呵
澗

科
刈
叫
捌
科
叫
洞
州
判
州
刈
可
１
刷
剤
蜘
判
呵
釧
綱
則

司
剣
刈
引
剖
引
引
同
叫
叫
１
判
謝
謝
剖
劃
倒
鮒
科
刻
叫I

３
［
同
上
〕

（
審
問
期
日
の
通
知
）

第
三
十
二
条
［
同
上
〕

［
２
同
上
］

［
新
設
］

が
、
被
拘
束
者
を
被
告
人
、
証
人
又
は
参
考
人
と
し
て

呼
び
出
す
等
法
の
規
定
に
よ
る
救
済
手
続
を
遅
延
さ
せ

る
劇
の
あ
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
餓
人

身
保
艘
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
答
弁
書
）

鋪
二
十
七
条
〔
同
上
］

２
拘
束
が
裁
判
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

令
状
そ
の
他
の
裁
判
杏
の
勝
本
又
は
抄
本
を
答
弁
書
に

調
釧
州
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
新
設
］

五
八
四

五
八
三



11℃||i
（
人
身
保
護
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
描
腫
）

［
新
設
］

〔
新
設
〕

五
八
五

・
二
Ｌ
△
、
。
、

“
５
四
○
Ｊ
〃
巳
〃

鋪
三
十
四
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
人
身
保
磯
規
則
鋪
七
条
の
岨
定
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
さ
れ
る
人
身
保
硬
耶

件
に
お
け
る
疎
明
方
怯
の
提
供
に
つ
い
て
適
川
し
、
施
行
閲
仙
に
側
始
さ
れ
た
人
身
保
鰻
巾
件
に
お
け
る
疎
明
方
法
の
提
供

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
．

（
少
年
審
判
規
則
の
一
部
改
正
）

鋼
三
十
五
条
少
年
審
判
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
最
高
級
判
所
規
則
輔
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
炎
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
娩
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
肋
次
対
応
十
る
改
正
後
梱
に
掲
げ
る
蜆
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
民
砺
謝
停
規
則
の
一
郎
改
正
）

第
三
十
六
条
民
事
調
停
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
最
商
故
判
所
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
吹
の
よ
う
に
改
正
す
る

一

鯛； ；

五
八
上

《
Ｌ
ｔ
ｔ

ｌ
ｊ
ｊ

備
報
表
中
の
〔
］
の
記
戟
及
び
対
醗
規
定
の
二
頭
傍
線
を
付
し
た
標
配
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
配

で
あ
る
。

改
正
後

改
正
前

偏
考
我
中
の
〔
〕
の
配
戦
は
注
記
で
あ
る
。



次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
締
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
噸
次
対
応
す
る
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
梱
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
節
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
『
対
象
規
定
」
と
い
う
，
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

|
行
の
手
続
を
停
止
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

。
た
だ
し
、
裁
判
測
到
叩
調
書
そ
の
他
裁
判
所
に
お
い
て

作
成
す
る
書
面
の
制
剖
刺
に
基
づ
く
民
事
戟
行
の
手
続
腱

つ
い
て
は
、
こ
の
触
り
で
な
い
。

守
行
〃
手
続
め
い

鋤
停
聯
件
の
係
雇

り
聯
件
を
副
停
咋

爲
》
ｎ
句
ユ
ー
こ
距
回
、
戸

If

九

○

五
八
九

・
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
荊
荊
到
刈
斗
剥
刎
斗
司
吋

斗
制
。
Ｊ
側
中
「
こ
の
岨
則
の
規
定
（
刺
制
剃
則
斗
剰
刎
刈
川

畑
，
（
秘
匿
耶
項
届
出
啓
面
の
記
載
叩
馴
捧
）
堀
一
頃
を

除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
民

廟
副
停
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
品
商
戯
判
所
規
則
鯆
八

り
）
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
剛
す
る
非
訟
耶
件
手
続

規
則
（
平
成
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
輔
七
号
）
の

規
定
」
と
、
同
条
鋪
二
項
中
「
こ
の
規
則
」
と
あ
る
の

は
「
腿
巾
飼
停
脱
則
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
川
す
る

非
訟
事
件
手
続
規
則
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
．

刻
刺
呵
叫
判
削
剥
薊
判
引
劇
判
列
釧
劉
開
函
剴
Ｈ
訓

〔
５
略
］

（
当
小
者
に
対
す
る
住
所
、
氏
名
練
の
秘
匿
）

第
二
十
三
条
の
二
調
停
手
続
に
お
け
る
申
立
て
そ
の
他

の
申
述
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
規
則
（
平
成
八
年
最

滿
紋
判
所
規
則
節
九
号
）
剰
到
剖
凋
剰
川
制
「
呵
刷
制
可
ゴ
閥

剥
刈
副
叫
悶
制
割
叫
鋼
刎
剣
剥
墹
に
基
づ
く
民
耶
執
行
の
手
続

に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
２
．
３
略
〕

４
周
到
洲
耐
割
引
瞬
第
七
十
六
条
、
第
七
十
七
条
、
第
七
十

九
条
及
び
鋪
八
十
条
の
規
定
は
、
鋪
一
項
及
び
第
二
項

の
担
保
に
つ
い
て
準
用
十
る
。I

二
条
の
二
十
三
の
規
定
を
除
く
。
）

を
準
用
す
る

六
条
、
第
七
十
七
条
、
鋪
七
十
九
条
及
び
第
八
十
条
の

規
定
は
、
堀
一
項
及
び
弗
二
唄
の
柧
保
に
つ
い
て
準
川

す
る
，

［
５
同
上
］
『

（
当
耶
者
に
対
す
る
住
所
．
氏
私
等
の
秘
隈
）

節
二
十
三
条
の
二
捌
停
手
統
に
お
け
る
申
立
て
そ
の
他

の
申
述
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
規
則
（
平
成
八
年
殿

高
故
判
所
規
則
節
五
号
）
潮
４
割
剰
州
倒
矧
渕
削
矧
回
を
姫

川
す
る
．
こ
の
呪
合
に
お
い
て
、
岡
規
則
剰
荊
利
呵
訓
剖
調

4
［
新
設
］

、

戸
２
．
３
同
上
］

刎
叫
刈
斗
荊
斗
剖
州
中
「
こ
の
規
則
の
岨
定
（
烈
杣
利
呵
。
釧
調

刎
刈
河
（
秘
匿
事
項
届
出
書
面
の
記
戦
耶
唄
等
）
節
一
項

を
除
く
僅
吹
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

民
小
副
停
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
最
醐
紋
判
所
規
則
流

八
号
）
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
非
訟
耶
件
手

続
規
則
（
平
成
二
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
七
号
）

の
規
定
」
と
、
同
条
鯆
二
項
中
「
こ
の
規
則
」
と
あ
る

の
は
一
睡
蛎
閥
仲
規
則
鋪
二
十
四
条
に
お
い
て
必
用
す

る
非
訟
覗
件
手
続
規
則
」
と
読
み
特
え
る
も
の
と
す
る

・
Ｌ
Ｌ

Ｄ
ｆ
ｌ
〃

五

九

第
七
十

改
正
後

改
正
前



’
（
民
事
調
停
官
の
権
限
）

第
二
十
五
条
腿
耶
調
停
官
は
、
そ
の
取
り
扱
う
岡
停
中

件
の
処
理
に
つ
い
て
、
こ
の
岨
川
の
規
定
（
仙
条
に
お

い
て
準
用
す
る
非
訟
事
件
手
続
蜆
則
の
規
定
を
含
む
。

）
及
び
特
定
調
停
手
続
規
則
（
平
成
十
二
年
最
商
絞
判

所
岨
則
流
二
号
）
の
規
定
に
お
い
て
織
判
漁
が
行
う
も

の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
民
事
調
停
及
び
特
定
潤
停

に
間
す
る
権
限
（
調
停
主
任
に
係
る
も
の
を
含
む
。
） I1

し
又
は
同

よ
っ
て
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

蝿
項
利
目
輯
耐
て
「
秘
匠
窃
項
届
柵
魯
面
』
と
い
う…

（
民
耶
調
停
官
の
権
限
）

輔
一
｜
十
五
条
［
同
上
］

〔
新
設
〕

五
九
三

五
九
四

I
21

斗イ

i

III
の
ほ
か
、
吹
に
掲
げ
る
権
限
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

［
一
略
〕

二
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
躯
用
す
る
民
巾
斫
訟
怯

叫
寸
‐

（
和
解
の
仲
介
）

〔
三
・
四
略
〕

節
八
十
条
の
規
定
並
び
に
民
事
訴
舩
規
則
第
二
十
九

条
第
二
項
に
お
い
て
韻
用
す
る
同
条
魂
一
項
の
規
定

に
お
い
て
裁
判
所
が
行
う
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て

い
る
権
限
で
あ
っ
て
民
率
飼
停
に
閲
す
る
も
の

第
七
十
六
条
、

は

小

韮
耶
に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
と
き
は
、
鯛

及
び

［
新
設
〕

〔
一
同
上
］

二
節
五
条
鋪
四
噸
に
お
い
て
喉
剛
す
る
民
耶
斫
訟
法

第
七
十
六
条
、
潮
判
別
河
川
劉
剰
判
可
側
刑
別
引
潮
ゴ
ヨ
州
剥

劃
，
及
び
鯆
八
十
条
の
規
定
並
び
に
腿
事
訴
訟
規
則
第

二
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
川
す
る
同
条
鯏
一
執

の
規
定
に
お
い
て
裁
判
所
が
行
う
も
の
と
し
て
規
定

さ
れ
て
い
る
権
限
で
あ
っ
て
民
班
測
停
に
関
す
る
も

の
〔
・
一
・
四
同
上
〕

（
和
熊
の
仲
介
）

五
九
五

九
九
六



第
三
十
七
条

改
正
す
る
。

|
口 ｰ

次
の
我
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
Ｌ
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
唾
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
対
敷
規
定
」
と
い
う
。
｝
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
［
略
］
’
第
二
十
九
条
〔
同
上
〕

（
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
間
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

一
十
七
条
法
廷
等
の
秩
序
維
持
に
閲
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
峨
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
号
）
の
一
郎
を
次
の
よ
う
に

に
よ
り
和
解
の
仲
介
を
さ
せ
る
と
き
に
噸
剛
す
る
〃
｜
和
餅
の
仲
介
を
さ
せ
る
と
き
に
噸
川
す
る
。

改
正
後

改
正
前

五
九
八

五
九
七

；

III |I II
岨
定
に
か
か
わ
ら
ず

段
に
岨
定
す
る
悪
端
に

［
新
設
］

［
新
設
］

六
○
○

五

jL

九

備
考
表
中
の
［
］
の
記
鹸
及
び
対
象
規
定
の
二
砿
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。
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節

I
』

二 へ

十 項 制
条 鯏裁
六 を

一項 科

略 － す
ｰ

る

裁

判

等
の

執

行

命

令

法

鯏
七

条

第

［
２
略
］

３
前
二
頃
の
規
定
は
、
法
荊
刺
副
割
剥
到
倒
の
規
定
に
よ

る
栽
判
の
執
行
の
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

：

：

（
制
裁
を
科
す
る
裁
判
等
の
執
行
命
令
・
法
第
七
条
第

一
項
第
六
項
）

節
二
十
条
［
同
上
］

〔
２
同
上
〕

３
前
二
項
の
規
定
は
、
法
潮
刺
『
剰
副
剖
引
卿
の
規
定
に
よ

る
裁
判
の
執
行
の
命
令
に
つ
い
て
鵡
用
す
る
．

［
新
設
］

〔
新
設
〕

六

○

六

○

l鱗

』っ

〃、

○
一

二・

六
○
囚

百
十
八
条
節

第
三
噸
、
節 ：

劇

；

； ；
’

調
＃

:i ：
第
百

十
六
条

託
闘
さ
せ
な
け
ｈ

叫 の
作
成

：
に
用
い
る

叫

；



斜

－

一
一
一

－

劔
圃

（
傍
駐 八

条人
の

馴 ；
’

六

○

六

六
○
五

’

一
一

I恥 二

謙

戸

Ⅱ■■■■■■■■■■

′、

○

八

ハ
○
七

ノ

；
凱
百
一
十
九

斜

i
il

胴
剛
術

は
弁
韻
雛
倫
手
統

■
’
二
制
狸
‐
『
７
．
色
も
】
イ
ー
く

~l

』
；

寸
る
剛到
Ⅲ
節
十
二 鯛

え
る
も
め
と
す
る

れ
け
一
と
訓
み
智

省
腱
駈
“
し
な
け

鯏
両
三
十
一
条

罰
二
噸
‐
輔
四
噸

！ ； 靴
〆
Ｕ
ｑ
■
＆
■
Ｔ
全

一
恥
Ｊ
Ｌ
創
二
咽 猟 ＃

■
０
毛
日
■
ｄ
Ⅱ
Ⅱ
Ｆ
■
Ｊ
Ｊ
、
■
Ｊ
二
ａ
９
０

ｊ 韮
製
加
い
剛
寸
〆
己
附
側

期
百
四
十
六

；
斜

1 :i
リ

泌
荊
序
箇
駈
官
閲

』

；
：：
Ｕ
“
師
二
恥
“

偶
の
叩
趾
）
餉
二

魂
九
十
九
条
（
皿

1
脚
本
‐

脇
本
又
は

湖

： ；



;雛| ；

六
○
九

′、

○

う’

｜
肱
廷
紳
の
秩
序
総
一

－

ハ
ー
ー

ノ、

割

調
刺

調I
か
ら
銅§
百
三
十
九

釧

： ！
捉
吐
等
）
並
び
に

間
雁
一
二
１
Ｊ
身

罫
し
た
託
閏
伽
体

Ⅶ
８
０
副
ｆ
４
Ⅲ

；

」
０
〃
』
０

劇
節

百
四
十 I誰 ； 韮；

I
敞
配
鋒
を
配
録
し

…
文
召
の
写
し
」
とＩ



（
企
業
担
保
椎
実
行
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
十
八
条
企
業
担
保
権
実
行
手
続
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
最
商
放
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

吹
の
災
に
よ
り
、
改
正
前
欄
爬
掲
げ
る
脱
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
噸
次
対
略
す
る
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
梱
に
掲
げ
る
そ
の
侭
記
部
分
に
二
砿
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

－

』

j
－

六

則

一
ハ
ー
言
一

－

（
民
車
斫
訟
規
則
及
び
民
耶
執
行
規
則
の
準
用
）

鋪
六
条
村
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
実
行
手
続

に
閲
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
・
民
車
訴

舩
規
則
（
平
成
八
年
峨
高
裁
判
所
規
則
鞆
五
号
）
第
一

幅
か
ら
堀
四
幅
ま
で
の
規
定
（
同
規
則
期
４
Ｊ
羽
姻
剖
剴
叫

１
割
判
１
剥
刎
斗
寸
Ｊ
判
付
副
劉
剰
割
引
刺
刎
剛
引
潮
刺
副
到
判
司

１
釧
刊
何
劃
割
劃
珂
．
剣
劇
制
副
割
引
羽
１
割
剰
呵
川
鍋
罰
到
剴
判

測
制
剃
劃
斗
刺
１
割
割
引
Ｈ
訓
副
詞
羽
ヨ
噸
１
割
劉
斗
刊
斗
副
詞
卿I I

（
腿
事
訴
舩
規
則
及
び
民
事
執
行
規
則
の
準
朗
）

鋪
六
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
喝
合
を
除
き
、
実
行
手
続

に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
耶
訴

訟
規
則
（
平
成
八
年
最
高
織
判
所
規
則
第
五
号
）
第
一

幅
か
ら
堀
四
幅
ま
で
の
規
定
（
同
規
則
刎
訓
利
呵
剰
剖
引
斗

測
制
副
刈
ヨ
判
割
剰
剴
斗
の
規
定
を
除
く
。
）
を
刺
刎
判
刈
到

１

。
、
っ
。
、
４

４

〃

〃

六

一L●

五

改
正
後

改
正
前

備
考
表
中
の
〔
〕
の
記
紘
及
び
対
蝕
規
定
の
二
爪
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
拙
記

で
あ
る
。



２
民
車
執
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
殿
商
裁
判
所
規
則

第
五
号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で

、
鋪
十
条
か
ら
荊
叫
Ⅷ
剰
刎
．
叫
ま
で
、
節
十
二
条
、
銅
判
川

副
到
司
ｌ
期
叫
判
判
斜
刎
イ
コ
ｎ
列
剰
判
剥
創
科
呵
Ｈ
判
刻
Ⅷ
及
び

第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
は
、
実
行
手
続
に
関
し
準
用

す
る
。

（
民
事
軌
行
規
則
の
鵡
川
）

第
二
十
九
条
の
二
腿
巾
軌
行
規
則
節
二
十
六
条
、
節
五

十
七
条
、
節
五
十
八
条
、
節
五
十
九
条
か
ら
荊
到
刊
呵
訓

剰
判
刻
１
１
剰
渕
測
剖
斗
剥
刎
訓
司
洲
削
剥
判
利
判
刈
剖
須
刎
剖
叫
ま

で
及
び
節
百
七
十
二
条
の
規
定
は
、
配
当
に
関
し
縮
川

十
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
筋
五
十
七
条
中

「
執
行
官
」
と
あ
る
の
は
、
「
椅
財
人
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

Ⅷ
到
判
斗
釧
到
州
剰
測
回
到
Ｉ

||1
。』

輔
２
任
耶
執
行
岨
則
（
昭
和
五
十
四
年
晶
商
裁
判
所
規
則

第
五
号
）
第
三
条
第
一
頃
、
節
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で

、
節
十
条
か
ら
剃
州
剰
刷
到
弐
ま
で
、
鏑
十
一
条
、
刎
刈
州

剛
釧
詞
及
び
節
二
十
二
条
の
三
の
規
定
は
、
実
行
手
続
に

関
し
準
用
す
る
。

節
二
十
九
条
の
二
民
覗
軌
行
規
則
節
三
十
六
条
、
節
五

十
七
条
、
節
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
か
ら
荊
刈
側
１
「

斜
・
ま
で
及
び
第
百
七
十
二
条
の
規
定
は
、
配
当
に
閲
し

瓶
用
す
る
。
こ
の
鵬
合
に
お
い
て
、
同
規
則
輔
五
十
七

条
中
一
執
行
官
」
と
あ
る
の
は
、
『
擶
財
人
」
と
銃
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

［
新
設
］

（
民
車
執
行
規
則
の
甑
川
）

六

一

七

。

、

．

ｈ

、

凸

ノ
Ｄ
Ｊ

噌雌繩

六
一
九

′、

二

○



|洲：；

Ⅱ■■■■■■■■■■

：

一
ハ
’
一
一

ノ、

二

一
ハ
一
一
二
一

′、

二

側

報調洲批
記
録
し
な
け
れ
ば

；

！
薊

：

側 馴
唄
を
皿
剛
し
た…
付
鵜
し
く
は
当
砿

眼
し
た
闇
匝
成
交

畑
定
す
る
訴
訟
に…
巾
噸
の
趾
明
）
に

（
勵
謹
に
鵬
寸
〆
。

節
九
十
一
条
防
三

罪；
の
交
“
付
、
そ
の
鈴
組

】
ｊ
Ⅱ
汕
可
Ｉ
４
，
且
７
０
４
４
－
Ｊ 灘

実
行
手
絞
に
係
る



!'扇蝿棚』州

；
：

一
ハ
一
一
一
ハ

六

二

五

割剛

調|職調 調 ;:| ;調
副 制

六
二
八

六

二

七



六
二
九

′、

三

○

調

〃、

や

ハ
ー
↓
一
二



－

｜
’
’

■■■■■■■■■■■■■

1
ｊ
Ｔ
Ｊ
ｄ
０
Ｆ
●
。
Ａ
囲
囚
Ｕ
墨
回
公
呂
か
劃
Ｊ
１

す

る
こ
と
か
で
き
－

一
ハ
ー
ニ
ー
ニ

′、

耳

四

六

三

五

ハ
ュ
ニ
』
ハ

湖
に
よ
り
作
成
さ
れ 』

に
扉
間
し
な
け
れ

剣
０１ こ

れ
券
一
フ
ァ
イ
ル

配
脚
を
作
成
し
‐ I

る
方
注
に
よ
り
一Ｉ

グ
ー
§
０
口
■
ｑ
・
’
１
』
■
▼
■
■
＆
Ｕ
ａ
ｃ

は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ

を
録
音
テ
ー
プ
又

I

:i
に
駈
脚
し
な
Ⅱ
れ

閃 叱
厭
し
‐
フ
ァ
イ
ル

副
厩
膨
蘭
衡
を
Ⅱ

小
唄
を
版
御
し
た

画
に
庇
脚
寸
く
き

定により刷子馴怖い、叱己名、訂ＶＭ界

三
号
に
係
る
刷
分

前
条
卵
一
噸
（
卸 I

什
威
し
な
け
れ
側

胆
人
翰
の
隣
述
を

：
る
柚
を
含
む
！
）



# 蝿

六

三

七

ハ
弐
八

：
勇
二
噸
‐
節
四
噸

一
師
諒
昇
飾
一
一
噸
に
一

一
一

六
三
九

ハ
四
○

； 剛

鯛
耶
劃
Ｕ
に
順
卿
側 ； ＃

す
る
節

制
百
八
条
第

剛
み
替
え
て
雄
州

節
一
噸
に
お
い
て 蕊 Ii側



六
四
一

六

四

卿

六

四

三

ハ
側
側



；

六
四
五

〃、

側

六

六
四
七

ノ、

阿

八

た
駈
師
蜘
伸
」

…
と

＃
巌
閏
を
｝
倣
釘
Ｌ

師
圃
匹
１
力
謙
αＩ
〆
・
侭
功
馴
謎
剛
側

一
噸
に
お
い
て
鮒

…
藻
担
保
格
興
行
手

…
と
あ
る
の
け
一
企

②
文
凹
の
写
し
』

湖
司

条
股
ひ
鯏
百＃

駈
錫
を
Ｆ
雷
フ
‐
以

１
淵
判
〃
閥
庚
梢
か！

遡
知
す
〆
』
た
域
腱

進
が
あ
っ
た
旨
を

伽
簡
｛
１
壁
回
峨
佃 ；

耐
子
消
決
画
に
杙

：
止
告
提
起
通
知
書



ﾘリI判
一
調
型
…

飛騨 調:I|報
'繩

六
四
九

六
五
○

（
借
地
非
訟
蛎
件
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

流
三
十
九
条
階
地
非
・
訟
巾
件
手
続
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
最
澗
裁
判
所
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
吹
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
例
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
噸
次
対
応
す
る
改
正
後
掴
に
掲
げ
る
蜆
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
棡
腱
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
亜
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
棡
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
棡
に
掲
げ

る
対
救
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
対
象
脱
定
で
改
正
仙
棡
に
こ
れ
に
対
略
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

’
－

湖

増調
一

ｮ； ！

六

五

寺
、
・
Ｌ

０
ノ
ｎ
Ｊ

－

改
正
後

改
正
前



2I

III
十
一
条
）

第
二
十
三
条
の
二
怯
第
四
十
一
条
の
耶
件
の
手
続
に
お

け
る
申
立
て
そ
の
他
の
叩
述
に
つ
い
て
は
、
陛
率
斫
舩

規
則
（
平
成
八
年
品
高
絞
判
所
規
則
第
五
号
）
瀬
斗
刈
岡

定
に
よ
る
届
出
に
係
る
盛
‐
面
ｌ
「
以
祠
削
引
呵
項
Ｈ
到
珂
酬
矧

（
剃
劃
判
刈
斗
剰
刎
型
川
叫
（
秘
匿
事
項
届
出
啓
面
の
記
載

京
唄
紳
）
第
一
軌
を
除
く
。
次
攻
に
お
い
て
同
じ
・
）

」
と
あ
る
の
は
「
非
訟
事
件
手
続
規
則
（
平
成
二
十
四

年
蛾
商
哉
判
所
規
則
節
七
号
）
の
規
定
』
と
、
何
条
節 lll

合において、同規則

八
車
の
規
定
（
同
規
則
‐
蛎
村
罰
椚
．
劃
剰
凹

中
『
こ
の
規
則
の
規
定

十
一
条
）

輔
二
十
三
条
の
二
法
鯆
四
十
一
条
の
巾
件
の
手
続
に
お

け
る
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
に
つ
い
て
は
、
民
巾
訴
舩

規
則
（
平
成
八
年
最
商
裁
判
所
規
則
第
五
号
）
剰
斗
制
瑚

剰
Ｈ
副
判
例
酬
到
回
を
準
用
す
る
．
こ
の
鳩
合
に
お
い
て
、

同
規
則
剰
荊
利
可
．
剥
刎
Ｊ
刈
斗
刺
Ｊ
剖
刈
中
「
こ
の
規
則
の

規
定
（
荊
荊
刀
刈
引
剰
剖
判
村
（
秘
匿
耶
項
届
出
書
面
の
記

戟
巾
頃
群
）
第
一
項
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
・

）
」
と
あ
る
の
は
「
非
訟
事
件
手
統
規
則
（
平
成
二
十

四
年
最
商
裁
判
所
規
則
第
七
号
）
の
規
定
」
と
、
同
条

第
二
唄
中
「
こ
の
規
則
」
と
あ
る
の
は
『
非
舩
事
件
手

続
規
則
」
と
暁
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

〔
斯
設
］

〔
新
設
〕

大
正
四

六
五
三

節
四
十
条
民
哨
斫
舩
手
続
に
関
す
る
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
民
事
斫
訟
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
最

商
裁
判
所
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
．
改
正
舸
欄
に
掲
げ
る
脱
定
の
悔
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
噸
次
対
略
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
民
噸
斫
訟
手
続
に
閲
す
る
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
民
巾
斫
舩
手
続
の
特
例
等
に
間
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

開
判
例
成
文
圏
ぴ

朱
の
二
法
第
六

り
冨
側
ヂ
ヒ
こ
‐
Ｋ
，
に

31 21

戸戸

伺 同

上 上
一一

三I ‘Iヨ
ン 判

』
、
“
Ｌ
今
、

〃
勺
エ
ュ
ノ

六
五
五

改
正
後

改
正
伽

備
奪
表
中
の
〔
〕
の
記
載
及
び
対
鮫
規
定
の
二
砿
傍
線
を
付
し
た
恢
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。



（
地
方
絞
判
所
に
お
け
る
審
理
に
判
邸
補
の
参
与
を
鋸
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

節
四
十
一
条
地
方
狼
判
所
に
お
け
る
審
理
に
判
事
補
の
参
与
を
鰯
め
る
規
則
（
昭
和
脚
十
七
年
峨
商
叔
判
所
規
則
輔
八
号
）

の
一
部
を
吹
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
仙
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
噸
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。|, I"lli

引
側
制
凱
司
叫
引
１
斗
Ｊ
司
川
列
４
Ｊ
１
に
は
、
審
理
に
立
ち

会
っ
た
参
与
判
事
補
の
氏
名
を
刺
淵
馴
ｕ
１
Ｊ
判
叫
圃
剖
罰
則

ｄ
１
制
叫
刊
訓
劉
罰
掴
口
Ｈ
割
旬
間
副
勘
焔
理
例
引
用
に
供
さ

改
正
後

I

（
碩
魯
の
記
載
）

輔
三
条
鯛
鋼
『
に
は
、
審
理
に
立
ち
会
っ
た
参
与
判
事
補

の
氏
名
を
詞
酬
司
引
卿
川
副
剥
叫
な
ら
な
い
。

改
正
前

六
五
七

▲･

〃、

五

八

（
船
舶
所
有
者
等
責
任
制
限
事
件
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

鋪
四
十
二
条
船
舶
所
有
者
等
責
任
制
限
耶
件
手
続
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
最
商
故
判
所
規
則
節
二
号
）
の
・
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
．
改
正
前
桐
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
郁
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
仙
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
航
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
鯛
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
棡
に
掲
げ

る
対
欺
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
航
棡
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

』
刎
刑
訓
刈
例
判
な
ら
な
い
。

I
1

－

［
新
設
〕

。
、
今
Ｌ
も
し

０
〃
Ｆ
β
０
Ｊ

六

六

○

改
正
後

改
正
前



’
』

|||l ’
に
よ
る
届
出
に
係
る
召
面
司
以
祠
削
『
の
‐
項
Ｈ
到
珂
州
矧

〔
斬
設
］

〔
新
設
］

』
ハ
ー
ハ
・
一

《
ハ
ー
ハ
ー

1
叫
州
判
例
凹
矧
削
剖
劉
洲
釧
刊
引
醐
川
制
Ｊ
刎
叫

！ I ！1

’ I ll II
四
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
川
す
る

戯
判
跿
は
、
趾
人
に
髄
誓
画
翻
『
帆
筋

呼
出

〔
新
股
］

〔
斬
設
］

［
新
設
］

［
新
設
〕

［
新
設
〕

六

六

四

レ
ハ
ー
ハ
・
二



ド!|j
II

’1|i
利
口
１
判
づ

も
訓
固
ざ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
鯉
合

［
新
設
〕

〔
新
設
〕

六

六

五

一
ハ
ー
ハ
ー
ハ

I

|l
（
民
瑚
訴
舩
規
則
の
鵡
用
）

刺
Ｉ
刀
川
切
剥
刎
刈
珊
刈
特
別
の
定
め
が
あ
る
塔
合
を
除
き

、
責
任
制
限
手
続
に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な

い
限
り
、
民
酬
訴
舩
規
則
潮
斗
制
璃
酬
引
制
謝
叫
綱
剥
剴
渕
呵

い
限
り
、
民
酬 鯛

’ I ’
側
制
『
（
同
規
則

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
引
剴
『
の

叫
到
削
哨
詞
凶
剖
ｕ

師
可
申
立
て
通
知
密
」
と
前
み
桧
え
る
も
の
と
す
る

る
と
き
は の

付
記
に
代
え
て
、
決
定
笹
を
作
成
し
、
そ

し
な
け
れ1匹

（
民
事
訴
訟
規
則
の
準
州
）

刺
訓
司
河
卸
剥
刎
訓
判
特
別
の
定
め
が
あ
る
鳩
合
を
除
き
、

責
任
制
限
手
続
に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い

〔
斯
設
〕

〔
新
設
］

I』の規定
を へ

除同

く 蜆

。 則
…

を

リ

限
り
、
民
耶
訴
訟
規
則

巳▲ ◆

〃、

六

七

六
六
八



ji I I ’
く
。
）
を

燕 ’
に
節
二
百
十
一
条
第
二
項
及
び
粥
三
唖

牢
用
す
る
。
こ
の
鰹
合
に
お
い
て
、
別
表
の

の
脱
定
を
除

六
七
○

六
六
九

。；

調
が綱

M !

［
新
設
］

大

上

Ba

〃、

七
→



六

七

三

六
七
四

揃羽|』糊調I増|報押
’
一
Ｉ

鯛
諏螺

六

七

ii

′、

七

六

j調鯏 割，
削

が
私
人
に
よ
り
作

； ；
： ：



轆辨州州リ
； 一

一
一

勘

六
七
七

′、

七

八

’

－

'、

八

○

ハ
七
九

掴
朝
の
鮒…
＊
は
‐
駅 ；

側

# I
付
若
し
く
は
当
骸

り
ｌ
ｆ
８
価
収
戎

剛
寸
そ
り
噸
を
別

例
〆
．
即
Ⅱ
α
斑
間

潤
任
縦
昭
手
紙
に

を
除
く
‐
）
は
‐

寸
〆
．
１
叩
α
伽
呼

Ｉ
刷
斗
（
す
例
に
側

に
膜
す
る
巾
項
の

…
⑭
袖
則
又
は
卵
付

：
卵

恥
及
び ！

曳
欣
ヌ
肘
刊
経
鯲

…
て
個
按
送
付
す
る

il り
相
手
方
に
対
し

三
噸
“
方
怯
に
よ

）
輔
二
項
又
は
第

囲
鹸
駈
闘
②
送
付

条
（
閏
翻
又
は
耐

地
（
皿
ニ
ヰ
梱
力
伽

制
平
方
に
対…
す
る
血



斗

伽 調

六
八
一

、
色
も

ノ
０
ノ

調測31
…
一
；

鼠

:

六
八
三

ハ
ハ
円



､鯛|則；

雑 調
：

六

人

五

ノ、

八
&①

′、

；； ：

六
八
七

ノ、

八

八



－

I1
■■■■■■■■■■■■■■■

－

六
八
九

六
九
○

刺

六
九
一

、
Ｏ
Ｌ

ノ
４
Ｊ

』 ！
フ
ァ
イ
ル
に
配
輯
郵

１
０
し
一
ｔ

： ；
稲
子
速
配
野
』
と

１
鯲
翫
間
一
助
下
一 ；

iii‘
＃ ； ；

に
添
付
し
て
隅
脅

斜

！
；

N

０
↓
“
１
１
Ｊ
も
５
＄
４
二
日
１
命 ：

~1

；
す
る
第
百
八
条
期

副
α
・
十
三
一
知
い
ま
↓
て

…
剛
側
鯏
三
十
士
条 鯛

１
１
胃
『
ｆ
典
Ⅲ
ｊ

ｌ
オ
毛
朝
‐
彊
伯
怖
側

削
飾
及
び
船
雌
所



一
一

斜 卸
ｆ
Ⅲ
ｆ
ｔ

－

－

六
九
三

ハ
九
四

六
九
五

ハ
九
六

副；
百

五
十 ji

師
子
調
書
に
つ
い

’て 駈
樹
駅
（

割
砿
訂
子

習
脅
渕
卓
宙
割
賦

卸
百
匹
十
二
嫌
（

；
条
及
Ｕ
伺
剛
側
節

１
す
る
第
百
四
十
二

勅
み
柵
え
て
雄
州

②
１
三
に
お
い
て

剛
帥
勇
三
十
七
条 誰

劔
圃
例
十
六

１
斜卵
百
匹
十
二

！
』＃
剛

凹
駈
樹
は

；
卵
二
噸
、
鋪
四
噸

…
脇
本
‐
朋
本
又
は

＃
脚

；
第
一
噸
及
ひ
節
二

列 舗
窒
二
十
七
条
の
八

叩
剣
Ｕ
に
陥
胤
側 ：



r

六
九
八

ハ
九
七

七
○
○

′、

jL

九



； ”

調 撫
；繩

七
○

七
○
一

（
民
耶
保
全
規
則
の
一
部
改
正
）

節
四
十
三
条
民
耶
保
全
岨
則
（
平
成
二
年
凧
商
紬
判
所
規
則
流
三
号
）
の
↓
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
略
す
る
改
正
後
欄
に
柵
げ
る
肌
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
棡
及
び
改
正
後
桐
に
対
嚇
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
『
対
象
規
定
」
と
い
う
．
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
柵
に
こ
れ
に
対
感
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

一

一
一
一

七
○
側

上
○
三

備
考
表
中
の
〔
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
掠
は
注
記

で
あ
る
。

：
鯏
二

百
十
条

耐
子
抗
告
別
可
叩

…
孟
子
〃
倍
仙
魁
Ⅲ

割

航
倍
的…
可
申
立
て

航
吐
口
捉
腫
遜
虹
冑

増
駈
舘
向
を
ｒ
・
フ
‐
）

付
句
す
〆
・
側
駐
撚

裁
桐
所
雷
配
官
が

遡
釘
寸
〆
・
た
ぱ
に

偽
か
溌
乞
た
眉
を

式
条
卵
一
噸
恢
肪

け
池
卵
三
百
三
十

三
十
条
の
抗
止
口
又

覚
書
（
注
興
三
百 ！

司
叩
立
て
遜
知
凶

は
一
晒
子
抗
借
的

：
鯏

珂

叩
立
て



の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

21刈
測
卿
呵
側
司
ｑ
４
引
側
剖
叫
１
剃
剴
引
測
削
洲
則

； 附
則
一
附
則

第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
紋
判
所
自
記
官
」

剖
釧
呵
引
刎
剖
制
ｌ
『
栽
判
所
掛
記
官
又
は
執
行
官
」
と
銃

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

呵
倒
劇
剰
瑚
朏
製
馴
利
Ⅷ
岬
雪
町
に
掲
示
し
て
行
う

週
州
剛
翻
型
間
画
ｕ
刊
制
堀
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る …

平
成
八
年
昂
薇
誌
綱
所
期
側

…
手
廃
に
お
け
る
唯
告
及
び
鞆

〔
新
設
］

［
新
設
〕

［
新
設
〕

紋
判
所
各
記
官
』
剖
捌
刈
渕
呵
叫
「
紋
判
所
書
記
官
又
は

紘
行
官
」
と
純
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

放
ひ
迩
批
｝

民
耶
訴
訟
規
則
（
平
成
八
年
最
高
裁
判
所
規
則

）
耐
制
副
詞
の
規
定
は
、
民
事
保
全
の
手
続
に
お

告
及
び
通
知
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

で
、
司
聰
涌
二
向
、
刑
丘
頂
叉
甑
翻
意
咽
巾
一

七
○
五

上
○
六

|ll I 1’
四
個
よ
っ
て
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

則
刎
当
制
呵
四
鍋
斌
割
詞
甥
酬
刻
、
鋪
五
項
本
文
耕
し
く

〔
新
設
］

上
○
上

七
○
八

改
正
後

改
正
前
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＃ ； リ
代
え
河
１
割
皿
州
罰
剣
引
回
割
皿
制
罰
制
呵
刎
哨
割
叫
剃
副
幽
型
刷
Ⅱ
別
口
割
Ⅶ
咽
剖
幽

I
抗
告
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
萌
劉 ’I

を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

疋
但
剖
酬
刑
副
判
創
副
利
４
１
間
州
卿
測
劉
判
刈
制
引
詞
剖
剖
到
叫
釧
Ⅶ
口

呼
出
状
の
公
稲
捌
矧
咽
州
司
１
噸
Ⅷ
出
刑
四
劃
刮
墹
祠

［
新
設
〕

［
刺
設
］

〔
新
設
］

［
新
設
〕

七
一
○

七
○
九

’ J1
＃

1
［
斯
設
］

［
新
設
〕

〔
新
設
］

と 七



|
（
民
事
斫
訟
規
則
の
準
用
）

翻
刻
鯏
詞
刎
山
Ⅱ
可
特
別
の
定
め
が
あ
る
幽
合
を
除
き
、
民

嚇
保
全
の
手
続
に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い

収
中

「
抗
告
拠
起
通
知
啓
」
と
あ
る
の
は
、
一
抗
告|I

限
り
・
民
噸

劃
（
同
規
則
民
噸

f
丹
抗
告
等
を
提
起
す
る
場
合
に
お
け
る
費
用
、

訴
舩
規
則

（
民
噸
訴
訟
規
則
の
準
朋
）

剰
却
訓
河
特
別
の
定
め
が
あ
る
鵬
合
を
除
き
、
民
巾
保
全

の
干
統
に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、

民
事
訴
訟
規
則
刎
刷
四
画
（
同
規
則
鋼
割
引
吋
剰
刎
斗
詞
鍋
叫

同
馴
鯏
淵
劉
．
Ｈ
型
創
到
剖
の
規
定
を
除
く
。
）
を
璃
副
判
呵

１
〔
新
設
］

七

三

七
一
四

劃
封
刈
羽
剛
１
Ｊ
句
測
割
引
刎
岡
割
創
．
Ⅱ
制
引
制
摺
Ⅵ
副
詞
創
呵
倒

鯛
剖
刊
淵
刻
刻
別
則
叫
剖
制
割
引
ｌ

（
測
曾
決
定
）

魂
十
条
〔
略
］

［
２
．
３
略
〕

州
馴
４
割
刈
剛
耐
剰
珂
呵
凶
制
副
剛
ｌ
制
刎
汕
剴
矧
叫
刈
釧
剖
汁
打

剖
刈
剴
切
洲
‐
司
剖
刈
訓
ｌ

（
民
事
執
行
規
則
の
準
用
）

職Ill
く
。
）
を

恥
ゴ
謂
弘
１
認
蛾
百
四
十
九
条
の
三
、
卵
白
五
十
一
条
の

川
す
る
．
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

別
喪
の

の
規
定
を
除

（
飼
画
決
定
）

節
十
条
［
同
上
〕

［
２
．
３
同
上
］

［
新
設
］

（
民
事
執
行
規
則
の
準
湘
）

七
一
五

ヒ

ー4台

〃、
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跨
仰
↑
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弄
十

坐

哩
芦
〈
計
〈
汁

索
両
面
蔵
。
淋

浄
祷
崇
Ｆ
く
勢
蒔

雲
令
戴
・
ｓ
Ⅱ
雰

弐
呼
蒔
函
澄
温
く

丙
酎
斗
潅
儲
。
。

』
汽
叡
至
高
夢
く

言
索
叶
藷
＠
仙
浄

ぺ
浄
蒔
い
案
十
項

江
野
消
十
海
浮
画

〃
才
再
Ｉ
雪
輝
湾

伽
ｓ
割
泳
司
曼
壹

ｓ
犀
川
ｓ
両
登
碧

歪
膨
寒
港
』
１
１

》
岬
誤
副
言
十
僑

制
今
味
再
ぺ
Ⅱ
翰

舜
が
鍬
・
讃
罪
Ｉ

言
計
↑
淨
三
ｓ
雲

”
蒔
く
認
４
‐
川
ｊ

丙
喜
紫
が
時
夢
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翻

満
再
賦
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排
』
津
川

儲
譲
で
Ｉ
頚
蒔
．
，
一
‐

空
鞍
〃
ｓ
Ⅱ
雰
戦
ｌ

ひ
呼
重
澄
愚
〈
直
淋

齢
今
港
儲
．
⑳
券

両
が
三
再
勢
く
“
序

論
計
薯
。
Ⅱ
津
彗
暑

排
静
肌
索
十
頃
’
一
‐
詮

野
酒
一
‐
紳
泳
國
淨
司

非
再
Ｉ
霊
輝
這
・
港

ｓ
勢
浄
司
嘆
壷
ご華

隊
川
ｓ
丙
葺
勢

跨
室
渥
Ｊ
い
い

師
秦
澆
宮
十
聟

寺
鈴
再
ぺ
い
蕊

か
餅
〃
瀞
浄
１

吋
Ｆ
簾
三
ｓ
琴

幣
〈
詩
４
．
川
１

両
再
錐
小
群
蜑

脾
仰
で
・
勢
‐
｜
‐

小
言
〈
計
〈
汁
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七

二

-上

謝罪鮒謂淵押熱調

：

七

二

七
二
四



ヒ

ニ
ュ町

ノ、

七
二
五

七
二
八

七
二
七

ヨ ョiﾘ。 鯛；
鋪
四
噸
並
び

弗
三
噸
及
ひ

百
六
Ｉ
三
条

第
一
項
、
第

託
劒
さ
せ
な
け
れ

渕
‐
Ｉ

駈
劇
さ
せ
な
け
れ

叫

宙
偲
齪
厨
騎
恢
扮

凱， 馴
噸
を
詞
期
し
た

付
若
し
く
は
当
餓

印
Ｌ
た
智
両
畝
曳

期
定
す
る
訴
舩
に

…
卵
噸
“
副
砿
）
に

’

卸
九
十
一
条
妨
三

割
α
創
斗
叉
俔
社

； ；調：
、
そ
の
正
本
‐
脳

！
礎
若
し
く
は
朋
写



七
二
九

七
三
○

小
七

三

七

三



I’
一
一

1
に

よ

調
り
什
戚
さ
れ

一
す
る

こ
と
が
で
き

q■■■■■■

七
三
岡

七

三

三

ヒ
△

一

且｡

〃、

こ
ぎ

．砿

'i

I
に
駈
卸
し
な
け
れ

卦Ｉ こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル

艇
飼
を
作
威
し
、 ！

る
方
払
に
よ
り
一…
（
こ
れ
ら
に
岬
ず

は
ビ
テ
オ
テ
ー
ブ

を
鮮
青
テ
ー
プ
又

#

；

：
勇
一

〃、

十
八
条

に
記
録
し
な
け
れ

刻
，Ｉ “

威
し
‐
フ
ァ
イ
ル

叩
噸
を
証
御
し
た

…
樹
に
記
録
す
べ
き

淀
に
よ
り
犯
子
隅

伽
い
配
楜
屯
〆
。
』
〃
Ｕ
“
弧
印

前
条
第
一
噸
（
節

… ；
ｊ
宮
■
■
ｑ
Ｇ
Ｄ
臥
口
’
１
１
『
Ｊ
ｒ
Ｏ
■
■
１
４
■
■
『
▲
ｒ
■
▼ 調 ！

る
物
を
含
む
‐
）



I卦

；
■■■■■■■■■■

七
三
七

七

三

八

－

一

－

七
三
九

七
四
○

ヨ

！ 綱

;灘
訴
状
“
孫
付
租
癒

第
五
十
五
条
（

筈
弁
智
挺
竜
し
て

第
四
項
の
規
定
は

：
る
‐
）
②
期
定
は

…
第
四
噸
（
節
一
号

；
割

節
百
三
十
匹

斜 斜

；
赫
悩
所

劇
剖
駈
官
憾

勇
二
堀
芽
胆
巧

…
前
闘
（
証
人
尋
慨

可

潟 司

計
項
並
び
に
民
卿
保

無
二
噸
及
ひ
魂
玉

全
部
側
将
羨
鼻
α

利

！



一
一朝

ｌ
型

■
寸
呉
も
ご
■
鼻

I
■■■■■■■■■■■■■■■■

七
四
・
一

七
四
一

七
側
側

七
四
三

斜鈍
百
五

一

四’

繩；
割 条

庇
‐
一
興
－１

飼
子
綱
扶
笹
又
は

師
子
融
智
ｋ
こ
し

’て 割

I
；

錦
し
た
記
録
媒
体

呵
職
呼
辱
飢
騎
を
断

勘

！
晩
逆
違１
を
除
く
く

よ
る
剛
子
剰
決
召

に
梱
け
る
方
法
に鞭

た
る
稲
子
認
曹
⑭

：
を
受
け
た
日
又
は

力
翔
訣
秘
矼
曳
巾



綱灘雑
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七
四
五

七
四
六

い朧
3 と

ヨ 唱

七
四
七

七
四
八



（
少
年
の
保
議
事
件
に
係
る
補
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
四
条
少
年
の
保
護
事
件
に
係
る
補
償
に
閲
す
る
規
則
（
平
成
四
年
最
商
裁
判
所
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

一

に
改
正
十
る
。

第
六
条
［
略
〕
’
第
六
条
［
同
上
〕

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
噸
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

［
２
．
３
略
］
｜
［
２
．
３
同
上
〕

－

副
い
卸
し
ｚ
島
７

司
餅
ニ
リ
を
附
く
」
誹
盾
玉
芽

固
七
条
粥
一
頃
及
び
砺
三
頂
圃
‘
卿
訓
吋 #：踊

閂

1

阻
叫
削
圏
刷
〆
斗
励
Ｊ
４
制
御
厨
Ｅ
九
号
》
堺
九
４

条
洲
削
剥
刈
司
Ｊ
‐
剰
剖
割
１
１
潮
割
引
剴
詞
溺
剖
剖
矧
剰
例
釧

卿
、
第
百
三
条
（
本
人
及
び
そ
の
法
定
代
理
人
に
対

る
送
達
に
あ
っ
て
は
、
同
条
館
二
項
を
除
く
。
）
、

百
五
条
、
鋪
百
六
条
、
第
百
七
条
節
一
項
及
び
第
彗

１
割
劉
叫
川
鍋
刑
荊
Ⅶ
叫
剰
司
副
創
詞
並
び
に
民
事
訴
訟
畑

『
鼎
戊
ｋ
ｆ
融
師
洩
り
阿
児
Ⅲ
涌
丘
手
－
６
一
二
ト
ー

上
五
○

七
四
九

（
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
援
助
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
五
条
外
国
倒
産
処
理
手
続
の
承
認
掻
助
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
．

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
噸
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
川
棚
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

附
則
一
附
則

第
一
流

邸
側
野
五
号
）
卸
一
二
十
九
条
錦
匹
十
条
‐
舗

采
及
び
第
四
十
四
条
の
規
定
は
伽
項
の
規
定
戸

趨
に
つ
い
て
、
同
規
則
潮
荊
珂
刈
羽
羽
斗
制
利
の
畑

慣
に
閲
す
る
決
定
及
び
特
別
淵
係
者
に
対
す
ス

〆
、
曳
誰
』
α
畷
曜
郵
雷

．
割
詞
刎
引
制
Ｊ
’
（
腰

州
す
る
晃
祁
膵
雛

節
一
章
総
則
（
節
一
条
ｌ
荊
判
斗
訓
判
）

ｍ
Ｕ
数
Ｌ
ｆ
ｆ
グ
、
’

八
年
騒
闘
蛾

鰍
匹
十
鎌
‐
塊
匹
十
三
条
及
ひ
鋪
四
十
四
条
の
細

則
項
の
規
定
に
よ
る
送
達
に
つ
い
て
、
同
規
則
銅

伺
刺
訓
割
刈
り
兇
道
ま
棚
防
こ
剛
ず
５
足
道
更
Ｊ
金

エ
唱
勺
〕
〃
叫
冊
心

七
五
・
一

七
五
一ｘ

傘
直
〃

団
司
Ｕ
、
刈
芦

改
正
後

改
正
帥

備
考
表
中
の
［
］
の
記
戯
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
腱
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。 判

電
子
抗
告
肘
可
申

… 割

！
一
郎
銅
画
を
ｒ
等
フ
‐
）

抗
告
前…
可
申
立
て ：

改
正
後

改
正
前

備
考
表
中
の
［
］
の
記
戟
は
注
記
で
あ
る
。
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||ⅢIII
個
制
『
到
引
馴
劃
ぜ
る
こ
と
が
で
き
る||’'1

き
、
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
、
又
は
裁
判
所
が
作
成
し
た

文
書
そ
の
他
の
物
件
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

［
２
同
上
〕

［
新
設
］

〔
新
設
〕

七
五
三

七
五
四

II
；：1

|’
に
よ
っ
て
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
るw:||

週
間
超
経
過
し
た
時
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
公
告
は
、
催
告
す
べ
き

申
立
書
の
却
下
の
命
令
に
対
し
即
時

［
新
設
〕

［
新
設
］

〔
新
設
］

［
新
設
〕

［
新
設
］

七
五
五

上
五
六



1

| ||II ||‘ II
職
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

［
新
設
］

［
新
設
］

七
五
八

七
五
七

| ||i
！

’ ||’
は

別 し
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る

［
新
設
］

［
新
設
］

［
新
設
〕

七
六
○

七
五
九



韮馴

雛
（
民
巾
釿
舩
脱
則
の
準
州
・
法
第
十
五
条
）

刎
刊
Ｈ
刑
訓
詞
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
承
鴎
個

助
干
続
に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、

側
Ⅷ
訓
訓
遡
割
渕
到
釧
飼
叫
到
刈
劉
呵
引
刎
醐
剴
切
－
の
規
定
を

除
く
。
）
を
燗
刎
珂
洲
刈
訓
Ｉ

民
珈
訴
訟
規
則
刎
刎
到
叫
（
側
規
則
刺
剴
司
呵
剰
刎
斗
イ
剖
蜘
‐

七

六

ヒ
マ▲｡

〃、

I

I
上

六

三

七
六
四



“』

難
‘鯛

1

|
剛
の
規
定
中
同
表
の
中
桐
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

こ
の
埋
合
に
お
い
て
、
別
表
の
上
桐
に
掲
げ
る
同
躯

［
新
設
〕

七

六

六

七
六
五

七
且｡

〃、

八

七
六
七
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七
六
九

七
七
○
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七
七

七
七
・
一



七
七
脚

七
七
三

調 鞠

七
七
六

七
七
五



七
七
七

七
・
七
八

割

i
一

七
七
九

七
八
○

リ
翔
六

十
七
条 濁

に
よ
り
作
成
さ
れ ；

に
配
録
し
な
け
れ

剛 こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル

庇
倒
を
作
剛
Ｌ
‐

駈
間
Ｌ
た
剛
昼
餅

；
る
方
注
に
よ
り
一

（
こ
れ
ら
に
蝿
ず

は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ

を
脚
商
テ
ー
プ
又

リ
副
召
に
証
載
し
な

；
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七

八

七
八
一

;閏
，

上
八
Ｗ

七

八

三



｜
’

ヨ

一
一

秋
の
配
錦

－一

七
八
五

七

八
一

〃、

Ⅱ■■■■■■■■■■

－

－

｜
、

一 ’

＃ I
q■■■■■■ Ⅱ■■■■■■■■■■ － ■■■

七

八

八

七
八
七

:§
八

条

：
節
目

、6

ノ、

条

刺

リ
配
録
さ
せ
な
け
れ

団
， 庇

仙
威

創
に

jIl
b、

ろ I ；
配
戦
さ
せ
な
け
れ

図
．

； ’
項
掴
を
添
付
し
な ；

’

鯏
而
八
条
（
耐
子

鯛！
二
条
の
十
一
（
Ⅸ

…
紬
の
承
認
援
助
に

！
９
１
６
月
４
冊
‘
言
↑

側
第
十
二
条
の
六

１

罫
臣
匹
十
二

斜

』

； ！
魂
二
噸
’
第
四
噸

… I
洲

:
一
噸
及
Ｕ
塊
二
噸

節
十
二
条
切
六
（

… 躯 ；
噸
唄
等
）
第
一
項

鋪
百
四
十
六；

受
’
淵
や
噌
糾
α

鋪
百
四
十
二
条
（

（
受
命
敵
判
宿
輔

Ｉ
る
節
百
四
十
二
条

み
替
え
て
準
用
す

州
）
に
北
り
て
鮒

馴
馴
融
鍋
側
の
鯉

二
条
⑭
十
一
（
民

緋
の
承
腿
援
助
に

… ！
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力、

ま
で

今

く
1

ー

－

七
乢
○

七
八
九

NT
上
九

七
九
一

直
三
十
化
条
め
こ 調；

て’ 1

1
4

1

1
づ

I

並
Ｕ
に
節
百
四
十

；
第
百
三
十
七
条
第

…
力
仁
一
師
昇
ま
て
（

；
割：
肥

拠

旗
べ
の

八
（
受
命
蔽
楓
官

頬
側
翻
十
二
条
庇



七
九
三

七
九
四

七
九
血

七
九
六



掴 羽I
：蝿

：
リ

上
九
八

七
九
七

（
特
定
調
停
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

節
四
十
六
条
特
定
調
停
手
続
規
則
（
平
成
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
桐
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
噸
次
対
唯
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
Ⅲ
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
対
象
規
定
』
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

伽
考
表
中
の
［
〕
の
記
載
及
び
対
傘
規
定
の
二
幽
例
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
汕
舵

等
）
｜
等
）

で
あ
る
。

八
○
○

七
九
九

改
正
後

改
正
前



（
民
鞭
門
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
十
七
条
民
事
再
生
娩
則
（
平
成
十
二
年
敗
商
裁
判
所
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

六
条
（
頂
停
条
唄
案
の
曾
面
に
よ
る
受
臓
）
の
規
定
に

よ
る
副
停
条
項
案
の
提
示
及
び
受
礁
並
び
に
同
条
の
規

定
に
よ
り
当
事
者
間
に
合
意
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
る
坦
合
に
つ
い
て
、
同
規
則
飾
白
六
十
四
条
（
裁

判
所
等
が
定
め
る
和
解
条
項
）
の
脱
定
は
法
第
十
七
条

（
副
停
委
貝
会
が
定
め
る
副
停
条
項
）
の
娩
定
に
よ
り

閲
停
委
仇
会
が
閃
停
条
項
を
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
叫

刑
利
剣
利
１
コ
刷
副
判
劃
Ⅱ
刺
到
Ⅷ
刊
刈
ｌ
剛
刎
珊
凹
刈
削
剥
判
到
斗

剥
到
到
Ｊ
側
刺
ｌ
副
呵
岡
引
創
制
醐
瑚
州
刮
劃
罰
ｌ
剴
捌
刈
渕
呵
叫

４
鋼
。
叫
引
副
１
１
コ
珂
糊
ｕ
１
利
剣
到
珂
矧
川
。
Ⅵ
１
剖
剖
剴
到

刎
剖
『
イ
剖
剖
引
叫
制
則
Ｊ
判
１
１
副
剛
捌
川
訓
ｌ
刻
酬
割
叫
鬮
判
訓
司

る
受
鰯
）

は
法
輔
十

ろ
受
廃
）
刎
州
矧
呵
は
法
鋪
十
六
条
（
岡
停
条
項
案
の
凹

面
に
よ
る
受
蹄
）
の
規
定
に
よ
る
調
停
条
項
案
の
提
示

及
び
受
諾
並
び
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
当
巾
者
間
に
合

意
が
成
立
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、

同
脱
則
第
百
六
十
四
条
（
裁
判
所
等
が
定
め
る
和
解
条

項
）
の
規
定
は
法
鯆
十
七
条
（
副
停
養
貝
会
が
定
め
る

副
停
条
項
）
の
規
定
に
よ
り
興
停
委
瓜
会
が
刷
停
条
項

を
定
め
る
埋
合
に
つ
い
て
澗
剖
珊
洲
刈
訓
１

八

○

八

○

一

次
の
我
に
よ
り
、
改
正
餉
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
侮
線
を
付
し
又
は
破
線
で
側
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
噛
次
対
略
す
る
改
正
後

棡
に
掲
げ
る
規
定
の
楴
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
郎
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
梱
及
び
改
正
後
棡
に
対
応
し
て
掲
げ

る
そ
の
標
記
部
分
に
二
亜
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
．
？
）
は
、
改
正
仙
欄
に
掲

げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
棚
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
桐
に
こ
れ
に

対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

節
二
条
［
略
］

〔
２
．
３
略
〕

４
哉
判
所
は
、
杏
而
を
織
判
所
に
提
肌
し
た
舌
又
は
提

出
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
麟
書
面
に
記
録
さ
れ
て
い
る

傭
報
の
内
容
を
記
録
し
た
晒
磁
的
記
録
（
篭
子
的
方
式

、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
鍔
戯
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て

、
敵
子
計
算
機
に
よ
る
愉
報
処
理
の
川
に
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
肝
見
）
を
術
し
て
い
る
鳩
合
に
お

い
て
、
必
要
が
あ
る
と
鴎
め
る
と
き
は
、
そ
の
瀞
に
対

し
、
当
餓
矼
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
梢
制
を
皿
磁
的

方
法
（
電
子
愉
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他

の
愉
鰡
通
倍
の
技
術
を
利
州
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下

ｉ
収

へ
申
立

鋪
二
条
〔
同
上
〕

〔
２
．
３
岡
上
］

４
級
判
所
は
、
凹
面
を
奴
判
所
に
提
川
し
た
者
又
は
慨

出
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
麟
書
面
に
記
録
さ
れ
て
い
る

情
報
の
内
容
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
応
子
的
方
式

、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
鴎
瞳
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て

、
電
子
計
算
侭
に
よ
る
愉
慨
処
理
の
朋
腱
供
さ
れ
る
も

の
を
い
う
。
以
下
ゴ
制
渕
判
回
剖
訓
吋
ｄ
制
剴
叫
。
）
を
布
し

て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
腱
め
る
と
き

は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
麟
砥
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ

た
情
報
を
愈
磁
的
方
法
（
勉
子
傭
報
処
理
組
織
を
使
附

す
る
方
法
そ
の
他
の
梢
報
通
侭
の
技
術
を
利
用
す
る
方

へ P

曲 『

八

○

三

八
○
囚

備
毒
表
中
の
〔
〕
の
記
戦
及
び
対
象
規
定
の
二
亜
傍
線
を
付
し
た
嫁
肥
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
．
傍
線
は
注
配

で
あ
る
。

改
正
後

改
正
前



|’
㎡

WIH
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
奴
判
所
の
定
め
る
も
の
に
よ
り
紋

判
所
に
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
紋
判
所
の
定
め

る
も
の
に
よ
り
栽
判
所
に
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
聯
件
に
関
す
る
文
書
の
閲
覧
等
・
法
第
十
六
条
）

第
九
条
〔
同
上
］

〔
２
同
上
］

［
新
設
〕

〔
新
設
］

八

○

六

八
○
五

I 』

|II i"3 I
こ
の
泌
合
に
お
い
て
、
そ
の
公
告
は
、
催
告
す
べ
き

〔
新
設
］

〔
斬
設
］

［
新
設
］

〔
新
設
］

八

○

八

八
○
七



1℃’
1

釧
測
斗
到
呵
劃
矧
割
叫
削
Ｊ
判
削
剥
割
ｄ
刻
刻
剖
濁 1℃

；
叫
洲
利
剣
側
刺
叫
１
閃
制
洲
刈
刊
叫
瑚
針
叫
刈
ｕ
剛
吋

I

'’ ’
リ

I
朗
脇
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は

［
新
設
］

［
新
設
］

［
新
設
］

八
○
九

八

○

；

III|職 |’
〔
新
設
］

〔
新
設
］

〔
新
設
〕

人 八



鞘

|｜
、 再

腿 生

卵 手
訴挟

訟 に

規間
則 し 則

叫
州
列
剛
醐
削
可
湖
剃
Ⅱ
Ｎ
矧
測
測
判
制
刷
利
剖蝋 （

同
規

（
民
巾
腓
舩
規
則
の
龍
川
・
法
第
十
八
条
）

刺
Ⅲ
１
１
剥
村
別
の
定
め
が
あ
る
醐
合
を
除
き
、
椰
生
手

続
に
閲
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
耶

料
河
州
川
副
劉
凹
劉
呵
刺
創
コ
ー
の
規
定
を
除
く
。
）
を
噸
制
呵

剥
剤
訓
Ｉ

’
捌
制
『
（
同
規
則

廓
訟
規
則

八

一

四

八
一
三

！ 朧||’ |職
八
一
六

八
一
Ⅲ



１１
１

。

（
届
出
の
方
式
・
法
蛎
九
十
四
条
）

第
・
・
一
十
一
条
［
略
〕

［
２
略
］

３
再
生
債
椎
が
執
行
力
あ
る
偵
務
名
義
又
は
終
局
判
決

の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
杏
に
、

興
刺
剴
叫
潮
ゴ
ヨ
別
の
規
定
を
除
く
。
）
を
遡
刷
町
制
剖
訓
Ｊ
引 I

（
届
出
の
方
式
・
法
第
九
十
四
条
）

第
三
十
一
条
［
同
上
］

［
２
同
上
］

３
再
生
憤
権
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
籍
又
は
終
局
判
決

の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
届
出
書
に
、

八
一
八

八

一

七

針
鬮
馴
１
４
１
が
確
定
Ｌ
た
場
合
に
お
い
て
、
法
節
百
十

条
（
再
生
債
権
の
確
定
に
閲
す
る
訴
訟
の
結
果
の
記
載

）
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
当
該
判
決
の
判
決
召
の

勝
本
及
び
当
麟
判
決
の
確
定
に
つ
い
て
の
証
明
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

引
湖
剰
司
針
剰
馴
馴
刻
可
目
罰
則
ヨ
卿
削
可
刺
劉
側

刎
剥
則
測
到
刺
刷
副
制
叫
刈
制
割
引
斗
剖
倒
州
副
引
燗
湖
川
副
鯏
叫

祠
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
４
略
］

（
再
生
債
椎
の
確
定
に
閲
す
る
訴
訟
の
結
果
の
記
戦
・

法
第
百
十
条
〉

第
四
十
七
条
再
生
値
権
の
確
定
に
閲
す
る
斫
訟
に
つ
い ll |ll ll

訴
訟
の
径

執
行
力
あ
る
憤
務
名
雑
の
割
川
刈
引
間
糊
別
別
珂
叫
例
刻
副
叫

て
し
た

に
お
い
て
同
じ

に

〔
４
同
上
］

（
再
生
債
椎
の
確
定
に
側
す
る
訴
訟
の
結
果
の
記
載
・

法
第
白
十
条
）

第
四
十
七
条
再
生
債
権
の
確
定
に
閲
す
る
訴
訟
に
つ
い

て
し
た
判
剥
『
が
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
第
百
十

条
（
再
生
債
権
の
確
定
に
関
す
る
釿
舩
の
結
果
の
記
戟

）
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
当
該
判
決
の
判
決
書
の

勝
本
及
び
当
餓
判
決
の
確
定
に
つ
い
て
の
証
明
番
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
新
設
］

執
行
力
あ
る
債
務
狛
義
の
割
Ⅱ
『
又
は
判
決
書
の
割
川
叫
を

巳

添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八

○

八
一
九



刎
州
削
割
判
判
引
刑
剛
測
ｌ

（
監
督
委
員
等
の
債
権
者
典
会
へ
の
川
倒
鯏
荊
・
法
飾
百

十
六
条
）

剰
劃
判
削
科
〔
略
〕

刈
制
剣
謝
剛
叫
１
湘
制
判
叫
墹
剖
副
剴
判
叫
矧
Ｉ
ｊ
判
剖
川
副
判
呵 |I

！
と
き
は
、
脚
噴
の
方
法
に
よ
る
手
統
を
行
っ
た
局

１
遡
矧
針

'1 ’
に
債
権
者
典
会
の
期
間
の
刷
瞥
の
拙
崩
罰
割
賦
ｕ
対

（
監
督
委
貝
幕
の
債
権
者
染
会
へ
の
捌
矧
叩
法
節
百
十

六
条
）

刺
割
判
冊
仙
利
詞
［
同
上
〕

〔
新
設
］
、

［
新
設
〕

八
二
二

八
二
一

ｑ
８
０
■
０
■
０
■
Ｕ
ｐ
０
０
Ｄ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
４
１
４
０
０
０
■
０
８
０
０
０
０
０
０
０
０
■
ｂ
０
０
０
Ｕ
Ｄ
０
０
０
０
０
６
０
０
０
０
一

一
第
五
十
一
条
削
除

参

■

０

二

■

■

■

■

■

０

０

０

０

０

０

０

８

６

口

Ｕ

△

Ｐ

ｐ

９

０

０

“

，

０

０

０

０

１

０

▲

■

０

日

０

■

一

■

Ｏ

Ｂ

０

０

０

０

０

』

■

■

》

■

、

０

０

０

０

，

凸

ｐ

▲

ｐ

６

０

０

△

■

。

Ｕ

△

Ｕ

△

■

０

△

，

ロ

■

（
価
額
に
扣
当
す
る
金
銭
の
納
付
期
限
群
・
法
第
百
五

十
二
条
）

第
八
十
一
条
［
略
］

〔
２
◇
３
略
］

４
剰
叫
川
可
剰
刎
川
可
１
（
民
那
翫
訟
規
則
の
準
用
）
の
規

掛
州
別
刈
飼
判
珂
引
制
凶
Ⅵ
ｌ

胡
０
側
劉
副
珂
の
規
定
は
、
脚
査
斐
側
に
つ
い
て
瀬
川
す
る

州
園
矧
雪
引
Ｈ
卿
測
削
削
劉
瑚
斗
割
引
刈
引
１
湖 |!ilI

訓

#1

’
哩
話
将
の
所
存
す
る
蝿
所
の
状
況
狐
叫
副
鞘
刈
出
国

９
‐
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
０
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
４
９
９
０
０
０
０
０
０
０
０
０
９
０
６
９
９
り
り
■
９
■
０
４
０
０
９
①
Ｇ
９
ｇ
Ｇ
０
●
』
Ｂ
Ｃ
６
０
６
ｏ
０
０
６
０
９
６
０
６
０
争

一
第
五
十
条
及
び
第
五
十
一
条
削
除

Ｐ
Ｉ
０
０
△
０
６
マ
リ
ロ
９
０
８
マ
Ｇ
ｐ
ｑ
０
０
▲
号
０
△
９
．
■
・
■
。
Ｕ
ロ
■
０
０
８
口
■
“
■
“
■
０
口
■
▲
０
▲
９
０
口
■
０
６
０
０
０
０
０
９
－
■
《
■
０
《
■
９
０
－
■
■
０
０
■
■
■
■
０
■
■
日
０
４

（
価
額
に
棚
当
す
る
金
銭
の
納
付
期
限
等
・
法
鯆
百
正

十
二
条
）

輔
八
十
一
条
〔
同
上
］

［
ｚ
・
３
同
上
］

４
剰
判
到
訓
調
（
民
堀
訴
訟
規
則
の
準
用
）
の
規
定
に
が

叫
側
刺
β
規
定
は
、
岡
査
委
側
に
つ
い
て
龍
川
す
る
．

〔
新
設
〕

［
新
設
〕

八

二

四

八
二
三



定
に
か
か
わ
ら
ず
、
民
耶
腓
舩
畑
則
鋪
四
条
（
脳
告
及

び
瑚
知
）
輔
五
項
の
規
定
は
、
筋
二
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
に
つ
い
て
は
準
用
し
な
い
．

（
配
当
等
の
実
施
・
法
第
百
五
十
三
条
）

第
八
十
二
条
民
砺
執
行
規
則
第
十
二
条
（
民
耶
執
行
の

舸
魯
）
、
第
五
十
九
条
（
節
一
項
後
段
を
除
く
．
）
（

配
当
期
旧
都
の
擶
定
）
。
、
節
六
十
条
（
計
算
宙
の
鯉
出

の
陥
借
）
１
Ｊ
剰
刈
判
型
ｊ
詞
（
光
却
代
金
の
交
付
等
の
手

統
）
測
制
副
刈
刺
叫
刈
斗
剰
刎
斗
引
洲
副
詞
判
河
刊
斗
剴
詞
刎
耐
引
到

矧
ｌ
刺
叫
調
別
。
剖
引
制
醐
棡
割
副
罰
岡
川
刎
矧
引
司
ｌ
側
制
渕
．
荊

叫
制
副
呵
鋼
川
到
１
Ｗ
列
Ⅷ
剖
副
刻
呵
剛
刎
制
引
制
１
劃
割
割
引
呵

刻
尉
渕
剴
珂
割
引
剖
剴
測
剖
矧
円
法
蕊
百
五
十
三
条
（
醒
当
等

の
実
施
）
第
一
項
の
配
当
の
手
縦
及
び
同
条
第
二
項
の

対
Ｊ
Ｊ
斗
剰
刎
剖
到
中
『
執
行
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
抜

判
所
」
と
、
同
規
則
第
五
十
九
条
鮒
一
項
中
「
不
動
産

の
代
金
」
と
あ
り
、
同
条
鯏
二
項
中
「
代
金
」
と
あ
り

、
及
び
同
蝿
則
第
六
十
一
条
中
「
売
却
代
金
」
と
あ
る

の
は
「
民
事
門
生
法
第
百
五
十
二
条
（
価
額
に
相
当
す

る
金
銭
の
納
付
等
）
第
一
項
に
規
定
す
る
金
銭
』
と
、

同
規
則
輔
五
十
九
条
第
三
項
及
び
第
六
十
一
条
中
「
各

第
一
項

岨
定
に
よ
る
弁
済
金
の
交
付
の
手
続
に
つ
い
て
１
乱
四
判

に
お
い
て
、
同
規
則
鋼
Ｊ
川
．
劉
飼
畑
斗
討
料
、
鞆
五
十
九
条

こ
の
場
合

か
わ
ら
ず
、
民
叩
腓
舩
岨
則
節
四
条
（
陥
告
及
び
通
知

）
節
五
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に

つ
い
て
は
準
用
し
な
い
。

（
配
当
等
の
実
施
・
法
第
百
五
十
三
条
）

筋
八
十
二
条
民
噸
執
行
規
則
堀
十
二
条
（
民
事
執
行
の

飼
書
）
、
鋪
五
十
九
条
（
第
一
頃
後
段
を
除
く
。
）
（

配
当
期
日
弊
の
桁
定
）
、
鋪
六
十
条
（
計
算
書
の
提
出

の
雌
告
〉
測
制
副
刈
対
刊
斗
Ｊ
詞
（
売
却
代
金
の
交
付
等
の

手
統
）
刎
‐
剃
制
割
引
ｌ
法
鮪
百
五
十
三
条
（
配
当
等
の
実

施
）
第
一
項
の
配
当
の
手
続
及
び
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
弁
済
金
の
交
付
の
手
続
に
つ
い
て
噌
刺
剥
馴
句
。

こ
の
堀
合
に
お
い
て
、
同
規
則
荊
叫
到
引
斜
、
第
五
十
九

条
第
一
項
測
制
引
荊
対
Ｊ
馴
調
中
「
軌
行
数
判
所
』
と
あ
る

の
は
「
叙
判
所
」
と
、
同
規
則
第
五
十
九
条
輔
一
項
中

「
不
動
産
の
代
金
』
と
あ
り
、
何
条
第
二
項
中
「
代
金

」
と
あ
り
、
及
び
同
規
則
第
六
十
一
条
中
「
売
却
代
金

」
と
あ
る
の
は
『
民
躯
再
生
法
節
百
五
十
一
・
条
（
価
額

に
相
当
す
る
金
銭
の
納
付
等
）
第
一
項
に
規
定
す
る
金

銭
」
と
、
同
規
則
第
五
十
九
条
第
三
項
及
び
第
六
十
一

条
中
「
各
債
権
者
及
び
債
務
者
」
と
あ
る
の
は
『
担
保

権
荷
及
び
椰
生
債
務
者
写
」
と
、
同
規
則
第
六
十
条
中

「
各
伯
権
者
」
と
鋤
刻
渕
別
叫
「
担
保
幡
者
』
刈
訓
ｌ
「
帆

行
費
川
』
と
あ
る
の
は
「
民
耶
再
生
法
輔
百
五
十
一
条

（
費
用
の
負
担
）
第
三
頃
の
費
朋
」
と
鯛
訓
剖
訓
剖
釧
も

の
と
す
る
。

八

二

五

八
二
六

門

1
2

略
一

も 、
の

と

す

る
、

卿 債
祢
者
及
び
傭
勝
肴
」
と
あ
る
の
は
「
担
保
椎
者
戯
び

再
生
債
務
宥
等
」
と
、
同
規
則
節
六
十
条
中
「
各
個
権

者
」
と
釧
州
１
１
醐
制
副
剛
側
耐
刈
剰
渕
判
斗
剴
詞
呵
副
叫
１
．
回

棡
割
コ
ー
剴
捌
刈
則
吋
叫
「
担
保
権
者
」
洲
１
Ｊ
剛
測
刎
割
判
利

Ｈ
引
判
判
一
執
行
費
朋
」
と
あ
る
の
は
「
民
事
再
生
法
第

百
五
十
一
条
（
費
川
の
側
担
）
輔
三
項
の
費
朋
」
と
１

報調
崎

［
２
同
上
］

［
新
設
］

八

二

上

八
二
八
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八

三

○

八
二
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ｉ
ｌ
Ｉ

八
三

Ｑ
、
４
●
↓
一

，
日
〃
二
一



謂坪
}蠅調；

:

八
三
三

八

三

岡

雑

Ⅱ■■■■■■■■■■

一
剤

1■■■■■■■■■■

八

五

八
三
六

の
二
笛
雪
一
項

削
匹
’
七
条

鯏
一
眼
及
Ｕ

翻
阻
１
ｔ
身

罰：
又
吋
測

職
賊

勘

の
二
餓
牢
畢
咽

て
個
披
送
付
す
る

壱’
り
棚
手
方
に
対
し

三
噸
晩
方
枕
に
よ 1縦

習
師
又
胞
則
剛
倣

平
方
に
対
す

…
る
画

送
（
当
事
者
の
相

勘
顛
に
つ
い
て
直



八
三
八

八

三

七

"調闘拙リ

調
爵

淵 、

八
四
○

八
三
九

に
お
い
て
同
じ
く

可 の
方
式
）
節
一
頃

決
め
史
正
決
定
句

野
面
坐
か
十
＃
（
訓

一
噸
卵
七
号
及
び 熱

罰
ユ
ノ
１
１
３
－
Ｆ

る
も
②
を
い
、
う
ぐ

一
曇
て
‐
決
定
に
係



八

四

一

八

四

1
劉隠

録して刷子

これをフルイァ

恥
八
四
三

八
四
四

！
： ：

甜
子
避
駈
弱
」
と

１
戯
記
録
（
以
下
一

遮
記
に
係
る
飼
猫

： ； § 黙誰
適
当
と
罷
め
る
も

ｌの 裁
剥
与
刷
に
お
い
て



－

！
一
一
一

1■■■■■■■■■■

一
一
一

1■■■■■■■■■■

八

四

六

八
四
五

一
一
一

■■■■■■■■■■■■■■■■■

ヨ
叫
阯
私
的
託
間
叩

画

‘叩
〃
勘
〃
側
ａ
－

八

四

八

八
四
七

創刊
１
条
輔

I
前
噸
②
箇
刷
伽
写

…
等
）
第
三
噸
及
ひ

…
卵
五
十
五
条
（

；
猫
井
田
に
毎
い
て

輔
囚
噸
の
畑
定
は

；
リ

る
‐
）
α；
期
定

け

に
解
る
舟
分
に
剛

御
胆
印
《
訂
一
男

剛2
卵
一
噸 ！ ：

に
駈
周
し
な
け
れ

到
，Ｉ こ

れ
を
フ
ァ
イ
ル

■
日
田
公
■
■
。
β
ｑ
４
９
１
臨
側
ｑ
Ｉ
Ｉ ！

に
よ
り
作
成
さ
れ

；
当
該
陳
述
の
録
音

フ
ァ
イ
ル
に
申
飢
細
野

fl

４
５
１
曲
例
日
１
１
１
。
”
四
Ｊ
勾
引
‐
“
椚
打
９

１ ； 1 !’
噺
側
砿
甑
闘
に
派

閲
生
手
続
侭
解
る

斜

i :i :i

： ；
I剣

；
の
作
成

割
に

期

い

る

十
一
条
の
十
一
（

８
■
９
８
ｑ
１
１
ｏ
Ｉ
４
１
ｉ
夕
。
’
４
４
ａ
〃
■
■
■
■
〃
・
母
．
■
釦

六
（
証
人
の
商
曾

剛
帥
翻
十
一
条
の

）
股
ひ
贋
叩
再
生

削
閲
（
刷
人
罰
臘

託
劇
さ
せ
な
け
れ

団
‘

；

朝
二
噸
‐
輔
四
噸

… ！

灘
叩
則
屯
に
ｈ
〃
側 I ；

卿
叩
噸
翰
）
卵
一

興 詞
Ⅱ
－
１
腓
Ⅱ
帥
リ
グ
今
側

す
る
節
而
八
条
（

棚
み
槽
え
て
撫
附

細
斗
朋
）
腱
お
い
て



’
一
二
耶
訓

’
一

’
三
一
廟
３

①

－

八
四
九

八
五
○

八

五

八

五

一

）
館
一
噸
か
ら
藻 I

茄
子
訟
省
に
こ
し

－て

計 ：
官
等
の…
血
拠
甑
べ

の
八
（
受
命
鰯
戦

同
規
則
第
十
一
条

等
の
証
拠
韻
べ
のＩ
柔
（
受
命
紺
判
官

は
爾
囲
戯
託
罫
②

勘
ル
に
託
錫
し
、
又

法
に
よ
り
フ
ァ
ィ

綿
を
使
用
す
る
方

組
織
）
第
一
噸
の…
（
認
子
梢
純
処
理 灘



－

う’

，

期

側
節
－

八
五
四

八

五

三

卸

一
一

－

に

よ

－

八

五

六

八
五
五

四I

I調i
噸
及
ひ
無
二

側 条
②
’
’
第
一

罫
匡
但
十
洲

劉

； 』
腿
出
等
）
並
び
に

脚
し
た
記
録
卿
体

細
厩
賊
託
劉
を
廓

；
愚
偏
鮴
脚
劔
百
匹

十
一
に
お
い
て
談

Ｉ
け
一
節
十
一
条
の

写
し
」
と
あ
る
の

｜
隔
条
の
文
譜
の

節
十
一
条
②
八
中

侭
尊
賦
趾
削
側
灘雛

灘諦
卸
百
八
十
九

＃
茄
子
上

割
告
提
起

通
､

託
錦
を
ｒ
奪
う
！
以

ｉ
剃
哨
阿
智
託
宿
方…

遡
渕
寸
愚
た
肘
に

慮
か
あ
こ
た
旨
を

上
告
提
起
通
知
書

ヨ

蝿

灘雛
；

し
た
読
錦
蝉
体
」

；
鬮
賊
駈
劔
を
記
録

等
）
卸
一
噸
②
甑

君
に
併
る
刷
拠
説

！
凸
匡
才
戎
＃
制
厩
＃

鬮
鹸
駈
録
腱
記
録



ゞ＃、；

:調…
一
；

八
五
七

八

五

八

（
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
極
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

1 1
ー

舞
八
五
九

八

六

○

備
考
表
中
の
〔
〕
の
記
戦
及
び
対
象
規
定
の
二
亜
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。 :；

詞
町
司
Ｊ
Ｌ
師
Ｗ
ｄ
Ｅ
裂
回
両
吋
叫

； 割

！
駈
録
を
い
う
‐
）

裁
制
刷
習
託
官
が…
通
知
す
る
た
め
に

告
が
あ
宅
た
』
画
を

抗
告
調…
可
申
立
て ！



鋪
四
十
八
条
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
鐙
を
図
ろ
た
め
の
刑
堺
手
続
に
付
随
す
る
描
圃
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二

年
最
高
栽
判
所
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

次
の
表
腱
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
棡
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
加
え
る
。

第
五
索
民
事
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
耶
訴
舩
手
続

に
お
け
る
和
解
（
第
十
三
条
ｌ
刺
ゴ
判
Ｊ
Ｊ
詞

）

節
六
瀬
刑
郡
斫
訟
手
続
に
伴
う
犯
罪
被
害
者
等
の
拙

害
賠
償
論
求
に
係
る
裁
判
手
続
の
特
例

第
一
節
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
等
（
潮
引
刺
到
斗

剥
Ⅱ
剖
珂
．
判
制
割
羽
）

第
二
節
審
理
及
び
裁
判
等
（
期
１
コ
刈
判
調
Ⅱ
剖
劉
。

Ｈ
刊
副
詞
）

第
三
節
異
織
等
（
潮
ゴ
コ
川
叫
須
Ⅱ
剥
瑚
呵
副
斗
剴
調
）

第
四
節
補
則
（
矧
呵
。
Ｊ
司
鋼
Ⅱ
剃
剰
判
Ｈ
刮
創
科
）

第
七
轍
雑
則
（
剰
荊
刺
到
釧
詞
）

附
則

第
一
節
損
害
賠
償
命
令
の
申
立
て
等
（
荊
引
司
可
司

調
Ⅱ
川
荊
ゴ
判
剖
剴
詞
）

第
二
節
審
理
及
び
栽
判
等
（
潮
イ
コ
叩
矧
割
、
割
割
引

Ｈ
刑
罰
詞
）

第
三
節
異
議
等
（
荊
司
刀
却
調
Ⅱ
荊
引
。
割
引
詞
）

第
四
節
補
則
（
荊
ゴ
コ
判
判
剰
Ⅱ
剃
劉
斗
Ｈ
Ｍ
到
詞
）

第
七
章
雑
則
（
鋼
ゴ
コ
到
判
斜
）

附
則

第
六
章
［
同
上
］

第
五
章
民
巾
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
螂
訴
訟
手
続

に
お
け
る
和
解
（
第
十
三
条
Ｉ
潮
イ
司
可
調
，
）

八
六
・
一

八
六
一

。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
法
に

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
刑
耶
訴
訟
規
則
の
翻
用
等
・
法
第
十
八
条
等
）

第
十
二
条
〔
略
］

２
書
類
の
送
達
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
お
い
て
準
剛
す

る
刑
窮
訴
訟
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き

、
民
専
訴
訟
に
関
す
る
法
令
の
規
定
（
園
糾
洲
釧
剴
判
斗

判
制
制
刈
判
叫
鯏
酬
剰
司
副
剖
罰
『
剥
剰
則
鋼
鯏
到
ゴ
側
遡
制
訓
劉
剰

斗
鯏
圃
到
到
判
矧
剛
揃
潮
雪
斗
謝
測
制
剃
剰
叫
釧
刎
刺
到
卿
を
除

く
。
）
を
準
川
す
る
。

［
３
略
］

（
趣
旨
）

第
一
条
犯
罪
被
害
者
等
の
椎
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た

め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
閲
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
七
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
に
よ
る
翫
訟
配
録
の
閲
覧
又
は
鵬
写
、
被
害
者
参
加

旅
費
等
（
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
害
者
参
加

旅
費
等
を
い
う
。
）
の
諭
求
手
統
に
関
し
法
第
六
条
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
行
う
手
続

、
被
害
者
参
加
弁
護
士
（
法
第
十
一
条
第
一
頂
に
規
定

す
る
被
害
者
参
加
弁
瞳
士
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

選
定
等
、
民
嚇
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
耶
訴
訟
手
続

に
お
け
る
和
解
並
び
に
損
害
賠
償
命
令
事
件
（
法
荊
割
。

Ｈ
●
剰
剰
．
割
判
に
規
定
す
る
損
害
賠
償
命
令
事
件
を
い
う

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
法

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
刑
耶
訴
舩
規
則
の
鵡
川
等
．
法
第
十
八
条
等
）

鋪
十
二
条
〔
同
上
］

２
瞥
類
の
送
達
に
つ
い
て
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す

る
刑
耶
訴
訟
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き

、
民
窮
訴
訟
に
関
す
る
法
令
の
規
定
（
到
制
剥
剥
閂
回
耐
『

制
刈
刷
矧
刺
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た

め
の
刑
聯
手
続
に
付
随
す
る
描
腫
腱
間
す
る
法
律
（
平

成
十
二
年
法
律
第
七
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
に
よ
る
訴
舩
記
録
の
閲
覧
又
は
勝
写
、
被
害
者
参
加

旅
費
等
（
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
被
害
者
参
加

旅
費
等
を
い
う
．
）
の
諦
求
手
続
に
閲
し
法
節
六
条
節

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
裁
判
所
が
行
う
手
続

、
被
害
者
参
加
弁
護
士
（
法
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
被
害
者
参
加
弁
讃
士
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

逸
定
弊
、
民
珈
上
の
争
い
に
つ
い
て
の
刑
事
訴
訟
手
続

に
お
け
る
和
解
並
び
に
損
害
賠
橘
命
令
事
件
（
法
荊
ユ
コ

Ｈ
刮
飼
調
調
刊
．
別
に
規
定
す
る
損
害
賠
償
命
令
事
件
を
い

［
３
同
上
］

八

六

四

八
六
三

改
正
後

改
正
前



f
（
和
餓
記
録
の
保
笹
）

剃
凹
川
州
剥
．
〔
略
］

（
刑
事
被
告
事
件
終
結
後
の
和
解
記
録
脳
本
の
送
付
）

剰
判
釧
創
詞
〔
略
］

（
民
車
所
詮
規
則
の
準
剛
）

剥
刑
司
呵
剥
法
第
六
京
に
規
定
す
る
民
事
上
の
争
い
に
っ ’ i

よ
っ
て
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る|ル|i

叩
斗
を
除
く
。
）

い
て
、
同
規
則

び

醐
刺
１
斗
詞
ヨ
凹
刻
剖
哨
飼
削
画
的
鯏
闘
醐
侭
よ
り
」
と
あ
る
の

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
蝿
合
に
お

を
除
く
。
）。
）
及

並
び
に

（
和
飲
記
録
の
保
補
）

剃
刊
州
別
詞
［
同
上
〕

（
刑
巾
被
告
叩
件
終
結
後
の
和
解
記
録
勝
本
の
送
付
）

剰
判
川
州
剥
［
同
上
］

（
民
率
斫
訟
規
則
の
準
剛
）

剰
判
釧
剴
詞
法
輔
六
京
に
娩
定
す
る
民
事
上
の
争
い
に
っ

〔
新
設
〕

洲
Ｍ
測
叫
潮
制
副
副
ｌ
第
一
田
第
三
章
輔
一
節
（
捌
割
淵
訓
刺
，

制
副
．
Ⅶ
樹
帥
刈
剰
酬
刈
刎
刷
矧
珂
を
除
く
。
）
及
び
荊
刺
割
剛

並
び
に

に
つ
い
て
は

″
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

岨
則
刎
荊
利
叩
。
劃
創
刊
呵
斗
制
．
Ｊ
列
中
「
こ
の
規
則
の
規

定
（
刎
刮
利
川
。
割
創
刊
川
（
秘
匠
車
項
届
柵
書
而
の
配
戦

叩
唄
欝
）
輔
一
項
を
除
く
。
次
喰
に
お
い
て
同
じ
。
）

」
剖
刈
呵
引
刎
吋
則
ｌ
「
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
錐
の
保

護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
則
す
る
描
低
に
関
す

る
規
則
剖
型
糾
幽
制
イ
コ
荊
濁
封
罰
判
判
雨
鯏
珂
則
到
珂
Ｈ
訓
副
引
Ｉ

い
て
の
刑
那
訴
訟
手
続
に
お
け
る
和
解
に
側
す
る
手
続

八
六
五

八
六
六

を
除
く

釧
剃
イ
呵
叫
判
別
制
副
引
引
副
刺
瑚
闇
淵
淵
制
刊■I

剛
ｌ
副
刺
刺
刊
訓
ｌ
副
１
糾
明
剰
制
到
剴
叫
艸
４
釧
制
叫
刺
鬮
釧
劉
叫

鯏
刑
副
判
刈
州
制
判
Ⅱ
呵
瑚
却
副
創
刊
叫
刈
刑
刈
別
呵
引
刎
削
矧
斗

洲
訓
到
判
劃
訓
川
到
１
劃
呵
測
剛
剥
到
叫
Ｈ
訓
劉
和
訓
斗
冊
斗
剥
河
可

凋
中
「
こ
の
規
則
の
規
定
（
剰
制
訶
呵
コ
型
創
刊
刀
叫
（
秘

隈
率
項
届
出
書
面
の
記
戦
駆
項
等
）
第
一
項
を
除
く
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
剖
測
引
引
呵
叫
「
犯
罪
被
宮

荷
等
の
権
利
利
益
の
保
磯
を
図
る
た
め
の
刑
巾
手
続
に

付
随
す
る
柵
胆
に
間
す
る
規
則
潮
刮
判
呵
利
‘
鋼
荊
。
剖
矧
に

お
い
て
準
用
す
る
刑
珈
豚
訟
規
則
測
剥
判
刈
羽
の
娩
定
』

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
和
解
記
録
の
正
本
、
勝
本
又
は
抄
本
に
つ
い
て
は
、

民
亭
翫
舩
規
則
瀬
ゴ
司
呵
ヨ
劉
渕
割
斗
剰
１
．
判
の
規
定
を
準

用
す
る
。

唖
部
分
を
除
い
た
も

２
和
解
記
録
の
正
本
、
勝
本
又
は
抄
本
に
つ
い
て
は
、

民
車
斫
訟
規
則
荊
剴
司
可
ヨ
剴
判
の
規
定
を
準
用
す
る
。

［
新
設
］

［
新
設
〕

罰
判
斗
Ｈ
Ｍ
蜘
詞
期
剖
１
判
に
お
い
て
串
剛
す
る
刑
耶
斫
舩
規

則
剖
刺
劉
瑚
．
ｕ
剖
斗
刑
刷
謝
囲
鋼
釧
判
珂
瑚
叩
観
到
斗
Ｈ
ゴ
叫
副
ｌ

剰
制
Ｊ
馴
詞
の
蜆
定
」
と
醗
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

八
一

′、

七

八
六
八



に
係
る
者
の
意
見
を
聴
く
に
当
た
っ
て
、
そ
の
者
の
述

絡
先
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
秘

め
る
と
き
は
、
検
察
官
に
岡
査
を
噸
舵
す
る
こ
と
が
で

曇
零
亡
》
（
》
。

［
２
略
〕

（
申
立
書
の
記
載
亨
唄
等
・
法
第
二
十
四
条
）

潮
イ
司
呵
。
剖
科
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
番
面

（
以
下
『
申
立
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
同
噸
各
号
に

掲
げ
る
耶
噸
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
巾
項
を
記
戦
し
、

申
立
人
又
は
そ
の
代
理
人
が
配
私
押
印
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

〔
一
・
～
四
略
〕

五
法
剰
呵
．
判
叫
剥
に
お
い
て
準
用
す
る
民
耶
訴
訟
法

（
検
臨
官
に
対
す
る
脚
交
鍋
託
・
法
飾
二
十
二
条
）

剰
刊
訓
可
剖
釧
利
紋
判
所
は
、
法
第
二
十
二
条
輔
三
項
に
お

い
て
跣
み
讐
え
て
鯉
剛
す
る
岡
刺
剥
剛
引
飼
筋
百
三
十
三

条
の
四
堀
四
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
に
よ
り
、
法
輔
二
十
二
条
第
一
項
又
は
同
条
第
三

項
に
お
い
て
銃
み
替
え
て
堀
用
す
る
民
亭
訴
訟
法
第
百

・
・
一
十
三
条
の
二
第
二
噸
の
決
定
に
係
る
個
人
特
定
珈
項 III|

に
よ
っ
て
さ
せ
る
こ
と
が
も
封
司
劉

決
定
に
係
る
個
人
特
定
耶
項
に
係
る
肴
の
懲
見
を
聴
く

に
当
た
っ
て
、
そ
の
者
の
連
絡
先
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
そ
の
他
必
嬰
が
あ
る
と
銘
め
る
と
き
は
、
検
繋
簡
に

副
寵
を
獺
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
２
脚
上
］

（
申
立
書
の
配
載
耶
項
等
・
法
第
二
十
四
条
）

制
割
引
刊
４
４
詞
［
同
上
］

（
検
鰡
官
に
対
す
る
鋼
査
嘱
託
・
法
鯆
二
十
二
条
）

刺
１
．
刈
詞
故
判
所
は
、
法
第
二
十
二
条
節
三
項
に
お
い

て
跣
み
特
え
て
油
川
す
る
副
刺
耐
剖
副
引
剥
判
閥
川
副
訓
燭

削
制
『
創
刈
割
引
’
第
百
三
十
三
条
の
四
第
四
項
（
第
一
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
二
十

二
条
第
一
項
又
は
同
条
第
三
項
に
お
い
て
既
み
替
え
て

準
用
す
る
民
叩
訴
訟
法
期
百
三
十
三
条
の
一
・
第
二
唖
の

己
～
四
同
上
］

五
法
潮
刎
。
Ⅱ
引
剥
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
舩
法

八
七
○

八
六
九

刺
イ
司
州
凹
釦
利
法
痢
刺
利
可
利
劉
劇
到
引
列
の
岨
定
に
よ
り
醜

み
抄
え
て
過
川
す
る
法
節
二
十
五
条
の
脱
定
に
よ
り
送

連
す
る
瞥
面
に
は
、
法
剰
刺
到
刈
州
剰
制
到
Ｊ
側
の
決
定
に

係
る
個
人
特
定
事
項
が
記
載
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
、

当
談
個
人
特
定
事
項
に
代
え
て
同
条
鯆
二
項
に
お
い
て

疏
み
替
え
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
第

五
項
仙
段
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
耶
項
を
記
載
し
た
筒

を
記
戦
し
、
戯
判
所
画
記
宮
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
．

鮒
百
四
条
第
一
項
の
晩
定
に
よ
る
送
迎
を
受
け
る
べ

き
場
所
の
届
出
及
び
伺
唄
の
規
定
に
よ
る
送
達
受
取

人
の
届
出
を
す
る
と
き
は
そ
の
旨

［
六
～
八
略
］

［
２
略
］

（
申
立
書
の
送
遠
・
法
第
二
十
五
条
）

刎
刊
司
可
ヨ
釧
利
［
略
〕

２
仙
項
の
規
定
は
、
法
刑
呵
『
Ｈ
刮
剥
詞
に
お
い
て
躯
川
す

る
民
事
訴
訟
注
第
百
四
十
三
条
節
二
項
（
同
法
節
百
四

十
四
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
”
）

の
書
面
の
送
達
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
個
人
特
定
事
項
に
代
わ
る
耶
項
を
記
載
し
た
書
面
の

橡
式
・
法
荊
剛
叫
削
剥
詞
等
）

〔
削
る
］

ｍ
到
剖
Ｈ
剴
利
詞
法
刎
制
叫
Ｈ
イ
刺
詞
剰
ゴ
ヨ
別
の
規
定
に
よ
り
胱

み
特
え
て
過
川
す
る
法
節
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
送

遮
す
る
魯
而
に
は
、
法
荊
刺
別
刈
斗
剰
制
．
Ｊ
側
の
決
定
に

係
る
個
人
特
定
巾
項
が
記
載
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
、

当
骸
個
人
特
定
巾
項
に
代
え
て
同
条
第
二
噸
に
お
い
て

銃
み
替
え
て
準
用
す
る
民
邪
訴
舩
法
第
百
三
十
三
条
鞆

五
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
率
項
を
記
載
し
た
旨

を
記
戟
Ｌ
、
紋
判
所
書
記
常
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
審
理
期
凹
の
呼
出
し
・
泌
堀
三
十
一
条
）

刺
イ
司
河
叫
剖
利
器
理
期
日
（
陛
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
審
理
期
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
呼
出
し

は
、
相
当
と
脇
め
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
白
四
条
鋪
一
唄
の
岨
定
に
よ
る
送
逓
を
受
け
る
べ

き
幽
所
の
届
出
股
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
送
達
受
取

人
の
届
出
を
す
る
と
き
は
そ
の
旨

［
六
～
八
同
上
］

〔
２
同
上
］

（
申
立
杏
の
送
遠
・
法
弗
二
十
五
条
）

刺
刊
司
河
訓
訓
詞
［
同
上
〕

２
前
唄
の
規
定
は
、
法
鯏
刺
．
１
１
斜
に
お
い
て
雛
用
す

る
民
耶
腓
舩
法
飾
百
四
十
三
条
第
二
項
（
同
法
第
百
四

十
四
条
節
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
書
面
の
送
達
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
個
人
特
定
噸
項
に
代
わ
る
嚇
項
を
記
戦
し
た
宙
面
の

儀
式
・
法
荊
刎
利
川
。
剖
剰
等
）

八

七

八

七



；

Wll
剰
刑
司
呵
卸
釧
詞
剛
Ⅷ
捌
刈
刎
倒
到
凋
凶
制
刺
剛
’
昭
柵
剴
洲
劉
叫
凹
呵

墹
別
刷
劉
刊
叫
可
制
刈
可
ｌ

（
審
理
期
日
に
お
け
る
手
続
・
法
制
劉
斗
刊
剣
剴
劉

翻
刻
司
却
川
釧
詞
故
判
所
は
、
品
初
の
制
刷
鯏
判
剛
剖
釧
劉
到
斗 1

1 と
き
は

る
。
こ
の
鯉
合
に
お
い
て
、
そ
の
公
告
は
、
樅

Ｊ
‐
呵
剰
別
測
到
叶
可
剛
洲
訓
叫
ｌ
に
お
い
て
、
同
型
劃
羽
凹
卿

の
規
定
に
よ
る
刑
事
被
告
叩
件
の
師
訟
記
録
の
取
調
べ

を
す
る
ほ
か
、
諭
求
の
趣
旨
に
対
す
る
答
弁
及
び
申
立

鋼
判
胡
馴
内
刷
公
衆
の
見
や
す
い
卿
所
に
掲
示
し
て
行
う

２
前
項
の
呼
出
し
が
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
宙
記
官

は
、
そ
の
旨
及
び
呼
出
し
の
方
法
を
記
録
上
明
ら
か
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
瀞
理
期
日
に
お
け
る
手
続
・
法
尉
刈
ヨ
Ｈ
斗
ｊ
調
）

刺
刊
司
可
到
剖
『
裁
判
所
は
、
最
初
の
詞
副
詞
棚
叫
に
お
い
て

、
湖
制
到
斗
Ｈ
４
Ｊ
詞
潮
呵
割
別
の
規
定
に
よ
る
刑
事
被
告
噸

件
の
斫
舩
記
録
の
取
閃
べ
を
す
る
ほ
か
、
諭
求
の
趣
旨

に
対
す
る
呑
弁
及
び
申
立
書
に
記
戦
さ
れ
た
事
実
に
対

す
る
認
否
並
び
に
申
立
人
の
主
張
の
補
充
を
聴
く
も
の

〔
新
設
］

［
新
設
〕

［
新
設
〕

八

七

三

八
七
四

書
に
記
戦
さ
れ
た
邪
実
に
対
す
る
腿
否
並
び
に
叩
立
人

の
主
張
の
補
充
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

２
紋
判
所
は
、
審
理
期
日
を
開
い
た
と
き
は
、
当
該
審

理
期
日
に
お
い
て
審
理
を
終
結
す
る
場
合
又
は
当
談
審

理
期
日
に
お
い
て
法
翻
刺
．
』
。
剰
測
。
４
判
若
し
く
は
第

、

二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
損
害
賠
償
命
令
耶
件
を
終

了
さ
せ
る
局
の
決
定
を
す
る
場
合
を
除
き
、
次
回
の
審

理
期
日
を
術
定
Ｌ
、
当
麟
密
理
期
日
に
行
う
手
続
及
び

当
肱
審
理
期
Ｈ
ま
で
に
串
偏
す
べ
き
こ
と
を
当
耶
者
と

の
間
で
砿
輿
す
る
も
の
と
す
る
。

（
主
張
書
面
の
提
川
の
方
法
等
）

刺
ゴ
州
細
罰
詞
当
耶
者
は
、
そ
の
我
張
を
記
戦
し
た
凹
面

（
潮
川
副
珂
聞
制
副
劃
斗
Ｈ
剥
副
調
に
お
い
て
「
主
張
書
面
」

；

二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
損
害
賠
償
命
令
事
件
を
終

了
さ
せ
る
旨
の
決
定
を
す
る
喝
合
を
除
き
、
次
回
の
審

理
期
日
を
桁
定
し
、
当
峡
審
理
期
日
に
行
う
手
続
及
び

当
峡
審
理
期
日
ま
で
に
準
億
す
べ
き
こ
と
を
当
耶
荷
と

の
間
で
砿
腿
す
る
も
の
と
す
る
。

（
上
鍜
書
面
の
提
出
の
方
渉
等
）

剰
刊
司
可
却
釦
利
当
耶
者
は
、
そ
の
主
張
を
記
戦
し
た
瞥
而

（
則
イ
司
呵
川
副
詞
に
お
い
て
「
主
張
啓
面
」
と
い
う
。
）

２
銭
判
所
は
、
審
理
期
日
を
側
い
た
と
き
は
、
当
餓
審

理
期
日
に
お
い
て
審
理
を
終
結
す
る
場
合
又
は
当
麟
群

の
提
出
を
す
る
に
は
、
こ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
写
し
一

通
（
相
手
方
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
数

の
通
数
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

や
む
を
柵
な
い
耶
由
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
侭
の
定
め

る
期
間
内
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
。

［
２
同
上
］

〔
新
設
〕

と
す
る
。

理
期
日
に
お
い
て
法
銅
コ
コ
判
川
刈
劉
剰
珊
斗
剖
郷
若
し
く
は
節

八
七
五

八

七
一

〃、



１５
栽
判
所
書
記
官
は
、

州
封
潤
謝
呵
刎
副
醐
刻
叫
羽
割
劉
利
別
刷
耐
刺
釧
刺I|’ ||I

に
記
録
さ
れ
た
慌
報
の
内
容
か
ら
明
固
馴
刺
瓜
副
馴
割

１３
裁
判
所
書
記
官
は
、
師
引
「
劉
刎
鄙
司
叫
測
制
副
幽
刈
の
証

拠
脱
明
智
（
同
刺
『
の
写
し
醐
制
．
叫
遡
釧
剛
劉
司
判
剴
Ｎ
到
り

剛
１
Ｊ
句
刎
訓
釧
矧
刎
斗
引
叫
を
除
く
。
）
を
相
手
方
に
送
付

［
新
設
］

八

七

八

八
七
七

；
7I

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

叫
測
卿
叫
測
司
叫
１
剃
叫
卿
判
刻
倒
捌
祠
目
測
副
刺
濁

1 副
剖
詞
鯏
州
罰
墹
に
つ
い
て
は
、
翻
到
引
刊
刺
．
詞
の
規
定
を
準

用
す
る
。

剖
鰯
叫
凹
梱
刎
到
瑚
胡
剥
川
刺
割
引
Ｉ

ｕ
刎
釧
鯏
訓
潤
珊
制
剃
ヨ
刺
又
は
当
該
証
拠
説
明
書
に
代
え

’

て
、
当
骸
個
人
特
定
駆
項
に
代
え
て
同
条
鯆
二
項
に
お

方
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
瀬
川
『

Ｈ
剥
刊
剰
鋼
。
剖
列
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当

骸
割
川
副
句
ｕ
釧
釧
Ⅵ
劃
耐
詞
当
鯏
捌
幽
剥
刊
叫
ｑ
剖
制
訓
潤
叫
判
刈

謂
劃
叫
又
は
当
咳
証
拠
説
明
替
中
に
当
談
決
定
に
係
る
偶

い
て
疏
み
替
え
て
鰯
用
す
る
民
事
訴
訟
法
飾
百
三
十
三

条
第
五
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
蛎
項
を
畑
剥
司
叫 '1 ’

人
特
定
事
項
が

あ
る
と
き
は
、

刺
判
叫
呵
副
判
矧
川
副
罰
の
規
定
に
よ
り
送
付
す
る
刺
剥
馴
判

に
つ
い
て
は
そ
の
う
ち
の
一
個

当
該

岬
呼
出
状
に
は
、
吹
に
掲
げ
る
覗
頃
を

写
し
若
し
く
は
当
該
記
録
媒
体

を
除
く
。
）
を
相
手

の
証
拠
説
明
醤
（

を
相
手
方
に
送

部
分
が

刎
扣
刺
謝
判
刺
矧
川
副
罰
の
規
定
に
よ
り
送
付
す
る
鋼
劃
叫
に
つ

〔
新
設
］

〔
新
設
］

Ｌ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
瀬
割
叫
Ｈ
イ
副
詞
判

斗
制
利
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
写
し
又

は
当
談
証
拠
説
明
書
中
に
当
該
決
定
に
係
る
個
人
特
定

事
頃
が
制
制
到
引
刈
刈
部
分
が
あ
る
と
き
は
、
当
麟
割
刈
叫

又
は
当
骸
証
拠
説
明
書
に
代
え
て
、
当
該
個
人
特
定
蛎

項
に
代
え
て
同
条
第
二
噸
に
お
い
て
魏
み
替
え
て
準
用

す
る
民
那
訴
訟
法
第
百
三
十
三
条
第
五
項
前
段
の
規
定

に
よ
り
定
め
た
耶
項
を
刷
聖
輯
ｕ
剖
制
劇
叫
を
相
手
方
に
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
て
は
、
潮
イ
司
呵
ヨ
鄙
詞
の
規
定
を
蛾
用
す
る
。

八

八

○

八
七
九



』

I'1
釧
州
斗
呵
創
劉
到
司
制
吋
飢
刷
叫
叫
創
剖
劉
引
瑚

|｜| ’
れ
ば
な
ら
な
い
‐
た
だ
し
、
特
別
の
巾
曲
が
あ
る
と
き

は
、
尋
問
の
後
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

何
事
も
隠
さ
ず
、
ま
た
、
何
噸
も
付
け
加
え
な
い

〔
新
設
］

‐
、
！
、
↓

ｊ
〃
０
Ｊ
』

、

、

ｊ
夕
０
ノ

鯛

’
』

（
証
人
等
の
陳
述
等
の
調
宙
記
戦
の
宙
略
等
）

剰
川
司
州
ヨ
訓
利
根
沓
賠
償
命
令
巾
件
に
閲
す
る
手
続
に
お

け
る
口
頭
弁
飴
又
は
審
尋
の
卿
禽
に
つ
い
て
は
、
戯
判

艮
の
許
可
を
側
て
、
鉦
人
、
艦
定
人
、
参
考
人
若
し
く

は
当
事
者
本
人
（
詞
刺
剥
門
田
剖
馴
調
に
お
い
て
「
証
人
等

」
と
い
う
。
）
の
陳
述
又
は
検
証
の
結
果
の
記
載
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
卿
合
に
お
い
て
、
当
率

者
は
、
数
判
腿
が
許
可
を
す
る
際
に
、
愚
見
を
述
・
へ
る

こ
と
が
で
き
る
。

〔
２
略
〕リ ll

（
証
人
等
の
陳
述
等
の
副
書
記
戟
の
省
略
等
）

刺
イ
司
呵
ｕ
釧
利
損
審
賠
償
命
令
耶
件
に
間
す
る
手
続
に
お

け
る
口
噸
弁
臓
又
は
春
尋
の
閥
召
に
つ
い
て
は
、
批
判

長
の
許
可
を
柵
て
、
証
人
、
躍
定
人
、
謬
考
人
若
し
く

は
当
事
者
本
人
（
閃
刺
「
に
お
い
て
一
鉦
人
等
』
と
い
う

。
）
の
陳
述
又
は
検
証
の
結
果
の
記
戯
を
省
略
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
珊
合
に
お
い
て
、
当
小
者
は
、
裁

判
鮭
が
許
可
を
す
る
際
に
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で

き
る
。

〔
２
同
上
〕

［
新
設
］

［
新
設
〕

八
八
三

八

八

四



|l I;|I|I
用
す
る
坦
合
を
含
む
。
）
の
蜆
定
に
よ
り
速
記
山
剥
嗣 |’
に
お
い
て
鰹
川
す
る
同
規
則
第
七
十
八
条
に
お
い
河
稲 I |’

〔
新
設
〕

八
八
六

八

八

五

定
番
の
送
遮
は
．
そ
の
正
本
に
よ
っ
て
す
る
。

（
異
瞳
の
申
立
て
の
方
式
等
・
払
剰
剴
判
川
創
翻

刎
１
司
河
川
訓
詞
法
荊
訓
利
河
川
‘
斜
釧
到
４
判
の
異
鍛
の
申
立
て

は
、
魯
而
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
略
〕

３
法
釦
割
叫
Ｈ
刮
剴
詞
に
お
い
て
準
用
す
る
民
率
訴
訟
法
第

百
六
十
一
条
第
二
項
に
掲
げ
る
事
噸
を
記
戦
し
た
第
一

頃
の
曾
面
は
、
準
備
画
面
を
蚊
ね
る
も
の
と
す
る
《

（
典
眼
の
申
立
て
を
す
る
権
利
の
放
爽
及
び
異
醗
の
申

立
て
の
取
下
げ
・
法
都
劉
斗
Ｈ
Ｍ
創
利
）

剥
判
斗
刊
刑
刹
詞
［
略
］

［
２
．
３
略
］

（
法
荊
司
利
呵
刈
劉
劉
珂
計
呵
『
等
の
規
定
に
よ
る
指
定
等
）

（
決
定
に
お
け
る
叩
立
書
竿
の
引
附
・
法
馴
剴
訶
呵
倒
引
詞

）

刑
刊
斗
Ｈ
剖
訓
詞
法
潮
引
司
河
日
割
剰
判
可
測
詞
到
訓
引
及
び
鋪
三

号
に
掲
げ
る
耶
項
を
記
戦
す
る
に
は
、
申
立
褐
そ
の
他

の
主
張
書
面
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
決
定
書
の
送
還
・
法
剰
剴
司
河
制
剖
調
）

潮
１
司
河
制
釧
詞
法
荊
剴
司
可
倒
剰
制
引
創
刊
の
規
定
に
よ
る
決 ||’

な
い
と
鰯
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い

．
定
番
の
送
遠
は
、
そ
の
正
本
に
よ
っ
て
す
る
。

（
拠
礒
の
申
立
て
の
方
式
等
・
払
刎
訓
訓
呵
副
副
詞
）

剰
引
司
呵
剥
法
耐
剖
剴
呵
剛
剰
刺
呵
．
判
の
典
醗
の
申
立
て
は

、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
２
岡
上
〕

３
法
剰
刺
Ⅶ
河
引
剖
詞
に
お
い
て
準
用
す
る
民
率
訴
舩
法
第

百
六
十
一
条
第
二
項
に
掲
げ
る
車
項
を
記
載
し
た
第
一

項
の
書
面
は
、
恥
備
書
師
を
兼
ね
る
も
の
と
す
る
。

（
災
継
の
申
立
て
を
す
る
椎
利
の
放
棄
及
び
異
醗
の
申

立
て
の
取
下
げ
・
法
刎
訓
司
呵
凹
剖
劉

刺
訓
司
呵
斗
副
詞
［
同
上
］

〔
２
．
３
同
上
］

（
法
荊
剴
司
可
到
劉
剰
珂
イ
刺
奪
の
規
定
に
よ
る
指
定
等
）

（
決
定
に
お
け
る
申
立
嘗
笄
の
引
用
・
法
潮
引
司
Ⅱ
ヨ
副
詞

耐
『
ゴ
州
川
利
詞
法
嗣
到
剖
Ｈ
剴
刺
科
刺
Ｉ
１
呵
制
斗
剴
列
及
び
第
三

号
に
掲
げ
る
耶
項
を
記
載
す
る
に
は
、
申
立
書
そ
の
他

の
土
張
書
面
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
決
定
書
の
送
達
．
法
姻
剴
司
呵
ヨ
副
詞
）

剰
刊
司
呵
刈
釦
詞
法
荊
斗
利
呵
ヨ
型
制
割
割
叫
の
規
定
に
よ
る
決

６
ｔ
６

Ｊ
ケ
ｊ
ク
ロ
ノ

八

八

七



潮
刺
到
刈
剰
法
剰
ゴ
コ
削
剥
科
剰
斗
制
判
（
法
荊
川
コ
ユ
コ
剰
割
剰

叫
刺
『
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

よ
る
指
定
及
び
そ
の
変
更
は
、
損
害
賠
償
命
令
の
申
立

て
に
つ
い
て
の
栽
判
に
対
す
る
適
法
な
異
識
の
申
立
て

又
は
法
剃
呵
副
剖
引
剰
制
到
剖
剰
若
し
く
は
第
二
項
の
決
定

の
時
ま
で
に
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
．
３
略
］

（
特
例
に
よ
る
曾
証
の
申
出
の
方
式
・
法
潮
呵
．
Ⅱ
「
斜

）

剃
叫
判
型
４
詞
法
嗣
割
叫
Ｈ
４
Ｊ
調
（
法
詞
制
判
打
ヨ
劉
劇
削
削
側

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
証
の
申
出
は
、
法
輯
詞
凹
判
刈
詞

醐
。
『
側
（
法
銅
制
到
Ｈ
剴
創
料
訓
制
剴
倒
に
お
い
て
躯
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
記
録
中

の
書
証
と
す
べ
き
文
書
ご
と
に
、
文
魯
の
標
目
、
作
成

者
そ
の
他
文
谷
の
特
定
の
た
め
に
必
要
な
珈
項
を
記
載

し
た
香
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
略
〕

（
番
証
の
写
し
の
提
出
を
要
す
る
場
合
・
法
羽
呵
。
１
１

斜
）

剃
剛
判
削
剥
調
法
矧
呵
刊
可
計
副
詞
の
規
定
に
よ
る
櫓
証
の
申

出
を
す
る
鰯
合
に
お
い
て
、
相
手
方
に
損
寄
賠
償
命
令

事
件
の
当
蛎
者
で
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
出

を
す
る
時
ま
で
に
、
魯
証
と
す
ぺ
き
文
書
の
写
し
一
通

（
当
骸
文
魯
を
送
付
す
べ
き
柵
害
賠
償
命
令
本
件
の
当

耶
者
で
な
い
相
手
方
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

潮
引
司
呵
ゴ
劉
『
法
荊
司
司
ｎ
劃
割
制
判
司
刺
兵
法
荊
剴
訶
呵
刈
鍼
『

荊
呵
副
別
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
指
定
及
び
そ
の
変
更
は
、
損
害
賠
償
命
令
の
申

立
て
に
つ
い
て
の
裁
判
に
対
す
る
適
法
な
異
議
の
申
立

て
又
は
法
潮
剴
司
可
刈
‘
剰
鋼
。
剖
判
若
し
く
は
第
二
項
の
決

定
の
時
ま
で
に
笹
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
．
３
同
上
］

（
特
例
に
よ
る
書
証
の
申
出
の
方
式
・
法
荊
剴
司
呵
廿
釧
詞

）

潮
剴
司
河
ヨ
劃
『
法
銅
割
引
Ｈ
判
剴
詞
（
法
剰
剴
司
可
刈
剖
詞
荊
呵
副
剰

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
書
証
の
申
出
は
、
法
潮
●
ヨ
Ｊ
Ｊ
州

鍋
制
到
ゴ
側
（
法
荊
剴
司
河
川
型
調
到
凹
刺
に
お
い
て
準
剛
す

る
鳩
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
記
録

中
の
密
鉦
と
す
べ
き
文
書
ご
と
に
、
文
書
の
標
目
、
作

成
者
そ
の
他
文
書
の
特
定
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
記

載
し
た
啓
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
２
同
上
］

（
書
証
の
写
し
の
提
出
を
要
す
る
場
合
・
法
潮
ゴ
コ
川
司

剰
）

潮
引
司
可
四
部
河
法
剰
ヨ
判
刈
剴
詞
の
規
定
に
よ
る
番
証
の
申

出
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
相
手
方
に
損
害
賠
償
命
令

蛎
件
の
当
郡
者
で
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
砿
申
出

を
す
る
時
ま
で
に
、
書
証
と
す
べ
き
文
笹
の
写
し
一
通

（
当
蕨
文
啓
を
送
付
す
べ
き
損
害
賠
償
命
令
駆
件
の
当

邸
者
で
な
い
相
手
方
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、

八
八
九

八

九

○

』

'11
叫
測
卿
倒
矧
制
可
渕
潮
叫
卦
剖
司
到
Ｎ
ｄ
潤
刺
針1℃

そ
の
敵
の
通
数
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
略
］

剖
剥
罰
酬
刎
酎
耐
刻
剥
副
１

】
が
記
名
錘

〔
新
設
］

そ
の
数
の
通
数
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
同
上
］

八
九
．
一

八

九
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’ 燕’
法

〔
新
設
］

〔
新
設
〕

［
新
設
］

〔
新
設
〕

八
九
四

八
九
三

II|| III ‘ lllI’
ら
秘
密

1

|’
も
の
と
み
な
さ
れ
た
旨
を
通
知
し
な
け
加
剛
剤
割
引
掴
馴

（
損
害
賠
償
命
令
事
件
の
記
録
の
正
本
等
の
閑
型
刈
・
怯

荊
刺
。
削
剥
等
）

倒
到
。
刊
釧
刺
剰
［
同
上
〕

［
新
設
〕

［
新
設
〕

〔
新
設
］

八
九
六

八

九

五



オi

’ 11 1
予
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
に
よ
っ
て
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

［
新
設
〕

［
新
設
］

八
九
七

ら
、
。
■
唖
Ｌ
画
、

Ｊ
ｊ
Ｊ

1
龍

’ |’ l:JII
九
○
○

ｋ

Ｌ

Ｌ

ｏ
Ｊ
ｄ
７
ａ
７



（
民
事
斫
訟
規
則
の
単
用
）

剰
刮
刊
呵
到
釧
利
〔
略
〕

（
検
察
官
に
対
す
る
飼
査
嘱
託
・
法
剃
刺
。
刈
判
斜
）

釧
判
期
Ｈ
刺
訓
利
怯
荊
剛
剴
可
刺
副
詞
荊
刺
劉
別
に
お
い
て
脇
み
特

え
て
鱗
用
す
る
民
事
折
訟
法
飾
百
三
十
三
条
の
四
筋
四

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り ||||

：
…

跣
み
杵
え
て
蝋
川
す
る
腿
耶
跡
舩
法
第
百
三
十
三
条
の

二
第
二
頓
の
決
定
に
係
る
個
人
特
定
事
項
に
係
る
者
の

意
見
を
聴
く
に
当
た
っ
て
、
そ
の
者
の
連
絡
先
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
鯉
め
る
と
き
に

つ
い
て
は
、
刺
ゴ
Ｈ
Ｊ
Ｊ
利
の
規
定
を
牢
用
す
る
。

（
民
聯
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
規
則
の
準
用
）

法
銅
割
叫
冊
剖
訓
珂
剰
斗
剖
珂
又
は
伺
条
第
四
項
に
お
い
て

（
民
巾
腓
舩
規
則
の
蛎
川
）

剰
剴
司
可
利
剖
剰
〔
同
上
］

、
（
検
崇
官
に
対
す
る
詞
査
嘱
託
・
法
潮
四
判
斗
剴
調
）

鋼
到
訓
Ｈ
州
訓
利
法
輌
制
到
Ｈ
４
引
網
罰
羽
呵
副
州
に
お
い
て
腕
み
替

え
て
甲
用
す
る
民
事
斫
訟
法
第
百
三
十
三
条
の
四
節
四

項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り

、
法
剃
刺
利
ｎ
コ
剖
羽
潮
Ｊ
剖
判
又
は
岡
条
節
四
項
に
お
い
て

跣
み
替
え
て
納
川
す
る
民
率
訴
舩
法
節
百
三
十
三
条
の

二
第
二
項
の
決
定
に
係
る
個
人
特
定
事
項
に
係
る
者
の

意
見
を
聴
く
に
当
た
っ
て
、
そ
の
者
の
連
絡
先
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
そ
の
他
必
哩
が
あ
る
と
配
め
る
と
き
に

つ
い
て
は
、
刑
引
司
可
剰
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
民
嚇
解
離
費
用
等
に
関
す
る
規
則
の
準
用
）

〔
新
設
］

ﾉL

O

－

九
○
一

（
配
偶
者
暴
力
等
に
間
す
る
保
鰻
命
令
乎
侠
規
則
の
一
部
改
正
）

節
四
十
九
条
配
偶
者
恐
力
等
に
関
す
る
保
護
命
令
手
続
規
則
（
平
成
十
三
年
最
高
数
判
所
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
．

吹
の
表
に
よ
り
、
改
正
舸
掴
に
掲
げ
る
規
定
の
傭
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
噸
次
対
応
す
る
改
硴
後
掴
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
疎
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
伽
桐
及
び
改
正
後
棡
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
砿
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
棡
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

〔
２
．
３
略
〕
｜
［
２
．
３
同
上
〕

叩
馴
融
甜

叫
佃
可

酬
恥
画
の
小
口
醜

潤
剖
Ⅶ
知
訶
冊
刈
引
忍

乢
○
四

九

○

三

改
正
後

改
正
前

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
皿
傍
線
を
付
Ｌ
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。



11
十
条
第
一
項
（
潮
Ⅲ
可
司
剰
矧
叫
刈
引
に
お
い
て
準
用
す
る

民
蛎
緋
舩
規
則
第
七
十
八
条
に
お
い
て
準
川
す
る
醐
合

に
限
る
）
の
蜆
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
硬
命
令
巾
件

に
お
け
る
審
尋
の
調
書
は
、
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な

い
。
た
だ
し
、
当
骸
審
尋
の
期
日
に
お
い
て
、
保
狼
命

令
の
首
渡
し
戦
し
く
は
保
瞳
命
令
の
申
立
て
の
取
下
げ

が
さ
れ
た
と
き
又
は
裁
判
長
が
作
成
を
命
じ
た
と
き
は

、
こ
の
限
り
で
な
い
。

Ｊ
制
到
コ
ー

I
週
間
を
経
過
し
た
時
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
公
告
は

剛
状
を
棚 き

［
新
設
〕

〔
鞆
設
〕

［
新
設
］

十
条
第
一
項
（
潮
Ｈ
Ｊ
Ｊ
調
に
お
い
て
準
用
す
る
民
邸
翫

訟
規
則
第
七
十
八
条
に
お
い
て
雛
川
す
る
期
合
に
限
る

）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
．
保
鯉
命
令
巾
件
に
お
け

る
審
尋
の
鯛
書
は
、
作
成
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た

だ
し
、
当
骸
審
尋
の
期
日
に
お
い
て
、
保
讃
命
令
の
首

渡
し
若
し
く
は
保
護
命
令
の
叩
立
て
の
取
下
げ
が
さ
れ

た
と
き
又
は
裁
判
長
が
作
成
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

九
○
五

h’

○

六

1
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IM
〔
新
設
］

〔
新
設
］

〔
新
設
〕

九
○
七

九

○

八



II℃
1

帥
刺
斗
卿
叫
可
矧
割
側
叫
１
劇
叫
側
燭
剴
ｄ
刻
刻
剖
刈 IIミ

！
帥
測
叫
呵
刈
刺
叫
１
列
剤
洲
瑚
呵
刎
矧
制
側
釧
ｕ
叫
瑚

’ '’
て
雛
爽
に
鐙
定
を
す
る
こ
と
を
誓
う
侭
を
記
載
し
な
け

代
え
て
、
在
盤
寄
に
耐
‐
笛
の
捌
閏
剴
匂
珊
蜘
川
削
国
司
の
梱 ’

I

’
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

［
新
設
］

〔
新
設
〕

jL

○

九
○
九

I ll | 11
す
る
と
き
は
、
抗
告
状
の
送
達
に
必
興
な
賢
用
鍬
ｌ
圃
捌 II

〔
新
設
］

［
新
設
］

［
新
設
］

ﾉL 九
一
一



韮

職
1

l|||I|雛
（
民
耶
訴
訟
規
則
の
準
川
）

剰
副
１
可
剥
．
こ
の
規
則
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
保
護
命
令
に
閲
す
る
手
続
に
閲
し
て
は
、
そ
の
性

質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
亭
訴
訟
規
則
刎
刺
到
倒
（
同
規

則
刺
訓
利
河
剰
刎
斗
剴
刺
例
剖
割
引
Ｈ
割
創
剴
斗
の
規
定
を
除
く

‐
）
を
墹
剖
川
制
剖
訓
１

九
一
三

九
一
四

燕
’鯛 |

；
｜
…
一
…
;繩鞠

ノ

〔
新
設
〕

ﾉL

n･

〃、

九
一
Ⅵ
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九
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九
一
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－

|鯛リ擁

｜
’
一

jL

二

○

jL

jL

湖 #蝿
劇

刑
が
私
人
に
よ
り
作

… ！
：

箇
禰
又
は
耐
礎
的

…

』 ： ＃

調繩調調韮
舵
御
し
な
け
れ
ば

；



－

九jL

副

九
三
三

九
二
四

側

計
付
箔
し
く
は
当
舶

明
し
た
密
面
の
交

規
定
す
る
斫
融
に

…
卑
屈
α
罰
呼
）
に

（
勵
愚
に
段
す
〆
．

第
九
十
一
条
の
三

釿
馳
配
闘
の
閲
閲

Ｉ
す
る
巾
項
の
皿
明

…
劃
又
は
事
件
に
閥

α
曳
肘
そ
砿
柚

、
そ
の
正
本
‐
服

…
質
若
し
く
は
脳
写

劉！
爵

I
：
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鉛
坐
〃
■
１
６
坐
〃
麺
牙

辿
二

i
－

一

何
託
し
て
賢
同
Ｌ
一

九
二
六

九
二
五

九
二
八

九
二
七

：
鯏
六

’

六

条

凪
を
綱
じ
な
け
れ

叫 眼
ら
力
に
す
る
州

側
誕
し
た
こ
と
を…
と
も
に
‐
こ
れ
を

看
を
碗
説
す
る
と

α
刷
子
期
間
峨
峨

脚
巾
旧
側
伽
叩

ヨ

；
！；
謎
向
し

力
駈
堪
制
同
し

測
靭
爾
閥
託
箇

伽
噸
の
酬
幽
に
は

肌
自
に
証
制
さ
せ

’る
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九

北
三
○

九
三
一

九
三

I 1
Ｉして

； リ ；
繩
７
劃
段
関
」
と

１
的
記
録
（
以
下
一 ！

割
こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル…

：

；
； ＃ 割
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一
一
一

jL

三

四

九

三

三

斜

’
一

一
一
一

一
日
０
ク
ロ
ｑ
ｊ
２
〃
４
．
．
１
１
０
Ｊ
ｊ
唾
Ｊ
’

：

－

ﾉL 九
三
五寺

、

４
グ
ク

:i
副3

八

条
鯏

の
作
成

罰
に

川

い

る

駈
箇
Ｌ
均
例
れ
け

；
Ⅲ
項
の
曾
斑
の
写

…
節
四
噸
の
川
定
は

静
）
節
三
頃
及
び

訓
状
の
添
付
沓
顛

鋪
五
十
五
条
《

；
噸
箇
を…
祁
付
し
な

駈
劇
し
刷
脇
叩

’
る
‐
）
の
朋
定
は

Ｉ

洞
劔
百
囚
十
一

斜

；
』

； 1 ;i ；
脚
本
‐
脇
本
又
は

…
燭

！
一
噸
及
び
鋪
二
項

御
１
一
身
ａ
ｔ
創

咽
弧
Ｕ
ｋ
侃
鮒
側

’
β
１
４
■
“
１
且
ｄ
０
ｊ
Ｊ
ｑ
■
０
可
・
〃
“
リ
ダ
マ
モ

；

斜

1
~1

：
託
御
さ
せ
な
け
れ

閃

て
罰
み
僧
ら
ｘ
て
鞭

謙
一
α
○
十
二
に
お
し

乎
制
剛
川
劔
十
一

岡
Ⅱ
刷
弓
・
Ｊ
１
仇
Ｊ
ｒ
は
凸
ノ
ｐ
メ
ー

面
佃
者
副
１
割
に

側
卸
十
一
鎌
ａ
ｔ

１
１
６
１
幸
ざ
１
ｋ

暴
力
等
に
閥
す
る

剛
鮒
汲
Ｕ
価
傷
者

託
劇
さ
せ
な
け
れ

測
‐
↓



一

一

九
三
七

九
三
八

う’

魔

■■■■■■■

凡
三
九

九
側
○

ヨ

調；
芽
一
理
力
勝
一
算
三

飼
子
綱
禍
に
つ
い

’て

ヨ
受
命
裁
剃
宮
輔
のｉ
節
百
四
十
三
条
（

カ
ム
弓
師
鼻
ま
て
｛

；
二
昇
段
Ｕ
航
郎
側

； 郷
手
絞
畑
Ⅲ
第
十
一

醒
佃
右
暴
力
等
に

…

四’

蝿I
刺

繩
釧

；
凋
子
皿
蜘
鮒
明
日

提
出
神
）
並
Ｕ
に

皇
ｎ
Ｆ
０
１
ｊ
Ｊ
ｑ
ｎ
二
日
声
ｂ
昌
一
４
Ｆ
▽

Ｈ
職
隊
罰
街
を
間

；



羽
リ

九
四

九
四
一
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九
四
四

九
脚
一



；；：

調報

九
四
五

九
四
六

（
会
社
更
生
規
則
の
一
部
改
正
）

鋪
五
十
条
会
社
更
生
規
則
（
平
成
十
五
年
凧
高
級
判
所
岨
則
鯆
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
仙
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
郎
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
棡
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
敗
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
餓
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
棡
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
梶
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

－

ー

乢
囚
七

九
四
八

巳

備
考
表
中
の
〔
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
練
は
注
記

で
あ
る
。 週

碇
録
を
い
う
‐
）

。
■
■
Ｕ
Ｐ
ｂ
■
い
や
’
０
４
Ｊ
■
■
■
凸
■
ｊ
ｒ
Ｂ
Ｂ

裁
悩
刷
省
蔑
官
が

通
知
す
る
た
め
に

糟
が
あ
宅
た
筒
を

六
条
節
一
噸
の
航

け
弦
卸
三
百
三
十

三
十
条
の
抗
吐
口
又 謂

可
巾
立
て
通
知
召

：
航
瞥
駒…
可

11’

立

て



［
第
四
竃
～
蕊
十
京
略
〕

附
則（

申
立
て
の
方
式
等
）

第
一
条
〔
略
］

〔
２
略
］

３
裁
判
所
（
挫
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
更
生
裁
判

所
を
含
む
，
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
啓

面
を
扱
判
所
に
拠
出
し
た
者
又
は
提
出
し
よ
う
と
す
る

行
が
当
麟
画
面
に
配
録
さ
れ
て
い
る
怖
棚
の
内
容
を
配

鰍
し
た
蹴
磁
的
記
録
（
敵
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
酩
繊
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
敵
子
計
算
樋
に

よ
る
備
綴
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

則 乃

〔
鯏
二
竃
略
〕
一
［
第
二
京
同
上
〕

采
等

閏
Ｍ
ｏ
匿
閃
ｊ
Ｌ
闇
堀

間
～
卵
匹
跡

劉
系
人
鴫
《

！

〔
節
四
京
～
第
十
旗
同
上
］

附
則（

申
立
て
の
方
式
輔
）

鞆
一
条
［
岡
上
］

〔
２
同
上
］

３
裁
判
所
（
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
更
生
裁
判

所
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
・
い
て
同
じ
。
）
は
、
普

面
を
紋
判
所
に
提
出
し
た
肴
又
は
提
出
し
よ
う
と
す
る

稀
が
当
般
瞥
而
に
記
録
さ
れ
て
い
る
怖
慨
の
内
容
を
肥

鮎
し
た
砒
磁
的
記
鰍
（
愈
子
的
方
式
、
磁
気
的
力
式
そ

の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
危
子
針
算
機
に

よ
る
傭
綴
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下

E

画 抄

九
五
○

九
四
九

II
剛
刊
叫
。
）
を
杓
し
て
い
る
甥
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ

る
と
鯉
め
る
ど
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
腺
趣
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
た
傭
鍬
を
愈
磁
的
方
法
（
矼
子
愉
概

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
梢
報
通
傭
の
技

術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ

て
放
判
所
の
定
め
る
も
の
に
よ
り
織
判
所
に
提
供
す
る

こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
４
略
］

（
瑚
件
に
間
す
る
文
苔
の
閲
覧
坤
・
法
第
十
一
条
）

第
八
条
〔
略
〕

〔
２
．
３
略
〕

州
剰
Ｈ
斜
判
刈
司
劉
測
乱
叫
刷
引
削
剥
詞
釧
測
叫

Ｊ
刷
副
別
口
剖
剤
Ｗ
ｄ
刷
馴
判
。
）
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
、
必
要
が
あ
る
と
昭
め
る
と
き
は
、
そ
の
帝
に
対

Ｌ
、
当
餓
危
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
梢
轍
を
愈
磁
的

方
法
（
愈
子
怖
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他

の
備
報
通
値
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
で
あ
っ
て
我
判
所
の
定
め
る
も
の
に
よ
り
独

判
所
に
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
４
同
上
］

（
巾
件
に
間
す
る
文
瞥
の
閲
覧
碑
・
法
飾
十
一
条
）

輔
八
条
［
同
上
〕

〔
２
．
３
同
上
］

［
新
設
］

［
新
設
］

九
五

此
五
一

改
正
後

改
正
前



＃

11
！リ ■

’’
ば

遇
耐
町
制
到
閉
画
Ｕ
た
時
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る

叩
Ｊ
出
帆
の
刎
劃
凋
遇
連
は
、
呼
出
状
を
掲
示

〔
新
設
〕

〔
新
設
］

［
新
投
］

［
新
設
］

九
五
三

九
五
四

|’1J
リ

訓
測
斗
呵
創
尉
副
司
削
可
削
刷
凶
鮒
釧
ｄ
刻
刻
剖
瑚

I銅

’
1

|’'’
Ⅵ
罰
釧
叫
刺
鮫
判
官
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

賊
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

咽
回
Ｈ
馴
洲
Ｈ
割
司
墹
１
制
凹
弧
鮒
段
胆
規
定
す
る
悪
名
に

叫
馴
Ｕ
隠
さ
ず
、
ま
た
、
何
耶
も
付
け
加
え
な
い

〔
新
設
］

〔
新
設
］

〔
新
設
］

九
五
、
五

九
五
六



．

’
I

’
き
は

■ 1
に
抗
告
触
判
所
が
記
録
ｎ
Ｊ
過
付
劇
創
珂
馴
制
国
叫
の
洲

〔
新
設
］

［
新
設
〕

［
新
設
〕

九
五
八

九
五
七

醐
訓
刺
制
郭
剣
判
珂
謝
剖
山
副
銅
剖
剖
馴
刹
引
則
呵
刈
副
馴
瓠
１

（
民
覗
誹
訟
規
則
の
準
用
・
法
第
十
三
条
）

剰
叫
机
詞
刎
刈
可
１
特
別
の
定
め
が
あ
る
喝
合
を
除
き
、
更

生
手
枕
に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、

民
耶
腓
舩
規
則
荊
斗
剖
璃
洲
削
剥
刈
刺
副
馴
卸
司
刎
刎
到
卿
（
同

規
則
剰
斗
釧
詞
剰
訓
副
矧
ｌ
剰
剖
Ｊ
詞
刎
イ
可
ｌ
剰
叫
剥
副
到
司
郷’ II ’

（
民
耶
訴
舩
規
則
の
準
州
・
法
第
十
三
条
）

剰
判
剖
判
特
別
の
定
め
が
あ
る
喝
合
を
除
き
、
更
生
手
続

に
間
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
螂
訴

舩
脱
則
剖
叫
柵
叫
川
制
剖
卿
剖
鯏
副
塑
醐
剛
謝
咽
剰
測
珊
引
司
刷
副
卿

割
叫
（
同
規
則
制
到
斗
Ｈ
劉
剰
刊
．
副
コ
叫
剰
剴
司
河
剰
制
剴
斗
の
規

定
を
除
く
。
）
を
墹
剖
川
打
刻
制
Ｉ

九

六

○

丸
五
丸



第
二
十
八
条
民
車
執
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
最
高
紋

判
所
規
則
第
五
号
）
節
十
二
条
、
節
五
十
九
条
（
堀
一

項
後
段
を
除
く
。
）
、
第
六
十
条
１
割
刈
却
Ｈ
４
到
罰
叫
叫 FI'

1
納へ

付 更

さ 生

れ 計

た 画

金認
銭可

の 前

取 に

扱 更
い 生

。 手

法統

飾 が
白， 終

十 了

条 し

､~〆 た

場

合
の

司
叫
１
１
剰
剰
イ
ヨ
制
蜘
酬
制
到
ヨ
判
の
規
定
を
除
く
．
）
を

幽
濯
第
百
十
条
第
一
項
の
配
当
の
手
続
及
び
同
条
飾
二

項
の
規
定
に
よ
る
弁
済
金
の
交
付
の
手
続
に
つ
い
て
遡
Ｉ

い
て
、
同
規
則
第
十
二
条
節
一
噸
、
節
五
十
九
条
第
一

項
１
制
判
刈
判
剖
詞
１
割
．
州
捌
剰
刎
イ
副
呵
司
判
測
制
副
劉
刊
刊

ゴ
劉
創
割
叫
中
「
納
行
絞
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
裁
判
所

」
と
、
同
規
則
第
五
十
九
条
第
．
一
項
中
「
下
動
産
の
代

金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
更
生
計
画
弼
可
の

こ
の
凶
合
腫
お

節
二
十
八
条
民
耶
執
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
最
高
救

判
所
規
則
輔
五
号
）
節
十
二
条
、
第
五
十
九
条
（
第
一

項
後
段
を
除
く
）
、
第
六
十
条
別
制
剃
判
珂
Ｈ
斗
劉
剰
呵

測
制
制
矧
ｌ
法
飾
百
十
条
第
一
項
の
配
当
の
手
続
及
び
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
弁
済
金
の
交
付
の
手
続
に
つ

い
て
棡
劇
皿
制
刈
刃
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
十

二
条
節
一
項
、
鋪
五
十
凡
条
第
一
項
測
制
叫
矧
渕
叫
刈
利
中
、

「
執
行
紋
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
故
判
所
」
と
、
同
規

則
節
五
十
九
条
節
一
項
中
「
不
動
産
の
代
金
が
納
付
さ

れ
た
」
と
あ
る
の
は
「
更
生
針
画
盟
可
の
決
定
航
に
更

生
予
続
が
終
了
し
た
」
と
、
伺
条
筋
二
項
中
「
代
金
が

納
付
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
『
更
生
手
続
が
終
了
し
た

」
と
、
同
規
則
節
五
十
九
条
第
三
項
及
び
第
六
十
一
条

（
更
生
計
画
認
可
前
に
更
生
手
統
が
終
了
し
た
場
合
の

納
付
●
さ
れ
た
金
銭
の
取
扱
い
・
法
第
百
十
条
）

九
六
一

九
六
・
一

I
２
剰
判
剖
詞
刎
川
可
１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
民
事
斫
詮

規
則
第
四
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
醜
用

す
る
民
事
秋
術
規
則
第
五
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
通
知
に
つ
い
て
は
準
用
し
な
い
。

決
定
帥
に
更
生
手
統
が
終
了
し
た
』
と
、
側
条
節
二
噸

中
「
代
金
が
納
付
さ
れ
た
」
と
あ
る
の
は
『
更
生
手
続

が
終
了
し
た
」
と
、
同
規
則
第
五
十
九
条
輔
三
項
及
び

第
六
十
一
条
中
「
各
債
権
者
及
び
債
務
者
」
と
あ
る
の

は
「
被
申
立
担
保
権
者
及
び
更
生
会
社
」
と
．
同
規
則

第
六
十
条
中
「
各
債
椎
宥
」
と
捌
刎
１
ｊ
剃
鯛
聖
剛
鯏
叩
剥
羽’

担
保
権
巷
』
川
１
１
同
側
細
渕
判
珂
冊
劉
創
刊
「
紘
行
費
朋
」

と
あ
る
の
は
「
会
社
更
生
法
第
百
七
条
節
三
項
の
費
用

」
と
、
同
規
則
第
六
十
一
条
中
「
売
却
代
金
」
と
あ
る

の
は
「
会
社
更
生
法
第
百
八
条
第
一
項
又
は
同
法
第
百

十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
金
銭
」
と

１
創
剛
列
則
訓
到
判
Ｈ
イ
コ
詞
刎
イ
コ
羽
ゴ
矧
剥
剴
叫
矧
対
判
斗
訓
詞I 甲

え
誤
》

も
の
と
す
る

「
被
申
立

２
荊
判
剖
詞
の
娩
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
民
車
訴
舩
規
則
筋

四
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民

事
執
行
規
則
第
五
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

に
つ
い
て
は
鯛
用
し
な
い
。

［
新
設
〕

中
『
弁
債
権
打
及
び
伯
務
茜
」
と
あ
る
の
は
『
被
申
立

担
保
惟
考
及
び
更
生
会
社
」
と
、
同
規
則
鋪
六
十
条
中

「
各
偵
権
者
」
と
捌
刈
渕
呵
叫
一
被
申
立
担
保
権
者
」
と

割
ｌ
「
軸
行
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
会
社
更
堆
法
第
百
七

条
第
三
頃
の
費
用
」
と
、
同
規
則
輔
六
十
一
条
中
一
充

却
代
金
』
と
あ
る
の
は
「
会
祉
史
生
法
鯏
百
八
条
第
一

噸
又
は
同
性
鋪
百
十
二
条
節
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付

さ
れ
た
金
銭
』
と
澗
剖
剣
馴
創
到
も
の
と
す
る
。

九
六
一
一

九
六
岡



刈
閲
倒
刈
墹
封
叫
科
叫
可
１
側
刺
叫
測
飼
制
剖
制
渕
叫 "IIII"|I|| ’

と
き
は
、
鮫
判
所
は
、
次
に
掲
げ
る
巾
覗
趨
召
酬
劉
‐
ｕ
淵

は
意
見
の
陳
述
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

る
と
き
は
、
維
判
所
並
び
に
管
財
人
、
史
生
会
社
、
ｌ
届

（
調
査
委
員
の
関
係
人
無
会
へ
の
咽
剖
岡
）

第
二
十
九
条
［
同
上
］

［
新
設
］

［
新
設
〕

九
0つ

〃、

且つ

′、

九
六
五

11
制
割
割
判
例
耐
調
劉
洲
ゴ
副
刈
制
劉
Ⅵ
副
刺
副
劉
割
引
刎
制
剰
叫
同

畑
剖
剰
剖
叫
刺
刷
刎
剤
判
勾
引
制
Ｎ
Ⅵ
Ｉ

（
史
生
偵
権
等
の
届
出
の
方
式
・
法
鋪
百
三
十
八
条
）

節
！
一
十
六
条
〔
略
〕

［
２
．
３
略
〕

４
更
生
債
権
等
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
又
は
終
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
届

出
書
に
、
軌
行
力
あ
る
債
務
名
錐
の
割
Ⅲ
１
引
側
潮
別
剥
詞

門

’ 1
5 添

付

略 し

ｰな

け

れ

ば

な

ら

な

い
｡

を |||
力
す
る
こ
と
に
よ
り
作
成
し
た
番
而

又
は
判
決
書
の

（
奥
生
債
椛
郡
の
鵬
出
の
方
式
・
法
飾
百
三
十
八
条
）

鋪
三
十
六
条
［
同
上
〕

〔
２
．
３
同
上
］

４
更
生
債
権
等
が
執
行
力
あ
る
債
務
名
義
又
は
終
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
ゑ
届

出
書
に
．
執
行
力
あ
る
債
務
名
蕊
の
割
佃
叫
又
は
判
決
聾

［
５
同
上
］

［
新
設
］

の
劇
刈
叫
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

□
し
。
、
１
、

ロ
日
夕
ａ
〃
Ｄ
Ｊ
〃

九
六
上



別
表

"j

轌燕
十
条
の
十
一
閥
係i 調

悶調
〔
刺
設
〕

九
六
九

九
七
○

’

－

q■■■■■■■■■■

九
七

九
七

翻雛 :』
割

が
私
人
に
よ
り
作

； ；
： ＃



謎謎 調調調|噸撫リ
…
一
…

：

九
七
四

九
七
三

報謂

：

九
七
五

九
七
六



瀧調 削 おI 鯉

九
七
七

九
七
八

姫
九
七
九

ﾉL

八

○

：
凱
六

I
六

条

；
勘

し
、
力
つ
、
こ
れ 灘

当
餓
晒
子
嗣
召
に

；
付
記
し
て！
腿
印
し



1劃割判爵

而

凡
人

九
八
一

一
一
一

九
八
囚

凡
八
一
・
一

:！
に
駈
御
し
な
け
れ

刻
０１ 州

し
フ
ァ
イ
ル

』 莉
僚
＃
断
閏
を
＃

馴
噸
を
舐
釘
し
た

苫
腱
託
翻
す
べ
き

定
に
よ
り
稲
子
舐

三
号
に
係
る
部
分

Ｉ
伽
条
節
一
噸
（
期

灘

た
耐
囲
倣
託
卿
を

１
に
よ
り
仲
戚
さ
れ

畝
間
禍
又
脳
薗
圃

に
託
卸
し
な
け
れ

測
’１ こ

れ
を
フ
ァ
イ
ル

駈
釘
を
竹
戚
し
‐

庇
卸
し
た
、
隅
倣

る
軸
を
含
む
、
）

す
る
こ
と
が
で
き

淀
唾
１
厘
を
駈
闘

る
方
怯
に
よ
り
一

｛
こ
れ
ら
に
鯉
ず

は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ

を
卿
高
テ
ー
プ
又

！



－

■■■■■■■■■■■■■■

；
Ⅱ■■■■■■■■■■

九

八

五

九
八
六

割 ﾖﾘ|調
斜

｜
い
て
談
み
材
え
て
一 ー

九
八
七

し
、
ｔ

ｂ
Ｊ
ｊ
ク
ノ

の
二剛
節
一
噸 ； ！ 』

に
託
剣
し
な
け
加

剴
，Ｉ こ

れ
を
フ
ァ
イ
ル

記
録
を
作
成
し
‐ ：

に
よ
り
作
成
さ
れ

… ；
Ｉして
フ

ア
ィ
ル
に
一
江
銅
『

；
作
成
し
証
名
折

Ｉ I i i；
：

電
子
速
記
録
」
と

１
＃
蔚
煽
〆
賜
Ｔ
一 ；

：
こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル…

；
に
添
付
し
て
融
箇

更
生
期
Ⅱ
“
駈
劉

適
当
と
認
め
る
も

ｌの オ
テ
ー
ブ
そ
の
他

寺
画
テ
ー
プ
、
ヒ
デ

割 :1 ：
第
百

十
六
条

；
I卦

；
の
作
成
に
用
い
る

罰

調
４
＃
側
芽
十
昇
恢

対

：
記
載
さ
せ
な
け
れ

測
．Ｉ

； ！
■
■
ヴ
ヨ
“
４
１

ｑ
Ｊ
１
』
叫
Ｊ
■
‐
■
＆
■
Ｕ

屯
Ⅱ
〃



卸

１
い
！
Ｌ
、

手
一
グ
グ

q■■■■■■■■■■
－

’
１

。
』

旬
日
酬
則
Ｐ
〃

■
●
■
■
■

－

■■■

九

九

○

九
八
九

1池
九
九
・
一

九
九
一

訂
Ｅ
Ⅲ
十
二

刺

裁
悩
繭

４
勘
配
官
．
は

； I; ：
洲

：
罰
１
卦
似
当
ノ
掛
一

！
耶
醐
Ｕ
ｋ
胴
鍬
側 ； ； ：

鯏

踊

す
る
擁
百
八



;|調雛

九
九
三

九
九
四

､i,卵 調’ 湘|制I
噌
一
Ｉ I

；

九
九
六

九

九

五
〃



；；

！

11I

訓 ；

，雑 ‘繩

Ｌ
Ｌ
ｔ

ｊ
ｊ
ｊ

九
九
七

（
仲
奴
関
係
噸
件
手
続
岨
則
の
一
郎
改
正
）

第
五
十
一
条
仲
裁
関
係
覗
件
手
続
規
則
（
平
成
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
節
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
耽
棡
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
閥
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
爪
怖
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
？
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

川
す
る
場
合
を
含
む
．
吹
条

り
喚
削
両
脇
一
丁
諺
フ
乎
虎
こ
卿

Ｌ
Ｌ
Ｌ

ｊ
ｊ
ｊ

○
○
○

改
正
後

改
正
前

備
考
表
中
の
〔
］
の
記
戯
及
び
対
象
規
定
の
二
亜
傍
線
を
付
し
た
橡
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。



、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
腿
耶
解
訟
規
則
（
平

成
八
年
最
商
戦
判
所
規
則
輔
五
号
）
潮
４
剖
珂
洲
削
剥
剥
叫

網
判
割
引
酬
矧
剰
叫
（
同
晩
則
瀬
斗
釧
詞
剰
剴
副
矧
ｌ
刺
斗
釧
科
叫

ゴ
ー
剖
淵
劉
調
潮
ゴ
ョ
剴
叫
例
剥
制
到
別
１
割
制
剖
削
剥
剥
到
剴
卿舟’
を
噌
剖
叫
打
刈
判
Ｉ

そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民
事
訴
訟
規
則
（
平
成

八
年
最
商
裁
判
所
規
則
鋪
五
号
）
刎
制
到
岡
（
同
規
則
刺

一
○
○
一

の
規
定
を
除
く
。
）

○
○
二

』リ
釧
測
列
叫
燗
刺
側
却
到
闇
削
１
判
割
引
測
馴
洲
引

罰
珂
呵
．
馴
割
叫
田
Ｈ
Ｈ
調
割
引
司
刊
何
斗
Ｊ
調
到
珂
．
剖
別
副
剰
叫
翻
コ
コ
討
到
のI

規
定
を
除
く
。
）
を

る
。
こ
の
嶋
合
に
お
い
て
、
そ
の
公
告
は

隈
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

隅
に
掲
げ

［
刺
設
］

〔
新
設
］

一
○
○
三

一
○
○
四



1 』 ；
1

I | I
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
鎚
耐
剛
訶
利
創
函
刺
鯛
副
画
幽

呼
出
状
の
公
示
送
連
は
§
Ｊ
叩
剛
馴
謝
旬
捌
調

〔
斬
設
］

［
新
設
〕

〔
新
設
］

一
○
○
五

○
○
六

| ’
釧
測
斗
列
創
即
矧
釧
叫
叫
Ｊ
引
間
刺
剃
ｄ
創
刈
糾
湖

1
叫
側
側
呵
測
刺
叫
１
脚
制
洲
瑚
可
刎
釧
制
側
釧
ｕ
剛
叫 ll|I

！
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

舌
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
制
刑
罰

［
新
設
］

［
新
設
］

〔
斯
設
〕

一
○
○
七

○
○
八



flll
I

I|1
21

|II111
訓
川
副
司
幽
１
釧
叫
倒
叫
矧
呵
週
翻
詞
Ｈ
必
要
な
費
用
の
ほ
か

引
劇
割
剴
州
討
瑚
濁
調
ゴ
ヨ
ヨ
コ
刑
叫
創
調
鋼
引
忍
弧
呵
申
立
て
を

劃
割
型
珊
樹
同
制
凶
連
す
る
こ
と
が
で
き
る

蜘
刺
副
削
判
圃
刷
１
‐
剛
劉
割
鋼
飾
十
条
に
お
い
て
繊
川
す

引
制
珂
割
副
日
引
仙
ｎ
．
制
詞
剛
判
訶
刻
割
こ
の
鰐
合
に
お
い
て

州
剃
門
口
副
畑
Ⅶ
刈
剖
ｕ
１
Ｉ
瑚
墹
晒
翻
劃
附
“
加
川
判
、
そ
の
正

〔
新
設
〕

〔
新
設
］

［
新
設
］

一
○
○
九

○
一
○

1

’､鯛

酬
馴
湖
。
制
皿
知
耐
国
訓
匂
蹄
み
僻
え
る
も
の
と
す
る

湘粂

〔
新
設
〕

○○

二



！
､I ‐H唖

刺砺
■■■■■■■■■■■■■■

唾

－

一一

○

三

○
一
Ｗ

＃#糊州朔リ
ｉ
－
Ｉ

I
；

○

六

○
一
五

：

』 :！
三
噸
抑
一
ひ
に；
一
噸
及
ひ
節

に
舵
僻
し
な
け
れ

卦Ｉ こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル ！

周
し
た
祖
匝
又
は

…
駈
劇
し
又
脳
駈

雛
棚
日
Ｌ 鯛 I



I鴫

一
○
’
七

○
一
八

－

○

九

○
二
○

の
二
節
型
一
噸 鯛！

閲

：
：

の
二
鯏
一
噸

ノ

il :
按
送

付
す
る

り
棚
手
方
に
対
し

三
項
の
方
法
に
よ

）
卵
二
噸
又
は
卵

闇
賊
麗
卸
の
送
付 謙 謂

手
方
に
対
す

…
る
画

迫
（
蛆
三
３
を
α
Ⅱ ；



Iヨ おI 雌

○

二

二

○

二

－

一

I■■■■■■■

一
○
二
四

○

二

＝

ｈ
恥
よ
↓
て
旧
ｔ

可 グ
メ
『
ア
』
＃
一
卯

決
め
史
正
決
定
等

｜
噸
節
七
号
及
Ｕ

Ｉ
子
訟
泗
α
葵
贋
離

圃
訓
間
に
偶
〆
◇
配

節
六
十
七
条
（
口

る
も
め
を
い
・
フ
‐

っ
て
‐
決
定
に
係

：
鯏
六

十

六

条

i剣 明
ら
か
に
す
る
棚

；
砿
既
Ｌ
た
こ
と
を

…
と
も
に
、
こ
れ
を

容
を
確
朗
す
る
と

の
剛
子
腰
掛
の
内

灘
椛
長
は
‐
剛
期

ヨ

：
裁
判
長
が
闇
印
し

…
が
記
弔
脚
印
し
、 鯛

る’

；



一
○
二
五

○

二

六

一
○
二
七

○

息

八



州
一
○
三
○

○

二

九

訓；
劇

！

○

三

二

○

三

捌
七
’
一
条

I ；
電
子
辿
託
卸
」
と

州
利
１
４
１

隙
駈
釘
｛
り
Ｔ
一

剖
勵
に
偶
〆
・
耐
磁

劉鴫
御
し

て
緬
子

こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル

， ＃ ＃
副
料
矼
幸
飢
鰯！
ウヅ
OL

御

適
当
と
麓
め
る
も

ｌの 郡
戦
爾
に
記
い
て



α
判
勿
『
Ｆ
」
毎
叩
圧
ｌ
『
ｌ
ヨ
〃
〃

－

三

一
_

○

三

三

○
三
四

一
○
三
五

○

三

六

芽
Ｅ
阻
十
《
〃

；
鋪百四十一斜

I
澱
梢
所
掴
齪
官
け

』

；
節
二
噸
‐
卵
四
噸

…

増
濁

！
館
一
条
②
八
擁
一

！
取
剣
Ｕ
に
航
脇
側 I



鯛 一
一

：
十
九

鯛 ，
剥

の

馴愚’

調 蝿
十
中
一
個
条
の
－

一
○
三
七

○
三
八

､il､:|;

蝿
W:

一
○
三
九

○
四
、

四I

郷
卸
百
匹
十
九

＃
手
続
期
側
箆
一
条 ！

11
■
仙
訓
Ｕ
Ｏ
調
づ
』
面
Ⅸ
甲
か
即
由
呼
刺
ｑ
‐
α
即
那
０
三
一
１

紐
仕
輔
）
趾
ひ
に

卸
し
た
記
闘
媒
体



羽；:；

I

一
○
四
一

○
側
一

（
破
産
規
則
の
一
部
改
正
〉

鮒
五
十
二
条
破
産
規
則
（
平
成
十
六
年
蛾
高
裁
判
所
規
則
節
十
四
号
）
の
一
部
を
吹
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
練
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
伽
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
紀
部
分
に
二
亜
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
削
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
桐
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

閣 閣

［
第
二
章
・
第
三
章
略
］
一
［
第
二
願
・
第
三
寵
同
上
］

■■■

一
○
四
三

○
四
四

備
考
表
中
の
［
］
の
記
戯
及
び
対
象
規
定
の
二
亜
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。

改
正
後

改
正
前

増
飽
子
抗
古
許
可
叩

； 割

；
串
眺
担
脚
を
い
・
う
く
） 灘

告
が
あ
っ
た
旨
を

六
条
節
一
噸
の
杭

抗
告
的…
可
申
立
て ：



第
四
章
破
産
傭
権

〔
節
一
節
～
節
三
節
略
］

節
四
節
傭
樋
者
梨
会
及
び
債
椎
者
委
貝
会

第
一
款
債
権
者
典
会
（
潮
呵
利
可
麺
型
利
割
引
’
第

四
十
八
条
）

［
簸
二
飲
略
〕

［
節
五
寂
～
第
十
二
意
略
〕

附
則（

矼
磁
的
力
法
に
よ
る
附
轍
の
提
供
等
）

第
：
一
条
戯
判
所
（
破
産
餓
判
所
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
書
面
を
栽
判
所
に
提
出
し
た

番
又
は
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
麟
書
面
に
記
録
さ

れ
て
い
る
愉
細
の
内
容
を
記
録
し
た
砥
磁
的
配
鰍
（
敏

ｆ
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
並
に
よ
っ
て

は
露
磯
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
っ
て
、
趣
子
計
算
機
に
よ
る
愉
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
コ
バ
割
州
聞
制
副
割
引
Ｈ
引
剴
利

剰
刺
副
刈
馴
引
割
引
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
し
て
い
る
場

合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
躯
め
る
と
き
は
、
そ
の

荷
に
対
し
、
当
麟
愈
磁
的
記
録
に
記
雌
さ
れ
た
備
轍
を

孟
磁
的
方
法
（
芯
子
愉
偲
処
理
組
織
を
侠
川
す
る
方
法

そ
の
他
の
梢
報
通
侭
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う

・
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で

あ
っ
て
織
判
所
の
定
め
る
も
の
に
よ
り
紋
判
所
に
提
供

す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
２
略
］

第
四
章
［
同
上
］

〔
鋪
一
節
～
節
三
節
同
上
］

第
四
節
〔
同
上
〕

第
一
款
債
椎
者
集
会
（
荊
呵
．
Ｊ
州
斜
’
第
四
十

八
条
）

〔
第
二
秋
同
上
〕

［
第
五
市
～
第
十
二
流
同
上
〕

附
則（

孟
磁
的
方
法
に
よ
る
愉
鞭
の
促
供
等
）

鯖
三
条
裁
判
所
（
砿
症
裁
判
所
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
書
面
を
裁
判
所
に
提
出
し
た

朽
又
は
礎
出
し
よ
う
と
す
る
者
が
当
餓
宙
面
に
記
録
さ

れ
て
い
る
愉
鰕
の
内
群
を
記
録
し
た
晒
磁
的
記
録
（
砥

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
っ
て
、
砿
子
計
算
機
に
よ
る
愉
級
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
引
制
剴
側
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
鱒

め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
醸
砥
磁
的
記
録
に

記
録
さ
れ
た
梢
報
を
愈
磁
的
方
法
（
賊
子
愉
慨
処
理
組

織
を
使
川
す
る
方
法
そ
の
他
の
梢
報
通
伯
の
技
術
を
利

用
す
る
方
法
を
い
う
。
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
蛾
判
所
の
定
め
る
も
の
に

よ
り
織
判
所
に
提
供
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

》
（
》
。

〔
２
脚
上
］

一
○
四
五

○
四
六

（
車
件
に
関
す
る
文
書
の
閲
覧
等
・
法
第
十
一
条
）

節
十
条
〔
略
〕

〔
２
．
３
略
〕

叫
剃
卸
「
剰
刈
廿
訓
到
測
剴
哨
馴
訓
副
副
詞
到
測

羽

I III
（
享
件
に
関
す
る
文
書
の
閲
覧
等
・
法
第
十
一
条
）

輔
十
条
〔
脚
上
〕

［
２
．
３
同
上
〕

［
新
設
〕

〔
新
設
〕

一
○
四
七

○
四
八



1』

|’
』；I

斗
刺
列
叫
測
刺
叫
１
脚
司
洲
刻
刊
刎
矧
制
創
釧
ｕ
刎
矧 ’

明
ら
か
で
な
い
と
き
、
又
は
そ
の
者
がI

こ
の
埋
合
に
お
い
て
、
そ
の
公
告
は
、
他
告
す
べ
き

叩

晋
の
却
下
の
命
令
に
対
し
即
時
杭

る
と が

［
新
設
］

［
新
設
］

〔
新
設
〕

［
新
設
］

［
新
設
］

一
○
四
九

○
五
○

|ll 1℃
；；

’
』

せ
、
か
つ
、
こ
れ
に
署
名
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

［
新
設
〕

［
新
設
｝

〔
新
設
〕

一
○
五
一

○
正
二



（
民
耶
訴
訟
規
則
の
準
用
・
法
第
十
三
条
）

罰
刎
Ｈ
イ
副
詞
刺
山
川
１
輪
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、

破
産
手
続
等
に
側
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限

？ I､
一

’
り
、
民
事
訴
訟
規
則

航 る
堤
△
画
に
つ
い
て

笹

|’
と
き
は

哩
知
瞥
皿

告
礎
起
通
知
召
」
と
あ
る
の
は
、
「
抗
告

州

ろ
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

（
民
耶
訴
訟
規
則
の
準
剛
・
法
第
十
三
条
）

剰
判
卯
斗
剥
軸
別
の
定
め
が
あ
る
掛
合
を
除
き
．
破
産
手

続
等
に
閲
し
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
、
民

［
新
設
］

［
新
設
〕

恥
訴
訟
規
則

一
○
五
三

○
Ⅲ
四

銅
刈
引
司
叫
叩
「
剥
討
割
引
呵
矧
剣
Ⅶ
鋼
剴
副
利
の
規
定
を
除
く
。II

）
を
噴
副
判
叩
劉
１
Ｊ
斗
咽
刺
司
司
回
剖
刊
Ⅶ
刊
訓
ｌ
測
割
副
刊
叫
凋 リ I

刎
州
濁
卿
（
同
規
則
瀬
剴
司
呵
剰
刷
到
計
測
制
副
判
ヨ
Ｊ
刈
詞
制
剴
斗

の
規
定
を
除
く
。
）
を
燗
Ⅲ
剛
打
刻
判
Ｉ

一
○
五
五

○
Ⅲ
六



州
釧
剴
釧
釧
刎
刈
削
剥
刈
引
ｌ

（
破
産
債
権
の
届
出
の
方
式
・
法
第
白
十
一
条
）

第
：
一
十
二
条
［
略
］

↑
２
．
３
略
〕

４
前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

己
略
］

二
破
産
債
椛
が
執
行
力
あ
る
憤
勝
弔
錠
又
は
終
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
執
行
力
あ
る
債
務 ’

〔
三
略
］

〔
５
略
］

楜
制
副
別
個
刑
判
Ｈ
鯛
副
制
叫
型
刈
町
馴
鯏
『
劃
刈
叩
哨
刈
袈
皿
を

名
捷
の

|I
刺
別
判
例
耐
皿
門
別
呵
翻
詞
劉
ｌ
又
は
判
決
書
の
列
ｕ
剥
引
叫

楜
耐
昌
鯏
側
刺
開
明
副
利
剣
川
馴
ｑ
事
項
を
出
力
す
る
こ
と

ｑ
州
劉
判
刊
釧
剥
珂
割
判
副
詞
判
鯛
副
詞
閏
姻
引
．
副
到
型
到
一
桑

冊
剴
副
詞
荊
斗
詞
剰
封
呵
鯏
淵
同
月
判
り
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ

刑
斗
刺
副
州
測
制
刺
叩
到
咽
判
捌
荊
測
翻
１
日
削
西
鯛
。
百

制
川
叫
刎
Ｈ
Ｈ
隅
引
到
１
斗
Ｊ
司
州
釧
訓
４
Ｊ
１
個
割
濁
鰍
さ
れ
て

呵
謝
詞
劉
間
Ｈ
刺
判
劉
捌
調
函
の
方
法
に
よ
る
一
秘

（
破
戯
債
椎
の
届
出
の
方
式
・
怯
第
百
十
一
条
）

輔
三
十
二
条
［
同
上
］

［
ｚ
・
３
同
上
〕

４
〔
岡
上
］

〔
：
一
脚
上
］

〔
５
同
上
］

〔
一
同
上
〕

二
破
産
債
椛
が
軌
行
〃
あ
る
憤
務
堀
錠
又
は
終
局
判

決
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
執
行
力
あ
る
債
務

名
凝
の
割
刈
叫
又
は
判
決
書
の
頚
刈
叫

一
○
五
七

○
五
八

II’'1’ 1
■

（
香
面
に
よ
る
破
産
債
権
の
鋼
査
に
閲
す
る
規
定
の
準

用
）

第
四
十
四
条
第
三
十
八
条
の
規
定
は
、
破
産
管
財
人
が

一
般
詞
査
期
日
又
は
特
別
調
査
期
日
に
お
い
て
述
べ
た

泌
第
百
十
七
条
輔
一
項
各
号
に
掲
げ
る
車
項
に
つ
い
て

の
認
否
を
淫
ぬ
る
旨
に
変
更
す
る
場
合
並
び
に
届
出
を

し
た
破
産
価
権
者
が
剰
刺
。
』
．
剰
剥
。
割
別
刺
叫
『
（
同
条

行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

（
嘗
面
に
よ
る
破
産
債
権
の
岡
交
に
閲
す
る
規
定
の
準

用
）

第
四
十
四
条
第
三
十
八
条
の
規
定
は
、
破
産
瞥
財
人
が

一
般
調
査
期
日
又
は
特
別
調
査
期
日
に
お
い
て
述
べ
た

法
節
白
十
七
条
鋪
一
項
各
号
に
掲
げ
る
耶
項
に
つ
い
て

の
淫
否
を
認
め
る
旨
に
変
災
す
る
場
合
並
び
に
届
出
を

し
た
破
産
債
樋
者
が
訓
型
剰
瑚
引
刷
劇
剛
閏
（
同
条
第
二
項

〔
斯
設
〕

一
○
五
九

、
ク
。
、
、
ｊ

（
４
）
ユ
ノ
〆
Ｉ



第

| I
21

；
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
協
合
を
含
む
。
）
に
規
定

す
る
異
醗
を
撒
回
す
る
場
合
及
び
破
厳
肴
が
同
条
飾
一

項
後
段
（
岡
条
第
三
項
に
お
い
て
猟
刑
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
異
融
を
撤
回
す
る
場
合
に
つ
い
て

雛
用
す
る
。

〔
２
～
４
略
］

■|I
１
週
凋
掛

|I
川
耽
の
手
珂
蟷
刷
翻
到
、
刮
酬
ｌ
剖
門
副
１
１
１
卿
『
釉
割
幽
剖
州
皿
閂
釉
判
師

（
配
当
等
の
手
続
・
法
第
百
九
十
一
条
）

館
六
十
二
条
民
珈
執
行
規
則
（
昭
和
五
十
四
年
最
商
織

判
所
規
則
節
五
号
）
輔
十
二
条
、
鋪
五
十
九
条
（
節
一

頃
後
段
を
除
く
。
）
、
第
六
十
条
測
制
副
詞
刺
判
１
「
剰
剖
呵

測
制
割
矧
ｌ
法
諦
百
九
十
一
条
第
一
項
の
配
当
の
手
統
及

［
新
設
〕

に
お
い
て
準
剛
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
異

雛
を
撤
回
す
る
場
合
及
び
破
産
者
が
伺
条
第
一
項
後
段

（
同
条
第
二
項
腱
お
い
て
瓶
叩
す
る
場
合
を
含
む
。
）

に
規
定
す
る
異
謎
を
撤
回
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

》
（
》
Ｃ
・

一
２
～
４
同
上
〕

ｒ

○

六

O
d－

ノ、

２
潮
叫
刈
引
剥
刎
ｕ
１
１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
十
・
民
率
訴

砂
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
光
祁
金
の
甑
か

ら
同
号
に
規
定
す
る
組
入
金
の
額
を
控
除
し
た
額
）
に

相
当
す
る
金
銭
』
と
、
同
規
則
第
五
十
九
条
第
三
項
及

び
節
六
十
一
条
中
「
各
債
桁
祈
及
び
伯
務
祈
』
と
あ
る

の
は
「
被
申
立
担
保
権
者
及
び
破
産
管
財
人
」
と
、
同

規
則
第
六
十
条
中
「
各
債
権
者
」
と
捌
刷
１
Ｊ
興
耐
劃
側
測

剛
剰
利
叫
到
斗
剰
刎
剛
副
州
イ
側
闇
釧
剖
１
判
鋤
刻
剥
刺
叫
「
被

申
立
担
保
椎
背
」
副
１
剴
切
側
函
墹
剃
渕
叫
刈
科
呵
「
附
柵
の

債
権
の
額
並
び
に
執
行
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
附
研
の

債
権
」
と
１
創
淵
矧
叫
荊
制
判
叫
引
剥
酬
イ
副
割
引
別
刷
剣
則
珊

剥
Ｊ
皿
斗
剰
刎
剴
割
羽
斗
制
劉
刎
Ｊ
釧
別
州
斗
胤
劉
”
制
訓
川
副
罰
釧

酬
剰
．
州
Ｈ
ゴ
劉
利
削
叫
中
「
執
行
蚊
判
所
」
と
あ
る
の
は

「
裁
判
所
」
と
、
同
規
則
第
五
十
九
条
第
一
項
中
「
不

動
賑
の
代
金
」
と
あ
り
、
何
条
飾
二
唄
中
「
代
金
」
と

あ
り
、
及
び
同
規
則
第
六
十
一
条
中
「
売
却
代
金
」
と

あ
る
の
は
「
破
産
法
第
百
八
十
六
条
第
一
項
節
一
号
に

規
定
す
る
売
柵
金
の
額
（
同
法
節
百
八
十
八
条
第
八
項

に
規
定
す
る
脇
州
が
さ
れ
な
か
っ
た
蝋
合
で
あ
っ
て
岡

剛
‘
法
第
百
九
十
一
条
第
一
項
の
配
当
の
手
続
及
び
同
条

節
二
項
の
規
定
に
よ
る
弁
済
金
の
交
付
の
手
続
に
つ
い

て
１
剖
墹
測
師
型
羽
制
凹
剖
科
呵
ゴ
刷
副
判
矧
削
刈
割
到
副
刈
山
川
訓

九
条
節
一
項

場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
十
二
条
第
一
項

鯆
六

も
の
と
す
る
。

、
こ
の

第
五
十

２
剰
叫
刈
剴
調
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
民
蛎
訴
訟
規
則

『
各
偵
楮
肴
及
び
債
務
稀
」
と
あ
る
の
は
『
被
申
立
担

保
権
者
及
び
破
産
管
財
人
」
と
、
同
規
則
第
六
十
条
中

「
各
偵
権
者
」
と
鋤
刈
渕
知
叫
「
被
申
立
担
保
権
者
」
と

、
「
附
帯
の
偵
幟
の
顛
抄
び
に
納
行
費
朋
』
と
あ
る
の

は
一
附
帯
の
憤
権
」
と
調
訓
割
引
引
到
も
の
と
す
る
。

び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
弁
済
金
の
交
付
の
手
続

に
つ
い
て
鋼
川
鯏
馴
到
。
こ
の
郷
合
に
お
い
て
、
側
規
則

第
十
二
条
節
一
項
、
節
五
十
九
条
第
一
項
副
制
副
對
判
吋

剥
中
「
執
行
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
「
栽
判
所
」
と
、

同
脱
則
鋪
五
十
九
条
輔
一
項
中
「
不
動
産
の
代
金
」
と

あ
り
、
岡
条
朔
二
項
中
「
代
金
」
と
あ
り
、
及
び
同
規

則
第
六
十
一
条
中
「
売
却
代
金
」
と
あ
る
の
は
「
破
潅

法
第
白
八
十
六
条
第
一
頃
第
一
号
に
規
定
す
る
売
糾
金

の
級
（
同
法
飾
面
八
十
八
条
節
八
項
に
規
定
す
る
肪
出

が
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
同
号
に
掲
げ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
売
得
金
の
額
か
ら
伺
号
に
規
定
す

る
組
入
金
の
額
を
控
除
し
た
額
）
に
棚
当
す
る
金
鉱
」

と
、
同
規
則
流
五
十
九
条
筋
三
項
及
び
第
六
十
一
条
中

○
一レ

ノ、

一

ざ二

○
六
四



別
劉
‐
引
第
十
二
条
の
十

。』

‘調

訟
規
則
節
四
条
第
血
噸
の
岨
定
は
、
仙
項
に
お
い
て
準

用
す
る
民
噸
執
行
規
則
節
五
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
砿
朋
し
な
い
．

節
四
条
鋪
五
項
の
規
定
は
、
仙
唄
に
お
い
て
順
剛
す
る

民
事
執
行
規
則
第
五
十
九
条
節
三
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
に
つ
い
て
は
、
準
附
し
な
い
。

〔
新
設
〕

○
六
五

○

六

六

弱
湘
調
一
…
｜
畠

:！ 湖 綱；
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

鐸

調謂
可瀧
;躯

；

○

六

八

○
六
七



盤脚荊 蝿|”蝿；瓢
；
一
；

劉

○
七
○

○

六

九

釧調鞠弱り雑1

一
○
七
二

一
○
七
一



謂 蝿

一
○
七
三

○
七
四

岬
○
七
六

○
七
瓜



割

割 調

一
○
七
八

一
○
七
七

:i

紙
一
○
七
九

○
八
、



○

八

○

八

Ⅱ■■■■■■■■■■

；

’
一十

二
■■■■■■■

一
○
八
閥

○

八

三

斜

＃ ：
餉
面

十
八
条 淘

剥

：
~I

；
駈
釘
さ
せ
な
け
れ

風
：；
賊

に

用
い
る I ；

側
節
十
二
条
の
六 ＃

駈
劇
さ
せ
な
け
れ

刺
‘Ｉ

；
噸
凹
を
派

…
付
し
な ；

’



－

斜

■■■■■■■■■■■ q■■■■■

』

｜
’

一
一

脚

－

’
○
八
五

○
八
六

i

一
○
八
七

○

八

八

』

郷
剛
子
限
祖
腱
乞
い

－て

ヨ
受
爵
淵
申
宿
制
臥…
帥
蘭
四
十
二
条
（

；

1 隷誰
や
采
の
十
一
に
お
い

Ｉ
■
、
■
、
凸
。
■
Ｆ
Ⅱ
日
日
〃
且
■
■
Ｐ
・
ｑ
Ｏ
創
字
ｑ
一 増

算
臣
阻
十
二

斜

：
節
二
噸
、
節
四
噸

… ！
！
一
噸
及
び
鯏
二
噸 蝿 ； ：

て
戯
み
桧
え
て
鋪

…
坪
オ
α
０
丁
｜
腱
斗
ボ
ャ



一
○
八
九

○
九
、

詞|劇蝿"#|､il:ji

○

九

○
九

」
と
襯
み
枡
え
る 灘

畑
剛
第
両
四
十
九

●
ズ
て
印
〃
ず
〆
・
脳

に
お
い
て
説
み
材

節
十
二
条
の
十
一

』
と
あ
る
の
は
一

条
の
文
禍
②
写
し

二
条
の
八
中
一
値

破
藤
剛
側
節
十



週 1 ；＃

調
群

： I
I

一
○
九
四

一
○
九
三

（
労
働
審
判
規
則
の
一
部
改
正
）

邦
五
十
三
条
労
働
審
判
規
則
（
平
成
十
七
年
殿
高
鮫
判
所
規
則
節
二
号
）
の
一
部
を
吹
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

狭
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
棡
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
掴
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
桐
及
び
改
正
後
棡
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
亜
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
ｒ
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
仙
棚
に
掲
げ
る
対
欺
蜆
定
を
改
正
後
棡
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
柵
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
棡
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、

こ
れ
を
加
え
る
。

倫
考
表
中
の
［
〕
の
記
較
及
び
対
象
岨
定
の
二
敗
傍
線
を
付
し
た
標
記
郁
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
侮
線
は
注
記

で
あ
る
。

一
○
九
五

○

九

六

改
正
後

改
正
前



（
書
顛
の
送
付
）

節
二
十
条
［
略
〕

［
２
略
〕

３
当
嚇
者
が
次
に
掲
げ
る
書
面
を
提
出
す
る
と
き
は
、

こ
れ
に
つ
い
て
直
送
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

官
～
三
略
］

［
削
る
］1

’四
［
略
〕

〔
４
．
５
略
］

I||||I
〔
削
る
〕

詞
制
羽
ゴ
『
咽
可
ｌ
射
調
句
。
。
判
川
引
「
架
の
三
、
第
百
三
十
五
条
の

引
叫
Ｈ
川
鍋
刺
ゴ
湖
引
副
刹
剖
劃
副
凹
Ｈ
刈
剰
詞
剴
斗
蜘
志

剰
司
印
可
調
１
湖
劉
馴
凹
鋼
州
引
到
鋼
剴
引
刈
梨
‐
醐
三
ま

（
杏
顛
の
送
付
）

流
二
十
条
〔
側
上
〕

〔
２
同
上
〕

３
〔
同
上
］

〔
一
～
三
同
上
］

’四
証
拠
普
類
の
写
し
（
第
九
条
飾
四
項
の
規
定
に
よ

り
提
出
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

刻
舐
拠
脱
明
画
（
節
九
条
城
四
項
の
証
拠
魯
頑
の
写

し
と
と
も
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

利
［
同
上
］

［
４
．
５
同
上
］

〔
新
設
］

一
○
九
七

○
九
八

』
訓
矧
瑚
濁
判
司
叫
刈
勤
刻
刻
刈
引
釧
則
可
測
到
測

釧
鯏
斗
列
９
開
副
目
叫
１
別
間
制
剃
ｄ
刻
刻
釧
遡

｝

11I'’
I

同
剰
刷
型
、
欄
胴
掲
耐
る
字
句
に
航
み
特
え
る
も
の

仰
事
も
隠
さ
ず
、
ま
た
、
何
巾
も
付
け
加
え
な
い

番
判
官
は
、
証
人
に
宣
誓
判
働
憩

［
新
設
］

〔
新
設
］

一
○
九
九

○
、



（
費
用
の
負
担
等
の
申
立
て
の
方
式
竿
・
推
節
二
十
五

条
等
）

第
：
一
十
五
条
［
略
］

２
民
耶
斫
舩
規
則
輔
一
隅
鋪
四
軍
第
一
節
の
側
制
可
創
川 !"|l|’ ||II

面
」
と
、
同
脱
則
流
当
斗
冊
剛
引
網
矧
到 4中

（
費
用
の
負
担
等
の
申
立
て
の
方
式
郭
・
法
第
二
十
五

条
等
）

第
三
十
五
条
〔
同
上
〕

２
民
巾
腓
舩
脱
則
第
一
緬
節
凹
箪
輔
一
節
の
剛
剖
卿
は
、

労
働
審
判
亭
件
に
関
す
る
手
続
の
費
用
の
負
担
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
瀬
引
訶
ｈ

四
劃
割
判
。
耐
創
刊
Ｊ
耐
割
叫
Ｈ
Ｈ
劇
到
引
閏
烟
制
訓
判
州
司
制
珂
寸

（
審
判
書
の
送
達
・
法
第
二
十
条
）

第
二
十
九
条
［
同
上
］

２
醐
刺
剥
呵
剛
測
剛
可
刹
矧
湖
川
副
刻
蜘
凋
釧
副
到
呵
測
叩
劉
到
叫

矧
到
’
第
一
編
第
五
康
輔
四
節
の
規
定
（
荊
呵
。
Ⅲ
司
剥
、

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

恥
」
と
あ
る
の
は
、
「
労
働
審
判
‐
螂
剛
刊
剰
判
成
叫
川
匂
鋼

第
四
十
二
条
、
第
岡
引
呵
刈
型
刊
剥
叫
痢
四
判
刈
削
弱
の
規
定

を
除
く
。
）
は
、
法
鯆
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る

送
途
に
つ
い
て
鋪
川
す
る
。

○

一

○
毛

』
と
読

（
当
車
者
に
対
す
る
住
所
、
氏
名
等
の
秘
匿
・
注
第
二

十
八
条
の
二
）

第
・
・
一
十
六
条
の
二
労
働
審
判
手
統
に
お
け
る
申
立
て
そ

の
他
の
申
述
に
つ
い
て
は
．
民
事
所
訟
規
則
第
一
縄
剰

Ｈ
刺
『
剖
鬮
訓
引
Ｊ
１
の
規
定
に
よ
る
秘
癖
記
載
部
分
の
閲

覧
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
‐

刈
側
列
叫
判
別
剥
剛
荊
剃
闘
羽
呵
闇
淵
淵
剴
冊
叫

の
と
す
る
。

（
閲
覧
等
の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
等
‐
法
第
二
Ｉ
六

条
）

第
：
一
十
六
条
民
事
訴
訟
規
則
潮
ゴ
司
呵
四
劃
「
引
潮
川
制
判
珂’

た
も
の
に
よ
っ
て
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

八
年
法
律
節
百
九
号
）

六
条
輔
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
巾
腓
舩
怯
（
平
成 ’の
規
定
は
、
法
第
二
十

」
と
読
み
替
え
る
も

（
当
耶
肴
に
対
す
る
住
所
．
氏
名
等
の
秘
服
・
法
第
二

十
八
条
の
二
）

節
三
十
六
条
の
二
労
働
審
判
手
続
に
お
け
る
申
立
て
そ

の
他
の
申
述
に
つ
い
て
は
、
民
珈
訴
訟
規
則
輔
一
編
荊
‐

（
閲
覧
郭
の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
鯆
二
－
六

条
）

鋪
三
十
六
条
民
蛎
訴
訟
規
則
潮
ゴ
司
可
四
副
詞
の
規
定
は
、

法
第
二
十
六
条
節
二
項
に
お
い
て
準
川
す
る
民
市
斫
舩

法
（
平
成
八
年
法
徽
飾
百
九
号
）
刎
川
判
斗
訓
詞
の
規
定

［
新
設
〕

に
よ
る
秘
密
記
戟
部
分
の
閲
覧
等
に
つ
い
て
蝋
剛
す
る

○
＝

○
四



’
引
制
創
判
判
剣
剴
ｖ
ｌ
潮
制
回
り
斗
剰
制
訓
引
冊
イ
副
劃
引
例
副
剰
叫

刎
引
ゴ
判
刷
刺
Ⅶ
回
制
訓
刊
吋
ゴ
型
創
呵
訓
判
斗
斗
刎
剖
叫
制
剃
副
制
則

り
Ｊ
１
を
準
用
す
る
。
こ
の
期
合
に
お
い
て
、
同
規
則
荊

釧
判
到
斗
剰
刎
斗
司
呵
引
討
珂
「
刺
中
「
こ
の
規
則
の
規
定
（

刎
荊
判
河
斗
剰
刷
刊
川
叫
（
樫
匿
耶
唄
脇
出
書
面
の
記
戟
巾

項
等
）
堀
一
項
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
』

と
あ
る
の
は
「
労
働
審
判
規
則
第
三
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
非
舩
車
件
手
続
規
則
（
平
成
二
十
四
年
般
高

裁
判
所
規
則
第
七
号
）
の
規
定
」
と
、
岡
条
第
二
唄
中

「
こ
の
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
労
働
審
判
規
則
第
三
十

七
条
に
お
い
て
鑓
用
す
る
非
舩
事
件
手
絃
規
則
」
と
晩

み
特
え
る
も
の
と
す
る
。

|llll 1

〔
新
設
〕

［
新
設
〕

制
制
利
剴
剥
母
国
を
準
用
す
る
。
こ
の
鵬
合
に
お
い
て
、
同

規
則
荊
刮
判
呵
．
劉
渕
『
Ｈ
ゴ
制
到
Ｊ
列
中
「
こ
の
規
則
の
規

定
（
潮
刮
刊
ｎ
コ
割
創
刊
Ⅱ
（
秘
旺
巾
唄
届
出
書
面
の
記
戦

耶
噸
等
）
節
一
項
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

』
と
あ
る
の
は
「
労
働
審
判
規
則
筋
三
十
七
条
に
お
い

て
寵
刑
す
る
非
舩
事
件
手
続
規
則
（
平
成
三
十
四
年
最

高
扱
判
所
規
則
第
七
号
）
の
規
定
」
と
、
同
条
第
二
項

中
「
こ
の
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
労
働
審
判
規
則
第
三

十
七
条
に
お
い
て
砿
川
す
る
非
舩
耶
件
手
続
岨
則
」
と

銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

’
一
○
五

○

六

（
非
訟
事
件
手
続
規
則
の
館
川
）

第
：
一
十
七
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
労

働
審
判
聯
件
に
側
し
て
は
、
非
訟
巾
件
手
挟
規
則
の
規

定
（
同
規
則
第
八
条
か
ら
第
十
．
一
条
ま
で
の
規
定
中
忌

避
に
閲
す
る
部
分
並
び
に
同
規
則
第
十
五
条
、
第
二
十

一
条
（
民
巾
所
詮
規
則
第
七
十
七
条
的
段
を
準
用
す
る

部
分
を
除
く
。
）
、
節
二
章
第
八
節
、
荊
訓
副
判
翻
引
副
剛

BI

よ
っ
て
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

及
び
第
五
十
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
砿
用
す
る
．
こ

の
蝿
合
に
お
い
て
、
非
訟
事
件
手
続
規
則
第
二
条
鯆
一

項
第
二
号
中
「
非
訟
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法

伸
鋪
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
節
四
十
二

条
の
二
」
と
あ
る
の
は
、
『
労
働
審
判
法
（
平
成
十
六

年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
八
条
の
一
ご
と
誠
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

調黙

｜
ヰ
ム
，
。
《
４
ロ
ー
■
４
．
■
ｓ
Ｉ
ｑ
ご
■
二
四
Ｆ
■
刀
一

（
非
訟
耶
件
手
続
蜘
則
の
姫
剛
）

第
三
十
七
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
労

働
審
判
事
件
に
閲
し
て
は
、
非
舩
巾
件
手
続
規
則
の
規

定
（
同
娩
則
鋪
八
条
か
ら
宛
十
一
条
ま
で
の
規
定
中
忌

避
に
関
す
る
部
分
並
び
に
同
規
則
輔
十
五
条
、
第
二
十

一
条
（
民
享
斫
訟
規
則
第
七
十
七
条
柚
段
を
準
用
す
る

部
分
を
除
く
。
）
、
節
二
軍
輔
八
節
、
剃
刺
剴
呵
凹
型
可
Ｉ

剰
呵
、
到
叫
斜
及
び
鋪
五
十
条
の
岨
定
を
除
く
。
）
を
鵡

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
非
訟
耶
件
手
続
規
則

第
二
条
第
一
唄
第
二
号
中
「
非
訟
邸
件
手
続
法
（
平
成

罠
十
三
年
法
伸
飾
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
節
四
十
二
条
の
二
』
と
あ
る
の
は
、
一
労
働
審
判
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
八
条
の
二

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
十
る
．

［
新
設
」

一
一
○
七

○

八

口
噸
弁
飴
に
係
る

個
条
卵
三
噸
中
一

坦
一
△
口
腱
お
い
て
、

鞭
凧
す
る
、
こ
め



－
－

一
一

－

一
一0

1■■■■■■■■■■

一
一
○
九、

一
一

一

割蝿蝿 ：
卵
百
４
，
４
ハ
匁
不

第
百
四
’
六

１
0

；
α
伸
成
に
州
い
る

割

§ ；

副

』
副

三

十
三
条
鋪

項
及
び
節
目

条
匝
五
節
三

： ；
＃
叩
習
を
添
付
し
な

頂
劇
し
旬
Ⅲ
巾

＃
秘
で
え
る
。
も
の
と
す

ｌる け
れ
ば
』
と
罰
み

上
明
ら
か
に
し
な

あ
る
の
は
一
記
録

Ｌ
な
け
れ
ば
」
と



班；

弱

一
一
一
一
一
一四
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五〃、
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（
会
社
非
訟
布
件
等
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
四
条
会
社
非
訟
本
件
等
手
続
規
則
（
平
成
十
八
年
最
商
故
判
所
規
則
節
一
号
〉
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
娩
定

"i

I
リ
調

、
醐
蝿
△
口
に

、
凹
剖
到
叩
二
ｍ
引
甜
師

I ；
●

一
一
一
一
一

一
一
一
一

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
楓
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
『
対
象
規
定
」
と
い
う
。
〉
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
棡
に
掲
げ

る
対
歎
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
棡
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

IW
画
て
α
鞄
岨
鴨

慨
△
隠
し
雪
喧
窃

鰍
に
閥
す
る
巾
立
田
に

趣
び
に
巾
立
て
を
理
由

次
に
掲
げ
る
事
項
を

ひ
画
舛
引
制
到
唄
偲
判
刻
割

州
附
制
剣
淵
副
釧
呵
１
開

な
ら
な
い
。

［
一
・
二
同
上
〕

２
［
同
上
］

［
一
～
八
同
上
］

［
新
股
〕

立
て
切
趣
愉
及
Ｕ
岬
阪
並
ひ
に
曲

畢
実
を
肥
脳
す
る
曇
い
、
欠
こ
狼

一
一
一
一
一
一
一四

m 、

備
考
表
中
の
〔
］
の
配
戟
及
び
対
象
規
定
の
二
画
傍
線
を
付
し
た
標
配
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。

改
正
後

改
正
前



（
叩
立
書
の
添
付
書
顛
）

鋪
：
一
条
前
条
飾
一
項
の
申
立
書
に
は
、
吹
に
掲
げ
る
掛

顛
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

官
・
罠
略
］

一
法
輔
八
百
四
十
条
節
二
項
（
法
舗
八
百
四
十
一
条

第
二
項
及
び
第
八
百
四
十
二
条
輔
二
項
に
お
い
て
準

川
す
る
勘
合
を
含
む
。
）
の
申
立
て
に
つ
い
て
は
、

法
第
八
百
四
十
条
第
一
項
、
第
八
百
四
十
一
条
節
一

項
又
は
鋪
八
百
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
判
剥
『

４
割
割
河
判
剰
渕
削
瑚
胴
州
到
引
刈
可
叫
刈
列
叫
呵
剖
剛
刎
リ
ー

捌
矧
削
判
湖
叫
剖
則
剛
ｕ
４
Ｊ
ｌ
の
判
決
書
の
写
し
及
び
当

談
判
決
の
確
定
に
つ
い
て
の
趾
明
瞥

〔
四
略
］

，』111111 ||i
算
機
（
入
出
力
装
固
劃
罰

に

ら
れ
た

（
叩
立
曹
の
添
付
櫓
顛
）

堀
三
条
［
同
上
］

杣
。
［
同
上
］

［
３
．
４
同
上
］

弓
・
・
二
同
上
］

三
法
第
八
百
四
十
条
弟
二
項
（
法
飾
八
百
四
十
一
条

第
二
項
及
び
第
八
百
四
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
．
〉
の
叩
立
て
に
つ
い
て
は
、

法
鋪
八
百
四
十
条
節
一
項
、
節
八
百
四
十
一
条
第
一

項
又
は
第
八
百
四
十
二
条
第
一
頃
に
規
定
す
る
判
剖
呵

の
判
決
密
の
写
し
及
び
当
麟
判
決
の
砿
定
に
つ
い
て

の
刷
明
密

［
四
同
上
］

五

一
三
処
ハ

第
五
十
五
条
一
般
社
団
注
人
等
非
舩
耶
件
手
続
規
則
（
平
成
二
十
年
最
間
数
判
所
規
則
節
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
・

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
舸
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
侮
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
掴
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
桐
及
び
改
正
後
棡
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
棟
配
郁
分
に
二
重
傍
線
を
付

●

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
桐
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
棡
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

（
一
般
社
団
法
人
等
非
訟
事
件
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

［
２
～
４
略
〕
｜
［
２
～
４
同
上
〕

［
２
略
〕
｜
〔
２
同
上
〕

叩
動
名
α
駈
旧
叩
卯
』

栄
一
般
社
団
法
人
等
非
訟
事
件
手

管
に
は
、
申
立
て
の
趣
旨
及
び
県
剤

日
一
二
十
ｔ
条
既
Ｊ
嗣
乢
罰

α
唾

劃
三

二

七

一
司
八

改
正
後

改
正
前

備
考
表
中
の
［
〕
の
配
較
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
紀
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
配

で
あ
る
。



2

1 ？I'111111111 雛
冒
・
二
同
上
］

２
［
同
上
］

八
［
同
上
］

〔
３
．
４
同
上
〕

（
申
立
書
の
添
付
書
類
）

を
理
由
づ
け
る
事
実
を
記
戯
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る

巾
項
を
記
戦
し
、
申
立
人
又
は
代
理
人
が
呵
判
測
酬
引
引

制
川
副
剥
叫
な
ら
な
い
。

〔
一
～
七
同
上
〕

［
新
殻
］

二

九

一

三

○

（
外
国
等
に
対
す
る
我
が
国
の
民
嚇
裁
判
椎
に
関
す
る
法
祢
に
よ
る
外
国
等
に
対
す
る
訴
状
等
及
び
判
決
書
等
の
送
連
に
関

す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
六
条
外
国
等
に
対
す
る
我
が
国
の
民
巾
織
判
樋
に
閲
す
る
法
律
に
よ
る
外
国
等
に
対
す
る
斫
状
等
及
び
判
決
杏
等
の

送
達
に
間
す
る
規
則
（
平
成
二
’
一
年
最
商
裁
判
所
規
則
鋪
十
三
号
）
の
一
郎
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
棚
に
掲
げ
る
規
定
の
悔
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

写
し
及
び
当
砿
判
決
の
確
定
に
つ
い
て
の
証
明
啓

［
２
略
］

（
故
判
に
よ
る
登
記
の
嘱
託
）

第
十
三
条
怯
飾
三
百
十
五
条
の
脱
定
に
よ
る
丑
記
の
嘱

託
は
、
嘱
託
書
に
裁
判
書
の
澗
制
剴
剤
咽
翻
判
刈
判
渕
釧
則
判

第
・
一
条
前
条
第
一
項
の
申
立
香
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書

額
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
略
〕

二
法
第
二
百
七
十
五
条
第
四
項
の
申
立
て
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
測
刺
『
剖
圃
刊
測
凱
剰
間

刎
，
を
添
付
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
判
決
召
の

｜
’

〔
２
同
上
］

（
欺
判
に
よ
る
挫
記
の
嘱
託
）

節
十
・
一
条
法
飾
三
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
丑
記
の
噸

託
は
、
嘱
託
笹
に
裁
判
書
の
剛
到
判
を
添
付
し
て
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
［
同
上
］

〔
一
同
上
］

二
怯
第
二
百
七
十
五
条
節
四
項
の
申
立
て
に
つ
い
て

は
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
刎
剥
函
の
判
決
書
の
写

し
及
び
当
腋
判
決
の
確
定
に
つ
い
て
の
鉦
明
暦

一
一
一
一
一
一

↓
一

備
考
表
中
の
〔
〕
の
配
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
侃
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
緑
は
注
記

で
あ
る
。

改
正
後

改
正



（
非
訟
事
件
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
十
七
条
非
舩
恵
件
手
続
規
則
（
平
成
一
一
十
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
七
号
）
の
一
郎
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

毎

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
棚
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
画
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
『
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

目
次

〔
第
一
京
・
第
二
歳
略
］

第
三
章
飾
一
密
裁
判
所
に
お
け
る
非
舩
事
件
の
手
続

〔
第
一
節
・
第
二
節
略
］

鋪
三
節
耶
実
の
卿
査
及
び
阯
拠
剥
く
（
第
四
十
四

条
Ⅱ
制
制
判
州
到
劉
利
削
叫
）

［
第
四
節
・
第
五
節
略
〕

［
節
四
章
～
第
七
歳
略
〕

附
則（

当
事
者
等
が
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
瞥
面
の
配
載
車

項
） 。

法
節
二
十
一
条
）

第
二
条
航
条
第
一
項
の
規
定
は
、
外
国
辱
に
対
し
て
耐
て
耐

う
。
）
の
送
述
を
す
る
喝
合
に
つ
い
て
砿
用
す
る
。

項
に
規
定
す
る

へ

改
正
後

（
法
第
二
十
一
条
鯆
二

の
翻
訳
文
の
添
付
一
（
糊
●
渕
剥
副
罰
の
翻
訳
文
の
添
付
・
法
踊
二
十
一
条
）

節
二
条
前
条
鯆
一
項
の
規
定
は
、
外
国
等
に
対
し
て
判
『

鯆
二
渕
劃
副
呵
（
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
糊
糾
和
酬

を
い
矧
を
い
う
。
）
の
送
遠
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
願
用
す

る
。

目
次

［
第
一
京
・
節
二
旗
同
上
〕

鋪
：
一
章
［
同
上
〕

［
第
一
節
・
第
二
節
同
上
〕

節
三
節
耶
実
の
岡
査
及
び
鉦
拠
劇
ぺ
（
節
四
十
四

条
１
割
剰
叫
Ｈ
刮
創
詞
）

〔
第
四
節
・
第
五
節
同
上
〕

［
第
四
章
～
第
七
瓶
同
上
］

附
則（

当
耶
者
等
が
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
謹
面
の
記
載
巾

項
）

改
正
前

一
一
一
一
一
一
一
一

三

四

1
川
鍋
副
門
刺
螺
剃
到
荊
樹
酬
刺
副
矧
ｌ
捌
制
則
剖
明
叫
刻
団
割
剰
剰

劃
到
副
剴
到
仙
刎
剥
測
刺
引
倒
副
列
口
捌
剖
副
Ⅵ
剛
１
釧
劉
到
州
剖
剛

「
劉
。
馴
到
も
の
と
す
る
。

ご
～
六
略
］

［
２
略
〕

（
裁
判
所
に
提
川
す
べ
き
啓
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ

る
提
出
）

第
二
条
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
寓
而
は
、
次
に
掲
げ
る

も
の
を
除
き
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
川
し
て
送
侭
す
る

第
一
条
申
立
醤
そ
の
他
の
当
車
者
、
利
害
関
係
参
加
人

又
は
代
理
人
が
蚊
判
所
に
提
出
す
べ
き
聾
而
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
当
事
者
、
利
害
関
係
参
加

〔
三
～
五
略
］

［
２
．
３
略
〕

Ｊ
耐
圏
馴
蜘
例
捌
鯏
劉
１

こ
と
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
一
略
］

二
非
舩
事
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十

一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
鋪
四
十
二
条
の
二

に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
訴
訟
鯵
（
平
成
八
年
法
維

飾
百
九
号
）
第
百
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

刷
刷
門
倒
回
訓
釧
劃
●
耐
Ｉ
創
珊
ヨ
叫
川
珂
剰
刎
斗
割
判
ゴ
耐
副
Ｈ
科

人
又
は
代
理
人
が

ご
～
六
同
上
］

〔
２
同
上
〕

（
裁
判
所
に
提
州
す
べ
き
書
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ

る
提
出
）

節
二
条
〔
同
上
］

鋪
一
条
申
立
谷
そ
の
他
の
当
事
者
、
利
害
関
係
参
加
人

又
は
代
理
人
が
紋
判
所
に
提
出
す
べ
き
画
面
に
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
戦
し
、
当
車
者
、
利
害
関
係
参
加

人
又
は
代
理
人
が
圃
到
副
呵
則
制
剖
到
も
の
と
す
る
。

［
新
設
〕

［
：
一
～
五
同
上
］

［
２
．
３
同
上
］

［
一
同
上
］

二
非
舩
珈
件
手
続
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
五
十

一
号
。
以
下
『
法
』
と
い
う
。
）
節
四
十
二
条
の
二

に
お
い
て
醜
用
す
る
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律

第
白
九
号
）
第
百
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

剖
剖
皿

一
一
一
面
一
一
ハ

三

五



叫
剃
劉
則
削
淵
副
１
側
剖
刈
削
剥
刈
引
削
測
引
叫’

51

'1｜
：雨 訓
則 立
の て

率 そ

用 の

ー他

の

申

述

の

方

式

等
に

関

す

る

民

事
解

第
四
条

’’'1
個
釧
到
る
通
知
を
除
く
。
）
は
、
こ
れ
を
受
け
る
べ
き

規
定
は
非
訟
事
件
の
手
続
に
お
け
る
申
立
て
そ
の
他
の の

第
四
条

荊
刮
劃
司
「
制
．
Ｊ
詞
の
規
定
は
非
訟
事
件
の
手
続
に
お
け

（
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
の
方
式
等
に
関
す
る
民
砺
訴

舩
規
則
の
鎚
用
）

三

七

一
一
三
八

第
十
二
条
非
訟
邸
件
の
手
続
に
お
け
る
法
人
で
な
い
社

団
又
は
財
団
の
当
亨
者
能
力
の
判
断
資
料
の
提
出
に
つ

い
て
は
民
車
訴
訟
規
則
痢
刊
叩
凹
型
剰
珂
．
側
の
規
定
を
、

非
訟
晦
件
の
手
続
に
お
け
る
法
定
代
理
権
及
び
手
続
行

為
を
す
る
の
に
必
要
な
授
権
の
趾
明
に
つ
い
て
は
同
規

則
荊
判
却
剃
調
珂
司
倒
の
規
定
を
増
刷
製
引
到
１
斗
別
刷
矧
司

引
刈
訓
到
引
刎
剖
矧
１
斗
錨
剥
咄
司
引
Ｊ
引
鯛
割
割
引
利
副
刎
渕
刊
到

制
剖
判
Ｉ

（
手
続
費
用
に
関
す
る
民
蛎
訴
訟
規
則
の
準
用
・
法
第

二
十
八
条
）

第
十
七
条
民
率
翫
舩
規
則
第
一
綱
第
四
章
第
一
節
の
側
，

鯛
釧
割
引
刈
引
測
副
利
剣
洲
創
利
ｌ

（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
の
当
廟
者
能
力
の
判
断

資
料
の
提
出
等
・
法
第
十
六
条
〉 ’ 1

凹
割
型
。
掴
ｄ
１
以
下
同
じ
。
）
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

剛
ｊ
ｌ
斗
稠
‐
密
を
作
成
し
、
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
と

第
十
二
条
非
舩
事
件
の
手
続
に
お
け
る
法
人
で
な
い
社

団
又
は
財
団
の
当
車
者
能
力
の
判
断
資
料
の
提
出
に
つ

い
て
は
民
珈
訴
訟
規
則
澗
鋤
邸
削
調
の
規
定
を
、
非
訟
事

件
の
手
続
に
お
け
る
法
定
代
理
権
及
び
手
続
行
為
を
す

る
の
に
必
要
な
授
権
の
証
明
に
つ
い
て
は
同
規
則
荊
佃
呵

劃
型
創
剛
閏
の
規
定
を
調
州
制
創
割
Ｉ

（
乎
続
費
用
に
関
す
る
民
事
訴
訟
規
則
の
準
用
・
法
第

二
十
八
条
）

第
十
七
条
民
事
訴
舩
規
則
第
一
編
第
四
章
第
一
節
の
剥

詞
ぱ
、
非
訟
耶
件
の
手
続
の
費
用
（
第
四
十
八
条
に
お

例
割
当
洲
岡
引
Ⅷ
到
引
、
同
規
則
鋪
五
条
の
規
定
は
非
舩
事

件
の
手
続
に
お
け
る
書
類
の
記
載
の
仕
方
に
つ
い
て
料

馴
制
刻
刻
Ｉ

（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
の
当
事
者
能
力
の
判
断

資
料
の
提
出
等
・
法
第
十
六
条
）

る
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
の
方
式
側
剖
副
呵
刺
１
剴
叫
測
刎
『

弓＝

九

一
一
四
○



る
も
の
と
す
る
。

（
期
日
及
び
期
日
調
香
に
関
す
る
民
事
腓
舩
規
則
の
準

用
・
法
第
三
十
一
条
〉

第
二
十
一
条
民
耶
所
舩
規
則
第
六
十
八
条
か
ら
剰
刊
剴
刊

。
型
鋼
渕
剥
１
１
期
日
Ｈ
ｕ
創
詞
及
び
第
七
十
七
条
削
段
の
規

定
は
、
非
舩
事
件
の
手
続
の
期
日
及
び
期
日
調
書
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
別
剰
剥
刊
可
叫

Ｈ
圃
凋
馴
潤
例
刻
副
剛
測
訓
制
判
鯛
詞
詞
州
剛
剣
創
刊
判
鬮
削
制
劉
叫

剃
判
例
削
矧
ｌ
副
利
剣
別
刈
剛
剣
劇
．
Ⅱ
欄
釧
副
矧
川
副
剥
剖
削
叫

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 ’ |」

と
醜
み
替
え

（
期
日
及
び
期
日
鯛
書
に
関
す
る
民
蛎
訴
訟
規
則
の
姻

朋
・
法
第
三
十
一
条
）

節
二
十
一
条
民
駆
訴
訟
規
則
第
六
十
八
条
か
ら
鋼
剥
別
呵

利
‘
剰
判
。
ｑ
及
び
第
七
十
七
条
前
段
の
規
定
は
、
非
訟
那

件
の
手
続
の
期
日
及
び
期
日
調
沓
に
つ
い
て
雛
用
す
る

・
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
剛
割
矧
刈
荊
制
辿
川
刈
鍋
制
到
Ｊ
叫

刺
１
コ
剛
鍋
ｌ
創
叫
調
剣
釧
倒
釧
謝
副
劉
雪
閏
醐
剣
劉
醐
刺
飼
割
Ｊ
珊

斗
討
到
可
川
副
馴
剣
倒
剖
門
司
銅
釧
轍
荊
崎
詞
制
御
糊
川
鍋
イ
コ
刈
詞 |＊

と

銃
み

替
え

る

も
の

と

す

る
、

ｰ

四

二

四

（
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
の
刈
削
副
科
画
割
？
法

第
三
十
四
条
）

第
：
一
十
条
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
栽
判
官
が
行
う
非
舩

蛎
件
の
手
続
の
刺
削
剥
勘
図
画
測
制
詞
劉
判
は
、
そ
の
裁
判

官
が
制
訓
？

2

i
（
音
声
の
送
受
値
に
よ
る
通
旙
の
方
法
に
よ
る
専
門
姿

員
の
関
与
・
法
第
三
十
三
条
）

第
二
十
八
条
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
期
日
に
お
い
て

、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
専
門
委
員

に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
捌
副
剖
瑚

イ
澗
矧
割

な
ら
な
い
。

上
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
制
削
剃
引
Ｎ
１
Ｊ
１
呵
剃
到
副
Ｈ
料

州
釧
訓
倒
１
制
劉
卿
羽
呵
圃
凋
裂
剴
司
倒
刎
釧
判
馴
可
呵
劉
詞
馴
珂

剛
削
剥
副
Ｈ
可
引
Ｊ
叫
剴
門
司
剖
剖
別
ｌ

（
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
の
刺
削
副
判
司
・
法
第

三
十
四
条
）

流
三
十
条
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
が
行
う
非
舩

珈
件
の
手
続
の
畑
剖
叫
は
、
そ
の
裁
判
官
が
棡
旦
珂
詞
刻
印

２
専
門
委
員
に
前
項
の
意
見
を
述
べ
さ
せ
た
と
き
は
、

、

す
る
。

（
音
声
の
送
受
値
に
よ
る
通
旙
の
方
法
に
よ
る
専
門
委

員
の
関
与
・
法
第
三
十
三
条
）

第
二
十
八
条
法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
期
日
に
お
い
て

、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
っ
て
岬
門
委
員

に
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
捌
謝
矧
司

そ
の
旨
及
び
捌
遡
判
鋼
刎
制
唖
刺
剃
剛
司
を
非
訟
蛎
件
の
記
録 ||’

一
号
〉
第
七
上

［
新
設
］

一
一
四
四

四

三

銃
み
替
え
る
も
の
と

な
ら
な
い



（
送
迩
・
法
第
三
十
八
条
）

節
’
一
十
五
条
送
速
に
つ
い
て
は
、
民
車
腓
舩
規
則
輔
一

編
節
五
章
第
四
節
の
規
定
（
同
規
則
潮
Ｊ
１
間
潮
剣
劇
剴
羽

刺
刺
制
削
飼
刺
劃
剴
函
の
規
定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。

こ
の
掲
合
に
お
い
て
、
同
規
則
傭
四
十
一
条
鋪
二
項
中

「
訴
状
、
答
弁
書
又
は
支
払
督
促
に
対
す
る
督
促
異
醗

の
申
立
書
』
と
あ
る
の
は
、
『
非
訟
車
件
の
申
立
画
、

答
弁
香
又
は
非
陸
弔
件
手
続
法
第
二
十
条
節
二
項
（
同

法
節
二
十
一
条
第
三
項
・
に
お
い
て
雛
剛
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
書
面
』
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

刈
濁
瑚
河
斗
割
劃
罰
刎
剣
叫
叫
制
到
剃
淵
馴
用
制
叫

渕
割
罰
劉
例
刻
制
ｌ

洲
，
咽
刈
副
瑚
呵
糾
到
呵
遡
制
司
矧
１
噸
Ⅲ
制
捌
劇
副
劉
珂
劉
別
割
引
州

ｕ
刊
Ⅶ
例
刻
利
ｌ

（
秘
匠
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
鋪
四
十
二
条
の
二
）

第
：
一
十
六
条
の
二
非
陸
事
件
の
手
続
に
お
け
る
申
立
て

等
に
つ
い
て
は
、
民
本
斫
訟
規
則
荊
刮
司
可
．
割
利
判
河
川

剖
刺
コ
ゴ
罰
回
国
割
引
細
剣
到
珂
陶
ｑ
１
斗
Ｊ
１
矧
劃
判
斗
訓
科
呵

Ｈ
刑
句
ｌ
剰
荊
利
河
．
劉
剰
剴
引
Ｈ
４
Ｊ
判
酬
制
判
判
Ｈ
ゴ
型
創
剴
斗

冊
イ
副
判
司
刺
「
の
規
定
を
躯
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
規
則
荊
荊
刺
却
斗
剥
刎
訓
司
呵
「
中
「
こ
の
規
則
」

と
あ
る
の
は
、
『
非
訟
珈
件
の
手
続
に
閲
す
る
最
高
鮫

判
所
規
則
」
と
鮫
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

刻
洲
呵
叫
河
削
剥
薊
荊
剃
劇
判
謝
謝
測
刈
剃
到
Ｈ
訓

（
送
遮
・
法
鯏
三
十
八
条
）

鋪
三
十
五
条
送
遮
に
つ
い
て
は
、
民
事
斫
訟
規
則
輔
一

編
第
五
寵
節
四
節
の
規
定
（
同
規
則
潮
呵
。
Ⅱ
匂
斜
の
規

定
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
恥

同
規
則
節
四
十
一
条
第
二
項
中
一
訴
状
、
答
弁
書
又
は

支
払
督
促
に
対
す
る
督
促
異
蟻
の
申
立
書
」
と
あ
る
の

は
、
「
非
訟
耶
件
の
申
立
書
、
答
弁
害
又
は
非
訟
耶
件

手
続
法
節
二
十
条
輔
二
噸
（
同
法
第
二
十
一
条
輔
三
項

に
お
い
て
瀧
用
す
る
塔
合
を
含
む
。
）
の
書
面
」
と
醜

み
特
え
る
も
の
と
す
る
。

（
秘
匠
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
蕊
四
十
一
条
の
二
）

輔
三
十
六
条
の
二
非
訟
珈
件
の
手
続
に
お
け
る
申
立
て

等
に
つ
い
て
は
、
民
率
訴
訟
規
則
潮
刮
制
可
可
‐
銅
刎
訓
判
斗

痢
イ
ヨ
副
矧
閑
剖
劇
叫
矧
剖
囚
醐
ｑ
１
４
Ｊ
ｌ
潮
制
祠
．
斗
鯛
刷
判
打

１
潮
刮
到
則
斗
燗
刎
判
斗
剴
叫
叫
荊
荊
刺
刈
イ
剰
刎
Ｊ
刈
斗
の
規

定
を
噸
用
す
る
。
こ
の
掲
合
に
お
い
て
、
岡
脱
則
鯏
剖
叫

Ｈ
イ
「
剰
刎
叫
刈
引
中
『
こ
の
規
則
」
と
あ
る
の
は
、
「
非

訟
巾
件
の
手
続
に
関
す
る
最
高
紋
判
所
規
則
」
と
胱
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

［
新
設
］

［
新
設
〕

〔
新
設
〕

一
一
四
五

四

六

第

1職
ら つ 四 へ

節い十証
六 て 五拠

節 は 条 鯛
ま 、 べ

で 民非 ・
の 事 舩法

規斫 亨第

定艶件 五

へ規の 十

同 則 手 三

蜆第統条
Mリ 二 に ー

鰯編 お

九 第 け

十 三 る

九 章 証 ，

条第拠

第 一 調

二 節べ

項かに

戸

2 の

。 と

3 す

る

略 。
ｰ

統

み

替
え

る

も

（
鉦
拠
副
べ
・
法
節
五
十
三
条
）

塀
四
十
五
条
非
訟
事
件
の
手
続
に
お
け
る
証
拠
調
べ
に

つ
い
て
は
、
民
耶
斫
舩
規
則
第
二
輻
第
三
章
第
一
節
か

ら
第
六
節
ま
で
の
規
定
（
同
規
則
輔
九
十
九
条
鰯
二
項

〔
２
．
３
同
上
］

職1 一
四
七

四

八
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職I
』

|I
：

|’
I

I
っ
て
需
蝿
剖
剰
川
凹
劇
画
召
囮
到
画
釧
嗣
刎
列
引
引
剖
川
川
引
判
倒
制
測
刈
引
剤
回
呵
刈
劉
剖
幽
剃
函
刈
ｕ
刈
醐

I
さ
せ
、
か
つ
、
こ
れ
に
署
名
さ
刊
捌
副
叫
刺
剛
倒
司
司
劇
州

靴
を
さ
せ
る
こ
圏
‐
餉
弓
削
司
る

受
命
裁
判
官
碑
の
剛
詞
鞘
囚
ぺ
刎
捌

に

は

心

に

［
新
設
〕

〔
新
設
〕

〔
新
設
］

一
一
四
九

一
正
、

■JIIIII|
洲
制
副
“
Ｈ
訓
訓
呵
呵
澗
杣
剃
罰
剛
叫
剛
劉
創
刊
刈
劃
刎
創
訶
刊
司

洞
酬
剃
刈
引
引
司
引
洲
‐
司
剖
刻
判
ｌ

（
和
解
・
法
第
六
十
五
条
）

節
五
十
条
非
詮
事
件
に
お
け
る
和
解
に
つ
い
て
は
、
民

耶
斫
訟
規
則
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百

六
十
三
条
並
び
に
第
百
六
十
四
条
の
規
定
を
墹
刈
判
刈
到

こ
の
嶋
合
に
お
い
て
、
岡
旭
卸
川
剛
矧
。
州
州
剴
割
科
荊
４

（
和
解
・
法
第
六
十
五
条
）

魂
五
十
条
非
訟
噸
件
に
お
け
る
和
解
に
つ
い
て
は
、
民

事
釿
訟
規
則
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
鋪
一
・
項
、
第
百

六
十
三
条
並
び
に
第
百
六
十
四
条
の
規
定
を
墹
剛
鯏
刈
訓

１
〔
新
設
］

（
即
時
抗
告
の
規
定
及
び
民
束
訴
鯉
規
則
の
準
用
等
・

怯
第
七
十
六
条
）

Ⅲ

二

五



節
六
十
六
条
〔
略
］

２
民
事
腓
離
規
則
堀
五
十
条
の
二
、
節
百
九
十
条
輔
一

項
、
第
百
九
十
二
条
．
第
百
九
十
三
条
、
節
百
九
十
六

条
、
第
百
九
十
七
条
第
一
項
後
段
及
び
第
二
百
二
条
の

規
定
は
、
特
別
抗
告
及
び
そ
の
抗
告
審
に
関
す
る
手
続

規
定
は
、
特
別
抗
告
で

11
に
つ
い
て
準
川
す
る
。

１
１
「
刷
判
剥
剰
刺
側
圃
劃
到
引
勾
引
刊
川
副
割
引
呵
倒
Ｊ
剥
剰
馴

叫
荊
詞
叫
釧
瑚
刈
。
－
引
、
例
規
則
節
百
九
十
六
条
第
一
項

中
「
節
百
九
十
四
条
（
上
告
理
由
啓
の
提
出
期
間
）
」

と
あ
る
の
は
「
非
訟
耶
件
手
続
規
則
第
六
十
六
条
堀
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
第
六
十
一
条
』
と
、
「

第
百
九
十
条
（
法
砺
三
百
十
二
条
輔
一
項
及
び
第
二
項

の
上
告
理
由
の
記
戦
の
方
式
）
又
は
鋪
百
九
十
一
条
（

法
第
三
百
十
二
条
第
三
項
の
上
告
理
曲
の
記
載
の
方
式

）
」
と
あ
る
の
は
『
同
規
則
第
六
十
六
条
節
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
第
百
九
十
条
第
一
項
』
と
、
同
規
則
節

百
九
十
七
条
第
一
項
後
段
中
『
こ
の
場
合
」
と
あ
る
の

は
「
非
訟
珈
件
手
続
規
則
鋪
六
十
六
条
第
一
項
に
お
い

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則

節
六
十
六
条
〔
同
上
］

２
腿
巾
腓
舩
規
則
第
五
十
衆
の
二
、
第
百
九
十
条
節
一

噸
、
第
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
三
条
、
第
百
九
十
六

条
、
第
百
九
十
七
条
輔
一
項
後
段
及
び
第
一
・
百
二
条
の

規
定
は
、
特
別
抗
告
及
び
そ
の
抗
告
審
に
関
す
る
手
続

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
副
剖
劉
瑚
制
。
割
訓
呵
可
、
同
規
則

第
百
九
十
六
条
第
一
項
中
「
節
百
九
十
四
条
（
上
告
理

由
宙
の
提
出
期
間
）
』
と
あ
る
の
は
「
非
舩
耶
件
手
続

規
則
第
六
十
六
条
第
一
頃
に
お
い
て
準
剛
す
る
同
規
則

第
六
十
一
条
」
と
、
『
第
百
九
十
条
（
法
第
三
百
十
二

条
節
一
項
及
び
節
二
項
の
上
告
理
由
の
記
載
の
方
式
）

又
は
第
百
九
十
一
条
（
法
第
三
百
十
二
条
第
三
項
の
上

告
理
由
の
記
戦
の
方
式
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
規
則
節

六
十
六
条
節
二
項
に
お
い
て
瓶
用
す
る
第
百
九
十
条
節

一
項
」
と
、
同
規
則
輔
百
九
十
七
条
第
一
頃
後
段
中
『

こ
の
勘
合
」
と
あ
る
の
は
「
非
舩
巾
件
手
続
規
則
節
六

十
六
条
節
一
項
に
お
い
て
顕
州
す
る
同
規
則
鞆
六
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
件
を
抗
告
裁
判
所
に
送
付

す
る
期
合
』
と
醜
み
替
え
る
も
の
と
十
る
。

五

三

一
一
五
四

て
縮
刷
す
る
同
規
則
第
六
十
三
条
節
一
項
の
岨
定
に
よ

り
卿
件
を
抗
告
裁
判
所
に
送
付
す
る
場
合
」
と
醜
み
替

え
る
も
の
と
す
る
‐

［
３
４
略
］

（
即
時
抗
告
の
規
定
及
び
民
事
訴
訟
規
則
の
準
用
等
・

法
堀
七
十
八
条
）

第
六
十
七
条
〔
略
〕

２
民
事
訴
訟
規
則
鋪
百
九
十
二
条
、
鋪
百
九
十
三
条
、

節
百
九
十
六
条
及
び
第
百
九
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は

法
第
七
十
七
条
第
二
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
同
規
則

第
二
百
条
の
規
定
は
法
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
同
規
則
第
百
九
十

七
条
第
一
噸
後
段
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
醜
み
替
えII

て
鋪
用
す
る
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
件

を
抗
告
扱
判
所
に
送
付
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
岡
規
則

第
五
十
条
の
二
及
び
第
二
百
二
条
の
規
定
は
軒
可
抗
告

の
抗
告
審
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
申
用
す
る
。
訓
刑
呵

［
３
◆
４
同
上
］

（
即
時
抗
告
の
規
定
及
び
民
車
訴
訟
規
則
の
準
用
等
・

法
第
七
十
八
条
）

輔
六
十
七
条
〔
同
上
］

２
腿
耶
紙
舩
規
則
節
両
九
十
三
条
、
第
両
九
十
三
条
、

第
百
九
十
六
条
及
び
鯆
百
九
十
九
条
鯖
一
噸
の
規
定
は

法
第
七
十
七
条
第
二
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
同
規
則

第
二
白
条
の
規
定
は
法
第
七
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
同
規
則
鯖
百
九
十

七
条
第
一
項
後
段
の
規
定
は
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
蛸
用
す
る
節
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
耶
件

を
抗
借
栽
判
所
に
送
付
す
る
蝿
合
に
つ
い
て
、
同
規
則

第
五
十
条
の
二
及
び
鋪
二
百
二
条
の
規
定
は
許
叩
抗
告

の
抗
告
群
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
顕
用
す
る
。
こ
の

劉
剖
副
測
到
叫
可
、
同
規
則
第
百
九
十
六
条
第
一
項
中
『

第
百
九
・
十
四
条
（
上
告
理
由
香
の
提
出
期
間
）
」
と
あ

る
の
は
「
非
訟
噸
件
手
続
規
則
館
六
十
七
条
輔
一
項
に

お
い
て
難
み
替
え
て
縮
州
す
る
同
規
則
節
六
十
一
条
」

と
、
「
輔
百
九
十
条
（
法
節
三
百
十
二
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
上
告
理
由
の
記
戦
の
方
式
）
又
は
節
百
九
十

一
条
（
雄
筋
三
百
十
二
条
第
三
項
の
上
告
理
由
の
紀
戦

の
方
式
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
規
則
蕊
六
十
七
条
第
二

項
に
お
い
て
醜
用
す
る
第
百
九
十
九
条
第
一
項
」
と
、

一
五
六

一
五
五



許
可
」
と
、
「
法
踊
三
百
十
五
条
（
上
告
の
理
由
の
記

戦
）
輔
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
非
舩
事
件
手
続
規
則
第

六
十
七
条
第
二
頃
に
お
い
て
鵡
川
す
る
第
百
九
十
九
条

第
一
項
」
と
跣
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

［
３
．
４
略
］

剛
輔
百
九
十
六
条
輔
一
項
中
「
節
百
九
十
四
条
（
上
告

理
由
雷
の
提
出
期
間
）
」
と
あ
る
の
は
「
非
訟
車
件
手

続
規
則
第
六
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
醜
み
替
え
て
準

州
す
る
同
規
則
第
六
十
一
条
」
と
、
「
鋪
百
九
十
条
（

法
第
三
百
十
二
条
鋪
一
項
及
び
第
二
項
の
上
告
理
由
の

記
戦
の
方
式
）
又
は
第
百
九
十
一
条
（
法
飾
三
百
十
二

条
第
三
項
の
上
告
理
由
の
記
戦
の
方
式
）
」
と
あ
る
の

は
『
同
規
則
第
六
十
七
条
節
二
項
に
お
い
て
鵬
用
す
る

第
百
九
十
九
条
第
一
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第

．
・
一
百
十
六
条
（
原
銭
判
所
に
よ
る
上
告
の
却
下
）
第
一

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
上
告
却
下
」
と
あ
る
の
は
「

非
訟
駆
件
手
銃
法
飾
七
十
七
条
輔
二
項
の
申
立
て
の
不

｜
に

よ
り
作
剛
さ
瓶

一
回
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
’

伺
蜘

［
３
．
４
同
上
］

〔
新
設
］

同
条
鋪
二
項
中
『
法
第
三
百
十
六
条
（
陳
裁
判
所
に
よ

る
卜
告
の
却
下
）
舗
一
収
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
上
告

却
ｒ
」
と
あ
る
の
は
「
非
舩
本
件
手
続
法
第
七
十
七
条

第
二
項
の
申
立
て
の
下
許
可
」
と
、
「
法
第
三
百
十
五

条
（
上
告
の
理
由
の
記
載
〉
第
二
項
』
と
あ
る
の
は
「

非
訟
耶
件
平
統
規
則
輔
六
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準

川
す
る
鯆
百
九
十
九
条
節
一
項
」
と
跣
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

一
一
五
七

立

八

一
一
五
九

冬
、
、
〃

＆
ノ
ア
Ｉ

： 燕誰
叩
昇
（
に
剛
荊
断

を
卸
音
テ
ー
プ
又

側
削
一
一

側

１
身
卸
一 I

I
日
融
省
」
と
い
う

Ｉ
）
節
三
十
一
条
②…
稚
神
卵
五
十
一
号

（
平
戚
二
十
三
年 ！

る
軌
を
含
む
‐
》

す
る
こ
と
が
で
き

る
方
注
に
よ
り
一Ｉ
（
こ
れ
ら
槌
綿
ず



－

1

－

［
新
設
］

一
一
一
ハ
ー

一
一
ハ
ー

－

謂報謂報蝿
副

q■■■■■■■■■■

ヨ

蝿
－

一
ふ
ハ
ゴ

六

四

！
刺

綱 I
に
よ
り
作
成
さ
れ

…
当
勘
隣
述
α
剣
商

＃
フ
ァ
イ

ーして
ル
に
配
卿

！ リ
1 ＃ il

： ＃

:j
副

；

鯛 ； ；
I

白
（
以
下
一
蹴
日

鮪
三
十
一
条
の
函 ：
！；
添
付
Ｌ
な ！

；



－

｢鯨 1
’

■■■

｜

１

‐

‘

ｌ

‐

一
縦

六

五

ハ
《
ハ

→

一旦一

〃、

七

、
Ｌ
、

〃

リ

ノ

＝

:i 調欺
第
百
二
十

α
二
飼
勾
二
町
〃

百
二
’
二
条

卵
二
噸
、
節

度
飼
さ
せ
な
け
れ

釘
‘Ｉ

駈
軸
さ
せ
な
け
れ

叫

，i
斜

；
靴:； ；

~1

；
非
訟
巾
件
手
続
綱

リ

；
件
手
続
規
則
第
四

； ！
み
替
え

割
る
も
の
と

な
け
れ
側
」
と
剛



一
一
六
九

一
一
七
、

二一

七

一

七

二



'1 "調
側

； 調
一
調

’‘； "；
｡蝿 ； 鯛

ー

七

三

七
四

（
国
際
的
な
子
の
琢
取
の
民
車
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
腱
関
す
る
法
律
に
よ
る
子
の
返
通
に
関
す
る
噺
件
の
手
続

聯
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

鋪
五
十
八
条
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
巾
上
の
側
面
に
閲
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
祢
に
よ
る
子
の
返
還
に
間
す
る
巾

件
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
最
高
餓
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
柵
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
噸
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
郎
分
の
よ
う
に
改
め
・
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
皿
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
．
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

［
輔
一
節
略
〕
｜
［
第
一
節
側
上
］

［
舗
一
款
略
〕
｜
〔
第
一
款
同
上
］

ー

●

七

六

一
七
五

卿
』

！
α
胆
吋
一
胸
部
砿

側
側
罫
Ⅲ
１
王
昇

艸
融
馴
艸
手
舗

I
雌
駈
闘
を
証
卸
し

…

改
正
後

改
正
前

伽
考
表
中
の
［
〕
の
記
戦
及
び
対
象
規
定
の
二
皿
傍
線
を
付
し
た
標
紀
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。

』
と
鮒
み
替
え
る 識識



立
事
件
の
手
続

［
第
一
目
・
第
二
目
略
］

第
三
目
事
実
の
嗣
査
及
び
鉦
拠
刷
べ
（
輔
四

十
四
条
ｌ
剰
刈
。
Ⅲ
珂
剰
副
割
叫
）

［
苑
四
目
・
蕊
五
目
略
］

〔
堀
三
秋
～
第
五
紋
略
〕

［
第
三
節
・
鯖
四
節
略
］

［
鋪
二
軍
～
第
四
章
略
」

附
則（

当
事
者
等
が
紋
判
所
に
提
出
す
べ
き
召
面
の
記
戟
事

項
）

第
一
条
申
立
替
そ
の
他
の
当
亦
者
、
子
の
返
通
に
関
す

る
耶
件
の
手
統
に
参
加
し
た
子
（
以
下
ゴ
刷
刺
詞
測
制
副
刈

す
る
０

［
一
～
六
略
〕

［
２
略
］

（
紋
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ

る
提
出
）

第
二
条
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る

Ｊ
副
科
呵
ゴ
刺
到
到
叫
に
お
い
て
叩
に
「
手
続
に
参
加
し
た

子
」
と
い
う
。
）
又
は
代
理
人
が
裁
判
所
に
提
出
す
べ

き
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
当
蛎
者

、
手
続
に
渉
加
し
た
子
又
は
代
理
人
が
飼
剃
１
制
訓
蜘
遡
引

耐
刎
副
到
刈
姻
刈
刺
引
到
刎
刻
刻
呵
週
矧
回
耐
型
刈
到
刺
倒
削
剴
荊

綱
刎
剥
剛
呵
１
鯛
ヨ
Ⅶ
ｌ
剛
山
剴
創
酬
詞
樹
剃
副
引
到
引
釧
渕
判
司

劉
型
『
笥
個
剥
珂
到
司
Ｊ
回
１
記
名
押
印
）
を
す
る

も
の
と

［
輔
一
目
・
第
二
目
同
上
］

第
三
Ⅱ
車
実
の
胴
査
及
び
証
拠
四
・
へ
（
節
四

十
四
条
ｌ
刎
刺
利
河
刺
剖
詞
）

〔
節
四
目
・
第
五
目
同
上
］

〔
節
三
紋
～
鯆
五
敦
同
上
〕

［
第
三
節
・
鋪
四
節
同
上
］

［
第
二
章
～
第
四
章
同
上
］

附
則（

当
巾
者
等
が
栽
判
所
に
提
柵
す
べ
き
画
面
の
記
戦
叩

項
）

第
一
条
申
立
書
そ
の
他
の
当
耶
者
、
子
の
返
還
に
関
す

る
車
件
の
手
続
に
参
加
し
た
子
（
以
下
ゴ
刎
訓
詞
に
お
い

［
｜
～
六
同
上
〕

〔
２
同
上
］

（
絞
判
所
に
提
出
す
べ
き
瞥
而
の
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ

る
提
出
）

第
二
条
［
同
上
］

て
叩
に
『
手
続
に
参
加
し
た
子
』
と
い
う
。
）
又
は
代

理
人
が
裁
判
所
に
提
出
す
べ
き
習
面
に
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
戦
し
、
当
事
者
、
手
続
に
参
加
し
た
子
又

は
代
理
人
が
脳
倒
倒
瑚
則
判
刈
釧
も
の
と
す
る
。

一
一
七
七

七

八

鯛

I
』

I ’
も
の
を
除
き
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
を
利
用
Ｌ
て
送
臆
す
る

こ
と
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

冒
略
］

二
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る

条
約
の
実
施
に
間
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
体

節
四
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
１
九

条
の
二
に
お
い
て
叩
用
す
る
民
巾
訴
舩
法
（
平
成
八

年
法
律
第
百
九
号
）
第
百
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る

［
：
一
～
五
同
上
］

〔
２
．
３
同
上
］

［
新
設
〕

〔
一
同
上
］

二
国
際
的
な
子
の
獅
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る

条
約
の
実
施
に
閲
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律

第
四
十
八
号
。
以
下
「
雛
』
と
い
う
。
）
第
六
十
九

条
の
二
に
お
い
て
準
川
す
る
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八

年
法
律
第
百
九
号
）
第
百
三
十
三
条
第
一
＠
項
の
規
定

に
よ
る
劃
剖
叫

一
一
七
九

八
、



釧
剤
判
ｌ

（
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
の
方
式
等
に
関
す
る
民
耶
訴

訟
規
則
の
準
川
）

輔
四
条
闘
刺
制
剛
瑚
測
叩
劉
判
訓
剣
調
判
司
刺
矧
．
叫
剃
イ
副
刈
の

規
定
は
子
の
返
通
に
関
す
る
亦
件
の
手
続
に
お
け
る
申

立
て
そ
の
他
の
申
述
の
方
式
回
訓
訓
吋
可
、
同
規
則
輔
五

条
の
規
定
は
子
の
返
通
に
間
す
る
耶
件
の
手
続
に
お
け

る
凹
類
の
記
靴
の
仕
方
に
つ
い
て
墹
刷
判
叩
到
１
Ｊ
訓
刎
剖
劉

剖
釧
。
珂
州
刊
可
ｌ
圃
卿
則
剰
到
釧
詞
剃
ゴ
噸
副
可
斗
闘
制
刺
判
馴

割
糾
副
矧
河
測
剥
削
到
瑚
鯏
川
訓
１
．
剖
到
珂
鋼
“
醐
呵
呵
倒
剛
削
Ｈ

例
刻
副
叫
刊
洲
劉
刑
鯛
ｌ
利
Ｎ
則
川
副
濁
切
到
封
澗
利
ｌ
叫
利
削
判
Ⅵ

鯛

I |ll
叫
刺
到
叫
側
刺
叫
刈
引
問
剖
叫
１
勾
笥
針
ｕ
湖
則
洲
引|I

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
訓
川
１
局
第
ゴ
ー
冊
ゴ
コ
調
の
ゴ

る
通
知
は
、
裁
判
所
書
記
官
に
さ
せ
る
こ
酬
判
鯛
で

鞆
四
条

刺
幽
到
呵
判
矧
河
測
呵
叫
剖
蠅
刺
引
判
酬
捌
潮
判
判
剴
州
副
Ⅵ
、
岡

規
則
鋪
五
条
の
規
定
は
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件
の
手

続
に
お
け
る
書
顛
の
記
載
の
仕
方
に
つ
い
て
墹
刺
劉
馴
旬

１ 荊
刮
創
司
司
鯏
。
』
弱
の
規
定
は
子
の
返
還
に
関
す
る
蛎
件

の
干
統
に
お
け
る
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
の
方
式
回
１
可

（
申
立
て
そ
の
他
の
申
述
の
方
式
等
に
関
す
る
民
嚇
訴

④

舩
規
則
の
準
用
）

一
一
八
一

一
人

第

１１１
劃
出
’

（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
の
当
小
者
能
力
の
判
断

資
料
の
提
出
等
・
怯
節
四
十
三
条
）

第
十
三
条
子
の
返
還
申
立
事
件
の
手
続
に
お
け
る
法
人

、
で
な
い
社
団
又
は
財
団
の
当
事
者
能
力
の
判
断
資
料
の

提
出
に
つ
い
て
は
民
巾
斫
訟
規
則
刎
判
Ⅷ
叫
剰
刎
到
Ｊ
判
の

規
定
を
、
子
の
返
還
申
立
巾
件
の
手
続
に
お
け
る
法
定

代
理
権
及
び
手
続
上
の
行
為
を
す
る
の
に
必
要
な
授
権

の
証
明
に
つ
い
て
は
同
規
則
剰
判
判
型
剰
制
。
剖
珂
の
規
定

を
、
子
の
返
耐
申
立
本
件
の
手
続
に
お
け
る
法
定
代
理I ’

椎
の
澗
滅
の
届
出
に
つ
い
て
は
同
規
則
鋪
十
七
条
航
段

の
規
定
を

に
よ
り
』
と
あ
る
の
は
「
野
面
で
」
と
、
岡
劉
翻
墹
。

（
手
続
代
理
人
の
代
理
権
の
証
明
等
・
法
第
五
十
条
等

）

輔
十
七
条
手
統
代
理
人
の
権
限
の
舐
明
及
び
澗
滅
の
肌

出
に
つ
い
て
は
、
民
邪
訴
舩
規
則
舘
判
。
Ｈ
剖
訓
詞
の
規
定

を
刺
副
ｗ
打
刻
判
Ｉ

（
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
の
当
束
者
能
力
の
判
断

資
料
の
提
出
等
・
払
飾
四
十
三
条
）

踊
十
：
一
条
子
の
返
還
申
立
窮
件
の
手
続
に
お
け
る
法
人

で
な
い
社
団
又
は
財
団
の
当
瑠
者
能
力
の
判
断
資
料
の

提
出
に
つ
い
て
は
民
耶
訴
訟
規
則
荊
叫
制
馴
調
の
規
定
を

、
子
の
返
遍
叩
立
耶
件
の
手
続
に
お
け
る
法
定
代
哩
権

及
び
手
続
上
の
行
為
を
す
る
の
に
必
哩
な
授
権
の
証
明

に
つ
い
て
は
同
規
則
翻
判
判
叫
剰
型
Ⅲ
卿
の
規
定
を
、
子
の

返
還
申
立
事
件
の
手
続
に
お
け
る
法
定
代
理
権
の
消
餓

の
届
川
に
つ
い
て
は
同
規
則
第
十
七
条
削
段
の
規
定
を

燗
刺
町
制
剖
判
Ｉ

一
一
八
三

八
側



第

1州？
第

1II||||i
二 用 へ 叫
十 ・ 期 一

三 法 ロ と

条 第 及 餓
六 びみ

民 十 期 替

事 一 日 え

訴 条調 る

舩 、~" 書 も

規 に の

則 間 と

第 すす
六 る る

十 趾 。
八 車

条 所
か 舩

ら 蜆

＃ ；
節

||
i
ー

と

跣

み

替

え

る

も

の

と

す
る
｡

（
期
旧
及
び
期
日
調
書
に
閲
す
る
民
事
訴
舩
規
則
の
那

用
・
法
第
六
十
一
条
）

露
二
十
三
条
民
砺
訴
詮
規
則
第
六
十
八
条
か
ら
剰
叫
別
打

八

五

一
一
八
六

（
受
命
裁
判
官
又
は
受
託
裁
判
官
の
例
川
副
叫
瑚
割
即
払

鯆
六
十
三
条
）

鋪
二
十
七
条
受
命
裁
判
官
又
は
受
舵
紋
判
宙
が
行
う
子

の
返
還
申
立
事
件
の
手
続
の
潮
則
刎
凶
判
国
別
制
劉
引
到
は

、
そ
の
裁
判
官
が
制
刈
刻
。

（
送
遠
・
法
第
六
十
七
条
）

第
二
十
二
条
送
逓
に
つ
い
て
は
、
民
耶
釿
訟
規
則
節
一

幅
飾
五
章
節
四
節
の
規
定
（
同
岨
則
第
四
十
一
条
節
二

項
１
制
珂
司
函
討
剥
剴
叫
剰
刺
副
期
劃
引
例
１
割
瑚
叫
Ｈ
利
副
詞
羽

１
副
詞
剥
剴
１
１
銅
Ｈ
判
到
創
詞
及
び
蹄
七
十
七
条
航
段
の
岨

淀
は
、
子
の
返
還
申
立
珈
件
の
手
続
の
期
日
及
び
期
日

嗣
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
‐
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
洲

刻
湖
刊
可
釧
刈
割
瑚
口
倒
『
例
剖
創
測
剰
刈
刎
制
到
判
判
剛
割
創
刊
判

凋
Ⅱ
副
潮
川
副
剴
剖
制
叫
１
判
副
刈
剖
剖
割
別
封
刎
剴
剖
圃
吋
制
到
呵

引
剥
型
呵
口
肢
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

く
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則

第
三
十
九
条
巾
「
地
方
裁
判
所
』
と
あ
る
の
は
、
「
家

の
規
定
を
除

」
と
銃
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
受
命
狼
判
官
又
は
受
託
故
判
官
の
蜘
刺
副
矧
叫
・
注
鯆

六
十
三
条
）

鞆
二
十
七
条
受
命
故
判
官
又
は
受
託
紋
判
官
が
行
う
子

の
返
週
申
立
事
件
の
手
続
の
明
訓
叫
は
、
そ
の
裁
判
官
が

制
制
．
馴
到
。

（
送
達
・
法
第
六
十
七
条
）

節
三
十
二
条
送
達
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
舩
規
則
第
一

綱
飾
五
踊
飾
四
節
の
規
定
（
同
規
則
節
四
十
一
条
第
二

唄
測
制
副
瑚
剛
判
刈
剴
詞
の
規
定
を
除
く
。
）
を
縮
剛
す
る

・
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
規
則
第
三
十
九
条
中
「
地

方
裁
判
所
」
と
あ
る
の
は
、
「
家
庭
裁
判
所
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

|I八

七

一
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；
釧
咽
州
副
瑚
呵
州
ヨ
刎
週
釧
副
旬
ｌ
州
刈
副
判
劉
倒
ヨ
削
剥
刺
糾
。
河

ｕ
刊
Ⅶ
判
刈
訓
ｌ

（
申
立
て
の
方
式
等
に
間
す
る
民
恥
訴
舩
規
則
の
準
剛

．
法
第
六
十
九
条
の
二
）

第
：
一
十
三
条
の
二
子
の
返
還
申
立
事
件
の
手
続
に
お
け

る
申
立
て
の
方
式
等
に
つ
い
て
は
．
民
蛎
腓
訟
規
則
列

2I

I
庇
裁
判
所
」
と
鮫
み
杵
え
る
も
の
と
す
る
。

の
規
定

（
叩
立
て
の
方
式
等
に
間
す
る
民
巾
断
訟
規
則
の
碓
川

．
法
節
六
十
九
条
の
二
）

節
三
十
三
条
の
二
子
の
返
還
申
立
車
件
の
手
続
に
お
け

る
申
立
て
の
方
式
等
に
つ
い
て
は
．
腿
砿
斫
舩
規
則
刎
叩

秘
吐
耶
項
を
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
が
記
戦
さ

れ
た
」
と
あ
る
の
は
、
『
が
記
載
さ
れ
た
」
と
銃
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

［
新
設
］

〔
新
設
〕

〔
新
設
］

帆
叫
剖
瑚
引
制
訓
ｌ
剰
制
利
河
ゴ
劉
剰
判
Ｈ
斗
剰
．
Ｊ
判
測
制
副
到
刈

刊
斗
「
須
刎
Ｊ
到
．
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
嶋
合
に
お

い
て
、

一
一
八
九

一
九
口

中
「
又
は

lll II
1

‐
（
証
拠
調
ぺ
・
法
鋪
八
十
六
条
）

訓1

鯛|I I
浬
官
の
関
与
・
法
鋪
川
糾
』

（
音
声
の
送
受
侭
に
よ
る
司
幽
錨
の
淵
抽
圃
制
剴
旬
綱
判 1

〔
新
設
］

［
新
設
］

（
証
拠
圏
ぺ
・
法
第
八
十
六
条
）

一
九
一

ﾉし



第

|ll¥
制
割
剛
１
割
釧
刈
剰
釧
劉
剛
剰
刎
利
川
掴
釧
刷
捌
削
訓
判
制
副
例
説
み

特
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
六
条
子
の
返
還
申
立
本
件
の
手
続
に
お
け
る
証

拠
調
べ
に
つ
い
て
は
、
民
事
斫
舩
規
則
鯆
言
礪
節
三
章

第
一
節
か
ら
節
六
節
ま
で
の
規
定
（
同
規
則
輔
九
十
九

条
第
二
項
、
節
百
条
、
弟
百
一
条
、
荊
司
判
判
剰
刎
斗
寸
Ｉ

〔
新
設
］

引
川
到
疏
み
特
え
る
も
の
と
す
る
。

［
２
．
３
同
上
］

職
剰
司
。
『
Ｈ
４
副
詞
刷
制
副
劉
副
ヨ
判
州
制
詞
の
規
定
を
除
く
”||’ 一

一
九
三

の
側
面
に
関
す
る

九
側

；
帥
州
斗
列
劉
削
劉
日
叫
１
判
Ｈ
制
削
制
刺
刻
釧
刈|n℃１１

（
和
解
・
法
第
百
条
）

第
五
十
三
条
子
の
返
還
申
立
布
件
に
お
け
る
和
解
に
つ

い
て
は
、
民
亭
訴
舩
規
則
第
三
十
二
条
堀
一
項
及
び
第

'’I
（
和
鮒
・
法
節
百
条
）

節
五
十
三
条
子
の
返
還
申
立
耶
件
に
お
け
る
和
解
に
つ

い
て
は
．
民
耶
既
舩
規
則
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
節

［
新
設
〕

［
新
設
］

一
九
五

九
六



到
刺
剖
到
倒
釧
Ⅶ
Ⅶ
－
週
調
測
列
１
１
刺
測
剰
劉
剛
可
剣
測
剃
刊
到

糾
刑
創
引
刈
剖
劃
判
引
叫
瑚
ｕ
剖
削
Ⅶ
刈
刷
剖
引
引
掛
Ｎ
Ｊ
Ｉ

（
即
時
抗
告
の
規
定
及
び
民
事
跡
舩
規
則
の
鵡
附
・
怯

第
百
十
条
）

第
六
十
七
条
［
略
］

２
腿
耶
斫
訟
規
則
流
五
十
条
の
二
、
鋪
百
九
十
条
鞆
一

項
、
第
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
三
条
、
堀
百
九
十
六

条
及
び
鞆
二
百
二
条
の
規
定
は
、
特
別
抗
告
及
び
そ
の II I |I

る
の
は
「
記
載
し
な
け
れ
ぱ
引
Ｊ
ｄ
１
副
剛
剃
‐
則
‐
荊
司
。
（

た
も
の
と
み
剃
判
割
刺
矧
判
到
創
州
周
ｌ
鋼
測
『
醐
剣
到
哨
Ⅷ

（
即
時
抗
告
の
規
定
及
び
民
耶
斫
訟
規
則
の
館
附
・
法

第
百
十
条
）

第
六
十
七
条
〔
同
上
］

２
民
事
腓
舩
規
則
鋪
五
十
条
の
二
、
節
百
九
十
条
節
一

項
、
第
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
三
条
、
第
百
九
十
六

条
及
び
第
二
百
二
条
の
規
定
は
、
特
別
抗
告
及
び
そ
の

［
２
同
上
］

［
新
設
〕

二
項
、
第
百
六
十
三
条
轆
び
に
第
百
六
十
四
条
の
規
定

を
燗
刎
刊
打
刻
利
Ｉ

一
一
九
七

→

ﾉL

八

騨
取
の
民
邸
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
閲
す

る
法
律
に
よ
る
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件
の
手
続
等
に

閲
す
る
規
則
第
六
十
一
条
」
と
、
『
鋪
百
九
十
条
（
法

第
三
百
十
二
条
節
一
頃
及
び
節
二
噸
の
上
告
剛
山
の
記

較
の
方
式
）
又
は
飾
百
九
十
一
条
（
法
第
三
百
十
二
条

第
三
項
の
上
告
理
由
の
記
戦
の
方
式
）
』
と
あ
る
の
は

「
同
規
則
鋪
六
十
七
条
鋪
二
項
に
お
い
て
雛
川
す
る
鋪

百
九
十
条
第
一
項
」
と
肢
み
替
え
る
も
の
と
す
る
《

（
即
時
抗
告
等
の
規
定
及
び
民
事
訴
訟
規
則
の
準
用
・

法
第
百
十
二
条
〉

節
六
十
八
条
〔
略
〕

２
民
事
斫
訟
規
則
第
百
九
十
二
条
、
鋪
百
九
十
三
条
、

節
百
九
十
六
条
及
び
第
百
九
十
九
条
鋪
一
項
の
規
定
は JIW

（
即
時
抗
告
等
の
規
定
及
び
民
事
誹
訟
規
則
の
準
用
・

法
第
向
十
二
条
）

節
六
十
八
条
〔
岡
上
］

２
民
蛎
訴
訟
規
則
第
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
三
条
、

第
百
九
十
六
条
及
び
鞆
百
九
十
九
条
第
一
噸
の
規
定
は

仇
吉
審
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
．
副
刷
副
到

剖
州
測
河
川
ｑ
、
岡
規
則
鋪
百
九
十
六
条
鯆
一
唄
中
『
卵

百
九
十
四
条
（
上
告
理
由
書
の
提
出
期
間
）
」
と
あ
る

の
は
「
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
駆
上
の
側
面
に
閲
す

る
条
約
の
実
施
に
間
寸
る
法
神
に
よ
る
子
の
返
迩
に
閲

す
る
事
件
の
手
続
枠
に
関
す
る
規
則
節
六
十
一
条
』
と

、
「
第
百
九
十
条
（
法
第
三
百
十
二
条
第
一
項
及
び
節

二
項
の
上
告
理
由
の
記
範
の
方
式
〉
又
は
第
百
九
十
一

ｂ

条
｛
法
舗
三
百
十
二
条
鮒
三
項
の
上
告
即
山
の
記
戦
の

方
式
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
規
則
第
六
十
七
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
鋪
百
九
十
条
第
一
項
」
と
跣
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

一
一
九
九

一
○
０



法
鋪
百
十
一
条
第
二
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
同
規
則

第
二
百
条
の
規
定
は
法
節
百
十
一
条
鋪
二
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
を
す
る
幽
合
に
つ
い
て
、
同
規
則
第
五
十
条

の
二
及
び
第
二
百
二
条
の
規
定
は
許
可
抗
告
の
抗
告
審

に
関
す
る
手
統
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
副
‐
呵
劉
到
剛
判
判

吋
剖
１
１
剛
則
叩
制
珂
刈
Ｈ
劉
創
割
引
刺
Ｊ
耐
引
刺
澗
瑚
鯏
可
刹
叫

瀬
割
引
引
刑
訓
訓
科
剖
制
釧
劉
州
閲
剥
剤
制
咽
圃
刎
制
『
剛
『
刈
引
科撫’

十
六
条
第
一
項
中
「
第
百
九
十
四
条
（
上
告
理
由
啓
の

提
出
期
間
）
」
と
あ
る
の
は
「
凶
隙
的
な
子
の
騨
取
の

民
事
上
の
側
面
に
間
す
る
条
約
の
実
施
に
関
す
る
法
伸

に
よ
る
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件
の
手
続
等
に
関
す
る

規
則
輔
六
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
鯨
み
替
え
て
串
用

す
る
同
蜆
則
節
六
十
一
条
」
と
、
「
鋪
百
九
十
条
（
怯

第
三
百
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
上
告
理
由
の
記

戦
の
方
式
）
又
は
第
百
九
十
一
条
（
法
第
三
百
十
二
条

節
三
噸
の
上
告
理
由
の
記
戦
の
方
式
）
」
と
あ
る
の
は

『
同
規
則
第
六
十
八
条
第
貝
項
に
お
い
て
龍
用
す
る
第

百
九
十
九
条
第
一
項
』
と
、
伺
条
魂
二
項
中
『
法
塘
三

同
規
則
節
百
九

法
第
白
十
一
条
第
二
項
の
申
立
て
に
つ
い
て
、
同
規
則

弗
二
白
条
の
規
定
は
法
第
百
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
許
可
を
す
る
鯛
合
に
つ
い
て
、
同
規
則
輔
五
十
条

の
二
及
び
筋
二
百
二
条
の
規
定
は
許
可
抗
告
の
抗
告
審

に
間
す
る
手
続
に
つ
い
て
砿
用
す
る
。
ゴ
‐
刺
剥
到
副
引
科

Ｎ
Ｉ
ｑ
、
同
規
則
節
百
九
十
六
条
第
一
頃
中
「
第
百
九
十

四
条
（
上
告
理
由
書
の
拠
出
期
間
）
」
と
あ
る
の
は
「

国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面
に
関
す
る
条
約

の
実
施
に
閲
す
る
法
律
に
よ
る
子
の
返
還
に
間
す
る
叩

件
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
輔
六
十
八
条
第
一
項
に
お

い
て
銃
み
替
え
て
準
用
す
る
伺
規
則
第
六
十
一
条
」
と

、
「
第
百
九
十
条
（
法
第
三
百
十
二
条
節
一
項
及
び
第

二
項
の
上
告
理
由
の
記
戦
の
方
式
）
又
は
第
百
九
十
一

条
（
法
鯆
三
百
十
二
条
第
三
項
の
上
告
理
由
の
記
戦
の

方
式
）
」
と
あ
る
の
は
「
同
規
則
節
六
十
八
条
節
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
第
百
九
十
九
条
第
一
項
」
と
、
同

条
粛
二
項
中
「
払
舗
三
百
十
六
条
（
原
餓
判
所
に
よ
る

上
告
の
却
下
）
節
一
項
鋪
二
号
の
規
定
に
よ
る
上
告
却

下
』
と
あ
る
の
は
『
国
際
的
な
子
の
騨
取
の
民
事
上
の

側
面
に
間
す
る
条
約
の
実
施
に
間
す
る
法
祢
第
百
十
一

条
癖
二
項
の
規
定
梶
よ
る
申
立
て
の
不
許
可
」
と
、
「

法
第
三
百
十
五
条
（
上
告
の
理
山
の
記
載
）
第
二
項
」

と
あ
る
の
は
「
国
際
的
な
子
の
奪
取
の
民
事
上
の
側
面

に
間
す
る
条
約
の
実
施
に
間
す
る
法
伸
に
よ
る
子
の
返

還
に
関
す
る
耶
件
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
鋪
六
十
八

条
第
二
項
に
お
い
て
準
州
す
る
第
百
九
十
九
条
第
一
項

○○

二

百
十
六
条
（
原
裁
判
所
に
よ
る
上
告
の
却
下
）
第
一
項

節
二
号
の
規
定
に
よ
る
上
告
却
下
』
と
あ
る
の
は
「
国

際
的
な
子
の
騨
敗
の
民
事
ｔ
の
側
面
に
間
す
る
条
約
の

実
施
に
関
す
る
法
律
第
百
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
申
立
て
の
不
許
叫
」
と
、
一
法
節
三
百
十
五
条
（
上

告
の
理
曲
の
記
戦
）
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
『
国
際
的

な
子
の
雰
取
の
民
事
上
の
側
面
に
間
す
る
条
約
の
実
施

に
関
す
る
法
律
に
よ
る
子
の
返
還
に
関
す
る
事
件
の
手

続
笄
に
関
す
る
規
則
第
六
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準

川
す
る
第
百
九
十
九
条
第
一
項
』
と
醜
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。ｉ

｜
…
｜
…

：

〔
新
設
〕

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二

○

三

一
○
四



｜
’

卸
.L

ノ、

’

九

－

1］

蹴
弁
酷
に

係

る
－

一
一

一
一

－

一
二
○
五

一

○

六

諭
一
二
○
七

○

八

：
第
六

’

八

条

に
駈
剥
し
な
け
れ

叫 威
し
‐
フ
ァ
イ
ル

叩
噸
を
版
卸
し
た

；
朝
に
記
周
す
べ
き

淀
に
ょ
．
り
町
子
風

に
剛
ろ
‐
）
の
蜆

三
号
に
係
る
部
分

側
引
創
一
卿
（
軒

雛 I
い
う
‐
）
の
配
坐
醐

条
の
嗣
脅
（
以
下

八
号
）
鮒
六
十
一

苅
圷
怯
伸
節
四
十

泓
律
｛
平
成
二
十

α
設
脇
に
段
寸
深
や

価
侭
囲
寸
〆
．
昇
撚

団
矼
侭
４
１
α
帆 ；

る
牧
を
全
画
む
！
）

す
る
こ
と
が
で
き

定
α
叩
曜
を
駈
闘



一

条
舗
・
一
噸
‐

－

寸

‐I
1■■■■■■

［
斯
設
〕

二

○

九

二

、

：
’
１

繩調
；

澗韮

｜
#|繩

一
一
一
一
一

二
節
三
噸…
三
十
一
条
壷
② 調鯛 ！

;I
＃
α
手
紙
割
龍
櫻

法
伸
に
よ
る
子
の…

α
誤
随
に
協
寸
メ
。

面
腱
段
寸
〆
一
鼻
縦

雌
の
民
事
上
の
僻

国
際
的
な
子
の
稗

；

二
十
二
条
の

１
噸
及
ひ
節
自

全
禾
の
一
房
烈
二 ： :i

I
閃

I
配
織
さ
せ
な
け
れ

測
０
１



秘1 調震

一
一

一
一
一
一
一
一
一

二

四

可1~－口 －四

ﾘ鵬’
一
割
－

二

五

二

ノ、

訓＃
ｏ
え
や
心

も
の
と

日
謡
凹
に
｝
鉱
制
し

Ｉ
を
〆
・
征
脳
草
脚

し
な
け
れ
ば
」
と

１
二
ｆ
１
Ｉ
８
ｆ

個
条
舗
二
咽
中
一…
叩
罰
合
に
躯
い
て
、

雄
用
す
る
く
こ
の

I
リ

、
節
百
二
十
一
条

…
第
三
咽
、
節
四
噸

： ；

！
劇

節
一
噸
及
ひ
馴
二

卿 御
囮
１
４
〃
身
グ
ニ

百
Ｊ
４
も
印
勺
ロ
、
Ｏ
Ｂ
ｑ
庁
０
９
．
８
〃
９
８
Ｆ ； ；

い
て
戯
み
粉
え
て

４
〃
芽
野
一
叩
に
糸

す
る
胡
肌
第
囚
十 郷

α
我
脆
に
膿
す
る 熱



｜
’
’

白
匹
十

糊
１
１
可

－

一
一

一
鍬
用
す
る
第
百
囚
一

＃ ■
■
ｎ
割
わ
』
］

’
一

－

二

七

。
一
八

斜 ｜

’

；

一
二
一
九

二
、

魂
百
匹
十
二

斜

』＃
扇
圃
駈

宮
は

＃
濁

I
す
る
剛
側
靹
四
十

： 灘
の
実
施
に
闇
す
る

圃
巾
恥
段
寸
〆
。
昇
帯

鋪
百
四
十
六；

受
合
剥
率
直
輔
ａ

節
百
四
十
二
条
（

い
て
剛
み
闇
え
て

す
る
規
側
節
四
十

… 鯛！
α
裳
随
に
脳
す
そ

西
腱
協
寸
メ
令
昇
聯 瀬

三
十
七
条
の
二
か

…
噸
ま
で
及
び
第
百

節
一
噸
か
ら
第
三

歯
子
既
惑
に
つ
い

て

』
並
Ｕ
に
錦
百
四
十

… 輝
掘
日
風
禽
に
つ
い

’て 肌
鮒
四
十
六
条
の

’四



卿

銅

の録記倣観招個

劇

ルに皮卸し、又

荘によりファイ

紺を佃月寸そた

細細）輔一噸の

…
卸力十三条②十

…
’■９ｃｄ■ゆゅ■■■Ｆ“ｆｑｑ里ＵＩ■Ｆ■『勺Ｊ１

係に仙叩囲荊る

ろ侭より、骸当

一
一
一
一
一
一

Ⅱ■■■■■■■■■■ 1■■■■■■■■■■■■■■■

リ
｜
倣
託
釘
を
配
卸
し
一

に
よ
る
子
一

－

一
一
一
一
一
一
一
一

づ

1,1

』
甚
齪
駈
錫
鰯
袖
里

…
一
譜
証
の
写
し
」；
第
百
三
十
九
条
中

調i ； i

文
当
の
写
し
』
と

あ
る
坊
は
一
測
囲

文
凹
の
写
し
』
と

件
庇
手
統
筍
に
償

…；
返
遍
に
間
す
る
車

泓
神
に
よ
る
子
の

庇
葵
雌
に
膜
す
る

価
腱
Ⅲ
寸
〆
』
努
畿 謙



（
澗
衝
背
の
財
寵
的
被
害
鈴
の
典
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
耶
の
裁
判
手
統
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
細
改
正
）

第
五
十
九
条
澗
費
者
の
財
産
的
被
害
等
の
典
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
廟
の
故
判
手
銃
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十

七
年
最
間
栽
判
所
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
．

、
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
棡
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
略
す
る
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
佃
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
侃
記
部
分
に
二
亜
悔
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
醸
対
象
規
定
を

改
正
後
桐
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
・
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
舸
梱
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
棡

に
掲
げ
る
対
敵
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
航
桐
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
腱
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
柵
げ
て
い

な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
・
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も

一
一
一
一

1 螂
；

｜
’
’

二

五

つ
む
専
二
●
、

一
一
一
一
４
ノ

の
は
、
こ
れ
を
加
え
る

附
則（

斫
状
の
記
栽
事
項
等
・
法
第
五
条
）

第
二
条
［
略
］

［
２
．
３
略
］

州
剰
到
濁
剃
瑚
醐
劉
馴
釧
剥
圃
荊
引
割
４
列
刺
叫
測I

狗
体
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
忽
間
料
お
耐
判
。
回
ｕ
４
Ｊ
ｌ
制

も
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
臼
‐
割
州
同
ｌ
当
蝿
熟
国
血
鰡
何

［
第
一
蹴
・
鋪
二
章
略
〕
一
［
飾
一
願
・
飾
二
飯
同
上
］

る
こ
と
が
で
き
る
情
報
泓
‐
記
剖
戦
剴
副
咽
超
紙
割
引
吻
州
目
の

〔
第
二
節
略
］
一
〔
第
二
節
同
上
〕

卦
）

附
則（

訴
状
の
記
載
事
項
等
・
法
鯆
五
条
）

第
二
条
［
同
上
］

〔
２
．
３
同
上
］

〔
新
設
］

二

七

二
八

備
考
表
中
の
［
］
の
記
敏
及
び
対
象
規
定
の
二
亜
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
ゥ

改
正
後

改
正
前



！
三1 －’

||’ II
組
織
（
民
珈
胴
訓
爵
硝
叫
荊
到
叫
。||I

卦の
を
い
う
‐
以
下
岡
じ
。
）
を
も
っ
て
怖
‐
戒
割
引
測
矧

る
嶋
合
は
、
こ
の
限
り
で
鞍
‐
州

〔
新
設
］

〔
新
設
〕

二
三
○

二

二

九

十
条
第
一
頃
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
作
成
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。
た
だ
し
、
裁
判
長
が
作
成
を
命
じ
た
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
ｃ

（
保
全
開
示
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
手
続
に
お
け

る
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
に
係
る
本
件
記
録
の
州
剖
咽

割
引
法
第
九
条
）

鋪
五
条
の
三
保
全
開
示
命
令
の
叩
立
て
に
つ
い
て
の
手

続
に
お
け
る
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
が
あ
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
原
裁
判
所
が
共
通
義
務
砿
認
所
訟
に
係
る

聯
件
の
掴
剖
叫
呵
制
鋼
副
剴
刎
剖
釧
圃
Ⅶ
必
要
が
な
い
と
淫
め

た
と
き
は
、
民
巾
既
舩
規
則
第
二
百
五
条
に
お
い
て
準

用
す
る
同
規
則
第
百
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
原
裁
判
所
の
裁
判
所
害
記
官
は
、
抗
告
事
件

第

|蕊’ ’
第
七

-1‐

八

条

に

お

い

て

瀬

川

す

る

雛
第 舩
面 規

六 則 I
腱
め
る
と
き
は
、
当
雌
書
面
蛾

（
保
全
側
示
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
手
続
に
お
け

る
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
に
係
る
耶
件
記
録
の
叫
胃
剛

。
法
第
九
条
）

姉
五
条
の
三
保
全
側
示
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
手

続
に
お
け
る
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
が
あ
っ
た
場
合

に
お
い
て
、
原
裁
判
所
が
共
通
義
務
確
認
訴
訟
に
係
る

耶
件
の
圃
剖
酎
封
凶
州
別
訓
司
必
要
が
な
い
と
鯉
め
た
と
き

は
、
腿
耶
斫
舩
規
則
流
一
・
百
五
条
に
お
い
て
準
川
す
る

同
規
則
第
百
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

、
腺
裁
判
所
の
故
判
所
書
記
官
は
、
抗
告
小
件
の
詞
剖
酬

（
保
全
開
示
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
手
続
に
お
け

，
る
翻
馴
制
削
剥
閏
・
法
鯆
九
条
）

節
五
条
の
二
保
全
馴
示
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
手

続
に
お
け
る
調
剥
制
劉
剰
司
は
、
民
率
訴
訟
規
則
第
七
十

八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
醐
刺
剖
呵
幽
榔
吋
剥
判
瑚
川
副
荊
潤

剛
制
刊
叫
刈
矧
Ｊ
１
節
百
六
十
条
節
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
作
成
す
る
こ
と
を
嬰
し
な
い
。
た
だ
し
、
栽
判

長
が
作
成
を
命
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
一
●
叩
一
↓
一

一
一
弐
一
一



（
保
全
開
示
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
手
続
に
お
け

る
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
が
あ
っ
た
場
合
の
判
決
又

は
決
定
の
姻
詞
割
醐
刎
・
法
第
九
条
）

第
五
条
の
四
保
全
開
示
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
手

縦
に
お
け
る
決
定
に
対
す
る
即
叶
抗
告
に
係
る
事
件
が

な
お
抗
告
密
に
係
属
中
で
あ
る
と
き
は
、
民
砺
師
舩
蜆

則
荊
刮
刊
河
剰
詞
劃
剴
側
に
お
い
て
準
用
す
る
同
規
則
輔
四

十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
通
綻
務
確

毘
駅
舩
に
係
る
事
件
の
記
録
の
存
す
る
裁
判
所
の
裁
判

所
高
記
官
が
、
判
決
又
は
決
定
の
確
定
し
た
部
分
の
み

に
つ
い
て
同
規
則
第
四
十
八
条
第
一
項
（
同
規
則
刎
剖
型

Ｈ
●
剥
制
判
創
刊
に
お
い
て
館
州
す
る
堀
合
を
含
む
。
）
の

劃
制
創
刊
珂
酬
馴
判
剛
剥
劉
瑚
醐
利
瑚
釧
矧
測
制
叫
司
制
刈
り

（
簡
易
砿
定
手
続
開
始
の
申
立
期
間
の
伸
長
・
法
鯆
十

六
条
）

輔
十
条
の
二
挫
舗
十
六
条
輔
二
猟
の
規
定
に
よ
る
申
立

て
腱
係
る
巾
立
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
戦
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
詞
皿
鯏
刎
剣
副
幽
の
み
を
抗
告
戴
判
所
の
裁
判
所
書
記
官

に
訓
釧
副
欝
測
叫
足
り
る
。

〔
削
る
〕

の
み
を
抗
告
栽
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
に
遡
酬
判
川
刈
刷
，

足
り
る
。

１２
前
項
の
規
定
に
よ
り
航
告
耶
件
の
記
録
が
送
付
さ
れ

た
場
合
に
お
い
て
、
抗
告
裁
判
所
が
同
項
の
共
通
凝
務

確
鱒
訴
舩
に
係
る
事
件
の
記
録
が
必
哩
で
あ
る
と
鰯
め

た
と
き
は
．
抗
告
絞
判
所
の
裁
判
所
書
記
官
は
、
辿
や

か
に
、
そ
の
送
付
を
原
紋
判
所
の
裁
判
所
苔
記
官
に
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
全
開
示
命
令
の
巾
立
て
に
つ
い
て
の
手
続
に
お
け

る
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
が
あ
っ
た
掛
合
の
判
決
又

は
決
定
の
剛
制
『
畑
副
割
引
・
法
第
九
条
）

第
五
条
の
四
保
全
開
示
命
令
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
手

統
に
お
け
る
決
定
に
対
す
る
即
時
抗
告
に
係
る
事
件
が

十
八
条
第
二
頃
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
通
殺
務
砿

腿
斫
訟
に
係
る
巾
件
の
記
録
の
存
す
る
戯
判
所
の
蚊
判

所
書
記
官
が
、
判
決
又
は
決
定
の
確
定
し
た
部
分
の
み

に
つ
い
て
同
規
則
第
四
十
八
条
第
一
項
（
同
規
則
潮
剖
叫

叶
剰
詞
到
ヨ
列
に
お
い
て
準
用
す
る
塒
合
を
含
む
。
）
の

佃
刎
制
到
珂
刻
酬
判
訓
訓
。

（
簡
易
確
定
手
続
開
始
の
申
立
期
間
の
伸
長
・
法
鋪
十

六
条
）

節
十
条
の
三
〔
脚
上
〕

な
お
抗
告
審
に
係
属
中
で
あ
る
と
き
は
、
民
事
解
舩
規

則
剰
刮
刊
河
須
鋼
割
ゴ
判
に
お
い
て
単
用
す
る
同
規
則
鯏
四

一
一
一
一
一
一
一
一
一

一

二二

四

斗
澗
刺
忍
申
立
書
に
は
、
既
に
法
第
十
六
．
条
第
二
項
の

決
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
伸
長
さ
れ
た
期
間

を
証
す
る
文
瞥
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

轆
切
〔
略
］

［
削
る
］

六I 五1 戸

I
誰：

了 ’

し

た

日

に た 鱒

よ 日 訴

つ 又 訟

て は に

共

通

雑
務
確

艶

訴

舩

が

終

（
簡
易
確
定
手
続
開
始
の
申
立
番
の
記
載
事
頓
・
法
第

珂
共
通
義
務
確
蕗
斫
訟
に
お
け
る
調
求
を
露
容
十
る

判
決
が
確
定
し
た
、
又
は
荊
捌
剰
判
矧
圃
刊
ｌ
醐
制
斗
訓
科

潮
刺
司
川
叫
測
制
剃
川
引
剣
調
飼
料
制
型
Ⅷ
到
訓
刈
訓
司
醐
制
割
引

司
刎
到
門
鯏
刹
列
Ⅵ
ｑ
剖
劉
瑚
鯛
制
忍
醐
岡
洲
制
型
川
副
ゴ
川
副
司

副
副
剴
釧
副
刎
副
洲
州
に
よ
っ
て
共
通
装
務
確
鰐
斫
訟
が

終
了
し
た
日

刈
〔
同
上
］

Ｉ２
前
項
の
申
立
轡
に
は
、
次
侭
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
魯

面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

31
既
に
法
第
十
六
条
第
二
収
の
決
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ

の
旨
及
び
伸
長
さ
れ
た
期
間
を
証
す
る
文
書
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
簡
易
確
定
手
続
開
始
の
申
立
書
の
記
載
本
項
・
法
第

一
共
通
躯
勝
砿
鍔
斫
訟
に
お
け
る
納
求
を
腿
容
す
る

判
決
に
つ
い
て
の
判
決
書
又
は
民
耶
斫
訟
法
第
二
百

五
十
四
条
第
二
項
の
副
書
の
写
し
及
び
当
砿
判
決
の

確
定
に
つ
い
て
の
虹
明
書

二
鮒
求
の
認
硴
、
桂
舗
二
条
節
四
号
に
規
定
す
る
義

務
が
存
す
る
こ
と
を
昭
め
る
旨
の
和
解
又
は
和
解
金

憤
権
が
存
す
る
こ
と
を
留
め
る
旨
の
和
郎
の
餌
書
の

写
し

〔
一
～
四
同
上
〕

〔
新
殴
〕

二

三

五

の
申
立
害
に
は
、

一
義
《
ハ



1 十
七
条
）

第
十
一
条
法
諦
十
七
条
の
蛾
渦
紋
判
所
規
則
で
定
め
る

事
項
は
、
吹
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
．

〔
一
～
四
略
］

到
對
捌
副
剰
珂
刑
副
鯏
剖
制
日
掛
叫
引
刺
捌
到
司
倒
制
制
釧
句

測
剥
割
判
剛
刈
劇
判
Ｈ
斗
訓
河
口
刷
判
画
制
刻
副
判
判
刎
刎
劉
馴
矧

利
［
略
〕

側
．
［
略
］

［
２
．
３
略
〕

JI|
：

を
厳
別
す
る
た
‐
醐
刷
矧
鋼
判
所
期
矧
州
ｕ
剃
詞
州
別

到
［
同
上
］

到
州
〔
同
止
］

〔
２
．
３
同
上
］

（
簡
易
確
定
手
続
閲
始
の
申
立
番
の
添
付
書
面
・
法
諏

十
七
条
）

剰
判
則
引
剥
捕
易
砿
定
手
続
側
始
の
申
立
啓
に
は
、
次
に

掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
谷
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
・一

共
通
雑
務
確
諺
斫
訟
に
お
け
る
謂
求
を
望
容
す
る

判
決
に
つ
い
て
の
判
決
書
又
は
民
巾
訴
詮
法
飾
二
百

五
十
四
条
節
二
項
の
調
書
の
謄
本
及
び
当
該
判
決
の

確
定
に
つ
い
て
の
証
明
書

二
鮒
求
の
腿
膳
、
法
鋪
二
条
鮒
四
号
に
規
定
す
る
綻

務
が
存
す
る
こ
と
を
罷
め
る
旨
の
和
解
又
は
和
解
金

債
権
が
存
す
る
こ
と
を
認
め
る
旨
の
和
解
の
調
杏
の

脇
本

２
荊
唄
に
規
定
す
る
ほ
か
、
伺
噸
の
申
立
書
に
は
、
怯

第
十
六
条
節
二
項
の
決
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及

び
伸
長
さ
れ
た
期
間
を
証
す
る
文
書
を
添
付
し
な
け
れ

十
七
条
）

第
十
一
条
〔
同
上
］

［
一
～
四
同
上
］

〔
新
設
〕

二

三

七

二
三
八

ll
第

||II
は
そ
の
者
が
外
国
に
在
る
川
副
副
凶
１
噸
出
削
り
「
劃
咽
噸

ば
な
ら
な
い
。

（
簡
易
確
定
手
統
の
費
州
及
び
倒
別
費
剛
の
負
枢
・
払

節
五
十
一
条
等
）

輔
三
十
四
条
民
事
訴
詮
規
則
第
一
編
第
四
章
第
一
節
の

刈
珂
は
、
簡
易
砿
定
手
続
の
費
用
及
び
個
別
脅
用
の
負

担
に
つ
い
て
燗
刎
叫
打
刻
利
Ｉ

［
新
設
〕

一
二
三
九

一
四
、



計

||ll l
訓
針
剃
州
叫
矧
閲
對
創
副
刷
判
闘
洲
州
列
呵
渕
制
剖 IiII

I

I
〔
新
設
〕

［
新
設
］

［
新
設
〕

［
新
設
］

、

二

四四
一

'1|
叫
刺
剴
淵
副
詞
割
叫
叫
ｊ
引
間
制
創
ｄ
刻
刻
釧
瑚l1lll
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

［
新
設
］

〔
新
設
〕

二

四

三

一
四
四



|||■
I

職
耶
有
に
送
達
す
る
こ
と
が
で
き
ろ

簡
易
砿
定
‐
弔
剖
鯛
口
到
剤
引
到
釧
瑚
劉
割
剃
剰
刎
鋼
判
呵
叫
刈

［
斯
設
］

［
新
設
］

〔
新
設
〕

例

六

一
二
四
五

I; ■

|| I |||’
１
１I

算
叡
を
予
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い I

合
に
お
け
る
費
用
の

別

（
民
巾
腓
舩
規
則
の
準
川
・
松
第
五
十
三
条
）

剰
訓
司
可
刻
釧
利
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
簡
易

確
定
手
続
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り

、
民
聯
斫
訟
規
則
第
一
縄
第
一
承
１
剥
到
引
刺
剖
揃
到
創
詞

１
制
到
州
剰
刎
イ
コ
劇
酬
制
荊
創
科
到
鯛
ｑ
１
４
Ｊ
ｌ
剰
斗
副
矧
斗

剰
１
割
朝
ｌ
潮
イ
コ
刈
調
期
斗
制
訓
叫
叫
刎
イ
ヨ
洲
ｌ
測
ゴ
皿
則
斗

〔
新
設
〕

リ 二
四
七

四

八



I I ’ll1111
JI

（
異
議
後
の
斫
訟
腱
つ
い
て
の
授
椎
の
証
明
等
・
法
節

五
十
七
条
）

一
二
四
九

二
五
○

’
１

１４
〔
略
］

副
○
〔
略
］

（
手
続
の
受
継
の
巾
立
て
の
方
式
・
法
第
六
十
六
条
）

節
四
十
三
条
炭
車
腓
舩
規
則
館
五
十
一
条
の
測
制
『
引
凶

第
：
一
十
七
条
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
授
権
は
、
副
コ
叫

訓
副
凶
制
削
珂
瑚
刺
渕
珂
回
川
副
川
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

BI

I
ｊ
｜
…
一
曲

十
六
条
第
一
項
の
規
定
ｄ
州
割
引
判
網
刎
副
渕
瑚
に
つ
い
て

砧
川
す
る
。

は
、
法
第
六

１２
〔
同
上
〕

Ｉ３
〔
同
上
］

（
予
続
の
受
継
の
申
立
て
の
方
式
・
法
第
六
十
六
条
）

第
四
十
三
条
民
事
腓
訟
規
則
筋
五
十
一
・
条
の
測
剖
卿
は
、

法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
側
州
訓
Ⅷ
引
綱
洲
刺
“
判
叫

か
下
と
去
一
に
つ
い
て
準
用
す
る
？

節
三
十
七
条
法
節
五
十
七
条
第
一
項
の
授
櫨
は
、
何
劃
町

制
‘
趾
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
新
設
］

［
新
設
］

〔
新
設
］

一
二
五 五



卿

，リ

二

五

三

五
四

謂蝿1蝿|蝿
…
｜
Ｉ

－

一
・
五
六

一
正
五

：
凱
二

十
三
条

が
私
人
に
よ
り
作

；
餌
ｋ
刊
日
脚
駈
岱

：



控調1鞠測

：

一
二
五
七

三
五
八

割噌謂謂|"調
一
一
一

｜
計
； ｡；

"；
難I

一

索
画
α
力
《

肘
α
舶
司

■■■■■■■

一
二
五
九

阜坐

〃、

（）

馴
訟
証
側
の
閲
覧

耐
髄
雌
駈
臼
俄
祝

財
丁１ 瑚

項
を
鉦
明
し
た

付
若
し
く
は
当
骸

鵬
１
房
・
中
耶
を
剛

…
胡
定
す
る
駅
戯
に

卿
唄
の
皿
明
）
に

（
勵
段
に
脇
寸
〆
今

１
Ｊ
。
ｌ
叩
び
曲
り ；

に
腱
す
る
巾
噸
の

…
抄
本
の
交
付
‐
そ

…
脳
写
‐
そ
α
ｒ
本

；



城

一

馬

列

眼

－

Ⅷ
制
挺

〆
凶
孟
制
州
も
才
０
禍
”
今
叶
叩

一
一

引
沸

脱
＃
ず
〃
．
随

1■■■■■■

一
一
一
一
ハ
ー

ノ、

;

一
一
一
一
ハ
ー
ニ

一

ﾉ<

四

罫
凹
Ｉ
北
部

α
二
期
二
噸

鯏
匹
’
七
条

第
一
噸
及
び I

歳
釘
に
毛
い
て
画

甚
測
及
侭
蘭
騒
＃

甚
翻
及
胴
刷
騒
隙

脳
‐
馴
刎
耐
到
河
呵

勘；
又

I:

測
駐
伽

刊
鷺
に
石
し
て
脳

… ！
割

偶
〆
．
＃
Ⅱ
咳
駈
間

簡
易
砿
定
乎
絞
に

を
除
く
‐
）
は
、



二

六

五

一
生
ハ
ー
ハ

雛

一

六

七

二
六
八

州誰 ！
に
配
卸
し
な
け
れ

剛 こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル

廊
釘
を
作
成
し
‐

る
軌
を
《
ロ
む
‐
）

す
る
こ
と
が
で
き

る
方
法
に
よ
り
一…
（
こ
れ
ら
腱
抑
寸

は
ビ
デ
オ
テ
ー
プ

を
野
音
テ
ー
プ
又

●

令

ｍ
酬
鋤
軒
凹
咋
胆
輔
皿

Ｉ
劇
し
な



I
jI

嫌

－

一
一

他

ー
■■■■■■■

’

一

一
二
六
九

こ
うく

－

叫

－

七

二

七

矼
子
対
繭
筒
」
と

１
＃
駈
箇
（
助
Ｔ
一

漣
託
挺
係
る
稲
観

劉臘
卸
し

て
耐
子

こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル

：
に
橡
付
し
て
舐
曾

係
る
卵
仰
の
服
部

個
易
研
定
手
続
侭

遡
当
と
鰹
め
る
も

刺 調
哨
儲
に
糸
↓
て

オ
テ
ー
ブ
そ
の
他

士
圃
テ
ー
プ
ヒ
デ

：
鯏

六

’

八

条

に
駈
飼
し
な
け
れ

脚 剛
し
‐
フ
ァ
イ
ル

蘭
囲
賊
配
聞
を
作

巾
噸
を
記
録
し
た

梱
に
駈
脚
す
べ
き

淀
に
よ
り
Ⅷ
子
飢 調！

甜
子
累
祖
α
駈
闘

灘

;i
劇

！ ：
節
九

十

六

条

の
二
航
望
一
頓 ！

α
什
成
に
Ⅲ
い
る

罰

； I ； ； ：

；
噸
閏
を
練

…
付
し
な ；

＃ 3 ’ 割



四
鋪
百
八
条
（
蹴

１１

－
１
一

鯛鱸

二

七

三
七
四

必
一
二
七
五

二

七

六

鯏
百
四
十
二

刺

1 :： i
；

舘
一
噸
及
Ｕ
藻
二

列 節
三
十
五
条
α
大

恥
剣
Ｕ
に
価
剛
側 ： ；

劇
談
み
梱
え
て
鞭
開

…
厩
△
十
二
Ｗ
卜
糸
↓
て

三
十
七
条
②
ニ
カ

…
噸
ま
で
及
ひ
凱
百

剪
一
耶
力
陽
一
騨
三

稲
子
風
習
に
乞
い

’て

1
調！

か
ら
前
条
ま
で
（

ｉ ；
櫛
え
て
鞭
用
す
る

…
二
に
お
い
て
航
み



"1i

純増
一
二
七
七

二

七

八

岬

文α写の習」し

や牙α八

‘I

I伺

鼻

〆・好側雰五十三

卿α弔伊に脳寸

α醐可制〃α巾

敞な回欄のため

流則②者費鯲‐

…
条五十三卵側耕

剛

一
二
七
九

誼

八

、



；褐
一
蹴
…

脚
信
一
か
十

判
刺
１
１
剛

洲
…
｜
…

I

：'蝿

一
二
八
一

一
二
八
二

（
消
費
者
の
財
産
的
被
害
等
の
集
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
間
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
描
砥
）

第
六
十
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
消
費
者
の
財
産
的
被
害
等
の
築
団
的
な
回
復
の
た
め
の
民
邸
の
裁
判
手
続
の
特
例

に
関
す
る
規
則
（
吹
項
に
お
い
て
「
改
正
後
消
費
者
特
例
規
則
』
と
い
う
。
）
第
十
条
の
二
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
の

規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
提
起
さ
れ
る
共
通
凝
務
確
認
訴
訟
の
結
果
を
前
提
と
す
る
簡
易
確
定
手
続
開
始
の
申
立
期
間
の
伸

長
及
び
簡
易
確
定
手
続
開
始
の
申
立
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
提
起
さ
れ
た
共
通
義
務
確
認
訴
舩
の
結
果
を
前
提

と
す
る
簡
易
確
定
手
続
開
始
の
申
立
期
間
の
伸
長
及
び
簡
易
確
定
手
続
開
始
の
申
立
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

》
〈
》
⑤

２
改
正
後
消
費
者
特
例
規
則
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
さ
れ
る
消
費
者
の
財
産
的
被
害
等
の
築
団
的

な
回
復
の
た
め
の
民
事
の
裁
判
手
続
の
特
例
に
関
す
る
法
神
（
平
成
二
十
五
年
法
律
節
九
十
六
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
同
法
第
五
十
七
条
節
一
項
の
異
議
後
の
訴
訟
に
お
け
る
同
項
の
授
権
の
証
明
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
さ
れ
た
同
法
節
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
腱
係
る
同
法
第
五
十
七
条
第
一
頂
の
異
議
後
の
訴
訟
に

お
け
る
同
項
の
授
橘
の
証
明
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

、
。

一
二
八
三

二

八

四

，

；
：

：
！

割
』
と
誠
み
替
え
る

録
し
た
記
録
媒
体

心
司
α
一
一
制
勾
一
瓦
夕
〃

…
錨
側
雰
百
匹
十
九

●
ス
て
輔
〃
す
〆
・
価

三
十
五
条
②
十
二Ｉ

備
考
表
中
の
［
］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
亜
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。



節
六
十
一
桑

正
す
る
．

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
楓
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
Ⅲ
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

ゴ
制
訓
叫
叫
荊
剴
割
削
遡
胡
Ｍ
制
劉
叫
Ｈ
ゴ
劉
測
剴
斗
Ｈ
ゴ
コ
罰
叫

遡
釧
引
鬮
ｄ
則
Ｊ
１
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
規
則
剰
刮
司
河
。
割
到
呵
．
ｕ
１
「
荊
斗
制
到
中
『
こ
の
規
則

の
規
定
（
剰
刮
訶
可
．
剥
刷
刊
刀
叫
（
秘
厩
耶
項
届
出
啓
而

の
記
戯
事
唄
導
）
節
一
項
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
』
と
あ
る
の
は
「
非
舩
耶
件
手
続
規
則
（
平
成

二
十
四
年
最
，
働
故
刊
所
規
則
第
七
号
）
の
規
定
』
と
、

同
条
第
二
唄
小
「
こ
の
規
則
』
と
あ
る
の
は
「
非
訟
束

件
手
続
規
則
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

［
２
．
３
略
］

（
発
偲
者
愉
偲
聞
示
命
令
事
件
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

（
十
一
桑
発
傭
者
怖
鰕
開
示
命
令
耶
件
手
続
規
則
（
令
和
四
年
晶
高
故
判
所
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

廟
訴
舩
規
則
（
平
成
八
年
最
商
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

潮
Ｊ
剖
圏
潮
川
副
可
呵
測
制
司
引
剛
刷
叫
川
刎
剣
制
州
斗
剰
刎
到
剴
吋

七
条
）
’
七
条
）〔

２
．
３
同
上
〕

巾
訴
既
規
則
（
平
成
八
年
最
高
鋭
判
所
規
則
輔
五
号
）

刎
斗
剖
圏
期
Ｈ
剖
吋
呵
州
矧
珂
を
準
川
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
側
規
則
荊
刮
刊
河
。
劃
。
呵
冊
ゴ
制
呵
．
判
中
「
こ
の

規
則
の
規
定
（
荊
刮
刊
呵
。
副
創
刊
州
（
盤
膣
小
唄
届
出
笹

面
の
記
戟
那
項
等
）
流
一
項
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
非
訟
察
件
手
続
規
則
（
平

成
二
十
四
年
殿
高
裁
判
所
規
則
第
七
号
）
の
規
定
」
と

、
同
条
鯆
二
項
中
「
こ
の
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
非
舩

巾
什
手
統
規
則
』
と
胱
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

朔
荊
併
示
命
令
事
件
に
睡

皿
て
そ
の
池
の
叩
述
に
（

一
今
↓
ｋ
空
、

０
ノ
ュ
ノ

二
八
五

（
共
布
に
間
す
る
非
訟
亦
件
及
び
土
地
等
の
符
理
に
間
す
る
非
訟
噸
件
に
間
す
る
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
二
条
共
有
に
閲
す
る
非
舩
事
件
及
び
土
地
等
の
管
理
に
関
す
る
非
訟
耶
件
に
関
す
る
手
続
規
則
（
令
和
四
年
最
而
裁

判
所
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 | ||’

リ

I
［
新
設
〕

二
八
八

三

八

七

改
正
後

改
正
的

伽
考
表
中
の
［
〕
の
紀
戦
及
び
対
触
脱
走
の
豆
砿
傍
練
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
油
紀

で
あ
る
。



次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
噸
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
練
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
釧
別
叫
制
州
剃
矧
凶
な
ら
な
い
。

冒
・
二
略
］

［
２
略
］

（
申
立
杏
の
記
戦
事
項
）

第
九
条
民
法
節
二
幅
筋
三
章
節
四
節
の
規
定
に
よ
る
非

舩
邸
件
の
手
続
に
闇
す
る
申
立
番
に
は
、
申
立
て
の
趣

旨
及
び
原
因
並
び
に
申
立
て
を
理
由
づ
け
る
巾
実
を
記

載
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
本
項
を
記
戟
し
、
申
立
人 ’’

又
は
代
哩
人
が

又
は
代
理
人
が

叩
件
②
手
続
に
閥
す
る
申
立
省
に

及
び
原
因
並
び
に
申
立
て
を
理
由

す
る
ほ
い
、
災
に
喝
了
る
嘱
唄
岸

外
間
脳
笏
三
眉
五
十
一

未
第
二
項
及
び
鋪
二
百
五

、
夕
、
刀
夕
も
■
で
一
ク
ロ
ヰ
〃
・
町
旧
咽
毎
脾
揮
凸
廿
で
も
。
■
一
手
●
■
■

ご
・
二
同
上
］

［
２
同
上
〕

（
申
立
香
の
記
戯
耶
項
）

節
九
条
民
法
節
二
幅
節
三
章
節
四
節
の
規
定
に
よ
る
非

訟
事
件
の
手
続
に
関
す
る
申
立
書
に
は
、
申
立
て
の
趣

旨
及
び
原
因
並
び
に
申
立
て
を
理
由
づ
け
る
事
実
を
記

載
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
中
頃
を
記
戯
し
、
申
立
人

又
は
代
理
人
が
詞
到
劉
利
叫
叫
概
川
副
剥
叫
な
ら
な
い
。

又
は
代
理
人
が
刷
剖
到
矧
餉
詞
叫
御
刷
釧
制
叫
な
ら
な
い
。

（
Ⅲ
凸
型
２
α
断
削
吋
叩
）

立
条
民
法
・
第
二
百
五
十
一
条
節
二
項
、

一
条
第
二
項
及
び
第
二
百
五
十
二
条
の
一

れ
ら
の
規
定
を
同
法
節
二
百
六
十
四
条
醒

丁
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
鋳

匙
事
件
の
手
続
に
関
す
る
申
立
書
に
は
、

百
及
び
脈
因
並
び
に
申
立
て
を
理
由
づ
け

限
す
る
ほ
か
、
火
隠
渇
ｆ
る
巾
項
を
肥
的

一
二
八
九

二
九
、

換 臣

一 詔

（
国
際
和
解
合
意
間
係
耶
件
手
統
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
十
三
条
国
際
和
解
合
意
関
係
事
件
手
続
規
則
（
令
和
六
年
最
高
救
判
所
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

》
《
》
＠

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
舸
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
郎
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
棡
に
柵
げ
る
岨
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
Ⅲ
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
、
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

（
民
事
斫
舩
規
則
の
準
用
）

第
一
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
刷
停
に
よ

る
国
際
的
な
和
解
合
意
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
の
実

剃
訓
引
刎
川
副
剰
叫
な
ら
な
い
。

施
に
関
す
る
法
律
（

冨
・
二
略
］
一
宮
・
二
同
上
）

欧
で
心
〃
ヌ
●
円
記
と
Ｆ

改
正
後

（
民
車
所
舩
規
則
の
準
朋
）

輔
一
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
幽
合
を
除
き
、
閃
停
に
よ

る
国
際
的
な
和
飾
合
恩
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
の
実

施
に
関
す
る
法
律
（
制
刺
剥
剴
矧
潤
綱
制
刺
刈
到
引
）
の
蜆

定
に
よ
る
柚
行
決
定
の
手
続
に
関
し
て
は
、
そ
の
性
質

に
反
し
な
い
限
り
、
民
珈
訴
訟
規
則
（
平
成
人
年
品
断

裁
判
所
規
則
第
五
号
）
刎
釧
到
卿
（
同
規
則
潮
ゴ
司
呵
調
‐
呵

ゴ
副
剴
叫
荊
引
利
、
剰
剖
剖
斗
の
規
定
を
除
く
。
）
を
墹
刎
剥
叩

１

改
正
航

一
二
九
一

一
九
二

改
正
後

改
正
前

備
琴
表
中
の
［
］
の
配
戟
は
注
記
で
あ
る
。



"|I I ！ 1 鱸
ロ
に
お
い
て
、
別
変
の
止
楓
に
掲
げ
る
同
規
則
の
規
定

四の

の

一

四

三
ｍ-1

一

白
一

四

一
二
九
三

一
九
四

||朧’ IIIIIII1
［
新
設
］

［
新
投
］

亨
・
心
ｌ
》
つ
、

４
Ｊ
必
〃

一
二
九
五



I ； リ

いり
；

叫
刺
列
矧
捌
廻
叫
１
醐
副
對
判
釧
矧
制
凶
矧
山
剛
瑚

I
1

！ I
に
よ
っ
て
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

告
を
す
る
鵬
合
に
つ
い
て
準
用
す
る

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

申

［
新
設
］

〔
新
設
〕

［
新
設
］

［
新
設
］

［
新
設
〕

九

七

一
丸
八

||I
I1

I 1’
〔
新
設
］

〔
新
設
〕

二
九
九

三
○
○



（
叩
立
て
の
方
式
等
）

第
二
条
刎
斗
釧
判
の
手
続
の
申
立
て
は
、
習
面
で
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
～
４
略
］

|||■ ll
ｉ：

ｌ
ｉ
－
ｉ |I |’

（
申
立
て
の
方
式
等
）

節
二
条
州
馴
調
の
手
続
の
申
立
て
は
、
密
画
で
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

〔
２
～
４
同
上
］

［
斬
設
〕

［
茄
設
］

〔
新
設
］

三

○

三J

○

羽

’
'；

三

○

三

三
○
側



判調I瓢|調|＃
鑪
一
；

一
三
○
五

○

六

i州鞠|""j割調調
…
一
…

一
三
○
七

○

人



軸調謂州綱

一
三
○
九

二
一
、

一
一
一
一
一
一



瀧 調

一
一
一
一
一
｝
一
一

三

四

1
一
『
一
一
ル
ハ

三
一
五



‘I

1
録

■■■■■■■

三

七

二

八

割i

一
三
一
九

一
一

(~）

wi 割！

；
に
記
録
し
な
け
れ

叫 こ
れ
を
フ
ァ
イ
ル

駈
卸
を
什
戚
Ｌ
‘ ！ ；

る
方
就
に
よ
り
一

（
こ
れ
ら
に
叩
ず

は
ビ
テ
オ
テ
ー
ブ

を
闘
沓
テ
ー
プ
又

願
圃
に
記

…
戦
し
な

リ



翻戯

一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
「
一
一

十
二
一

；
｜
…
’

－

一
一
一
一
一
一
一
一
一

三

岡

斜

！ :i ；
弗
百

十
六
条

Ⅲ
間
（
加
入
弓
冊

可 駈
釣
さ
せ
な
け
れ

因 の
俳
成

：
に

州
l，

ろ

配
録
し
な
け
れ
ば

剛
鯛
合
恩
閥
係
事
件

…
川
間
段
Ｕ
Ｅ
筋
用

託
劇
さ
せ
な
け
れ

剛

；
噸
臼
を…
祁
付
し
な ；

節
二
噸
節
四
噸

； ；
鋪
一
条
、
八
節
一

；
耶
劃
Ｕ
伽
恥
胴
郎
側 ； ；

副

調I
制
叩
付
手
繍
錨
側



斜

一

’

三

二

五

二

4■

'、

｡』；
－

纈難瀧
｜
■
’ ：

三

二

・上

一
ｒ
一
八

謝
百
囚
十
六

；

』
受
命
裁
綱
官
等
の１
卸
百
匹
十
二
条
（

；
剥
ｆ
Ｆ
圏
段
簡
附

』

1
弗
及

ひ
個
胡
側
卸

す
る
第
百
四
十
二

駁
み
制
え
て
即
州

節
一
条
に
お
い
て

制
叩
判
手
紙
胤
側 ！ 増

淵

四’

1職
卿

繩
刺

：
＃
う
酊
散
削
り
組 ’

御
日
向
副
食
を
１

１
』
《
″
一

鼈 ； リ



測罵剛 湖

三

九

二
三
○

1
W ：

卿

一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
聿
一



W
！ 淘

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

ゴ
ニタP

四

（
特
定
和
解
関
係
事
件
手
銃
規
則
の
一
部
改
正
）

鋪
六
十
四
条
狩
定
和
鮒
関
係
本
件
手
統
規
則
（
令
和
六
年
最
刑
織
判
所
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
吹
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
餉
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
峨
次
対
応
す
る
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
亜
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
『
対
象
規
定
」
と
い
う
《
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

節
一
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
期
合
を
除
き
、
餓
判
外
紛
一
節
一
条
特
別
の
定
め
が
あ
る
期
合
を
除
き
、
歎
判
外
紛

－

ー

一

－

同
ｊ
卸
坦Ｉ

三

三

五

二二

六
u I1

改
正
後

改
正
前

鯛
考
表
中
の
〔
］
の
記
範
及
び
対
破
規
定
の
二
砿
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。 謝

謂
割

；
証
砲
珂
を
ｒ
・
フ
ー
）

抗
告
餅…
可
申
立
て

抗
告
祝
起
通
知
勘
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除
く
。
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II
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三

三

七

三
三
八

|，Ili
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||I I
〔
新
設
〕

［
新
設
〕

一
三
三
九

二
Ｗ
○



；

11
；
ｉ

： ；
1

| I
申
立
画
の
柱 底

に

〔
新
設
〕

［
新
設
］

［
新
設
］

［
新
設
］

〔
新
設
〕

三

四

＝

四

’
；

釧
州
ヨ
矧
削
劉
劉
副
叫
１
馴
削
制
削
ｄ
刻
刻
剖
刈

■

'I I ’
嗽
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

何
耶
も
隠
さ
ず
、
ま
た
、
何
叩
も
付
け
加
え
な
凶

［
新
設
］

［
新
設
］

一
三
四
四

三

四

三



詐 1
21

１
１（申立

て
の
方
式
等
）

節
三
条
刎
到
刈
羽
の
手
続
の
申
立
て
は
、
嘗
面
で
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
～
４
略
〕

I
1

て
を
す
る
場
合
旧
つ
い
て
雄
用
す
る
。
こ
の
襲
合
に
お

は
叔
判
召
の
原
本
及
び
正

に

お

い

（
申
立
て
の
方
式
等
）

節
二
条
刺
剖
詞
の
手
続
の
申
立
て
は
、
曾
面
で
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

［
２
～
４
同
上
］

［
新
設
］

［
新
設
〕

［
新
設
］

一
三
四
五

三

四

六

｡j

側調

一
三
四
七

四

八
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Ⅱ■■■■■■■■■■

｜
’

’
三
六
五

16毛

′、

4．

'、

斜

－

~i

■■■

一
三
六
八

一

ニ

ュー

ノ、

七

捌
七
’
六
条 1

舗
七
’
一
条

に
よ
り
作
成
さ
れ

；
当
赦
隣
述
の
認
音

Ｉして
フ

ア
イ

ル

に
配
蝉

： ；
樋
子
速
記
録
」
と

叫
訓
判
Ｊ
１

＃
度
釘
｛
心
１
－ ；

； Ｉ
“
Ⅷ
‐
し
｝
も

；
； ：

､ ；

斜

；
罰
一
一
剛
訂
Ⅱ
潮

； ； ヨ

鯛
節
一
条
α
八
翰
一

；
叩
削
も
ト
ト
旧
跡
側 ； ；

卸
百
八
条
卵
一
噸

楢
え
て
鞭
用
す
る

昇
に
来
↓
て
剛
易

件
乎
紡
剛
剛
鈍
一

斜
定
和
鯛
閲
係
耶

規
側
第
一
条
の
八



一
三
六
九

二
七
○

糊

叫
三

七

三

七

二

三
十
七
条
の
二
カ

ー
噸
ま
で
及
Ｕ
鯏
百

節
一
噸
力
ら
卵
三

耐
子
馴
圃
に
つ
い

’て
‐

〃
ｐ
Ｔ
Ｄ
■
■
勺
Ｊ
■
０
■
ロ
。
４
■
即
ｄ
日
日
夕
■
■
■
夕

Ｊ
Ｉ
１
侭
１
１
１

］
並
び
に
錦
百
匹
十

…
節
百
三
十
七
条
卵

…
か
ら
前
条
ま
で
（

：
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三

七

二
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七
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謂澱
Ⅶ

一
三
七
五

七
4｡
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が
一
三
七
七

三
七
八

（
性
的
な
姿
態
を
搬
影
す
る
行
為
等
の
処
刑
及
び
押
収
物
に
配
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
趣
磁
的
記
録
の
洲
去

等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
消
去
等
の
手
統
等
に
閲
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

節
六
十
五
条
性
的
な
姿
態
を
撮
影
す
る
行
為
等
の
処
刑
及
び
押
収
物
に
記
録
さ
れ
た
性
的
な
姿
態
の
影
像
に
係
る
電
磁
的
記

録
の
消
去
等
に
閥
す
る
法
律
に
よ
る
澗
去
等
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
六
年
最
高
紋
判
所
規
則
節
十
号
）
の
一
部
を

吹
の
よ
う
に
改
正
す
る
・

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
棡
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
郎
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
棡
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
一
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
肱
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う

に
改
め
る
。条

）
｜
条
）

一
三
七
九

一
三
八
０

備
謝
表
中
の
［
］
の
記
戦
及
び
対
象
規
定
の
二
亜
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記

で
あ
る
。

改
正
後

改
正
的

増

謂
割

；
脈
卸
を
し
う
‐
）

作
成
す
る
田
圃
的

瓢
荊
所
曾
駈
官
が

抗
告
的…
可
申
立
て ！



第
七
条
民
耶
断
艶
規
則

－

を
記
戦
す
る
ほ
か
、
秘
胚
事
項
届
出
啓
面
で
あ
る
旨
を

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
２
略
〕

（
秘
匠
決
定
が
あ
っ
た
鳩
合
に
お
け
る
秘
匿
事
項
記
載

部
分
の
閲
覧
等
の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
飾
三

十
五
条
）

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
伺
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
に
跣
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ゴ
劉
刻
町
．
Ｈ
Ｊ
剖
瑚
司
刺
剥
飼
叩
剰
到
判
斗
剴
科
呵
ゴ
判
到
引
の

規
定
は
、
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場

合
に
つ
い
て
雛
用
す
る
。
こ
の
卿
合
に
お
い
て
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

に
よ
る
届
出
に
係
る

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
一

に
は
、
秘
旺
耶
噸

－

第
七
条
民
事
断
訟
規
則

－

［
２
刑
上
〕

（
秘
匿
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
秘
匿
率
項
記
載

部
分
の
閲
髄
等
の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
笄
・
法
第
三

十
五
条
）

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
伺
表
の
下
梱
に
掲
げ
る
字
句
に

醜
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

ゴ
釧
詞
刺
Ｈ
斗
劃
判
寸
凋
測
制
剃
劃
叫
Ｈ
ゴ
副
創
刊
却
斗
の
規
定

は
、
怯
第
三
十
五
条
第
一
項
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に

つ
い
て
鵡
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の

上
棡
に
掲
げ
る
同
規
則
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

に
よ
る
届
出
に
係
る
翻
鰄
割
到
倒
副
副
剥
劃
叫
に
は
、
秘
匿

蛎
項
を
記
戦
す
る
ほ
か
、
秘
匿
事
項
届
出
書
面
で
あ
る

旨
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

1■■■■■■■■■■

一
三
八
二

一
三
八
一

1■■■■■■■■■■

（
対
象
領
凪
物
件
及
び
対
象
危
磁
的
記
録
等
の
閲
覧
等

の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
飾
三
十
六
条
）

第
八
条
〔
略
］

〔
２
．
３
略
〕

４
第
一
項
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条

第
一
頃
に
規
定
す
る
証
拠
の
申
出
に
係
る
対
歎
願
個
物

｜
’ 副』

（
潮
剴
剴
呵
。
劉
剰
呵

刑
佃
刈
（
秘
旺
本
項

届
出
嘗
面
の
記
載

事
項
等
）
第
一
項

を
除
く
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
）

に
よ
る
押
印
（
当

骸
秘
匿
決
定
に
係

る
秘
陛
対
象
者

｜
等
を
い

に
よ
る
押
印
（
当

肱
秘
Ⅸ
決
定
に
係

る
扱
影
対
象
者
等

（
性
的
な
姿
態
を

樋
影
す
る
行
為
秤

の
処
刑
及
び
押
収

物
に
記
録
さ
れ
た

性
的
な
姿
態
の
影

像
に
係
る
愈
磁
的

記
録
の
消
去
等
に

関
す
る
法
律
節
九

条
鯖
二
項
に
規
定

す
る
撮
影
対
象
者

う
⑥

ｰ

Ⅱ■■■■■■■■■■

（
対
象
頗
皿
物
件
及
び
対
敵
危
磁
的
記
録
弊
の
閲
覧
等

の
制
限
の
申
立
て
の
方
式
等
・
法
鯆
三
十
六
条
）

第
八
条
〔
同
上
］

〔
２
．
３
同
上
〕

４
第
一
項
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
法
第
三
十
六
条

輔
一
頃
に
規
定
す
る
鉦
拠
の
叩
州
に
係
る
対
象
傾
田
物

’
一 "1

（
剰
刮
利
可
コ
型
剰
呵

Ｈ
（
秘
慨
束
唄
届

出
書
面
の
記
戟
事

項
等
）
鮒
一
項
を

除
く
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に

よ
る
押
印
（
当
腋

秘
匿
決
定
に
係
る

秘
匝
対
象
者

三

八

四

一
三
八
三

｜
等
を
い

に
よ
る
押
印
（
当

峡
秘
艦
決
定
に
係

る
撮
影
対
象
者
等

（
性
的
な
婁
態
を

樋
影
す
る
行
為
等

の
処
刑
及
び
押
収

物
に
記
録
さ
れ
た

性
的
な
姿
態
の
影

倣
に
係
る
蝕
磁
的

記
録
の
消
去
等
に

関
す
る
法
律
鋪
九

条
第
二
項
に
規
定

す
る
掻
影
対
象
者

う
｡

…

－

列

羽
側

謂
銃
み
替
え
る

民
事
訴
訟
規

則
の
規
定

秘
匿
対
象
者

申
立
て

醜
み
替
え
ら
れ
る

字
句

被
告

被
告
の
申
立
て

暁
み
替
え
る
字
句

卿

堀
側

姻
胱
み
替
え
る

民
珈
訴
訟
規

則
の
岨
定

秘
匠
対
顔
者

申
立
て

疏
み
替
え
ら
れ
る

字
句

被
告

被
告
の
申
立
て

戯
み
替
え
る
字
句

副

弱
法
輔
百
三
十
三
条

（
巾
立
人
の
住
所

氏
名
弊
の
秘
慨

）
飾
一
噸
の
申
立

て
を
し
た
者

被
告

列

li
怯
節
百
三
十
三
条

（
申
立
人
の
住
所

氏
名
笄
の
秘
匿

）
鋪
一
噸
の
申
立

て
を
し
た
者

被
告



［
６
．
７
略
］

叫
刎
利
列
鋼
渕
矧
洲
判
別
制
副
刷
１
溜
副
判
耐
卿i

5

1
州

1
の

複
製
物

に

つ

い

て

泣

送

を

件
若
し
く
は
対
象
甑
囲
物
件
を
複
写
し
た
記
録
媒
体
刻
．

写
し
若
し
く
は
印
刷
し
た
記
録
媒
体
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
『
記
録
蝋
休
神
』
と
い
う
。
）
か
ら
対
象
婆
態

等
腋
当
部
分
を
除
い
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
申
立
時
除
外
媒
体
』
と
い
う
。
）
劃
制
訓
判
叫
、
裁
判

繭
に
拠
出
し
な
け
れ
ば

ill
河
回
ｌ
到
叫
引
引
凹
遇
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

対
欺
矼
磁
的
記
鰍
を
複

醜
、
卯

〔
６
．
７
同
上
〕

剖
○
被
告
は
、
仙
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
決
定
後
除
外
媒

体
を
提
出
す
る
と
き
は
、
そ
の
複
製
物
一
個
（
決
定
後

除
外
媒
体
を
送
付
す
べ
き
原
告
の
数
が
二
以
上
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
数
と
同
じ
個
数
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

９
被
告
は
、
卵
告
に
送
付
す
べ
き
決
定
後
除
外
媒
体
の

複
製
物
に
つ
い
て
直
送
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
銅
荊
司
は
、

件
若
し
く
は
対
象
領
囮
物
件
を
被
写
し
た
記
録
媒
体
引
判

剛
，
対
象
危
磁
的
記
録
を
傾
写
し
若
し
く
は
印
刷
し
た
記

録
媒
体
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
『
記
録
媒
体
等
」
と

い
う
。
）
か
ら
対
象
婁
態
等
醸
当
部
分
を
除
い
た
も
の

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
一
申
立
時
除
外
蝶
体
」
と
い

や
『
／
⑪
）

祖
製
物
に
つ
い
て
直
送
を
制
剖
訓
剴
引
州
剥
釧
引
到
。

な
け
れ
ば
制
訓
引
渕
凶
別
Ｉ

百
に
送
付
す
べ
き
申
ウ

三

八

五

一
三
八
六

、
栽
判
所
に
提
出
しの

’
''l

l’
岨
．
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
申
立
時
除
外
媒
体
が
提
出
さ

れ
た
場
合
に
は
、
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る

証
拠
の
申
出
に
係
る
記
録
媒
体
等
の
閲
覧
、
脇
写
又
は

複
製
は
、
申
立
時
除
外
媒
体
（
第
七
項
本
文
の
規
定
に

よ
り
決
定
後
除
外
蝶
体
が
拠
出
さ
れ
た
増
合
に
あ
っ
て

は
、
決
定
後
除
外
媒
体
）
に
よ
っ
て
さ
せ
る
こ
と
が
で

全
ご
一
〈
》
⑥

Ⅷ
第
一
項
の
申
立
て
を
却
下
す
る
餓
判
が
確
定
し
た
と

き
は
、
被
岱
は
、
速
や
か
に
、
法
飾
三
十
六
条
鋪
一
項

に
規
定
す
る
鉦
拠
の
申
出
に
係
る
記
録
媒
体
等
に
つ
い

て
、
そ
の
禎
製
物
一
個
（
記
録
媒
体
等
を
送
付
す
べ
き

陳
倍
の
数
が
二
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
敵
と
同
じ

個
敷
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

‐
岡
被
告
は
、
原
告
に
送
付
す
べ
き
配
録
媒
体
等
の
複
製

物
に
つ
い
て
直
送
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
三
八
七

一
三
八
八
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段
高
救
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長
官
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今
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崎
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意
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三

八一

九

1

｛
一

》

←、

＝

～

勺

I

I

◆
一

○
１

備
考
表
中
の
［
］
の
極
敵
及
び
対
象
規
定
の
二
亜
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
Ｌ
た
傍
線
は
注
配

で
あ
る
。


